
f. 取水スクリーンの破損による取水性への影響評価 

海水中の海藻等塵芥物を除去するために設置されている除塵装置の

ロータリースクリーン（図-2-5-42～45）については、異物の混入を防

止する効果が期待できるが、津波時には破損して、それ自体が漂流物と

なる可能性があることから、津波に対する強度を確認した。結果、塵芥

装置のロータリースクリーンは、基準津波の津波流速に対し、十分な強

度を有していることから、漂流物とはならず、取水性に影響を及ぼすも

のでないことを確認した。（表-2-5-17,18）。 

 

(a) 1 号炉及び２号炉 

【確認条件】 

・津波流速：1.8m/s（1号及び2号炉海水ポンプ室前面の流速分布0.9m/s

未満） 

・対象設備：ロータリースクリーン 

・確認方法：基準津波の津波流速 1.8m/s で生じる発生応力と許容値と

の比較 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図-2-5-42 除塵装置概略図 

※1 2号炉は T.P. -9.6m
※2 2号炉は T.P. +0.5m

T.P. +3.0m T.P. +3.5m

T.P. -9.5m※1

T.P. +3.5m

T.P. +0.4m

T.P. +0.6m※2 ロータリースクリーン

海水ポンプ

海水取水

循環水ポンプ
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設 備 部 材 張力/発生応力 許容値 

ロータリ

ー 

スクリー

ン 

キャリング 

チェーン 
67kN 441kN 

網枠 16kN/cm2 24kN/cm2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-2-5-17 除塵装置の取水性影響確認結果 

図-2-5-43 除塵装置の評価対象部位 

ロータリースクリーン 

網枠

キャリング
チェーン
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(a) ３号炉及び４号炉 

【確認条件】 

・津波流速：0.4m/s（3,4 号炉海水ポンプ室前面の流速分布 0.4m/s 未

満） 

・対象設備：ロータリースクリーン 

・確認方法：設計時に各部材応力を算出し許容値との比較を行っている

ことから、スクリーン前後の設計水位差 1.5m に対し、基

準津波の津波流速0.4m/sで生じる水位差が設計水位差以

下であることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリースクリーン 

図-2-5-44 除塵装置概略図 

T.P.+3.50ｍ

T.P.+1.55ｍ

海水ポンプ

ロータリー
スクリーン

T.P.-6.54ｍ

海水取水
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設 備 部 材 
流速 0.4m/s 時の 

水位差 

参 考 

発生値/許容値 

（設計水位差 1.5m ベース） 

ロータリ

ー 

スクリー

ン 

キャリング 

チェーン 
0.17m≦1.5m 

24kN/245kN 

（張力/破壊強度） 

網枠 0.17m≦1.5m 
81N/mm2/187N/mm2 

(発生応力/許容応力) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

表-2-5-18 除塵装置の取水性影響確認結果 

網枠 

キャリングチェーン 

図-2-5-45 除塵装置の評価対象部位 
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2.6 津波監視設備 

【規制基準における要求事項等】 

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

敷地への津波の繰返しの襲来を察知し、津波防護施設、浸水防止設備の

機能を確実に確保するために、津波監視設備として、津波監視カメラ及び

潮位計を基準津波の影響を受けにくい位置に設置する。 

 

【検討結果】 

津波監視設備として以下の設備を設置し監視する設計としている。 

・津波監視カメラ 

（３号炉原子炉格納施設壁面、４号炉原子炉補助建屋壁面） 

・潮位計（１号炉海水ポンプ室、２号炉海水ポンプ室、３，４号炉海水 

ポンプ室） 

 

(1) 設置位置 

津波監視設備は、津波襲来を監視でき、かつ基準津波の影響を受け

にくい位置に設置する。図 2-6-1 に示すとおり、１号炉、２号炉、３

号炉及び４号炉共用設備である津波監視カメラは、敷地への津波襲来

監視を目的として、取水口側は３号炉原子炉格納施設壁面 T.P.+46.8m、

放水口側は４号炉原子炉補助建屋壁面T.P.+36.2mに設置する。１号炉、

２号炉、３号炉及び４号炉共用設備である潮位計は、津波高さ計測及

び通常の潮汐とは異なる潮位変動の把握を目的として、１号炉海水ポ

ンプ室 T.P.+7.1m、２号炉海水ポンプ室 T.P.+7.1m 及び３，４号炉海水

ポンプ室 T.P.+4.6m に設置する。津波監視カメラ設置位置は津波遡上

範囲になく、潮位計設置高さも、１号炉海水ポンプ室前及び２号炉海

水ポンプ室前における入力津波による津波高さ T.P.+2.6m、３，４号炉

海水ポンプ室前における入力津波による津波高さ T.P.+2.9m よりも十

分高く、波力、漂流物の影響を受けない位置である。 

 

(2) 仕様 

津波監視カメラは、取水口・放水口側を監視できるものを各１台設

置し、暗視機能等を有し、1号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４

号炉中央制御室から監視可能である。 
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潮位計は、上昇側及び下降側の津波高さを計測できるよう、１号炉

海水ポンプ室及び２号炉海水ポンプ室に設置する潮位計で T.P.約

-9.9m～T.P.約+6.6m、３，４号炉海水ポンプ室に設置する潮位計で T.P.

約-4.0m～T.P.約+4.0m を測定範囲とし、1 号及び２号炉中央制御室並

びに３号及び４号炉中央制御室から監視可能な設計としている。 

 

 

  

 

 

図 2-6-1 津波監視関係設備配置図 
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2.7 津波影響軽減施設 

津波影響軽減施設として、発電所周辺を波源とした津波の波力を軽減

するために取水口カーテンウォールを設置する。 

津波影響軽減施設に対する【規制基準における要求事項等】、【検討方

針】及び【検討結果】については、「3.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱

い」に示す。 

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提

出資料のうち「2.7 津波影響軽減施設」に同じ。 
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3. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件 

3.1 津波防護施設の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設については、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に

対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐

性にも配慮した上で、入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる

よう設計すること。 

 

【検討方針】 

津波防護施設（取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外排水

路逆流防止設備並びに１号及び２号炉放水ピット止水板）については、そ

の構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び

転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

津波防護施設である取水路防潮ゲート、放水口側防潮堤、防潮扉、屋外

排水路逆流防止設備、１号及び２号炉放水ピット止水板並びに潮位計の設

計においては、その構造に応じ、波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性

を確保し、またすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性に

も配慮した上で、入力津波による津波荷重や地震荷重等に対して津波防護

機能が十分保持できるように設計する。 

なお、取水路防潮ゲートについては、遠隔操作が可能となるよう基準地

震動 Ss を考慮して、操作用電源等を設計する。 

また、津波監視設備と兼用の潮位計については、津波の影響（波力、漂

流物の衝突等）に対して、影響を受けない位置へ設置することから、方針

については「3.3 津波監視設備の設計」に基づく設計とする。 

 

a. 取水路防潮ゲート 

取水路防潮ゲート前面における入力津波高さ T.P.+6.2m に対して、構

造物天端高さを T.P.+8.5m としており、入力津波高さに対して十分な余

裕を確保している。 

(1) 構造 

取水路防潮ゲートは、取水路に設置するものであり、鉄筋コンクリ

ート製の防潮壁、機側盤室と鋼製のゲート扉体（重量：約 7t）、門柱及

び閉止機構等から構成される構造である。（図-3-1-1～2） 
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防潮ゲートはH鋼材による梁・柱と鋼板を組み合わせた構造であり、

常時両系列は「開」の状態とし、ラック方式による吊下げ機により

T.P.0m～T.P.+6.0m の高さで周囲は鉄筋コンクリート製の躯体に囲ま

れた状態で保持されている。 

(2) 荷重組み合わせ 

取水路防潮ゲートの設計においては、以下の通り、常時荷重、津波

荷重、地震荷重、余震荷重、漂流物荷重を適切に組合せて設計を行う。 

① 常時荷重＋津波荷重 
② 常時荷重＋地震荷重 
③ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 
④ 常時荷重＋津波荷重＋漂流物荷重 
また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(3) 荷重の設定 

取水路防潮ゲートの設計において考慮する荷重は以下のように設定

する。 

① 常時荷重 

自重を考慮する。 

② 地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③ 津波荷重 

取水路防潮ゲート位置である「取水路防潮ゲート前面」での入力津

波高さ T.P.+6.2m を考慮する。津波波力は、「港湾の施設の技術上の

基準・同解説」（以下、「港湾基準」という。）により適切に設定する。 

④ 余震荷重 

水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮し、鉛直方向に弾性

設計用地震動 Sd-5Vを考慮する。 

⑤ 漂流物荷重 

対象とする漂流物を選定し、漂流物の衝突力を漂流物荷重として設

定する。具体的には、敷地周辺の漂流物調査の結果から漂流の可能性

があると評価された、最大級の漂流物である総トン数 10t 級（排水ト

ン数 30t）の小型漁船を考慮することとし、「道路橋示方書（Ⅰ共通編・

Ⅳ下部構造編）・同解説」を参考に衝突荷重を算定する。 

漁船荷重 W 算定式 W＝W0 

ここに、W ：重量（kN） 

W0：排水トン数（kN） 

なお、漁船の排水トン数は「津波漂流物対策施設
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設計ガイドライン（案）」より総トン数の３倍と

する。 

W＝10×3×9.8＝300(kN) 

衝突荷重 P 算定式 P＝0.1×W×v 

ここに、P：衝突力（kN） 

W：漂流物の重量（kN） 

v：表面流速（m/s） 

漂流物荷重を設定する為の表面流速ｖについては、取水路内を遡上

する津波の流速に対して、法線方向の最大流速の２倍程度の流速とす

る。 

(4) 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに

より、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、

構成する部材が弾性域内に収まることを基本として、津波防護機能を

維持していることを確認する。 

 

 

A系列

B系列

約14m
約44.2m

ゲート

機側盤室

 

図-3-1-1 防潮ゲート道路部位置図 
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図-3-1-2 防潮ゲート断面図 

 

b. 放水口側防潮堤 

放水路内における入力津波高さ（最大値は放水路奥で T.P.+6.7m）に対

して、構造物天端高さを T.P.+8.0m としており、入力津波高さに対して

十分な余裕を確保している。 

(1) 構造 

放水口側防潮堤は、１号及び２号炉放水路周辺の埋立地に設置し、

敷地高さ T.P.+3.5m の敷地を越える津波が襲来した場合に、津波が敷

地へ到達・流入することを防止するものであり、杭基礎に鋼製の上部

工を設置する杭基礎形式部と、１号及び２号炉放水ピットに鉄筋コン

クリート製の防潮壁を設置する鉄筋コンクリート部、およびセメント

改良土により防潮堤を構築する地盤改良部の３種類に分けられる。放

水口側防潮堤のうち杭基礎形式部は、液状化対策による地盤改良を行

った地盤に設置する。また、主要な構造体の境界部には、想定される

荷重の作用を考慮し、試験等にて止水性を確認した止水ジョイント等

で止水措置を講じる設計とする。 

なお、地盤改良部については、循環水管の上部に盛土を行なうこと

から、この盛土による荷重を含め荷重条件を適切に設定し、通常運転

中及び定検中の水抜き時における構造健全性を応力照査により確認す

る。 

(2) 荷重組み合わせ 

放水口側防潮堤の設計においては、以下の通り、常時荷重、津波荷

重、地震荷重、余震荷重、漂流物荷重を適切に組合せて設計を行う。 

① 常時荷重＋津波荷重 

A系列Ｂ系列 

ゲート扉体４門（鋼製） 

（両系列常時開放） 

機側盤室

T.P.+8.5m

T.P.± 0m

ゲート落下機構防潮壁（鋼製）

防潮壁

（鉄筋コンクリート製）

B2 B1 A2 A1

機構

▽ ▽▽ ▽

第二編-別添1-267



② 常時荷重＋地震荷重 
③ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 
④ 常時荷重＋津波荷重＋漂流物荷重 
また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(3) 荷重の設定 

放水口側防潮堤の設計において考慮する荷重は以下のように設定す

る。 

① 常時荷重 

自重を考慮する。 

② 地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③ 津波荷重 

放水口側防潮堤位置である「放水路(奥)」での入力津波高さ

T.P.+6.7m を考慮する。津波波力は、港湾基準及び津波避難ビルガイ

ドラインにより設定する。 

④ 余震荷重 

水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮し、鉛直方向に弾性

設計用地震動 Sd-5Vを考慮する。 

⑤ 漂流物荷重 

対象とする漂流物を選定し、漂流物の衝突力を漂流物荷重として設

定する。具体的には、敷地周辺の漂流物調査の結果から漂流の可能性

があると評価された、最大級の漂流物である総トン数 10t 級（排水ト

ン数 30t）の小型漁船を考慮することとし、「道路橋示方書（Ⅰ共通編・

Ⅳ下部構造編）・同解説」を参考に衝突荷重を算定する。 

漁船荷重 W 算定式 W＝W0 

ここに、W ：重量（kN） 

W0：排水トン数（kN） 

なお、漁船の排水トン数は「津波漂流物対策施設

設計ガイドライン（案）」より総トン数の３倍と

する。 

W＝10×3×9.8＝300(kN) 

衝突荷重 P 算定式 P＝0.1×W×v 

ここに、P：衝突力（kN） 

W：漂流物の重量（kN） 

v：表面流速（m/s） 

漂流物荷重を設定する為の表面流速ｖについては、放水路内を遡上
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する津波の流速に対して、法線方向の最大流速の２倍程度の流速とす

る。 

(4) 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに

より、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、

構成する部材が弾性域内に収まることを基本として、津波防護機能を

維持していることを確認する。 

なお、地盤改良部については、改良体に対する応力評価（基準地震

動 Ss 時に発生する応力と終局強度※）1 の比較）および循環水管の応力

評価を実施した上で、盛土の天端高さにより津波防護機能を維持して

いることを確認する。 

※)1 建設技術審査証明 報告書建設機械化技術（建審証 0901 号） 

   マルチジェット工法(H21.6)社団法人日本建設機械化境界等に基づき算定 

 

地盤改良部

杭基礎形式部

杭基礎形式部

鉄筋コンクリート
壁部

 

図-3-1-3 放水口側防潮堤平面図 
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側面図

鋼管杭

H鋼

津波襲来側

鋼矢板

T.P.+8.0m

T.P.+3.5m

コンクリート
充填

鋼板

鋼管杭

鋼矢板

浸透固化改良  
 
 

正面図

鋼管杭

鋼板または
ポリカーボネイト

鋼製
受け枠

T.P.+8.0m

T.P.+3.5m

鋼製
受け枠

鋼板

浸透固化改良

鋼管杭

 
図-3-1-5 杭基礎形式部正面図 

      

盛土

杭基礎（鋼管杭）

CM

CL

D

第１粘性土層

砂礫層

第１砂質土層

浸透
固化改良

砂礫層

第１砂質土層

 

図-3-1-6 杭基礎形式部地盤改良範囲図 

図-3-1-4 杭基礎形式部断面図 
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１号及び２号炉放水ピット

鉄筋コンクリート壁部

T.P.+8.0m

１号及び２号炉放水ピット

鉄筋コンクリート壁部

T.P.+8.0mT.P.+8.0m

T.P.+3.5m

浸透固化改良

津波襲来側

 

図-3-1-7 鉄筋コンクリート壁部 

 

 

地盤改良

津波襲来側

T.P.+5.5m セメント固化改良

 

 

図-3-1-8 地盤改良部断面図 

 

 

(a) シートジョイント         (b) ゴムジョイント 

 

図-3-1-9 止水ジョイント詳細図 
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図-3-1-10 地盤改良工法（高圧噴射攪拌工法）概念図 

 

c. 防潮扉 

放水路内における入力津波高さ（防潮扉前面で T.P.+6.6m）に対して、

構造物天端高さを T.P.+8.0m としており、入力津波高さに対して十分な

余裕を確保している。 

(1) 構造 

１号及び２号炉放水路脇の西側の敷地高さ T.P.+3.5m の敷地を越え

る津波が襲来した場合に、津波が敷地へ到達・流入することを防止す

るため、放水口側防潮堤と連結するよう防潮扉を設置し、原則閉止運

用とする。鋼管杭に支持された鉄筋コンクリート製の基礎の上に、ア

ルミニウム合金製の防潮扉を設置する構造とする。 

(2) 荷重組み合わせ 

防潮扉の設計においては、以下の通り、常時荷重、津波荷重、地震

荷重、余震荷重、漂流物荷重を適切に組合せて設計を行う。 

① 常時荷重＋津波荷重 

14.6m

0.8m0.8m0.8m0.8m1.0m1.0m0.8m0.8m

0.8m0.8m

0.8m0.8m

4.3m

高圧噴射攪拌工法
(奥行方向)に相当

高圧噴射攪拌工法
(横断方向)に相当

0.8m0.8m
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② 常時荷重＋地震荷重 
③ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 
④ 常時荷重＋津波荷重＋漂流物荷重 
また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(3) 荷重の設定 

防潮扉の設計において考慮する荷重は以下のように設定する。 

① 常時荷重 

自重を考慮する。 

② 地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③ 津波荷重 

防潮扉設置位置である「防潮扉前面」での入力津波高さ T.P.+6.6m

を考慮する。津波波力は、津波避難ビルガイドラインにより設定する。 

④ 余震荷重 

水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮し、鉛直方向に弾性

設計用地震動 Sd-5Vを考慮する。 

⑤ 漂流物荷重 

対象とする漂流物を選定し、漂流物の衝突力を漂流物荷重として設

定する。具体的には、敷地周辺の漂流物調査の結果から漂流の可能性

があると評価された、最大級の漂流物である総トン数 10t 級（排水ト

ン数 30t）の小型漁船を考慮することとし、「道路橋示方書（Ⅰ共通編・

Ⅳ下部構造編）・同解説」を参考に衝突荷重を算定する。 

漁船荷重 W 算定式 W＝W0 

ここに、W ：重量（kN） 

W0：排水トン数（kN） 

なお、漁船の排水トン数は「津波漂流物対策施設

設計ガイドライン（案）」より総トン数の３倍と

する。 

W＝10×3×9.8＝300(kN) 

衝突荷重 P 算定式 P＝0.1×W×v 

ここに、P：衝突力（kN） 

W：漂流物の重量（kN） 

v：表面流速（m/s） 

漂流物荷重を設定する為の表面流速ｖについては、放水路内を遡上

する津波の流速に対して、法線方向の最大流速の２倍程度の流速とす

る。 
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(4) 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに

より、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、

構成する部材が弾性域内に収まることを基本として、津波防護機能を

維持していることを確認する。 

②

②

①

①

 

図-3-1-11 防潮扉平面図 

  

②－②

浸透固化改良

T.P.+8.0m

T.P.+5.5m

扉体

鋼管杭

RC防潮壁 RC防潮壁

T.P.+8.0m

T.P.+5.5m

扉体

鋼管杭

浸透固化改良

津波襲来側 津波襲来側

鋼製架構

①－①

 
図-3-1-12 防潮扉縦断面図 

 

1,2号放水路

扉体
T.P.+8.0m

T.P.+5.5m
T.P.+3.5m

RC防潮壁

浸透固化改良

セメント
固化改良

鋼管杭

 
図-3-1-13 防潮扉横断面図 
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d. 屋外排水路逆流防止設備の設計方針 

放水路内における入力津波高さ（最大値は放水路奥で T.P.+6.7m）に

対して、許容津波高さ T.P.+8.0m までの津波波力を考慮し、入力津波高

さに対して十分な余裕を確保している。 

(1) 構造 

屋外排水路逆流防止設備は、放水口側防潮堤の下部を貫通する屋外

排水路に対し、逆流防止設備としてステンレス製の逆流防止蓋（フラ

ップゲート）を設置し、放水路内及び放水口前面付近から、防潮堤内

側に遡上しようとする津波を防護する。 

(2) 荷重組み合わせ 

屋外排水路逆流防止設備の設計においては、以下の通り、常時荷重、

津波荷重、地震荷重、余震荷重を適切に組合せて設計を行う。 

① 常時加重＋津波荷重 
② 常時荷重＋地震荷重 
③ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 
また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

なお、鉄筋コンクリート製のピットに囲まれた構造であり、地中に

埋設された屋外排水路を大きな漂流物が逆流してくることは考え難い

ことから、漂流物による荷重は考慮しないものとする。 

(3) 荷重の設定 

屋外排水路逆流防止設備の設計において考慮する荷重は以下のよう

に設定する。 

① 常時荷重 

自重を考慮する。 

② 地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③ 津波荷重 

屋外排水路逆流防止設備のある放水路内での入力津波をもとに考

慮する。津波波力は、港湾基準及び津波避難ビルガイドラインにより

設定する。 

④ 余震荷重 

水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮し、鉛直方向に弾性

設計用地震動 Sd-5Vを考慮する。 

(4) 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに
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より、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、

構成する部材が弾性域内に収まることを基本として、津波防護機能を

維持していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3-1-14 屋外排水路逆流防止対策位置図 
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T.P.+3.5m

逆流防止蓋
鉄筋コンクリート

鋼管杭

 
図-3-1-15 逆流防止設備断面図（例） 

逆流防止蓋
鉄筋コンクリート

鋼管杭

鋼管杭

 

図-3-1-16 屋外排水路逆流防止設備平面図（例） 

 

e. １号及び２号炉放水ピット止水板 

放水路奥における入力津波高さ T.P.+6.7m に対し、１号及び２号炉放

水ピットからの津波の流入を防止するため、許容津波高さ T.P.+8.0m ま

での津波波力を考慮し、入力津波高さに対して十分な余裕を確保してい

る。 

(1) 構造 

１号及び２号炉放水ピットからの津波の逆流に対し、敷地への津波

の浸入を防護するため放水ピット開口部に鋼製の止水板を設置し、津

波の浸入を防ぐ構造とする。 

(2) 荷重組み合わせ 

１号及び２号炉放水ピット止水板の設計においては、以下の通り、

常時荷重、津波荷重、地震荷重、余震荷重を適切に組合せて設計を行

う。 
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① 常時加重＋津波荷重 
② 常時荷重＋地震荷重 
③ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 
また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(3) 荷重の設定 

１号及び２号炉放水ピット止水板の設計において考慮する荷重は以

下のように設定する。 

① 常時荷重 

自重を考慮する。 

② 地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③ 津波荷重 

１号及び２号炉放水ピット止水板のある放水路内奥での入力津波

をもとに考慮する。津波波力は、港湾基準により設定する。 

④ 余震荷重 

水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮し、鉛直方向に弾性

設計用地震動 Sd-5Vを考慮する。 

(4) 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再使

用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえることに

より、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう、

構成する部材が弾性域内に収まることを基本として、津波防護機能を

維持していることを確認する。 
 

 止水板

１号及び２号炉放水ピット

T.P.+8.0m
T.P.+6.5mT.P.+6.0m

鉄筋コンクリート

 

図-3-1-17 １号及び２号炉放水ピット止水板断面図 
 

第二編-別添1-278



3.2 浸水防止設備 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については、浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波

圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波

に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（海水ポンプ室浸水防止蓋、循環水ポンプ室浸水防止蓋、

水密扉、貫通部止水処置）については、基準地震動による地震力に対して

浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また、浸水時の波圧等に

対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、入力津波に対し

て浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

１号炉及び２号炉は、浸水防護重点化範囲の境界にある開口部、貫通部

に対して、海水ポンプ室浸水防止蓋及び循環水ポンプ室浸水防止蓋の設置、

水密扉の設置、貫通部のシール施工をすることで浸水対策を実施している。 

３号炉及び４号炉は、海水ポンプ室の開口部には浸水防止蓋を設置する

ことで、浸水対策を実施している。 

これらの浸水防止設備については、浸水時の波圧等に対する耐性等を評

価し、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

浸水防止設備は、津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分保持

できる設計とする。 
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a. 1 号炉及び２号炉 

(1)海水ポンプ室浸水防止蓋及び循環水ポンプ室浸水防止蓋 

(a) 構造 

浸水防止蓋は、海水ポンプエリア及び循環水ポンプ室の床貫通部

に設置されるステンレス製の蓋である。蓋と床面の間にゴム板を挿

入、蓋と床面はボルトにて締め付け固定することで漏水を防止する。 

設置位置を図 3-2-1～2 に示す。海水ポンプ室浸水防止蓋の数量は

1号炉側に 14 個、2号炉側に 15 個設置する。循環水ポンプ室浸水防

止蓋については、1号炉側に 5個、2号炉側に 2個設置する。 

(b) 荷重組合せ 

常時荷重と津波荷重、地震荷重との組合せによる荷重条件で評価

を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋余震荷重＋津波荷重 

また、設計にあたっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(c) 荷重の設定 

浸水防止蓋の設計においては以下の荷重を考慮する。 

①常時荷重 

自重を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③津波荷重 

入力津波を考慮する。 

④余震荷重 

弾性設計用地震動Ｓd-1 を考慮する。 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再

使用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえるこ

とにより、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有し、

浸水防止機能を保持していることを確認する。 
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図-3-2-1 １号炉海水ポンプ室周辺エリア浸水防止設備 

図-3-2-2 ２号炉海水ポンプ室周辺エリア浸水防止設備 

A-A断面図

A

循環水ポンプ

海水ポンプ

海水取水

海水ポンプエリア

T.P. +3.0m
敷地高さ
T.P. +3.5m

T.P. +0.6m

海水ポンプ室
浸水防止蓋

循環水ポンプ室
浸水防止蓋

：海水ポンプ室浸水防止蓋
：循環水ポンプ室浸水防止蓋
：海水ポンプエリア
：海水ポンプ室
：循環水ポンプ室

A

循環水ポンプ

海水ポンプ

海水取水

A-A断面図

海水ポンプエリア

T.P. +3.0m
敷地高さ
T.P. +3.5m

T.P. +0.5m

：海水ポンプ室浸水防止蓋
：循環水ポンプ室浸水防止蓋
：海水ポンプエリア
：海水ポンプ室
：循環水ポンプ室

海水ポンプ室
浸水防止蓋

循環水ポンプ室
浸水防止蓋

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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(2) 水密扉 

タービン建屋から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止し、防

護対象設備が機能喪失することのない設計とするため、中間建屋及び

制御建屋に水密扉を設置する。水密扉の設計においては、基準地震動

による地震力に対して浸水防止機能が十分保持できる設計とする。ま

た、溢水により発生する水圧等に対して水密性を有する設計とする。 

なお、評価の詳細については、別途実施する内部溢水の影響評価に

おいて示す。 

 

(3) 貫通部止水処置 

タービン建屋から浸水防護重点化範囲への溢水の流入を防止し、防

護対象設備が機能喪失することのない設計とするため、浸水防護重点

化範囲境界壁のうち、中間建屋、制御建屋及びディーゼル建屋の壁貫

通部に、貫通部止水処置を実施する。貫通部止水処置の設計において

は、基準地震動による地震力に対して浸水防止機能が十分に保持でき

るよう設計する。また、溢水により発生する水圧等に対して水密性を

有する設計とする。 

なお、評価の詳細については、別途実施する内部溢水の影響評価に

おいて示す。 

 

b. ３号炉及び４号炉 

(1) 海水ポンプ室浸水防止蓋 

(a) 構造 

浸水防止蓋は、海水ポンプ室の床貫通部に設置される鋼製の蓋で

ある。蓋と床面の間にゴム板を挿入、蓋と床面はボルトにて締め付

け固定することで漏水を防止する。 

設置位置を図 3-2-3 に示す。構造図例を図-3-2-4 に示す。 

(b) 荷重組合せ 

常時荷重と津波荷重、地震荷重との組合せによる荷重条件で評価

を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重 

③常時荷重＋余震荷重＋津波荷重 

また、設計にあたっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(c) 荷重の設定 

浸水防止蓋の設計においては以下の荷重を考慮する。 
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①常時荷重 

自重を考慮する。 

②地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③津波荷重 

入力津波を考慮する。 

④余震荷重 

弾性設計用地震動Ｓd-1 を考慮する。 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として、地震後、津波後の再

使用性や、津波の繰り返し作用を想定し、止水性の面も踏まえるこ

とにより、当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有し、

浸水防止機能を保持していることを確認する。 

 

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出

資料のうち「3.2 浸水防止設備」に同じ。 
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図-3-2-3 海水ポンプ室浸水防止設備 

名称 数量 

マンホール 14 

水位検出器用蓋 14 

電気防食電極ボックス用蓋 30 

塵芥排出トラフ用蓋 6 

角落とし用蓋 13 

機器搬入用蓋 3 

合計 80 

T.P＋1.55m

Ａ－Ａ断面図

敷地レベル
T.P.+3.5m

浸水防止蓋 浸水防止蓋
海水ポンプ

海水ポンプエリア 

：逆止弁設置

：海水ポンプエリア

：海水ポンプ室

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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  寸法 材質 

浸水防止蓋１  φ1100×t19  SUS316 

浸水防止蓋２  740×3200×t18  SUS316 

浸水防止蓋１ 
浸水防止蓋２ 

図-3-2-4 海水ポンプ室浸水防止蓋構造例 
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3.3 津波監視設備 

【規制基準における要求事項等】 

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）に対し

て、影響を受けにくい位置への設置、影響の防止策・緩和策等を検討し、

入力津波に対して津波監視機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

【検討方針】 

津波監視設備については、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）に対し

て、影響を受けにくい位置へ設置し、入力津波に対して津波監視機能が十

分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

津波監視設備は、津波監視カメラを３号炉原子炉格納施設壁面

T.P.+46.8m、４号炉原子炉補助建屋壁面 T.P.+36.2m に、潮位計を１号炉海

水ポンプ室 T.P.+7.1m 、２号炉海水ポンプ室 T.P.+7.1m、３，４号炉海水

ポンプ室 T.P.+4.6m に設置する。津波監視カメラ設置位置は津波遡上範囲

になく、潮位計設置高さも、１号炉海水ポンプ室前及び２号炉海水ポンプ

室前における入力津波高さ T.P.+2.6m、３，４号炉海水ポンプ室前におけ

る入力津波高さ T.P.+2.9m よりも十分高く、波力、漂流物の影響を受けな

い位置である。 

なお、津波監視カメラは、１号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４

号炉中央制御室にて監視可能であるが、取水路防潮ゲートの閉止判断、

操作は、１号及び２号炉中央制御室で行う。  
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(1) 津波監視カメラ 

ａ. 仕様 

津波監視カメラは、津波の襲来状況等をリアルタイムかつ継続的

に把握するため、暗視機能等を有するカメラを２台設置する。監視

範囲は図 3-3-1 に示すとおり、取水口および放水口側を撮影可能で

あり、画像は１号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４号炉中央

制御室に設置した監視モニタに表示し、連続的に監視できる設計と

している。 

津波監視カメラ本体および監視設備の電源は、安全系電源から受

電しており、交流電源喪失時においても監視が継続可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-1 津波監視カメラ設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

津波監視カメラ
（取水口側）

津波監視カメラ
（放水口側）

第二編-別添1-287



ｂ. 設備構成 

津波監視カメラは、カメラ本体、カメラを設置する架台、監視モニ

タ、電線管から構成されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3-2 津波監視カメラ設備構成イメージ 

 津波監視カメラ（放水口側） 

 
4号炉 原子炉補助建屋壁面 

T.P.+36.2m 

 津波監視カメラ（取水口側） 

 

3号炉 原子炉格納施設壁面 

T.P.+46.8m 

監視モニタ(映像サンプル) 

 

１号及び２号炉 中央制御室 T.P.+17.0m 

３号及び４号炉 中央制御室 T.P.+17.5m 

電線管 電線管 
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図 3-3-3 津波監視カメラ外形図 

 

ｃ 構造・強度評価および機能維持評価 

○構造・強度の評価対象 

・津波監視カメラ用架台 

・電線管 

○機能維持の評価対象 

・津波監視カメラ 

・監視設備（監視モニタ等） 

○評価方法 

・構造・強度の評価 

津波監視カメラ用架台、電線管について、基準地震動 Ss に対して

地震時に要求される機能を喪失しないことを確認する。 

具体的には、津波監視カメラ用架台については、その固定部につ

いて、地震時に想定される評価荷重に基づき応力評価を行い、応力

比（=発生応力/許容応力）が 1.0 以下であることを確認する。許容

応力は、設計・建設規格に従い求める。 

また、電線管については、電線管布設においてもっとも厳しい条

件にあるモデルにて評価し、実際はこのモデルに包絡される条件で

62
0 46
7 

32 6 

73 8 73 8 

65
2 34
8 

32 6 
津波監視カメラ 

津波監視 
カメラ架台 
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施工することで、耐震性を確保する。 

・機能維持の評価 

機能維持の評価対象については、加振試験において、津波監視カ

メラの電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度（以下、

「確認済加速度」という。）に対し、各取付箇所の最大応答加速度（以

下、「評価加速度」という。）が下回っていることを確認する。 

なお、１号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御

室に設置されている監視設備については、同様の機能を持つ同様の

予備設備を１号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４号炉中央制

御室の他の場所に保管することにより耐震性を確保する。 

○評価荷重 

・固定荷重 

自重のみ考慮する。 

・地震荷重 

設計用地震力は、基準地震動 Ss による地震力を使用する。 

・津波荷重 

津波の影響を受けない位置に設置しているため、考慮しない。 

・積雪荷重 

屋外に設置している機器架台、電線管について、建築基準法に基

づき 1m の積雪を考慮する。 

・風荷重 

ⅰ) 竜巻 

過去に発生した竜巻やハザード曲線による最大風速を考慮し、

設計竜巻 92m/s に対して評価に用いる風速を 100m/s とし、当該

設備が風荷重を受けた場合においても継続監視可能であること

を確認する。なお、飛来物に対する評価については、竜巻評価

に合わせて実施する。 

ⅱ) 竜巻以外 

過去の記録等を考慮し、風速を 51.9m/s 規模の荷重に関して

も、機器架台、電線管について、風荷重が加わった場合におい

ても、継続監視可能であることを確認する。 

・降雨荷重 

降雨に対しては、防水性能は「IPX4」（波浪または、いかなる方向

からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない性能）以上の設計

としている。 

・漂流物荷重 
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漂流物の影響を受けない位置に設置しているため、考慮しない。 

・荷重の組み合わせ 

津波監視カメラの設計においては以下のとおり、常時荷重、地震

荷重を適切に組み合わせて設計を行う。（津波荷重は考慮不要である

ため、常時荷重＋余震荷重の組み合わせは、常時荷重＋地震荷重に

包含される。） 

①常時荷重＋地震荷重 

また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮す

る。 
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(２) 潮位計 

ａ, 仕様 

１号炉海水ポンプ室、２号炉海水ポンプ室及び３，４号炉海水ポ

ンプ室に設置する潮位計は、津波が発生した場合の津波襲来を想定

し、特にその潮位変動の兆候を早期に把握及び通常の潮汐とは異な

る潮位変動を把握するために設置する。 

１号炉海水ポンプ室前の設計津波高さは、上昇側は朔望平均満潮

位に潮位のバラツキ及び高潮分を考慮して T.P.+3.1m と評価してい

る。また、下降側については朔望平均干潮位を考慮して T.P.-2.3m

と評価している。２号炉海水ポンプ室前の設計津波高さは、上昇側

は朔望平均満潮位に潮位のバラツキ及び高潮分を考慮して

T.P.+3.1m と評価している。また、下降側については朔望平均干潮

位を考慮して T.P.-2.3m と評価している。３，４号炉海水ポンプ室

前の設計津波高さは、上昇側は朔望平均満潮位に潮位のバラツキ及

び高潮分を考慮して T.P.+3.4m と評価している。また、下降側につ

いては朔望平均干潮位を考慮して T.P.-3.3m と評価している。 

１号炉海水ポンプ室及び２号炉海水ポンプ室に設置する潮位計は、

上昇側及び地盤変動量 0.3m の隆起も考慮した下降側の設計津波高

さを計測できるよう、T.P.約-9.9～+6.6m を測定範囲とした設計と

している。３，４号炉海水ポンプ室に設置する潮位計は、上昇側及

び地盤変動量 0.3m の隆起も考慮した下降側の設計津波高さを計測

できるよう、T.P.約-4.0～T.P.約+4.0m を測定範囲とした設計とし

ている。 

潮位計及び監視設備の電源は安全系電源から受電しており、交流

電源喪失時においても監視が継続可能である。 
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 図 3-3-4 潮位計設置位置 
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ｂ. 設備構成 

潮位計は、潮位計本体、潮位計を設置する架台、監視設備、電線

管から構成されている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 監視設備（記録計） 

 
 

１号及び２号炉中央制御室 
T.P.+17.0m 

電線管 

図 3-3-5(1/2) 潮位計設備構成イメージ 

床面高さ
T.P. +3.00m

潮位計設置高さ
T.P. +7.1m

1号炉海水ポンプ室
周辺防護壁

潮位計架台

潮位計本体

潮位計本体

立面図 “A”－矢視図

Ａ

潮位計（設置イメージ）

1号炉 海水ポンプ室

潮位計架台高さ
T.P. +6.0m
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潮位計（設置イメージ） 

 
 

３，４号炉 海水ポンプ室  

 監視設備（記録計） 

 
 

 ３号及び４号炉 
中央制御室 
T.P.+17.5m 

潮位計設置高さ 

T.P.+4.6m 

床面高さ 

T.P.+1.55m 

潮位計本体 

潮位計架台 

電線管 

図 3-3-5(2/2) 潮位計設備構成イメージ 
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ｃ. 構造・強度評価 

○構造・強度の評価対象 

・潮位計取付架台 

・電線管 

○機能維持の評価対象 

・潮位計 

・監視設備（記録計） 

○評価方法 

・構造・強度の評価 

潮位計取付架台、電線管について、基準地震動 Ss に対して地震時

に要求される機能を喪失しないことを確認する。 

具体的には、潮位計取付架台については、その固定部について、

地震時に想定される評価荷重に基づき応力評価を行い、応力比（=

発生応力/許容応力）が 1.0 以下であることを確認する。許容応力は、

設計・建設規格に従い求める。 

また、電線管については、電線管布設においてもっとも厳しい条

件にあるモデルにて評価し、実際はこのモデルに包絡される条件で

施工する事で、耐震性を確保する。なお、建屋間相対変位が生じる

箇所については、可とう電線管を適用することとしている。 

・機能維持の評価 

機能維持の評価対象については、加振試験において、潮位計およ

び記録計の電気的機能の健全性を確認した加振波の最大加速度（以

下、「確認済加速度」という。）に対し、各取付箇所の最大応答加速

度（以下、「評価加速度」という。）が下回っていることを確認する。 

○評価荷重 

・固定荷重 

自重のみ考慮する。 

・地震荷重 

設計用地震力は、基準地震動 SSによる地震力を使用する。 

・津波荷重 

入力津波による荷重を考慮する。 

・積雪荷重 

屋外に設置している機器架台、電線管について、建築基準法に基

づき 1m の積雪を考慮する。 

・風荷重 

ⅰ) 竜巻 
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過去に発生した竜巻やハザード曲線による最大風速を考慮し、

設計竜巻 92m/s に対して評価に用いる風速を 100m/s とし、当該

設備が風荷重を受けた場合においても継続監視可能であること

を確認する。なお、飛来物に対する評価については、竜巻評価

に合わせて実施する。 

ⅱ) 竜巻以外 

過去の記録等を考慮し、風速を 51.9m/s 規模の荷重に関して

も、機器架台、電線管について、風荷重が加わった場合におい

ても、継続監視可能であることを確認する。 

・漂流物荷重 

漂流物の影響を受けない位置に設置しているため、考慮しない。 

・余震荷重 

弾性設計用地震動 Sd-1 を考慮する。 

・荷重の組み合わせ 

潮位計の設計においては以下のとおり、常時荷重、地震荷重、余

震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

①常時荷重＋地震荷重 

②常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 
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3.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項 

3.4.1 津波防護施設、浸水防止施設等の設計における検討事項 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たって

は、次に示す方針（津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し

作用の考慮）を満足すること。 

・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・

波圧、洗掘力、浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考慮

して設定すること。 

・サイトの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討すること。 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷重と

の組合せを考慮すること。 

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用

が津波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討すること。 

 

【検討方針】 

津波防護施設、浸水防止設備の設計及び漂流物に係る措置に当たって

は、次に示す方針（津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し

作用の考慮）を満足していることを確認する。 

・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力・

波圧等）について、入力津波から十分な余裕を考慮して設定する。 

・サイトの地学的背景を踏まえ、余震の発生の可能性を検討する。 

・余震発生の可能性に応じて余震による荷重と入力津波による荷重と

の組合せを考慮する。 

・入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用

が津波防護機能、浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 
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【検討結果】 

津波荷重の設定、余震荷重の考慮、津波の繰り返し作用の考慮のそれ

ぞれについて、要求事項に適合する方針であることの概要を以下に示す。 

(1) 津波荷重については、以下の不確かさを考慮している。 

・入力津波が有する数値計算上の不確かさ 

・各施設・設備等の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介

在する不確かさとして、地盤物性値のバラツキを考慮して設計す

る。 

(2) 余震荷重の考慮 

津波防護施設、浸水防止設備及び津波監視設備の設計において、

基準津波の波源の活動に伴い発生する可能性がある余震（地震）に

ついてそのハザードを評価した結果、基準津波の波源である若狭海

丘列付近断層及びＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層について、その活

動に伴い発生する余震による荷重を設定する。 

余震荷重については、基準津波の継続時間のうち最大水位変化を

生起する時間帯（基準津波１：地震発生後約１時間後、基準津波２：

地震発生後 10～20 分後）を踏まえ過去の地震データを抽出・整理す

ることにより余震の規模を想定し、余震としてのハザードを考慮し

た安全側の評価として、この余震規模から求めた地震動に対してす

べての周期で上回る地震動を既に時刻歴波形を策定している弾性設

計用地震動の中から準用する。 

余震荷重と津波荷重の組合せについては、入力津波が若狭海丘列

付近断層による津波で決まる場合は、弾性設計用地震動 Sd-5H (NS)

及びＳd-5V を余震荷重として津波荷重と組み合わせる。入力津波が

ＦＯ－Ａ～ＦＯ－Ｂ～熊川断層で決まる場合は、弾性設計用地震動

Sd-1 を余震荷重として津波荷重と組み合わせる。なお、入力津波の

波源が複数あるため、他方の組合せも必要に応じて検討する。 

(3) 津波の繰り返し作用の考慮 

津波の繰り返し作用の考慮については、漏水、二次的影響（砂移

動等）による累積的な作用又は経時的な変化が考えられる場合は、

時刻歴波形に基づいた、安全性を有する検討をしている。具体的に

は以下のとおりである。 

・循環水機器・配管損傷による津波浸水量について、入力津波の

時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来を考慮している。 

・基準津波に伴う取水口付近の砂の移動・堆積については、基準

津波に伴う砂移動の数値シミュレーションにおいて、津波の繰
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り返しの襲来を考慮している。 

・基準津波に伴う取水口付近の漂流物については、取水口付近を

含む敷地全面及び敷地近傍の寄せ波および引き波の方向を分析

した上で、漂流物の可能性を検討し、取水口を閉塞するような

漂流物は発生しないことを確認している。 

 
3.4.2 漂流物による波及的影響の検討 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物、

設置物等が破損、倒壊、漂流する可能性について検討すること。 

上記の検討の結果、漂流物の可能性がある場合には、防潮堤等の津波

防護施設、浸水防止設備に波及的影響を及ぼさないよう、漂流防止装置

または津波防護施設・設備への影響防止措置を施すこと。 

 

【要求事項等への対応方針】 

津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物、

設置物等が破損、倒壊、漂流する可能性について検討する。 

 

【検討結果】 

漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため、発電所周辺約

5km の範囲を、発電所構内については遡上域を網羅的に調査する。設置物

については、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で、浮力

計算により漂流するか否かの検討を行った。 

この結果、発電所構内で漂流する可能性があるものとして、１号及び

２号炉放水口側の協力会社事務所等があるが、放水口側防潮堤で防護さ

れるため、取水性への影響はない。また、これらの設置位置及び津波の

流向を考慮すると漂流物は取水口へは向かわない。 

発電所構外で漂流する可能性があるものとして、発電所近傍で航行不

能になった漁船が挙げられるが、取水口側は取水路防潮ゲート、１号及

び２号炉放水口側は１号及び２号炉放水口、前面護岸、放水口側防潮堤

及び防潮扉により防護する。 

取水路防潮ゲート及び放水口側防潮堤、防潮扉の設計においては、漂

流物として衝突する可能性がある総トン数 10t 級（排水トン数 30t）の小

型漁船を衝突荷重として評価する。 

一部、取水口に向かう漁船については、取水路に沿って取水路防潮ゲ

ートに向かうが、万一、取水路内に漂流する場合においても非常用海水
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路呑み口前面及び海水取水トンネル呑み口前面に閉塞防止措置を設置す

ることから、漂流物により非常用海水路呑み口及び海水取水トンネル呑

み口が閉塞することはない。なお、閉塞防止措置については、非常用海

水路及び海水取水トンネルの通水機能に影響のない設計とする。 
 

3.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱い 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設・設備の設計において津波影響軽減施設・設備の効果を

期待する場合、津波影響軽減施設・設備は、基準津波に対して津波によ

る影響の軽減機能が保持されるよう設計すること。津波影響軽減施設・

設備は、次に示す事項を考慮すること。 

・地震が津波影響軽減機能に及ぼす影響 

・漂流物による波及的影響 

・機能損傷モードに対応した荷重について十分な余裕を考慮した設定 

・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ 

・津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼす影響 

 

【要求事項等への対応方針】 

津波影響軽減施設としては、取水口カーテンウォールがあり、基準津

波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計する。津波

影響軽減施設は次に示す事項を考慮する。 

・基準地震動 Ss が津波影響軽減機能に及ぼす影響 

・漂流物の衝突力 

・機能損傷モードに対応した荷重について十分な余裕 

・余震による荷重と地震による荷重の荷重組合せ 

・津波の繰り返し襲来による作用が津波影響軽減機能に及ぼす影響 

 

【検討結果】 

取水口カーテンウォールを津波影響軽減施設として設置し、津波影響

軽減機能、漂流物の影響防止機能が保持できるよう設計する。 

 

a.取水口カーテンウォールの設計方針 

(1) 構造 

取水口カーテンウォールは常用取水路を遡上する津波の影響を軽

減するよう設置するものであり、RC 製のケーソンブロックより構成

される。 
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(2) 荷重組み合わせ 

取水口カーテンウォールの設計においては、以下の通り、常時荷

重、津波荷重、地震荷重、余震荷重、漂流物荷重を適切に組合せて

設計を行う。 

① 常時荷重＋津波荷重 

② 常時荷重＋地震荷重 

③ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

④ 常時荷重＋津波荷重＋漂流物荷重 

また、設計に当たっては、自然現象との組合せを適切に考慮する。 

(3) 荷重の設定 

取水口カーテンウォールの設計において考慮する荷重は以下のよ

うに設定する。 

① 常時荷重 

自重を考慮する。 

② 地震荷重 

基準地震動 Ss を考慮する。 

③ 津波荷重 

取水口カーテンウォール位置である「取水口前面」での入力津波

高さ T.P.+4.7m をもとに考慮する。津波波力は、港湾基準により設

定する。 

④ 余震荷重 

水平方向に弾性設計用地震動 Sd-5H(NS)を考慮し、鉛直方向に弾

性設計用地震動 Sd-5Vを考慮する。 

⑤ 漂流物荷重 

対象とする漂流物を選定し、漂流物の衝突力を漂流物荷重として

設定する。具体的には、敷地周辺の漂流物調査の結果から漂流の可

能性があると評価された、最大級の漂流物である総トン数10t級（排

水トン数 30t）の小型漁船を考慮することとし、「道路橋示方書（Ⅰ

共通編・Ⅳ下部構造編）・同解説」を参考に衝突荷重を算定する。 

漁船荷重 W 算定式 W＝W0 

ここに、W ：重量（kN） 

W0：排水トン数（kN） 

なお、漁船の排水トン数は「津波漂流物対策施

設設計ガイドライン（案）」より総トン数の３

倍とする。 

W＝10×3×9.8＝300(kN) 
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衝突荷重 P 算定式 P＝0.1×W×v 

ここに、P：衝突力（kN） 

W：漂流物の重量（kN） 

v：表面流速（m/s） 

漂流物荷重を設定する為の表面流速ｖについては、取水口カーテ

ンウォール前面付近の、法線直角方向の最大流速とする。 

(4) 許容限界 

津波影響軽減施設に対する機能保持限界として、地震後、津波後

の再使用性や、津波の繰り返し作用を想定し、当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう、構成する部材が弾性域内

に収まることを基本として、津波影響軽減機能を維持していること

を確認する。 

 

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提

出資料のうち「3.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項」に同じ。 

 

 

カーテンウォール

 

図-3-4-1 取水口カーテンウォール平面図 

 

水中コンクリート
消波ブロック（5t級）水中コンクリート

T.P.+2.0m T.P.+3.0m

55,000 カーテンウォール（鉄筋コンクリート製）

 

図-3-4-2 取水口カーテンウォール正面図 
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T.P.-5.9m

T.P.+2.0m
T.P.+3.0m

1.0m

2.
5m

0.4m

入力津波高さ
T.P.＋4.7m

 

図-3-4-3 取水口カーテンウォール断面図 
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高浜１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉 
津波に対する施設評価について 

補足説明資料 
 

 

 

 

 

 

 

２０２０年６月 

関西電力株式会社 

 

本資料のうち、一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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はじめに 

 

本資料は高浜発電所１号炉、２号炉、３号炉及び４号炉における耐津波設計

方針の内容を補足するもののうち、既提出資料から変更があるものを示す。 

なお、既提出資料からの変更要否の整理結果を表１に示す。 
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表１(1/3) 補足説明資料の既提出資料からの変更要否整理 

既提出 
資料 

資料内容 
基準津波の追
加に伴う検討
項目の記載内
容変更の有無 

〇：有 
×：無 

検討項目内容
の変更に伴う
技術的な考慮

の要否 
〇：要 
×：否 

他プラントの審
査状況の考慮

の要否 
 

〇：要 
×：否 

変更・追加の理由 その他 
今回申請の 
資料番号 １号炉 

及び 
２号炉 

３号炉 
及び 

４号炉 
資 料 名 資 料 概 要 

資料１ 資料１ 
審査ガイドとの適合性
（耐津波設計方針）  

「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド」
の記載に対して設置許可の申請内容を対比させる
ことで、申請内容が審査ガイドの項目を網羅してい
ることを説明 

〇 〇 × 
基準津波の追加による申請範囲を網羅的
に説明する必要がある。 

  資料１ 

資料２ 資料２ 
設計基準対象施設の津
波防護対象設備とその
配置について 

津波防護対象施設としているクラス１，２及び耐震
Ｓクラス設備の名称と位置を配置図とともに記載 

× - × 
基準津波の追加により防護対象設備が変
更となることはない。 

  - 

資料３ 資料３ 
津波防護対策の設備の
位置づけについて 

高浜発電所の津波防護施設・浸水防止設備・津波影
響軽減施設の分類の定義やその設置目的を一覧で
整理 

〇 〇 × 
津波監視設備である潮位計を、津波防護
施設と兼用することから、設備の分類を整
理する必要があるため。 

  資料２ 

資料４ 資料４ 
内郭防護 浸水対策箇
所の位置等 

浸水防護重点化範囲との境界に設置している浸水
対策（水密扉、貫通部止水処置）の位置等を明記。 

× - × 

基準津波の追加による入力津波高さに変
更がなく、浸水防護対策に追加がないこと
から、浸水対策（水密扉、貫通部止水処
置）の位置等が追加・変更となることはな
い。 

  - 

資料５ 資料５ 
取水路防潮ゲートの設
計等について 

高浜発電所固有の設備である取水路防潮ゲートの
構造、運用等をまとめて説明 

〇 〇 × 

基準津波の追加により、防潮ゲート閉止手
順を追加する必要であるが、本資料では
なく、新たに追加した補足説明資料に反映
している。 

防潮ゲートの運用については、補足
資料「津波防護施設・津波監視設備
の運用方針について」にて記載して
いる。 

- 

資料６ 資料６ 
海水ポンプ軸受の浮遊
砂耐性について 

海水ポンプの軸受けに混入した浮遊砂に対して軸
受けが摩耗により損傷しないことを説明 

〇 〇 × 
基準津波の追加により、浮遊砂濃度に影
響がないことを確認する必要がある。 

  資料３ 

資料７ 資料７ 
漂流物の評価に考慮す
る津波の流速・流向に
ついて 

漂流物の衝突力を考慮する際に用いる漂流物の漂
流速度の設定方法について説明 

× - × 
漂流物の衝突力を算定するのは基準津波
１のみを対象にしているため、基準津波を
追加しても変更はない。 

  - 

資料８ 資料８ 
放水口側防潮堤の耐震
設計について 

放水口側防潮堤の耐震設計について、構造形式・解
析条件といった工認設計の実施内容を説明 

× - × 
基準津波を追加した場合においても防潮
堤の構造形式等に変更はない。 

  - 

資料９ 資料９ 
耐津波設計における余
震荷重と津波荷重の組
合せついて 

審査ガイドで要求されている津波荷重と組み合わ
せる余震の設定において、考慮する津波の震源を踏
まえて耐津波設計で考慮する余震を説明 

× - × 

今回追加した基準津波は津波荷重の算定
には用いないことから、余震荷重との組み
合わせを考慮する必要はなく、記載の変
更はない。 

  - 

資料１０ 資料１０ 
漂流物の詳細検討結果
について 

発電所構内における漂流物について詳細に検討し、
放水口側防潮堤の設計における漂流物の衝突荷重
として適切なものを抽出していることを説明 

× - × 
基準津波を追加した場合においても検討
対象の漂流物に変更はない。 

  - 
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表１(2/3) 補足説明資料の既提出資料からの変更要否整理 

既提出 
資料 

資料内容 
基準津波の追
加に伴う検討
項目の記載内
容変更の有無 

〇：有 
×：無 

検討項目内容
の変更に伴う
技術的な考慮

の要否 
〇：要 
×：否 

他プラントの審
査状況の考慮

の要否 
 

〇：要 
×：否 

変更・追加の理由 その他 
今回申請の 
資料番号 １号炉 

及び 
２号炉 

３号炉 
及び 

４号炉 
資 料 名 資 料 概 要 

資料１１ 資料１１ 
燃料等輸送船の係留索
の耐力について 

緊急退避ができない極めて短時間に津波が襲来す
る場合を想定し、燃料等輸送船が係留状態を保つこ
とを係留索の耐力評価にて説明 

〇 〇 × 

津波警報等が発表されない可能性がある
基準津波の追加により、その津波の流速
等においても燃料等輸送船が係留状態を
維持できることを確認する必要があるた
め。 

  資料４ 

資料１２ 資料１２ 
燃料等輸送船の喫水と
津波高さの関係につい
て 

緊急退避ができない極めて短時間に津波が襲来す
る場合を想定し、押し波に対し燃料等輸送船が岸壁
に乗り上がることはないこと、また、退避中、引き
波で着底・座礁し輸送船が漂流物にならないことを
説明 

〇 〇 〇 

津波警報等が発表されない可能性がある
基準津波の追加により、その津波の高さ
等においても燃料等輸送船が岸壁に乗り
上がることはないことや漂流物にならない
こと等を確認する必要があるため。 

  資料５ 

資料１３ 資料１３ 
基準津波による敷地周
辺の遡上・浸水域の評
価の考え方について 

審査ガイドで要求されている地震に起因する変状
による地形、河川流路の変化についての検討内容を
説明 

× - × 
基準津波を追加した場合においても、遡
上・浸水域の評価の考え方には変更な
い。 

  - 

資料１４ 資料１４ 
耐津波設計における現
場確認プロセスについ
て  

耐津波設計を行うに当たって必要となる現場確認
について、遡上解析に必要となる敷地モデル作成に
関する現場確認プロセスと、耐津波設計の入力条件
等（配置、寸法等）の現場確認プロセスの２つに分
けて説明 

× - × 
基準津波を追加した場合においても現場
確認プロセスの変更はない。 

  - 

資料１５ 資料１５ 
津波監視設備の風加重
の組合せの考え方につ
いて 

屋外に設置される津波監視設備に対して考慮する
自然条件（積雪、風荷重等）による荷重のうち、風
荷重の組み合わせの考え方を説明。 

× － × 
新たに設置する津波監視設備については
既往の評価に準ずる設計となることから、
内容を変更する必要はない。 

  - 

資料１６ 資料１６ 
基準津波１における海
水ポンプの取水性への
影響について 

海水ポンプの取水性への影響については、基準津波
２を選定しているが、防潮ゲート閉止・地盤変状考
慮条件での基準津波１における海水ポンプの取水
性への影響について説明 

× - × 
基準津波１の選定結果に影響を与えるこ
とはないことから、取水性への影響確認の
内容を変更する必要はない。 

  - 

資料１７ 資料１７ 
津波シミュレーション
に用いる数値計算モデ
ルについて 

基準津波・入力津波の選定における津波シミュレー
ションに用いるプログラム・計算モデル等を説明 

〇 〇 × 
基準津波の追加により、防潮ゲート閉止手
順を追加する必要があるため。 

  資料６ 

資料１８ 資料１８ 
津波波力の算定に用い
た規格・基準類の適用
性について 

津波波力の算定方法が記載されている規格・基準類
を整理したうえで、高浜発電所の各設備における波
圧算定式適用に対する考え方を説明 

× - × 
今回追加した基準津波は津波波力の算定
に用いないため、記載の変更はない。 

  - 

資料１９ 資料１９ 
発電所の湾内の局所的
な海面の励起について 

入力津波の設定に当たって評価地点における局所
的な海面の励起が生じているかどうかを確認した
結果を説明 

〇 〇 × 
基準津波の追加により局所的な海面の励
起が生じていないかの確認が必要である
ため。 

  資料７ 

資料２０ 資料２０ 
防潮扉の運用管理につ
いて 

津波防護施設として設置する防潮扉については原
則閉止運用とするが、開放後の確実な閉止操作、閉
止されていない状態が確認された場合の閉止操作
を確実に実施するための運用管理方針を説明 

× - × 
基準津波を追加した場合においても防潮
扉の運用管理に変更はない。 

  - 
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表１(3/3) 補足説明資料の既提出資料からの変更要否整理 

既提出 
資料 

資料内容 
基準津波の追
加に伴う検討
項目の記載内
容変更の有無 

〇：有 
×：無 

検討項目内容
の変更に伴う
技術的な考慮

の要否 
〇：要 
×：否 

他プラントの審
査状況の考慮

の要否 
 

〇：要 
×：否 

変更・追加の理由 その他 
今回申請の 
資料番号 １号炉 

及び 
２号炉 

３号炉 
及び 

４号炉 
資 料 名 資 料 概 要 

資料２１ 資料２１ 
漂流物の衝突荷重算定
式について 

漂流物衝突荷重の算定方法が記載されている規
格・基準類を整理したうえで、高浜発電所の漂流物
である漁船に対する適用の考え方を説明 

× - × 

東海第二では漂流物の衝突荷重につい
て、各衝突力算定式の適用条件（種類、被
衝突体からの距離、適用流速）を踏まえた
上で検討している。特に砕波の発生の有
無により適用される衝突力算定式が異な
っている。高浜では、ソリトン分裂波に伴う
砕波は発生しないと評価しており、衝突力
算定式は道路橋示方書式が適切であるこ
とから、既許可の検討から変更はない。 

  - 

資料２２ 資料２２ 
内浦港漂流物検討結果
について 

高浜発電所周辺の港湾施設として、内浦湾内に位置
する内浦港に存在する輸送船等について漂流物と
しての検討を説明 

× - × 
基準津波を追加した場合においても検討
対象の漂流物に変更はない。 

  - 

資料２３ ― 
海水ポンプの水理試験
について 

高浜 1，2 号機の海水ポンプは引き波水位がポンプ
の設計取水可能水位を下回ることから、水理試験に
よりポンプ取水性能の実力値（取水可能水位）を確
認し、取水性に影響がないことを説明 

× - × 

基準津波の追加による高浜 1，2 号機の入
力津波高さに変更がないことから、海水ポ
ンプの設計・評価条件が変更となることは
ない。 

高浜 1，2 号機の海水ポンプは引き
波水位が設計取水可能水位を下回
ることから実力値の確認をすること
で取水性を確保していることを説明。 

- 

資料２４ ― 

タービン建屋からの溢
水流出による海水ポン
プ周辺エリアへの影響
評価について 

タービン建屋における溢水が屋外へ排出される際
に、海水ポンプ室周辺エリア防護フェンスの堰高さ
0.50m(T.P.+4.00m)に至らずに取水路まで流れるた
め、海水ポンプの機能に影響がないことを説明 

× - × 

基準津波の追加による入力津波高さに変
更がなく、浸水防護対策に追加がないこと
から、タービン建屋における溢水評価が追
加・変更となることはない。 

タービン建屋からの溢水を考慮する
必要があるのは高浜１，２号機の
み。 

- 

資料２５ 資料２３ 
津波防護施設・津波監
視設備の運用方針につ
いて 

津波防護施設を１～４号炉共用とすることに対す
る運用方針（情報収集、運転操作等）について、責
任分担を含めて整理した結果を説明 

※ × 
津波監視設備である潮位計を用いた手順
が追加となる。 

第三編にて警報なし津波の対応の
詳細を説明するため、本補足資料で
は説明を追加しない。 

- 

新規 
漂流物影響評価におけ
る津波の流向等の確認
について 

漂流物の検討事項のうち漂流物の動向に影響を与
える津波の流況・流向について詳細を説明 

〇 × 

今回追加した基準津波の傾向が、これま
での漂流物評価において検討を実施して
いた内容に影響を与えることが無いことを
説明する必要があることから、新規に資料
を追加する。 

  資料８ 

新規 
取水路防潮ゲートの保
守作業時の対応につい
て 

防潮ゲートの一部の保守作業においては、遠隔閉止
機能が停止する期間が生じることから、当該期間中
において津波警報が発表されない津波が襲来した
場合及び大津波警報が発表された場合の対応につ
いて説明 

〇 × 

防潮ゲートの保守作業時の運用は、追加
したゲート閉止手順を踏まえて新たに設定
することから、新規に資料を追加する。（詳
細は保安規定審査にて確認。） 

  資料９ 

新規 
輸送物及び輸送車両の

漂流物評価について 

燃料等輸送船による輸送時の、陸側にある輸送物及
び輸送車両の漂流物評価を説明 

－ 〇 

女川２号機における評価と同様に燃料等
輸送船による輸送時の、陸側にある輸送
物及び輸送車両の漂流物評価を実施す
る。 

 資料１０ 

新規 
一般車両の退避運用の
検討状況について 

基準津波に対して一般車両を退避する運用とした場合
の成立性を説明。 

〇 × 

一般車両の退避については漂流物を少な
くする観点から運用を検討していることか
ら、新規に資料を追加する。なお、運用に
ついては必要に応じて実施する方針として
いる。 

  資料１１ 
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止
 

取
水
・
放
水

施
設

、
地

下
部
に

お
い
て
、
漏
水

可
能

性
を
考

慮
の
上
、
漏
水

に
よ

る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、

重
要

な
安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
す
る

。
 

 (
3
)
 
津
波

防
護

の
多

重
化
 

上
記

２
方

針
の

ほ
か
、
重
要
な

安
全
機

能
を

有
す

る
施

設
に

つ
い
て

は
、
浸

水
防

護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影
響

等
か

ら
隔

離
す

る
こ

と
。
 

 

(
4
)
 
水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
す
る
。
 

こ
れ

ら
の

要
求

事
項

の
う

ち
(1
)
及

び
(
2
)に

つ
い

て
は

、
津
波

の
敷
地

へ
の

浸
水

を

基
本

的
に

防
止

す
る

も
の

で
あ

る
。

(
3
)
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

対
す

る
防

護
を

多
重

化
す

る
も

の
で

あ
り

、
ま
た
、
地

震
・
津

波
の

相
乗
的

な
影

響
や
津

波
以

外
の

溢
水
要

因
も

考
慮

し
た

上
で

安
全

機
能

へ
の
影

響
を

防
止

す
る

も
の

で
あ
る
。
な
お
、
(
3
)は

、

設
計

を
超

え
る

事
象
（

津
波
が

防
潮
堤

を
超

え
敷

地
に

流
入

す
る
事

象
等
）
に
対

し
て

一
定

の
耐

性
を

付
与

す
る

も
の

で
も

あ
る

。
こ

こ
で

、
(
1
)
に

お
い

て
は

、
敷

地
へ

の

浸
水

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

を
施

す
こ

と
も

求
め

て
お

り
、

(
2
)
に

お
い

て
は

、
敷

地
へ

の
浸

水
対

策
を

施
し

た
上

で
も
な

お
漏

れ
る

水
、
及
び

設
備
の

構
造

上
、
津

波
に

よ
る

圧
力

上
昇

で
漏

れ
る

水
を

合
わ
せ

て
「
漏

水
」
と

位
置

付
け
、
漏

水
に

よ
る
浸
水

範
囲

を
限

定
し

、
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
す

る
こ

と
を

求
め
て

い
る

。
 

 

(
1
)
 
津
波

の
敷

地
へ

の
流

入
防

止
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津

波
に
よ

る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら
到

達
又

は
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

取
水

路
及
び

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
 

(
2
)
 
漏
水

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影
響

防
止
 

取
水

・
放

水
施

設
及

び
地

下
部

等
に
お

い
て

、
漏

水
す

る
可

能
性
を

考
慮

の
上

、
漏

水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定

し
て

、
重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

(
3
)
 
津
波

防
護

の
多

重
化
 

上
記

２
方

針
の

ほ
か

、
設

計
基

準
対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設
備

を
内

包
す

る
建

屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
、

浸
水

防
護
を

す
る

こ
と

に
よ

り
、

津
波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離
可

能
な

設
計

と
す

る
。
 

(
4
)
 
水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
で

き
る

設

計
と

す
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 本
ガ

イ
ド

の
項

目
と

設
置

許
可

基
準

規
則

及
び

同
規

則
の

解
釈

の
関

係
を

以
下

に

示
す

。
 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に
係

る
審

査
ガ

イ
ド

 Ⅱ
 
．
耐

津
波

設
計

方
針

 

設
置

許
可

基
準
 

規
則
 

解
釈
（

別
記

３
） 

1
.
 
総
則
 

－
 

－
 

 
1
.
1
 目

的
 

－
 

－
 

 
1
.
2
 適

用
範

囲
 

－
 

－
 

2
.
 
基
本

方
針
 

－
 

－
 

 
2
.
1
 概

要
 

－
 

－
 

 
2
.
2
 安

全
審

査
範

囲
及

び
事

項
 

－
 

－
 

3
.
 
基
本

事
項
 

－
 

－
 

3
.
1
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

お
け

る
地

形
及

び

施
設

の
配

置
等
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
一

①
 

3
.
2
 
基

準
津

波
に

よ
る

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の

遡
上

・
浸

水
域
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
一

②
 

3
.
3
 
入
力

津
波

の
設

定
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ②
 

3
.
4
 
津

波
防

護
方

針
の

審
査

に
あ

た
っ

て
の

考

慮
事

項
（

水
位

変
動

・
地

殻
変

動
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
七
 

4
.
 
津
波

防
護

方
針
 

－
 

－
 

4
.
1
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
基

本
方
針
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
一
～

三
 

4
.
2
 
敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
外

郭
防
護

）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
一

 ①
,③

 

4
.
3
 
漏

水
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響

防
止

（
外

郭
防

護
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
二

 ①
～
③
 

4
.
4
 
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

の
隔

離

（
内

郭
防

護
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
三
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

4
.
5
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

 
第

二
章
 
第
五

条
 

３
 
四
、

六
 

4
.
6
 
津
波

監
視
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五
 

5
.
 
施
設

・
設

備
の

設
計

の
方
針

及
び
条

件
 

－
 

－
 

5
.
1
 
津
波

防
護

施
設

の
設

計
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ③
、
六
 

5
.
2
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

計
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ④
、
六
 

5
.
3
 
津
波

監
視

設
備

の
設

計
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ⑤
,⑥

,

⑧
 

5
.
4
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

等
の

設

計
に

お
け

る
検

討
事

項
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ⑦
 

  

2
.
2
 
安
全

審
査

範
囲

及
び

事
項

 

設
置

許
可

に
係

る
安

全
審

査
に

お
い
て

は
、
基

本
設

計
段
階

に
お
け

る
審

査
と

し
て
、
主

に
、
基

本
事

項
、
津
波

防
護
方

針
の
妥

当
性

に
つ

い
て

確
認

す
る
。
施

設
・
設
備

の
設
計

に

つ
い

て
は

、
方

針
、
考
え

方
を

確
認
し

、
そ

の
詳

細
を

後
段

規
制
（

工
事

計
画

認
可

）
に
お

い
て

確
認

す
る

こ
と

と
す

る
。

津
波

に
対

す
る

設
計

方
針

に
係

る
安

全
審

査
の

範
囲

を
表

-

１
 
に
示

す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
審
査

事
項
ご

と
の

審
査

内
容

は
以

下
の
と

お
り

で
あ

る
。
 

(
1
)
 
基
本

事
項
 

略
 

(
2
)
 
津
波

防
護

方
針
 

略
 

(
3
)
 
施
設

・
設

備
の

設
計

方
針

 

略
 

   

            

2
.
2
 
安
全

審
査

範
囲

及
び

事
項

 

－
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 

表
－

１
 

津
波

に
対

す
る

設
計

方
針
に

係
る

安
全

審
査

の
範

囲
 

大
項

目
 

中
項

目
 

審
査

事
項
 

審
査

の

範
囲

※
1  

確
認

内
容
 

基
本
 

事
項
 

①
 
敷
地

の
地

形
・
施

設
の

配
置

等
 

②
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
・
浸

水
域
 

③
 
入
力

津
波
 

④
 
水
位

変
動

、
地
殻

変
動
 

―
 

◎
 

 

―
 

◎
 

評
価

の
妥

当
性
 

―
 

◎
 

 

―
 

◎
 

考
慮

の
妥

当
性
 

津
波

防
 

護
設

計
 

①
 
基
本

方
針
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

考
え

方
 

◎
 

妥
当

性
 

②
 
外
郭

防
護

1 

地
上

か
ら

の
 

浸
水

経
路

・
対

策
 

◎
 

経
路
・
対

策

の
妥

当
性
 

流
入

経
路

・
対

策
 

◎
 

津
波

防
護

施
設
 

◎
 

位
置
・
仕

様
 

※
4 

浸
水

防
止

設
備

 
※

2 
○

 
設

置
の

方

針
 

③
 
外
郭

防
護

2 

漏
水

経
路
・
浸

水
想

定

範
囲

・
対

策
※

 
2 

○
 

経
路

・
範

囲
・
対
策

の

方
針
 

浸
水

防
止

設
備

※
 
2 

○
 

設
置

の
方

針
 

④
 
内
郭

防
護
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

○
 

基
本

設
計
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

囲
 

※
 
2 

に
よ

る
 

範
囲

設
定

及
び

方
針
 

浸
水

防
止

設
備

※
 
2 

○
 

仕
様

の
方

針
 

⑤
海

水
ポ

ン
プ

取
水

性
 

安
全

機
能

保
持

の
評

価
 

◎
 

評
価

の
妥

当
性

 
※

4 

⑥
津

波
監

視
 

津
波

監
視

設
備

※
 
2 

○
 

設
置

の
方

針
 

設
計

に
 

お
け

る
 

検
討
 

事
項
 

①
津

波
防

護
施

設
 
※

3 

荷
重

設
定
 

荷
重

組
合

せ
 

許
容

限
界
 

○
 

○
 

○
 

そ
れ

ぞ
れ

の
方

針
 

②
浸

水
防

止
設

備
 
※

3 
同

上
 

○
 

同
上
 

③
津

波
監

視
設

備
 
※

3 
同

上
 

○
 

同
上
 

④
漂

流
物

対
策

 ※
3 

―
 

○
 

対
策

の
方

針
 

③
津

波
影

響
軽

減
施

設
・
 

設
備

 ※
3 

―
 

○
 

設
置

時
の

方
針
 

※
1
 
◎
安

全
審

査
で

妥
当

性
を

確
認
 

○
安

全
審

査
で

方
針

等
を

確
認

（
設
計

の
詳

細
は

工
事

計
画

認
可
で

確
認

）
 

※
2
 
仕
様
、
配
置

等
の

詳
細
に

つ
い
て

は
、
基

本
設

計
段
階

で
は
確

定
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら
、

詳
細

設
計

段
階

で
確

認
 

※
3
 
施
設
・
設

備
毎

の
具

体
的

な
設
計

方
針

、
検

討
方

針
・
構

造
・
強
度

に
つ

い
て

は
、
工
事

計
画

認
可

に
お

い
て

確
認
 

※
4
 
施
設

・
設

備
の

構
造

・
強

度
に
つ

い
て

は
、

工
事

計
画

認
可
に

お
い

て
確

認
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 3
.
 
基
本

事
項
 

3
.
1
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る
地

形
及

び
施

設
の

配
置

等
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
図

面
等

に
基
づ

き
、

以
下

を
把

握
す

る
。
 

(
1
)
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地

形
、
標

高
、

河
川

の
存

在
 

       (
2
)
 
敷
地

に
お

け
る

施
設

（
以

下
、
例

示
）

の
位

置
、

形
状

等
 

①
 
耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

の
設

備
を
内

包
す
る

建
屋
 

  ②
 
耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

の
屋

外
設
備

 

  ③
 
津
波

防
護

施
設

（
防

潮
堤
、

防
潮
壁

等
）
 

    ④
 
浸
水

防
止

設
備

（
水

密
扉
等

）
 ※

 

  

 3
.
基

本
事

項
 

3
.
1
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る
地

形
及

び
施

設
の

配
置

等
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
図

面
等

に
基
づ

き
、

以
下

を
示

し
て

い
る
。
 

(
1
)
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地

形
、
標

高
、

河
川

の
存

在
 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

は
音

海
半

島
の
根

元
部

に
位

置
す

る
。

敷
地
の

地
形

は
、

北
・

西
・

南
側

を
標

高
10
0
～
2
0
0m

程
度

の
山

で
囲

ま
れ

て
お
り

、
中
央

部
の

平
地

は
南

西

－
北

東
方

向
に

延
び

若
狭

湾
に

臨
ん
で

い
る

。
 

敷
地

周
辺

の
地

形
は

、
標

高
1
5
0
～

20
0
m
程
度

の
山

な
み
が

敷
地
の

南
側

、
北

側
を

走
り

、
東

側
は

直
接

高
浜

湾
に

、
西
側

は
内

浦
湾

に
臨

ん
で

い
る
。
 

ま
た

、
発

電
所

付
近

の
河

川
と

し
て
は

敷
地

の
南

方
約

5
km

の
と

こ
ろ

に
二

級
河

川

の
関

屋
川

が
あ

り
、

ま
た

敷
地

西
側
境

界
に

接
し

て
渓

流
（

才
谷
川

）
が

あ
る

。
 

(
2
)
 
敷
地

に
お

け
る

施
設

の
位

置
、
形

状
等
 

①
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

等
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

と
し

て
、

T
.P
.
+
3.
5
m
の

敷
地

に
原

子
炉
格

納
施

設
、

原
子

炉
補

助
建
屋

（
補

助
建

屋
、

燃
料

取
扱

建
屋

、
制

御
建

屋
、

中
間
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル

建
屋
）

が
あ

る
。
 

②
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

を
有

す
る

屋
外

設
備

と
し

て
は

、

T
.
P
.
+
3.
5
m

の
敷

地
に

海
水

ポ
ン

プ
室

、
T
.
P
.+
5
.
2m

の
高

さ
に

復
水

タ
ン

ク
、

T
.
P
.
+
24
.
9m

の
高

さ
に

燃
料
油

貯
油
そ

う
が

あ
る

。
 

③
 
津
波

防
護

施
設

と
し

て
、
取

水
路
上

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、
放
水

口
側

の
敷

地
に

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

、
放
水

路
沿

い
の

屋
外

排
水

路
に
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

並
び

に
放

水
ピ

ッ
ト

に
１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト
止

水
板

、
1

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.P
.
+
7.
1
m、

2
号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P.
+
7
.
1
m
及

び
3
，

4
号

炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T.
P
.
+4
.
6
m
に

潮
位
計

（（
１
号

、
２

号
、
３

号
及
び

４
号

炉
共

用
、

一
部

既
設

）（
以
下

「
潮

位
計
」

と
い
う

。
））

を
設

置
す

る
。

 

④
 
浸
水

防
止

設
備

と
し

て
、
海

水
ポ
ン

プ
エ

リ
ア

床
面

T.
P
.
+
3
.
0m

に
海

水
ポ

ン
プ

室

浸
水

防
止

蓋
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
床

面
に

１
号

炉
は

T
.
P
.
+
0.
6
m
、

２
号

炉
は
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

   ⑤
 
津
波

監
視

設
備

（
潮

位
計
、

取
水
ピ

ッ
ト

水
位

計
等

）
 ※

 

※
 
基
本

設
計

段
階

で
位

置
が
特

定
さ
れ

て
い

る
も

の
 

⑥
 
敷
地

内
（

防
潮

堤
の

外
側
）
の

遡
上

域
の

建
物
・
構

築
物

等
（
一

般
建

物
、
鉄
塔

、

タ
ン

ク
等

）
 

(
3
)
 
敷
地

周
辺

の
人

口
構

造
物

（
 以

下
は

例
示

で
あ

る
。）

 
の
位

置
、

形
状

等
 

①
 
港
湾

施
設

（
サ

イ
ト

内
及
び

サ
イ
ト

外
）
 

  ②
 
河
川

堤
防

、
海

岸
線

の
防
波

堤
、
防

潮
堤

等
 

③
 
海
上

設
置

物
（

係
留

さ
れ
た

船
舶
等

）
 

 ④
 
遡
上

域
の

建
物

・
構

築
物
等

（
一
般

建
物

、
鉄

塔
、

タ
ン

ク
等
）
 

⑤
 
敷
地

前
面

海
域

に
お

け
る
通

過
船
舶
 

 

3
.
2
 
基
準

津
波

に
よ

る
敷

地
周

辺
の
遡

上
・

浸
水

域
 

3
.
2
.
1
 敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域
の

評
価
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

遡
上
・
浸
水

域
の

評
価

に
当
た

っ
て
は
、
次
に

示
す

事
項
を

考
慮
し

た
遡

上
解

析
を

実

施
し

て
、

遡
上

波
の

回
り

込
み

を
含
め

敷
地

へ
の

遡
上

の
可

能
性
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ
の

標
高
 

・
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
 

・
津

波
の

敷
地

へ
の

侵
入

角
度

 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

河
川

、
水
路

の
存

在
 

・
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

 

T
.
P
.
+
0.
5
m
に

、
循

環
水

ポ
ン

プ
室
浸

水
防

止
蓋

を
設

置
す

る
。
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

境
界

壁
の

う
ち

、
中

間
建

屋
、
制

御
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル
建

屋
の

壁
貫

通
部

に
水

密
扉

の
設

置
及

び
貫

通
部

止
水
処

置
を

実
施

す
る

。
 

⑤
 
津
波

監
視

設
備

と
し

て
、
３

号
炉
原

子
炉

格
納

施
設

壁
面

T
.
P
.
+4
6
.
8
m
及

び
４

号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

壁
面

T.
P
.
+
3
6
.2
m
に

津
波

監
視

カ
メ
ラ

を
設
置

す
る

。
 

⑥
 
敷
地

内
の

遡
上

域
の

建
物
・
構

築
物
等

と
し

て
は

、
T
.P
.
+
3
.
5m

の
敷

地
に

使
用

済

燃
料

輸
送

容
器

保
管

建
屋

、
協

力
会
社

事
務

所
等

が
あ

る
。

 

(
3
)
 
敷
地

周
辺

の
人

工
構

造
物

の
位
置

、
形

状
等
 

①
 
港
湾

施
設

と
し

て
、
発

電
所

構
内
に

物
揚

岸
壁

が
あ

り
、
燃
料

等
輸

送
船

が
不

定
期

に
停

泊
す

る
。

発
電

所
構

外
に

は
、
内

浦
湾

内
に

内
浦

港
が

あ
り
、

輸
送

船
が

不
定

期
に

停
泊

す
る

。
ま

た
、
漁
港

と
し
て

音
海

、
上

瀬
、
高
浜

湾
内
に

小
黒

飯
が

あ
る

。 

②
 
各
々

の
漁

港
に

は
防

波
堤
が

設
置
さ

れ
て

い
る

。
 

③
 
海
上

設
置

物
と

し
て

は
、
周

辺
の
漁

港
に

船
舶
・
漁
船
が

約
14
0
隻
、
浮

き
筏

が
約

1
7
0
床
、

発
電

所
取

水
口

に
ク

ラ
ゲ
防

止
網

が
設

置
さ

れ
て

い
る
。
 

④
 
敷
地

周
辺

に
民

家
、

倉
庫
等

が
あ
る

。
 

⑤
 
敷
地

前
海

域
に

お
け

る
海
上

交
通
と

し
て

は
、

発
電

所
沖

合
約

14
k
m
に
舞

鶴
か

ら

小
樽

（
北

海
道

）
へ

の
フ

ェ
リ

ー
航
路

が
あ

る
。
 

 

3
.
2
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る
地

形
及

び
施

設
の

配
置

等
 

3
.
2
.
1
 敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域
の

評
価
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

遡
上

・
浸

水
域

の
評

価
に

当
た

っ
て
は

、
次

に
示

す
事

項
を

考
慮
し

た
津

波
シ

ミ
ュ

レ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
、

遡
上

波
の
回

り
込

み
を

含
め

敷
地

へ
の
遡

上
の

可
能

性
を

検
討

す
る

。
 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ
の

標
高
 

・
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
 

・
津

波
の

敷
地

へ
の

侵
入

角
度
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

・
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

 

  【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
上
記

の
考

慮
事

項
に

関
し

て
、
遡
上

解
析
（
砂

移
動
の

評
価
を

含
む
）
の
手

法
、
デ

ー
タ

及
び

条
件

を
確

認
す

る
。

確
認
の

ポ
イ

ン
ト

は
以

下
の

と
お
り

。
 

①
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ

の
標

高
に

つ
い

て
、

遡
上

解
析

上
、

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

が
考

慮
さ

れ
て

い
る

か
。
遡

上
域

の
メ

ッ
シ

ュ
サ

イ
ズ
を

踏
ま

え
適

切
な

形
状

に
モ

デ
ル

化
さ

れ
て

い
る

か
。
 

②
 
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
の

根
拠

が
明

示
さ

れ
、

そ
の

根
拠

が
信

頼
性

を
有

す
る

も
の

か
。
 

  ③
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

河
川

、
水

路
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
当

該
河

川
、

水
路

に
よ

る
遡

上
を

考
慮

す
る

上
で

、
遡
上

域
の

メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
が
十

分
か

、
ま

た
、

適
切

な
形

状
に

モ
デ

ル
化

さ
れ

て
い
る

か
。
 

 ④
 
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

に
つ

い
て

、
遡

上
、

伝
播

経
路

の
状

態
に

応
じ

た
解

析
モ

デ
ル

、
解

析
条

件
が

適
切

に
設
定

さ
れ

て
い

る
か

。
 

⑤
 
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

に
つ

い
て

、
遡

上
解

析
上

、
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
が

考
慮

さ
れ

て
い

る
か

。
遡

上
域

の
メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
を

踏
ま

え
適
切

な
形

状
に

モ
デ

ル
化

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 

(
2
)
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
・
浸
水

域
の
把

握
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事
項

に
対

す
る

確
認
の
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り

。
 

①
 
敷

地
前

面
・

側
面

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

侵
入

角
度

及
び

速
度

、
並

び
に

そ
れ

ら
の

経
時

変
化

が
把

握
さ

れ
て

い
る
か

。
ま

た
、

敷
地

周
辺

の
浸
水

域
の

寄
せ

波
・

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

河
川

、
水
路

の
存

在
 

・
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

・
伝
播

経
路

上
の

人
工

構
造

物
 

・
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
上
記

の
考

慮
事

項
に

関
し

て
、
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
の
手

法
、

デ
ー

タ
及

び
条

件
を

以
下

の
と

お
り

確
認

し
て

い
る
。
 

①
 
敷
地

に
つ

い
て

は
、
敷

地
形

状
を
適

切
に

モ
デ

ル
化

し
て

お
り
、
メ

ッ
シ

ュ
サ

イ
ズ

は
最
小

3
.
12
5
m
と

し
て

い
る
。
ま
た
、
敷
地

周
辺

に
つ

い
て
は

、
安

全
側

評
価

の
た

め
、

遡
上

を
考

慮
し

て
お

ら
ず

、
完
全

反
射

条
件

と
し

て
い

る
。
 

②
 
敷
地

沿
岸

域
及

び
海

底
地
形

は
、
海
上

保
安

庁
等

に
よ
る

海
底
地

形
図
、
海
上

音
波

探
査

結
果

及
び

取
水

口
付

近
の

深
浅
測

量
結

果
を

使
用

す
る

。
ま
た

、
取

・
放

水
路

（
取

水
路

及
び

非
常

用
海

水
路

等
）
の

緒
元

、
敷

地
標

高
に

つ
い
て

は
、

発
電

所
の

竣
工

図
を

使
用

す
る

。
 

③
 
敷
地

に
影

響
を

及
ぼ

す
箇
所

に
は
河

川
は

存
在

し
て

い
な

い
。
ま
た
、
敷
地

内
に

存

在
す

る
取
・
放

水
路

お
よ

び
遡
上

域
の
メ

ッ
シ

ュ
サ

イ
ズ

を
最

小
3.
1
2
5m

と
し

て
適

切
に

モ
デ

ル
化

し
て

い
る

。
敷

地
周
辺

は
安

全
側

評
価

の
た

め
、
遡

上
を

考
慮

し
て

お
ら

ず
、

完
全

反
射

条
件

と
し

て
い
る

。
 

④
 
陸
上

の
遡

上
・
伝
播

効
果
に

つ
い
て
、
遡
上
・
伝
播

経
路
の

状
態
に

応
じ

た
解

析
モ

デ
ル

・
解

析
条

件
が

適
切

に
設

定
さ
れ

た
遡

上
域

の
モ

デ
ル

を
作
成

す
る

。
 

⑤
 
伝
播

経
路

上
の

人
工

構
造
物

に
つ
い

て
は

、
図

面
を

基
に
遡

上
影
響

を
及

ぼ
す

構
造

物
、

津
波

防
護

施
設

を
考

慮
す

る
。
津

波
の

浸
入

に
対

し
て

、
津
波

防
護

施
設

で
防

護
す

る
方

針
で

あ
る

た
め

、
津

波
防
護

施
設

よ
り

内
側

の
建

屋
等
の

モ
デ

ル
化

を
行

っ
て

い
な

い
。
 

(
2
)
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
・

浸
水

域
の
把

握
に

当
た

っ
て

以
下

の
と
お

り
確

認
す

る
。
 

 ①
 
敷
地

の
複

数
の

評
価

地
点
の

時
刻
歴

波
形

を
確

認
す

る
こ

と
に
よ

り
、
津
波

水
位

や
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

引
き

波
の

津
波

の
遡

上
・
流
下

方
向
及

び
そ

れ
ら

の
速

度
に

つ
い
て

留
意

さ
れ

て
い

る
か

。
 

②
 
敷

地
前

面
又

は
津

波
浸

入
方

向
に

正
対

し
た

面
に

お
け

る
敷

地
及

び
津

波
防

護
施

設
に

つ
い

て
、
そ
の

標
高

の
分

布
と
施

設
前

面
の

津
波

の
遡

上
高
さ

の
分

布
を

比
較

し
、

遡
上

波
が

敷
地

に
地

上
部

か
ら
到

達
・

流
入

す
る

可
能

性
が
考

え
ら

れ
る
か
。
 

③
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

、
標

高
の

局
所

的
な

変
化

、
並

び
に

河
川

、
水

路
等

が
津

波
の

遡
上
・
流
下

方
向
に

影
響
を

与
え
、
遡
上

波
の
敷

地
へ
の

回
り

込
み

の
可

能
性

が
考

え
ら

れ
る

か
。
 

 

3
.
2
.
2
 地

震
・

津
波

に
よ

る
地

形
等
の

変
化

に
係

る
評

価
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

次
に

示
す

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
場
合

は
、
敷
地

へ
の

遡
上

経
路
に

及
ぼ

す
影

響
を
検

討
す

る
こ

と
。
 

・
地

震
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地
形

、
河

川
流

路
の

変
化

 

・
繰

り
返

し
襲

来
す

る
津

波
に

よ
る
洗

掘
・

堆
積

に
よ

り
地

形
、
河

川
流

路
の

変
化
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
(
3
.2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

を
踏

ま
え

、
遡

上
及

び
流

下
経

路
上

の
地

盤
並

び
に

そ

の
周

辺
の

地
盤

に
つ

い
て

、
地

震
に
よ

る
液

状
化

、
流
動
化

又
は
す

べ
り

、
も
し

く
は

津
波

に
よ

る
地

形
変

化
、
標
高

変
化
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
（
回

り
込

み
に

よ
る

も
の
を

含
む
）
の

可
能

性
に

つ
い
て

確
認
す

る
。
な

お
、
敷
地

の
周

辺
斜

面
が

、
遡

上
波

の
敷

地
へ
の

到
達

に
対

し
て

障
壁

と
な
っ

て
い

る
場

合
は
、

当
該

斜
面

の
地

震
時

及
び

津
波

時
の
健

全
性

に
つ

い
て

、
重

要
施
設

の
周

辺
斜

面
と
同

等
の

信
頼

性
を

有
す

る
評

価
を

実
施
す

る
等

、
特

段
の

留
意

が
必
要

で
あ

る
。
 

(
2
)
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
経

路
上

に
河
川

、
水
路

が
存

在
し
、
地

震
に

よ
る
河

川
、
水
路
の

堤
防

等
の

崩
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
落

に
起

因
し

て
流

路
の

変
化

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可
能

性
に

つ
い

て
確

認
す

る
。
 

流
速

の
経

時
変

化
を

確
認

し
て

い
る
。
ま
た

、
敷

地
周

辺
に

お
け
る

時
々

刻
々

の
水

位
分

布
図

や
流

速
分

布
図

に
よ

り
、

津
波

の
侵

入
角

度
に

つ
い

て
も

確
認

し
て

い

る
。
 

②
 
敷
地

の
形

状
及

び
津

波
防
護

施
設
を

モ
デ

ル
化

し
て

計
算

を
実
施

し
て

お
り

、
津

波

防
護

施
設

を
越

流
し

な
い

こ
と

を
確
認

し
て

い
る

。
 

 ③
敷

地
に

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
、
標

高
の

局
所

的
な

変
化

、
河
川

及
び

水
路

等
は

な

い
た

め
、

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

回
り
込

み
の

可
能

性
は

考
え

ら
れ
な

い
。
 

 

 3
.
2
.
2
 地

震
・

津
波

に
よ

る
地

形
等
の

変
化

に
係

る
評

価
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

次
に

示
す

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
し
、

可
能

性
が

あ
る

場
合

は
、
敷

地
へ

の
遡

上
経

路

に
及

ぼ
す

影
響

を
検

討
す

る
。

 

・
地

震
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地
形

、
河

川
流

路
の

変
化

 

・
繰

り
返

し
襲

来
す

る
津

波
に

よ
る
洗

掘
・

堆
積

に
よ

り
地

形
、
河

川
流

路
の

変
化
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果
を

踏
ま

え
、

遡
上

及
び

流
下
経

路
上

の
地

盤
並

び
に

そ
の

周
辺

の
地

盤
に

つ
い

て
、

地
震
に

よ
る

液
状

化
、

流
動

化
又
は

す
べ

り
、

も
し

く

は
津

波
に

よ
る

地
形

変
化

、
標

高
変
化

に
つ

い
て

検
討

し
、

遡
上
波

が
津

波
防

護
施

設

を
越

流
し

て
敷

地
に

到
達

す
る

可
能
性

が
無

い
こ

と
を

確
認

し
た
。
 

   (
2
)
 
敷
地

西
側

に
才

谷
川

が
存

在
す
る

が
、
発
電

所
と

才
谷
川

は
標
高
約

1
0
0m

の
山

を
隔

て
て

お
り

、
敷

地
へ

の
遡

上
波

に
影
響

す
る

こ
と

は
な

い
。

取
水
路

及
び

放
水

路
が

存
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 (
3
)
 
遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可
能

性
に

係
る

検
討

に
当

た
っ
て

は
、
地

形
変
化
、
標

高
変

化
、

河
川

流
路

の
変

化
に

つ
い
て

、
基

準
地

震
動

S
s 
に

よ
る

被
害

想
定

を
基
に

遡
上

解
析

の
初

期
条

件
と

し
て

設
定
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

                 (
4
)
 
地
震

に
よ

る
地

盤
変

状
、
斜

面
崩

落
等
の

評
価

に
つ
い

て
は
、
適

用
す

る
手

法
、
デ

ー
タ

及
び

条
件

並
び

に
評

価
結

果
を
確

認
す

る
。
 

 

3
.
3
 
入
力

津
波

の
設

定
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

基
準

津
波

は
、
波

源
域

か
ら
沿

岸
域
ま

で
の

海
底

地
形

等
を

考
慮
し

た
、
津

波
伝

播
及

在
す

る
が

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及
び

放
水

口
側

防
潮

堤
等

を
設
置

し
て

お
り

、
遡

上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可

能
性

が
無
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

 

(
3
)
 
高
浜

発
電

所
へ

の
津

波
の

浸
入
経

路
は

、
敷

地
及

び
プ

ラ
ン
ト

の
配

置
よ

り
、

取
水

口
側

と
放

水
口

付
近

の
2
箇
所

で
あ
る

。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
付
近

は
、

埋
立

層
お

よ

び
沖

積
層

が
分

布
し

基
準

地
震

動
Ss

が
作

用
し

た
場

合
地

盤
が
液

状
化

に
よ

り
沈

下

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
有
効

応
力

解
析

に
よ

り
沈

下
量
を

算
出

し
、

津
波

シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

反
映

し
て

い
る
。

初
期

潮
位

は
朔

望
平

均
満
潮
位

T
.
P.
＋

0
.4
9
m

と
し

、
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0
.1
5
m
に

つ
い

て
は

津
波

シ
ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

よ
り

求
め

た

津
波

水
位

に
加

え
る

こ
と

で
考

慮
す
る

。
 

液
状

化
に

よ
り

地
盤

が
沈

下
し

、
津
波

が
放

水
口

側
防

潮
堤

の
下
か

ら
回

り
込

む
懸

念
に

対
し

て
は

、
地

中
部

に
鋼

矢
板
及

び
コ

ン
ク

リ
ー

ト
基

礎
を
設

置
す

る
こ

と
に

よ

り
防

護
す

る
。
 

取
水

口
側

の
流

入
経

路
の

大
半

は
岩
盤

で
あ

り
取

水
口

に
つ

い
て
も

地
盤

改
良

を
行

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
基

準
地
震

動
Ss

が
作

用
し

た
場

合
に
お

い
て
も

沈
下

は
殆

ど
生

じ
な

い
。

ま
た

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

お
よ

び
取

水
口

ケ
ー

ソ
ン
周

辺
斜

面
に

つ
い

て

も
、
基
準

地
震

動
S
s
に

対
す
る

安
定
性

を
評

価
し

た
結

果
い

ず
れ
に

つ
い

て
も

す
べ

り

安
全

率
は

評
価

基
準

値
を

満
足

し
て
お

り
、

斜
面

の
変

状
（

崩
壊
）

が
津

波
の

遡
上

に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
確

認
し
て

い
る
。
ま
た
、
取
水
路

上
に
内

浦
大

橋
（
県

道
）

が
架

橋
し

て
い

る
が

、
落

橋
防

止
対
策

が
さ

れ
て

お
り

、
万

一
落
橋

し
た

と
し

て
も

、

落
橋

位
置

で
津

波
が

一
時

的
に

競
り
上

が
る

可
能

性
は

あ
る

も
の
の

取
水

路
を

完
全

閉

塞
す

る
形

状
と

な
る

こ
と

は
考

え
に
く

く
、

敷
地

奥
へ

の
津

波
の
遡

上
高

さ
に

影
響

す

る
こ

と
は

な
い

。
 

(
4
)
 
地
震

に
よ

る
地

盤
変

状
、
斜

面
崩

落
等

の
評

価
に

つ
い

て
、
地

質
調

査
等

に
基

づ
き

条
件

を
設

定
し

確
認

し
て

い
る

。
 

 

3
.
3
 
入
力

津
波

の
設

定
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

び
遡

上
解

析
に

よ
り

時
刻

歴
波

形
と
し

て
設

定
し

て
い

る
こ

と
。
入
力

津
波

は
、
基
準
津

波
の

波
源

か
ら

各
施

設
・
設
備

等
の
設

置
位

置
に

お
い

て
算

定
さ
れ

る
時

刻
歴

波
形
と
し

て
設

定
し

て
い

る
こ

と
。
基
準

津
波
及

び
入

力
津

波
の

設
定

に
当
た

っ
て

は
、
津

波
に
よ

る
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有
振

動
の

励
起

を
適

切
に

評
価
し

考
慮

す
る

こ
と

。
 

   

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
入

力
津

波
は

、
海

水
面

の
基

準
レ

ベ
ル

か
ら

の
水

位
変

動
量

を
表

示
し

て
い

る
こ

と
。
な
お

、
潮
位

変
動
等

に
つ

い
て
は

、
入
力

津
波

を
設
計

又
は
評

価
に

用
い

る
場
合

に
考

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 
入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て
は
、
入
力

津
波

が
各
施

設
・
設
備

の
設

計
に

用
い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

念
頭

に
、
津
波

の
高

さ
、
津
波

の
速
度

、
衝

撃
力

等
、
着
目

す
る

荷
重

因
子

を
選

定
し

た
上

で
、
各

施
設
・
設
備

の
構
造
・
機

能
損
傷

モ
ー

ド
に

対
応
す

る
効

果
（

浸
水

高
、
波

力
・
波

圧
、
洗

掘
力

、
浮
力

等
）
が

安
全
側

に
評

価
さ

れ
る

こ

と
を

確
認

す
る

。
 

   (
3
)
 
施
設

が
海

岸
線

の
方

向
に

お
い
て

広
が

り
を

有
し

て
い

る
場
合
（
例

え
ば

敷
地
前
面

の
防

潮
堤

、
防
潮

壁
）
は

、
複

数
の
位

置
に

お
い

て
荷

重
因

子
の
値

の
大

小
関

係
を
比

較
し

、
当

該
施

設
に

最
も

大
き

な
影
響

を
与

え
る

波
形

を
入

力
津
波

と
し

て
設

定
し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

    

・
基
準

津
波

に
つ

い
て

は
、「

高
浜

発
電
所

1
号
炉

及
び

2
号

炉
 
基

準
津

波
の

評
価
」
に

て
説

明
す

る
。
 

・
入

力
津

波
は

、
基

準
津

波
の

波
源
か

ら
各

施
設

・
設

備
等

の
設
置

位
置

に
お

い
て

算
定

さ
れ

る
時

刻
歴

波
形

と
し

て
設

定
し
て

い
る

。
 

・
基
準

津
波

の
設

定
に

当
た
っ

て
は
、
敷

地
及

び
敷

地
周
辺

を
モ
デ

ル
化

し
、
津

波
に
よ

る
局

所
的

な
海

面
の

励
起

を
評

価
で

き
る

モ
デ

ル
を

用
い

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
入
力

津
波

は
、

海
水

面
の

基
準
レ

ベ
ル

か
ら

算
定

し
た

水
位
変

動
量

を
表

示
し

て
い

る
。

潮
位

変
動

等
に

つ
い

て
は

、
入
力

津
波

を
設

計
、

評
価

に
用
い

る
場

合
に

考
慮

し

て
い

る
。
 

(
2
)
 
入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て
は

、
津

波
の

高
さ

、
速

度
、
津

波
波

力
に

着
目

し
、

各
施

設
・

設
備

に
お

い
て

算
定

さ
れ
た

数
値

を
安

全
側

に
評

価
し
た

値
を

入
力

津
波

高

さ
や

速
度

と
し

て
設

定
す

る
こ

と
で
、

各
施

設
・

設
備

の
構

造
・
機

能
の

損
傷

に
影

響

す
る

浸
水

高
、

波
力

・
波

圧
に

つ
い
て

安
全

側
に

評
価

し
て

い
る
。

ま
た

、
津

波
防

護

施
設

等
の

新
規

の
施

設
・

設
備

の
設
計

に
お

い
て

は
、

入
力

津
波
高

さ
以

上
の

高
さ

の

津
波

を
設

計
荷

重
と

し
、

よ
り

安
全
側

の
評

価
を

行
っ

て
い

る
。
な

お
、

津
波

防
護

施

設
等

の
構

造
に

影
響

す
る

洗
掘

力
、
浮

力
が

生
じ

る
可

能
性
が

あ
る
場

所
に

お
い

て
は

、

地
表

面
舗

装
を

実
施

す
る

な
ど

の
対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

 

(
3
)
 
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口
側

防
潮

堤
、

防
潮

扉
、

屋
外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

並
び

に
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
ピ
ッ

ト
止

水
板

に
対

し
最

も
大
き

な
影

響
を

与
え

る

波
形

を
入

力
津

波
と

し
て

設
定

し
て
い

る
。
 

敷
地

へ
の

津
波

の
流

入
及

び
水

位
変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
ぐ

た
め

取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
を

設
置

し
、

発
電

所
を
含

む
地

域
に

大
津

波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
後

、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を

閉
止

す
る

手
順

を
定

め
る

こ
と

か
ら
、

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ
た

場
合

で
、

取
水

路
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

                           

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
後

に
敷

地
に

到
達
す

る
津

波
に

つ
い

て
は

、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉

止
を

前
提

と
し

て
評

価
す

る
。
ま

た
、
潮
位

計
の

う
ち

、
2
台

の
観
測

潮
位
が

1
0
分

以

内
に

0.
5
m
以

上
下

降
し
、
そ
の

後
、
最
低

潮
位

か
ら

10
分
以

内
に

0
.
5m

以
上

上
昇

す

る
こ

と
、
又

は
1
0
分
以

内
に

0
.
5
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後
、
最
高

潮
位

か
ら

1
0
分

以

内
に

0.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ
と
（
以

下
「
通

常
の

潮
汐

と
は
異

な
る
潮

位
変

動
」
と

い

う
。
）
を
把

握
し

た
場

合
、
原
則

、
循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

後
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
手

順
を

定
め

る
こ

と
か

ら
、
通

常
の

潮
汐

と
は

異
な

る
潮
位

変
動

を
把

握
し

て

か
ら

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
に
必

要
な

時
間

が
経

過
し

た
後
に

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
条

件
で

評
価

す
る
。

な
お

、
通

常
の

潮
汐

と
は
異

な
る

潮
位

変
動

に

よ
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判
断

基
準

の
設

定
に

当
た

っ
て
は

、
基

準
津

波
３

及

び
基

準
津

波
４

の
波

源
で

あ
る

隠
岐
ト

ラ
フ

海
底

地
す

べ
り

の
波
源

特
性

及
び

若
狭

湾

の
伝

播
特

性
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ
ィ

の
結

果
を

踏
ま

え
、「

パ
ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

波

高
の

観
点

」
、「

非
線

形
性

の
観

点
」
及

び
「

増
幅

比
率

の
観

点
」
か

ら
、

閉
止

判
断

基

準
の

仮
設

定
値

を
設

定
す

る
。「

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
波
高

の
観
点
」
で
の

仮
設

定
値

は
、

隠
岐

ト
ラ

フ
海

底
地

す
べ

り
の
崩

壊
規

模
又

は
破

壊
伝

播
速
度

の
パ

ラ
メ

ー
タ

ス

タ
デ

ィ
を

実
施

し
、

施
設

に
影

響
を
与

え
る

津
波

を
見

逃
さ

な
い
条

件
を

確
認

し
た

上

で
、

施
設

影
響

が
生

じ
な

い
ケ

ー
ス
も

含
め

、
T.
P
.
+3
.
5m

の
敷
地

に
最

近
接

す
る

ケ

ー
ス

に
お

け
る
、
第

1
波
の
水

位
変
動

量
と

す
る

。「
非
線
形

性
の
観

点
」
で

の
仮

設
定

値
は

、
隠

岐
ト

ラ
フ

海
底

地
す

べ
り
の

破
壊

伝
播

速
度

と
第

1
波

の
水

位
変

動
量

の
関

係
が

線
形

で
は

な
い

場
合

が
あ

る
こ
と

を
考

慮
し

、
全

体
的

な
傾
向

を
踏

ま
え

、
保

守

的
な

破
壊

伝
播

速
度

の
ケ

ー
ス

に
お
け

る
第

1
波

の
水

位
変

動
量
と

す
る

。「
増
幅

比
率

の
観

点
」

で
の

仮
設

定
値

は
、

隠
岐
ト

ラ
フ

海
底

地
す

べ
り

の
崩
壊

規
模

若
し

く
は

破

壊
伝

播
速

度
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ
ィ

又
は

振
幅

若
し

く
は

周
期
を

変
え

た
正

弦
波

に

よ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
か

ら
得
ら

れ
た

第
1
波
と

第
2
波

以
降

の
水

位
増

幅
比

率

の
最

大
値

を
用

い
て

、
施

設
影

響
が
生

じ
る

T
.P
.
+
3.
5
m
を

第
2
波

以
降

の
水

位
変

動

量
と

仮
定

し
、
逆

算
し

た
第

1
波

の
水

位
変

動
量

と
す

る
。「

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
波

高
の

観
点

」
、「

非
線

形
性

の
観

点
」
及

び
「

増
幅

比
率

の
観

点
」
で

設
定

し
た

仮
設

定
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

   (
4
)
 
基
準

津
波

及
び

入
力

津
波

の
設
定

に
当

た
っ

て
は

、
津

波
に
よ

る
港

湾
内

の
局
所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

の
励

起
に

つ
い
て

、
以

下
の

例
の

よ
う

に
評
価

し
考

慮
し

て
い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

に
関

し
て

は
、

港
湾

周
辺

及
び

港
湾

内
の

水
位

分
布
、
速
度

ベ
ク

ト
ル
分

布
の
経

時
的

変
化

を
分

析
す

る
こ
と

に
よ

り
、
港

湾

内
の

局
所

的
な

現
象

と
し

て
生

じ
て
い

る
か
、
生
じ

て
い
る

場
合
、
そ

の
固

有
振

動

に
よ

る
影

響
が

顕
著

な
範

囲
及

び
固
有

振
動

の
周

期
を

把
握

す
る
。
 

②
 
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

に
よ

り
水

位
変

動
が

大
き

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
あ

る
場

合
、
取

水
ピ

ッ
ト

、
津
波

監
視
設

備
（
敷

地
の

潮
位
計

等
）
と
の

位
置

関
係

を

把
握

す
る

。
（

設
計

上
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
と

な
る

程
度

に
応

じ
て

緩
和

策
、

設
備

設
置

位
置

の
移

動
等

の
対

応
を

検
討

）
 

        

3
.
4
 
津
波

防
護

方
針

の
審

査
に

あ
た
っ

て
の

考
慮

事
項

（
水

位
変
動

、
地

殻
変

動
）
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

入
力

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

対
し
て

朔
望

平
均

潮
位
（
注

）
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
。
 

注
）
：
朔

（
新

月
）

お
よ

び
望
（

満
月
）

の
日

か
ら

5
 日

以
内

に
観
測

さ
れ

た
、

各
月

値
に

対
し

て
、

不
確

か
さ

と
し

て
潮
位

の
ゆ

ら
ぎ

を
考

慮
の

上
、
工

学
的

余
裕

を
考

慮

し
、

閉
止

判
断

基
準

を
設

定
す

る
。
閉

止
判

断
基

準
の

妥
当

性
、
網

羅
性

に
つ

い
て

は

詳
細

設
計

段
階

で
確

認
す

る
。

 

 (
4
)
 
取
水

口
及

び
放

水
口

内
外

で
最
高

水
位

や
傾

向
に

大
き

な
差
異

は
な

く
、

取
水

口
及

び
放

水
口

近
傍

で
局

所
的

な
海

面
の
励

起
は

生
じ

て
い

な
い

こ
と
を

確
認

し
て

い
る
。
 

          

(
5
)
 
基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４
の

波
源

に
関

す
る

「
崩

壊
規
模

」
又

は
「

破
壊

伝
播

速
度

」
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
か
ら

確
認

し
た

「
隠

岐
ト

ラ
フ
海

底
地

す
べ

り
の

波

源
特

性
」

及
び

「
若

狭
湾

の
伝

播
特
性

」
を

踏
ま

え
、

3
.
3(
3
)
に
示

す
「

パ
ラ

メ
ー
タ

ス
タ

デ
ィ

波
高

の
観

点
」、
「
非

線
形
性

の
観

点
」

及
び

「
増

幅
比
率

の
観

点
」

で
設

定

し
た

仮
設

定
値

の
う

ち
、
隠
岐
ト

ラ
フ
海

底
地

す
べ

り
を

波
源

と
す
る

ケ
ー

ス
を

基
に

、

閉
止

判
断

基
準

を
設

定
す

る
た

め
の
入

力
津

波
を

詳
細

設
計

段
階
で

作
成

す
る

。
 

 

3
.
4
 
津
波

防
護

方
針

の
審

査
に

あ
た
っ

て
の

考
慮

事
項

（
水

位
変
動

、
地

殻
変

動
）
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
入

力
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
対
し

て
朔

望
平

均
潮

位
お

よ
び
、

朔
望

平
均

潮
位

の
ば

ら
つ

き
も

考
慮

し
て

安
全

側
の

評
価
を

実
施

す
る

。
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準
津
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及
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耐
津
波
設
計
方
針
に
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高
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号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

の
最

高
満

潮
面

お
よ

び
最

低
干

潮
面

を
1
 
年

以
上

に
わ

た
っ

て
平

均
し

た
高

さ
の

水

位
を

そ
れ

ぞ
れ

、
朔

望
平

均
満

潮
位
お

よ
び

朔
望

平
均

干
潮

位
と
い

う
。
 

潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動
に

つ
い

て
も

適
切

に
評

価
し
考

慮
す

る
こ

と
。
地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起
ま

た
は

沈
降
が

想
定

さ
れ

る
場

合
、
地

殻
変

動
に

よ
る

敷
地
の

隆
起

ま
た

は
沈

降
及

び
、
強
震

動
に
伴

う
敷

地
地

盤
の

沈
下

を
考
慮

し
て

安
全

側
の
評

価
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

周
辺

の
港

又
は

敷
地

に
お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ
き
、
観
測

期
間
、
観
測

設
備

の
仕

様
に

留
意

の
上

、
朔

望
平
均

潮
位

を
評

価
し

て
い

る
こ
と

を
確

認
す

る
。
 

(
2
)
 
上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て
朔

望
平

均
満

潮
位

を
考

慮
し
、
上
昇

側
評

価
水
位
を

設
定

し
て

い
る

こ
と
、
ま
た
、
下
降

側
の

水
位

変
動

に
対
し

て
朔
望

平
均

干
潮

位
を

考

慮
し

、
下

降
側

評
価

水
位

を
設

定
し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

 (
3
)
 
潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位
変

動
に

つ
い

て
、
以
下

の
例
の

よ
う

に
評

価
し
考
慮

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

①
 
敷

地
周

辺
の

港
又

は
敷

地
に

お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ

き
、

観
測

期
間

等
に

留
意

の
上
、
高
潮

発
生

状
況
（

程
度

、
台

風
等

の
高

潮
要
因

）
に

つ
い

て
把

握
す

る
。 

 ②
 
高

潮
要

因
の

発
生

履
歴

及
び

そ
の

状
況

、
並

び
に

敷
地

に
お

け
る

汀
線

の
方

向
等

の
影

響
因

子
を

考
慮

し
て

、
高

潮
の
発

生
可

能
性

と
そ

の
程

度
（
ハ

ザ
ー
ド

）
に
つ

い
て

検
討

す
る

。
 

③
 
津

波
ハ

ザ
ー

ド
評

価
結

果
を

踏
ま

え
た

上
で

、
独

立
事

象
と

し
て

の
津

波
と

高
潮

に
よ

る
重

畳
頻

度
を

検
討

し
た

上
で
、
考

慮
の

可
否
、
津
波

と
高
潮

の
重

畳
を

考
慮

す
る

場
合

の
高

潮
の

再
現

期
間

を
設
定

す
る

。
 

  

・
潮

汐
以

外
の

要
因

に
よ

る
潮

位
変
動

と
し

て
、

高
潮

に
つ

い
て
適

切
に

評
価

し
考

慮
す

る
。
 

・
地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起
ま

た
は
沈

降
が

想
定

さ
れ

る
場

合
、
地

殻
変

動
に

よ
る

敷
地

の
隆

起
ま

た
は

沈
降

及
び

、
強

震
動
に

伴
う

敷
地

地
盤

の
沈

下
を
考

慮
し

て
安

全
側

の

評
価

を
実

施
す

る
。
 

   【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

計
算

で
考

慮
す

る
朔

望
平
均

潮
位

は
、
高
浜

発
電
所

の
南
西
約

2
0
km

の
観

測
地

点
舞

鶴
検

潮
所

（
気

象
庁

所
管

）
に
お

け
る

観
測

記
録

に
基

づ
き
設

定
し

て
い

る
。
 

(
2
)
 
上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て
朔

望
平

均
満

潮
位

T
.P
.
+
0
.
49
m
及

び
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0
.
15
m
を
考

慮
し

、
上
昇

側
評
価

水
位

を
設

定
し

て
い

る
。
ま

た
、

下
降

側
の

水

位
変

動
に

対
し

て
朔

望
平

均
干

潮
位

T
.
P
.-
0
.
01
m
及
び

潮
位

の
バ
ラ

ツ
キ

0
.1
7
m
を
考

慮
し

、
下

降
側

評
価

水
位

を
設

定
し
て

い
る

。
 

(
3
)
 
潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位
変

動
に

つ
い

て
は

、
以

下
の
通

り
評

価
し

考
慮

し
て

い
る

。
 

①
 
観
測

地
点

舞
鶴
検

潮
所

（
気

象
庁
所

管
）

に
お

け
る

至
近

約
40

年
(
1
9
69
～

20
1
1

年
)
の
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ
き

、
高

潮
発

生
状

況
（
発

生
確
率

、
台

風
等

の
高

潮
要

因
）

に
つ

い
て

示
し

て
い

る
。

 

②
 
高
潮

要
因

の
発

生
履

歴
及
び

そ
の
状

況
を

考
慮

し
て

、
高
潮

発
生
可

能
性

と
そ

の
程

度
（

ハ
ザ

ー
ド

）
に

つ
い

て
検

討
し
て

い
る

。
 

 ③
 
高
潮

発
生

可
能

性
と

そ
の
程

度
（

ハ
ザ

ー
ド
）
に
つ

い
て
検

討
す
る
。
基
準

津
波

に

対
す

る
そ

の
他

の
評

価
地

点
に

お
け
る

水
位

の
年

超
過

確
率

は
1
0
-
4 ～

1
0
-
5
程
度

で

あ
り

、
独

立
事

象
と

し
て

の
津

波
と
高

潮
が

重
畳

す
る

可
能

性
は
極

め
て

低
い

と
考

え
ら

れ
る

も
の

の
、

高
潮

ハ
ザ

ー
ド
に

つ
い

て
は

、
プ

ラ
ン

ト
運
転

期
間

を
超

え
る
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

  

(
4
)
 
地
震

に
よ

り
陸

域
の

隆
起

ま
た
は

沈
降

が
想

定
さ

れ
る

場
合
、
以
下

の
例

の
よ
う
に

地
殻

変
動

量
を

考
慮

し
て

安
全

側
の
評

価
を

実
施

し
て

い
る

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

①
 
広

域
的

な
地

殻
変

動
を

評
価

す
べ

き
波

源
は

、
地

震
の

震
源

と
解

釈
し

、
津

波
波

源
と

な
る

地
震

の
震

源
（
波
源

）
モ

デ
ル

か
ら

算
定

さ
れ
る

広
域
的

な
地

殻
変

動
を

考
慮

す
る

こ
と

と
す

る
。
 

②
 
プ

レ
ー

ト
間

地
震

の
活

動
に

関
連

し
て

局
所

的
な

地
殻

変
動

が
あ

っ
た

可
能

性
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
場

合
（

南
海

ト
ラ
フ

沿
岸

部
に

見
ら

れ
る

完
新
世

段
丘

の
地

殻
変

動
等

）
は

、
局

所
的

な
地

殻
変

動
量
に

よ
る

影
響

を
検

討
す

る
。
 

③
 
地
殻

変
動

量
は

、
入
力

津
波

の
波
源

モ
デ

ル
か

ら
適

切
に

算
定
し

設
定

す
る
こ
と
。 

   ④
 
地

殻
変

動
が

隆
起

又
は

沈
降

に
よ

っ
て

、
以

下
の

例
の

よ
う

に
考

慮
の

考
え

方
が

異
な

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る
。
 

a
)
 
地

殻
変

動
が

隆
起

の
場

合
、

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

安
全

機
能

へ
の

影

響
を

評
価

（
以

下
｢
安

全
評

価
｣
と

い
う

。
）

す
る

際
に

は
、

対
象

物
の

高
さ

に
隆

起
量

を
加

算
し

た
後

で
、
下
降

側
評
価

水
位

と
比

較
す

る
。
ま

た
、
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
安

全
評

価
す

る
際
に

は
、
隆

起
し

な
い
も

の
と
仮

定
し

て
、
対

象
物

の
高

さ
と

上
昇

側
評

価
水

位
を
直

接
比

較
す

る
。
 

b
)
 
地

殻
変

動
が

沈
降

の
場

合
、

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

安
全

評
価

す
る

際

に
は
、
対
象

物
の

高
さ

か
ら
沈

降
量
を

引
算

し
た

後
で
、
上

昇
側
評

価
水

と
比

較

す
る

。
ま

た
、
下

降
側
の

水
位

変
動
に

対
し

て
安

全
評

価
す

る
際
に

は
、
沈
降
し

な
い

も
の

と
仮

定
し

て
、

対
象

物
の

高
さ

と
下

降
側

評
価

水
位

を
直

接
比

較
す

る
。
 

⑤
 
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

モ
デ

ル
か

ら
算

定
さ

れ
る

広
域

的
な

地
殻

変
動

再
現

期
間

10
0
年
に

対
す

る
期

待
値

T
.
P.
+
1
.1
3
m
と

し
、
入

力
津
波

で
考

慮
し

た
朔

望
平

均
満

潮
位

T
.
P
.+
0
.
49
m
及

び
潮
位

の
バ

ラ
ツ
キ

0
.1
5m

と
の

差
で

あ
る

0
.4
9
m

を
外

郭
防

護
の

裕
度

評
価

に
お

い
て
参

照
し

て
い

る
。
 

(
4
)
 
地
震

に
よ

る
陸

域
の

隆
起

ま
た
は

沈
降

に
つ

い
て

、
地
殻

変
動
量

を
適

切
に

考
慮

し
、

安
全

側
の

評
価

を
実

施
し

て
い

る
。
 

①
 
広
域

的
な

地
殻

変
動

を
評
価

す
べ
き

波
源

は
、
基
準

津
波

1
の
若

狭
海

丘
列

付
近

断

層
と

基
準

津
波

2
の

FO
-
A～

F
O
-
B
～
熊

川
断

層
で

あ
る

。
基

準
津
波

3
及

び
基

準
津

波
4
の
隠

岐
ト

ラ
フ

海
底

地
す

べ
り
に

つ
い

て
は

考
慮

対
象

外
で
あ

る
。
 

②
 
高
浜

発
電

所
は

若
狭

湾
（
日

本
海
側
）
に
位

置
し

て
お
り

、
プ

レ
ー

ト
間

地
震

は
考

慮
対

象
外

で
あ

る
。
 

 ③
 
入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、「
日

本
海
に

お
け

る
大

規
模

地
震

に
関
す

る
調

査
検

討
会

」

の
波

源
モ

デ
ル

を
踏

ま
え

て
、

M
a
n
si
n
h
a 
an
d 
S
m
yl
i
e
(1
97
1
)
の
方

法
に

よ
り

算
定

し
た

敷
地

地
盤

の
地

殻
変

動
量

は
、
基

準
津

波
1
の
若

狭
海
丘

列
付
近

断
層

で
±

0
m、

基
準

津
波

2
の

FO
-
A～

F
O
-B
～

熊
川
断

層
で

0.
3
0
m
の

隆
起

で
あ
る

。
 

④
 
基
準

津
波

2
に

よ
る

地
殻
変

動
が
隆

起
で

あ
る

の
で

、
下
降

側
の
水

位
変

動
に

対
す

る
安

全
評

価
と

し
て

は
、

対
象

物
の
高

さ
に

隆
起

量
を

加
算

し
た
後

で
、

下
降

側
評

価
水

位
と

比
較

す
る

。
ま

た
、

上
昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
安
全

評
価

す
る

際
に

は
、

隆
起

し
な

い
も

の
と

仮
定

し
て
、

対
象

物
の

高
さ

と
上

昇
側
評

価
水

位
を

直
接

比
較

す
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

に
つ

い
て

も
、

津
波

に
対

す
る

安
全
性

評
価

へ
の

影
響

を
検

討
す
る

。
 

⑥
 
広

域
的

な
余

効
変

動
が

継
続

中
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

傾
向

を
把

握
し

、
津

波
に

対
す

る
安

全
性

評
価

へ
の

影
響

を
検
討

す
る

。
 

  4
.
 
津
波

防
護

方
針
 

4
.
1
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
基

本
方

針
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の
基

本
方

針
が

敷
地

及
び

敷
地
周

辺
全

体
図

、
施
設

配
置

図
等

に
よ

り
明

示
さ

れ
て

い
る
こ

と
。
津

波
防

護
施
設

、
浸
水

防
止
設

備
、
津
波
監

視
設

備
等

と
し

て
設

置
さ

れ
る

も
の
の

概
要

が
網

羅
か

つ
明

示
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

   

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

の
特

性
（
敷

地
の
地

形
、
敷
地

周
辺

の
津

波
の
遡

上
、
浸
水

状
況

等
）
に
応
じ

た
基

本
方

針
（

前
述

２
の

と
お

り
）
を

確
認

す
る

。
 

          

⑤
 
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

モ
デ

ル
か

ら
算

定
さ

れ
る

広
域

的
な

地
殻

変
動

量
は

0.
3
0
m
の

隆
起

が
起

こ
る

と
評
価

し
て

い
る

。
 

⑥
 
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

に
お

い
て

広
域

的
な

余
効

変
動

は
確

認
さ

れ
て

い
な

い
。
 

  4
.
 
津
波

防
護

方
針
 

4
.
1
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
基

本
方

針
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
方
針

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る
。
 

・
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護
の

基
本

方
針

を
敷

地
及

び
敷
地

周
辺

全
体

図
、

施

設
配

置
図

等
に

よ
り

明
示

す
る

。
 

・
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

施
設
、

津
波

監
視

設
備

等
と

し
て
設

置
す

る
も

の
の

概

要
を

網
羅

か
つ

明
示

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
敷
地

の
特

性
（

敷
地

の
地

形
、
敷

地
周

辺
の

津
波

の
遡

上
、
浸

水
状

況
等

）
に

応
じ

た
基

本
方

針
は

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

・
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い
て

、
基

準
津

波
に

よ

る
遡

上
波

（
地

震
に

よ
る

広
域

的
な
隆

起
・

沈
降

、
地

震
に

よ
る
変

状
等

を
考

慮
）

を
地

上
部

か
ら

到
達

又
は

流
入

さ
せ
な

い
設

計
と

す
る

た
め

、
外
郭

防
護

と
し

て
取

水
路

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放
水
口

側
に

放
水

口
側

防
潮

堤
及
び

防
潮

扉
、

海
水

ポ
ン

プ
室

に
潮

位
計

を
設

置
す

る
。
ま

た
、

取
水

路
及

び
排

水
路
等

の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

た
め

、
外
郭

防
護

と
し

て
放

水
路

に
屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
並

び
に

放
水

ピ
ッ

ト
に

１
号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止
水

板
、

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

に
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防
止

蓋
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
に
循

環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る

。
重

要
な
安

全
機

能
を

内
包

す
る

建
屋
に

つ
い

て
は

、
遡
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

          

(
2
)
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
概

要
（

外
殻

防
護

の
位
置

及
び

浸
水

想
定
範
囲

の
設

定
、
並

び
に

内
郭

防
護
の

位
置
及

び
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲
の

設
定

等
）
を

確
認

す
る

。
 

              

上
波

が
到

達
し

な
い

十
分

に
高

い
位
置

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

・
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
な
ど

に
お

い
て

、
漏

水
す

る
可
能

性
を

考
慮

の
上

、

漏
水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定

し
て
、

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
上

記
２

方
針

の
ほ

か
、

設
計

基
準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象
設

備
を

内
包

す
る

建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て
は

、
浸

水
防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波
に

よ
る

影
響

か
ら

隔
離

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

・
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ
の
影

響
を

防
止

す
る

設

計
と

す
る

。
 

・
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

、
入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視
機

能
が

保
持

で
き

る

設
計

と
す

る
。
 

(
2
)
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
概

要
（

外
殻

防
護

の
位
置

及
び

浸
水

想
定

範
囲

の
設

定
、

並
び

に
内

郭
防

護
の

位
置
及

び
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲
の

設
定

等
）

を
示

し

て
い

る
。

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防
護

施
設

、
浸

水
防

止

設
備
、
津
波

監
視

設
備

及
び
非

常
用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を

内
包
す

る
建

屋
及

び
区

画

と
し

て
、

原
子

炉
格

納
施

設
、

原
子
炉

補
助

建
屋

（
補

助
建

屋
、
燃

料
取

扱
建

屋
、

制

御
建

屋
、
中
間

建
屋

及
び

デ
ィ

ー
ゼ
ル

建
屋

）
、
海

水
ポ

ン
プ

室
、
復

水
タ

ン
ク

、
燃
料

油
貯

油
そ

う
を

設
定

す
る

。
 

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
又

は
流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て

取
水

路
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
、
放

水
口

側
に

放
水
口

側
防
潮

堤
及

び
防

潮
扉
、
1

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

、
2
号

炉
海

水
ポ
ン

プ
室

及
び

3
，
4
号
炉

海
水
ポ

ン
プ

室
に

潮
位

計
を

設
置

す
る

。
 

ま
た

、
取

水
路

及
び

排
水

路
等

の
経
路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計
と

す
る

た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て

放
水

路
に

屋
外

排
水
路

逆
流

防
止

設
備

、
放

水
ピ
ッ

ト
に

１
号

及
び

２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
海

水
ポ
ン

プ
エ

リ
ア

に
海

水
ポ

ン
プ
室

浸
水

防
止

蓋
、

循

環
水

ポ
ン

プ
室

に
循

環
水

ポ
ン

プ
室
浸

水
防

止
蓋

を
設

置
す

る
。
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

                 

4
.
2
 
敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
 外

郭
防
護

１
）
 

4
.
2
.
1
 遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到
達

、
流

入
の

防
止
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

屋
外

設
備

等
は

、
基

準
津

波
に
よ

る
遡

上
波

が
到

達
し

な
い
十

分
高

い
場

所
に
設
置

す
る

こ
と
。
基
準

津
波

に
よ
る

遡
上
波

が
到

達
す

る
高

さ
に

あ
る
場

合
に

は
、
防

潮
堤
等

の
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備
を

設
置

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ
る

経
路

（
遡

上
経

路
）

の
特
定
 

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設
備

を
除

く
。
）
を

内
包
す

る
建
屋

及
び

区
画

に
つ

い

て
は

、
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔
離

可
能

な
設

計
と

す
る

た
め
、

浸
水

防
護

重
点

化

範
囲

境
界

壁
の

う
ち

、
中

間
建

屋
、
制

御
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル
建

屋
と

タ
ー

ビ
ン

建

屋
の

壁
貫

通
部

に
水

密
扉

の
設

置
及
び

貫
通

部
止

水
処

置
を

実
施
す

る
。
 

引
き

波
時

の
水

位
低

下
に

対
し

て
、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水
位

を
下

回
ら

な
い

よ
う

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及

び
潮
位

計
を

設
置

す
る

。
 

引
き

波
時

の
水

位
低

下
に

対
し

て
、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水
位

を
下

回
ら

な
い

よ
う

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及

び
潮
位

計
を

設
置

す
る

。
 

津
波

が
発

生
し

た
場

合
に

、
そ

の
影
響

を
俯

瞰
的

に
把

握
す

る
た
め

、
津

波
監

視
設

備
と

し
て

、
３

号
炉

原
子

炉
格

納
施
設

壁
面

及
び

４
号

炉
原

子
炉
補

助
建

屋
壁

面
に

津

波
監

視
カ

メ
ラ

、
１

号
炉

海
水

ポ
ン
プ

室
、
2
号

炉
海

水
ポ
ン

プ
室
及
び

3
，
4
号
炉

海

水
ポ

ン
プ

室
に

潮
位

計
を

設
置

す
る
。
 

さ
ら

に
、

津
波

影
響

軽
減

施
設

と
し
て

、
発

電
所

周
辺

を
波

源
と
し

た
津

波
の

波
力

を
軽

減
す

る
た

め
に

取
水

口
カ

ー
テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

を
設

置
す

る
。
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

は
津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い
可

能
性

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

、
発

電
所

構
外

の
観
測

潮
位

を
活

用
し

、
可

能
な
限

り
早

期
に

津
波

に

対
応

す
る

た
め

の
運

用
を

定
め

る
。
 

 

4
.
2
 
敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
 外

郭
防
護

１
）
 

4
.
2
.
1
 遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到
達

、
流

入
の

防
止
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及
び

区
画

は
、

基
準

津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

し
な

い
十
分

高
い

場
所

に
設

置
し

て
い
る

こ
と

を
確

認
し

、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

す
る
高

さ
に

あ
る

場
合

に
は

、
津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
遡
上

波
が

到
達

し
な

い
よ

う
に
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

(
3
.
2
.
1
)
に

お
け

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

の
状

況
、

浸
水

域
の

分
布

等
を

踏
ま

え
、

以

下
を

確
認

す
る

。
 

①
 
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

又
は

そ
れ

を
内

包
す

る
建

屋
の

設
置

位
置

・
高

さ
に

、
基

準
津
波

に
よ

る
遡
上

波
が
到

達
し

な
い

こ
と

、
ま

た
は
、
到

達
し

な
い

よ

う
津

波
防

護
施

設
を

設
置

し
て

い
る
こ

と
。
 

      

 

②
 
津

波
防

護
施

設
を

設
置

す
る

以
外

に
既

存
の

地
山

斜
面

、
盛

土
斜

面
等

の
活

用
の

有
無

。
ま

た
、

活
用

に
際

し
て

補
強
等

の
実

施
の

有
無

。
 

(
2
)
 
津
波

防
護

施
設

の
位

置
・

仕
様
を

確
認

す
る

。
 

①
 
津
波

防
護

施
設

の
種

類
（
防

潮
堤
、

防
潮

壁
等

）
及

び
箇

所
 

②
 
施
設

ご
と

の
構

造
形

式
、
形

状
 

          

(
1
)
 
敷
地

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ
る

経
路
（

遡
上

経
路
）
の

特
定
(
3
.
2.
1
)に

お
け

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

の
状

況
、

浸
水

域
の
分

布
等

を
踏

ま
え

、
以

下
を
確

認
し

て
い

る
。
 

 ①
 
遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の
到

達
、
流

入
の

防
止
 

・
設
計

基
準

対
象

施
設

の
津
波

防
護
対

象
設

備
（
津

波
防
護

施
設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設
備

を
除

く
。
）
を

内
包
す

る
建
屋

及
び

区
画

並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

が
設

置
さ

れ
て
い

る
周

辺
敷

地
高

さ
は

T
.
P.
+
3
.5
m
、
復

水

タ
ン

ク
に

つ
い

て
は

、
T
.
P
.＋

5
.
2m

で
あ

り
、
取
水

路
、
放

水
路
か

ら
津

波
に

よ

る
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

・
流
入

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め
、

津
波

防
護

施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放
水

口
側

防
潮

堤
、

防
潮

扉
、
１

号
及

び
２

号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
を

設
置

す
る
。

な
お

、
燃

料
油

貯
油

そ
う
に

つ
い

て
は

、

T
.
P
.
＋
2
4
.
9m

に
設

置
さ

れ
て

お
り
、
津

波
に
よ

る
遡

上
波

は
地
上

部
か

ら
到

達
、

流
入

し
な

い
。
 

②
 
既
存

の
地

山
斜

面
、

盛
土
斜

面
等
の

活
用
 

地
山

斜
面

、
盛

土
斜

面
等

の
活

用
は
し

て
い

な
い

。
 

(
2
)
津
波

防
護

施
設

の
位

置
・
仕

様
 

［
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
］
 

・
取

水
路

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
取

水
路
を

横
断

す
る

よ
う

に

設
置

す
る

も
の

で
、

鋼
製

の
ゲ

ー
ト
扉

体
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
、
防

潮
壁

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

躯
体

等
か

ら
な
る

構
造

物
で

あ
る

。
 

［
放

水
口

側
防

潮
堤

］
 

・
放

水
口

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
放

水
口
側

護
岸

沿
い

及
び

１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
沿

い
に

設
置
す

る
も

の
で

、
杭

基
礎

に
鋼
製

の
上

部
工

を
設

置
す

る
杭

基
礎

形
式

部
と

放
水

ピ
ッ
ト

に
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製
の

防
潮

壁
を

設
置

す
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

壁
部

と
、
セ

メ
ン

ト
改

良
土

に
よ

る
防
潮

堤
を

構
築

す
る

地
盤

改
良

部
の

３
種

類
か

ら
な

る
。
 

放
水

口
側

防
潮

堤
の

う
ち

杭
基

礎
形
式

部
は

、
液

状
化

対
策

に
よ
る

地
盤

改
良

を
行
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

                 

(
3
)
 
津
波

防
護

施
設

に
お

け
る

浸
水
防

止
設

備
の

設
置

の
方

針
に
関

し
て

、
以

下
を
確
認

す
る

。
 

①
 
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う

、
特

定
し

た
遡

上
経

路
に

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
 
止
水

対
策

を
実

施
す

る
予
定

の
部
位

が
列

記
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

以
下

、
例

示
。
 

a
)
 
電

路
及

び
電

線
管

貫
通

部
、

並
び

に
電

気
ボ

ッ
ク

ス
等

に
お

け
る

電
線

管
内

処

理
 

b
)
 
躯
体

開
口

部
（

扉
、

排
水
口

等
）
 

 

4
.
2
.
2
 取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

っ
た

地
盤

に
設

置
す

る
。

ま
た

、
主
要

な
構

造
体

の
境

界
部

に
は
、

想
定

さ
れ

る
荷

重
の

作
用

を
考

慮
し

、
試

験
等

に
て
止

水
性

を
確

認
し

た
止

水
ジ
ョ

イ
ン

ト
等

で
止

水
処

置
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
 

［
防

潮
扉

］
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
脇

の
西
側

の
敷

地
か

ら
の

津
波

の
流
入

防
止

を
目

的
と

し

て
、

放
水

口
側

防
潮

堤
と

連
結

す
る
よ

う
、

鋼
管

杭
に

支
持

さ
れ
た

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

基
礎

の
上

に
、

ア
ル

ミ
ニ
ウ

ム
合

金
製

の
防

潮
扉

を
設
置

す
る

。
 

［
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

］
 

・
放

水
口

側
護

岸
及

び
放

水
路

に
連
接

す
る

屋
外

排
水

路
か

ら
の
津

波
の

流
入

防
止

を

目
的

と
し

て
設

置
す

る
も

の
で

、
ス
テ

ン
レ

ス
製

の
ゲ

ー
ト

構
造
物

で
あ

る
。
 

［
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止
水

板
］
 

・
放

水
ピ

ッ
ト

か
ら

の
津

波
の

流
入
防

止
を

目
的

と
し

て
、

設
置
す

る
も

の
で

、
鋼

製

の
止

水
板

か
ら

な
る

構
造

物
で

あ
る
。
 

［
潮

位
計

］
 

・
通

常
の

潮
汐

と
は

異
な

る
潮

位
変
動

を
把

握
し

た
場

合
に

取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
こ

と
に

よ
る

取
水

路
側

か
ら
の

津
波

の
流

入
防

止
を

目
的
と

し
て

設
置

す

る
。
 

・
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

の
基

礎
の
上

に
、

潮
位

計
及

び
架

台
を
設

置
す

る
。
 

(
3
)
 
浸
水

防
止

設
備

の
位

置
・

仕
様
 

－
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路
か

ら
、
津
波

が
流

入
す

る
可
能

性
に
つ

い
て

検
討

し
た

上

で
、
流
入

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
（
扉

、
開
口

部
、
貫
通
部

等
）
を

特
定

す
る

こ
と

。
特

定
し

た
経

路
に

対
し

て
浸

水
対

策
を
施

す
こ

と
に

よ
り

津
波

の
流
入

を
防

止
す

る
こ
と
。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

へ
の

海
水

流
入

の
可

能
性
の

あ
る

経
路
（

流
入
経

路
）
の
特

定
以

下
の

よ
う
な

経
路
（
例

示
）
か

ら
の
津

波
の

流
入
の

可
能

性
を

検
討

し
、
流

入
経

路
を
特

定
し
て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

①
 
海
域

に
連

接
す

る
水

路
か
ら

建
屋
、
土

木
構

造
物

地
下
部

へ
の
バ

イ
パ

ス
経

路
（
水

路
周

辺
の

ト
レ

ン
チ

開
口

部
等

）
 

②
 
津

波
防

護
施

設
（

防
潮

堤
、

防
潮

壁
）

及
び

敷
地

の
外

側
か

ら
内

側
（

地
上

部
、

建
屋

、
土

木
構

造
物

地
下

部
）
へ

の
バ

イ
パ

ス
経

路
（

排
水

管
、
道

路
、
ア
ク

セ
ス

通
路

等
）
 

③
 
敷

地
前

面
の

沖
合

か
ら

埋
設

管
路

に
よ

り
取

水
す

る
場

合
の

敷
地

内
の

取
水

路
、

点
検

口
及

び
外

部
に

露
出

し
た

取
水
ピ

ッ
ト

等
（

沈
砂

池
を

含
む
）
 

④
 
海
域

へ
の

排
水

管
等
 

         

(
2
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
津

波
防

護
施

設
の

配
置

・
仕
様

を
確

認
す

る
。
 

4
.
2
.
2
 取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
の
あ

る
経

路
を

検
討

す

る
。
特
定

し
た

経
路

に
対

し
て
浸

水
対
策

を
施

す
こ

と
に

よ
り

津
波
の

流
入

を
防

止
す

る
。 

  

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
敷
地

へ
の

海
水

流
入

の
可

能
性
の

あ
る

経
路

（
流

入
経

路
）
の

特
定
 

以
下

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を
検

討
し

、
流

入
の

可
能

性
の
あ

る
経

路
を

下
表

の
と

お
り

特
定

し
た

。
 

    

             

流
入

経
路

海
水

系
非

常
用

海
水
路

、
海

水
ポ

ン
プ

室
、

海
水

管
、

海
水

管
ト

レ
ン

チ

循
環

水
系

取
水

路
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
、

循
環

水
管

海
水

系
海

水
取

水
ト
ン

ネ
ル

、
点

検
用

ト
ン

ネ
ル

、
海

水
ポ

ン
プ
室

、
海

水
管

、
海

水
管

ト
レ

ン
チ

、
連

絡
水

路

循
環

水
系

取
水

路
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
、

循
環

水
管

１
号

及
び
２

号
炉

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ
排

水
管

、
復

水
処

理
建

屋
排

水
槽

排
水

管

３
号

及
び
４

号
炉

タ
ー

ビ
ン

ブ
ロ

ー
ダ

ウ
ン

排
水

管
、

ク
リ

ー
ン

ア
ッ

プ
排

水
管

、
タ

ー
ビ

ン
サ
ン

プ
排

水
管

海
水

系
海

水
管

循
環

水
系

循
環

水
管

、
放

水
ピ

ッ
ト

、
放

水
路

海
水

系
海

水
管

循
環

水
系

循
環

水
管

、
放

水
ピ

ッ
ト

、
放

水
管

集
水

枡
、

屋
外

排
水

管

３
号

及
び
４

号
炉

屋
外
排

水
路

取
水

路

１
号

及
び
２

号
炉

そ
の

他
配

管

放
水

路

１
号

及
び
２

号
炉

３
号

及
び
４

号
炉
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

①
 
津
波

防
護

施
設

の
種

類
（
防

潮
壁
等

）
及

び
箇

所
 

②
 
施
設

ご
と

の
構

造
形

式
、
形

状
 

                      

   

 
(
2
)
 特

定
し

た
流

入
経

路
に
お

け
る
津

波
防

護
施

設
の

配
置
・
仕
様

に
つ

い
て

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

［
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
］
 

・
取

水
路

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
取

水
路
を

横
断

す
る

よ
う

に

設
置

す
る

も
の

で
、

鋼
製

の
ゲ

ー
ト
扉

体
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
、
防

潮
壁

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

躯
体

等
か

ら
な
る

構
造

物
で

あ
る

。
 

［
放

水
口

側
防

潮
堤

］
 

・
放

水
口

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
放

水
口
側

護
岸

沿
い

及
び

１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
沿

い
に

設
置
す

る
も

の
で

、
杭

基
礎

に
鋼
製

の
上

部
工

を
設

置
す

る
杭

基
礎

形
式

部
と

放
水

ピ
ッ
ト

に
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製
の

防
潮

壁
を

設
置

す
る

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

壁
部

と
、
セ

メ
ン

ト
改

良
土

に
よ

る
防
潮

堤
を

構
築

す
る

地
盤

改
良

部
の

３
種

類
か

ら
な

る
。
 

放
水

口
側

防
潮

堤
の

う
ち

杭
基

礎
形
式

部
は

、
液

状
化

対
策

に
よ
る

地
盤

改
良

を
行

っ
た

地
盤

に
設

置
す

る
。

ま
た

、
主
要

な
構

造
体

の
境

界
部

に
は
、

想
定

さ
れ

る
荷

重
の

作
用

を
考

慮
し

、
試

験
等

に
て
止

水
性

を
確

認
し

た
止

水
ジ
ョ

イ
ン

ト
等

で
止

水
処

置
を

講
じ

る
設

計
と

す
る

。
 

［
防

潮
扉

］
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
脇

の
西
側

の
敷

地
か

ら
の

津
波

の
流
入

防
止

を
目

的
と

し

て
、

放
水

口
側

防
潮

堤
と

連
結

す
る
よ

う
、

鋼
管

杭
に

支
持

さ
れ
た

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

基
礎

の
上

に
、

ア
ル

ミ
ニ
ウ

ム
合

金
製

の
防

潮
扉

を
設
置

す
る

。
 

［
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

］
 

・
放

水
口

側
護

岸
及

び
放

水
路

に
連
接

す
る

屋
外

排
水

路
か

ら
の
津

波
の

流
入

防
止

を

目
的

と
し

て
設

置
す

る
も

の
で

、
ス
テ

ン
レ

ス
製

の
ゲ

ー
ト

構
造
物

で
あ

る
。
 

［
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止
水

板
］
 

・
放

水
ピ

ッ
ト

か
ら

の
津

波
の

流
入
防

止
を

目
的

と
し

て
、

設
置
す

る
も

の
で

、
鋼

製

の
止

水
板

か
ら

な
る

構
造

物
で

あ
る
。
 

［
潮

位
計

］
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

   

(
3
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
浸

水
防

止
設

備
の

設
置

の
方
針

に
関

し
て

、
以
下
を

確
認

す
る

。
 

①
 
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う

、
特

定
し

た
流

入
経

路
に

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

置
予
定

の
部
位

が
列

記
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

以
下

、
例

示
。
 

a
)
 
配
管

貫
通

部
 

b
)
 
電

路
及

び
電

線
管

貫
通

部
、

並
び

に
電

気
ボ

ッ
ク

ス
等

に
お

け
る

電
線

管
内

処

理
 

c
)
 
空
調

ダ
ク

ト
貫

通
部
 

d
)
 
躯
体

開
口

部
（

扉
、

排
水
口

等
）
 

   

4
.
3
 
漏
水

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能
へ

の
影

響
防

止
（

外
郭

防
護
２

）
 

4
.
3
.
1
 漏

水
対

策
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

取
水
・
放

水
設
備

の
構

造
上
の

特
徴
等

を
考

慮
し

て
、
取
水
・
放
水

施
設
や

地
下

部
等

に
お

け
る

漏
水

の
可

能
性

を
検

討
す
る

こ
と

。
 

漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水

の
範

囲
を

想
定

（
以

下
｢
浸

水
想

定
範

囲
｣
と

い

う
。
）
す

る
こ

と
。
 

浸
水

想
定

範
囲

の
境

界
に

お
い

て
浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、
浸

水
口
（

扉
、
開
口

部
、

貫
通

口
等

）
を

特
定

す
る

こ
と
。
 

特
定

し
た

経
路

、
浸

水
口

に
対

し
て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ
り

浸
水

範
囲

を
限
定

す
る

こ
と

。
 

・
通

常
の

潮
汐

と
は

異
な

る
潮

位
変
動

を
把

握
し

た
場

合
に

取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
こ

と
に

よ
る

取
水

路
側

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

を
目

的
と

し
て

設
置

す

る
。
 

・
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

の
基

礎
の
上

に
、

潮
位

計
及

び
架

台
を
設

置
す

る
。
 

(
3
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
浸

水
防

止
設

備
 

 

①
 
浸

水
防

止
設

備
と

し
て

、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
床

面
に

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
床

面
に

循
環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
を
設

置
す

る
。
 

②
 
設
置

位
置
 

・
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
床

面
：

海
水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

 

・
循

環
水

ポ
ン

プ
室

床
面

 
 ：

循
環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
 

[
浸

水
防

止
蓋

] 

・
海

水
ポ

ン
プ

設
置

床
面

高
さ

は
T
.
P.
+
3
.0
m
で
あ

り
、
外

郭
防
護

の
裕

度
評

価
で

参

照
す

る
+
0
.
49
m
を

考
慮

し
た
場

合
は
津

波
高

さ
が

T.
P
.
+3
.
1
m
と
な

る
こ

と
か

ら
、

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

床
面

並
び

に
循
環

水
ポ

ン
プ

室
床

面
に

浸
水
防

止
設

備
と

し
て

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
及

び
循
環

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
を

設
置

す
る

。
 

 

4
.
3
 
漏
水

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能
へ

の
影

響
防

止
（

外
郭

防
護
２

）
 

4
.
3
.
1
 漏

水
対

策
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

取
水

・
放

水
設

備
の

構
造

上
の

特
徴
等

を
考

慮
し

て
、

取
水

・
放
水

施
設

や
地

下
部

等

に
お

け
る

漏
水

の
可

能
性

を
検

討
し
て

い
る

。
 

漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水
の

範
囲

を
想

定
（

以
下

「
浸
水

想
定

範
囲

」
と

い

う
）

す
る

。
 

浸
水

想
定

範
囲

の
境

界
に

お
い

て
浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、
浸

水
口

（
扉

、
開

口

部
、

貫
通

口
等

）
を

特
定

す
る

。
 

特
定

し
た

経
路

、
浸

水
口

に
対

し
て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ
り

浸
水

範
囲

を
限

定
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な
お

、
後
段

規
制
（
工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
は

、
浸

水
想
定

範
囲

、
浸

水
経

路
・
浸

水
口
・
浸

水
量

及
び
浸

水
防

止
設

備
の

仕
様

に
つ

い
て

、
確
認

す
る

。
 

                      

す
る

。
 

 【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 漏

水
の
可

能
性

の
検

討
と

し
て
、

海
水

取
水

設
備

に
つ

い
て
は

海
水

ポ
ン

プ
周

辺

地
盤

及
び

前
面

壁
の

高
さ

が
T.
P
.
+
3
.5
m
で
あ

り
、
津
波

は
地

上
部
か

ら
到

達
、
流
入

は
し

な
い

。
１

号
及

び
２

号
機

海
水
ポ

ン
プ

の
据

付
エ

リ
ア

の
床
面

高
さ

は

T
.
P
.
+
3.
0
mで

あ
り

、
１

号
及
び

２
号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

入
力
津

波
高

さ
は

T
.
P
.
+
2.
6
mで

あ
る

が
、
保

守
的

に
高
潮

と
の

重
畳

を
考

慮
し

た
場
合

、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
開

口
部

が
津

波
の

浸
水

経
路
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

。
ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
に

隣
接

す
る

循
環

水
ポ

ン
プ
室

は
、

１
号

機
循

環
水

ポ
ン
プ

の
据

付
エ

リ
ア

の
床

面
高

さ
が

T
.P
.
+
0.
6
m
、
２

号
機
循

環
水

ポ
ン

プ
の

据
付

エ
リ
ア

の
床

面
高

さ
が

T
.
P
.
+
0.
5
mで

あ
り

、
基
準

津
波

が
流
入

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め
、
漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水

の
範

囲
（

以
下
「

浸
水

想
定

範
囲

」）
と

し
て
想

定
す

る
。
 

浸
水

想
定

範
囲

へ
の

浸
水

の
可

能
性
の

あ
る

経
路

と
し

て
、

海
水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア

及
び

循
環

水
ポ

ン
プ

室
床

面
に

開
口
部

が
存

在
す

る
た

め
、

浸
水
防

止
設

備
と

し
て

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
及

び
循
環

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
を

設
置

す
る

。
こ

れ
ら

の
浸

水
防

止
蓋

は
、

ス
テ

ン
レ
ス

製
の

蓋
で

あ
り

、
蓋

と
床
面

の
間

に
ゴ

ム
板

を
挿

入
、
蓋
と

床
面

は
ボ

ル
ト

に
て
締

め
付

け
固

定
す

る
こ

と
で
漏

水
を

防
止

す
る
。 

(
2
)
 
浸
水

想
定

範
囲

で
あ

る
海

水
ポ
ン

プ
エ

リ
ア

及
び

循
環

水
ポ
ン

プ
室

は
、

以
下

の
①

～
③

の
理

由
に

よ
り

、
浸

水
の

可
能
性

は
な

い
。
 

①
 
海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

床
面
貫

通
箇
所

に
つ

い
て

は
、

浸
水

対
策
を

実
施

し
て

お
り

、

津
波

時
に

お
い

て
も

浸
水

防
止

機
能
が

充
分

に
保

持
で

き
る

設
計
と

し
て

い
る

。
 

②
 
循
環

水
ポ

ン
プ

室
床

面
貫
通

箇
所
に

つ
い

て
は
、
浸
水
対

策
を
実

施
し

て
お

り
、
津

波
時

に
お

い
て

も
浸

水
防

止
機

能
が
充

分
に

保
持

で
き

る
設

計
と
し

て
い

る
。
 

③
 
海
水

ポ
ン

プ
の

グ
ラ

ン
ド
部

高
さ
は

T.
P
.
+3
.
9
m
で

あ
り

、
一

方
、
循

環
水

ポ
ン

プ

の
グ

ラ
ン

ド
部

高
さ

は
1

号
炉

に
つ
い

て
は

T.
P
.
+
 4
.
9
m、

2
号
炉

に
つ

い
て

は

T
.
P
.
+
4.
8
m
で
あ

り
、

海
水
ポ

ン
プ
室

前
面

の
津

波
高

さ
T
.
P
.
+
2.
6
m
よ
り

高
い

位
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 

4
.
3
.
2
 安

全
機

能
へ

の
影

響
確

認
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

浸
水

想
定

範
囲

の
周

辺
に

重
要

な
安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

等
が
あ

る
場

合
は

、
防
水

区
画

化
す

る
こ

と
。
 

必
要

に
応

じ
て

防
水

区
画

内
へ

の
浸
水

量
評

価
を

実
施

し
、
安

全
機

能
へ

の
影

響
が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
影

響
確
認

の
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。
な
お
、
後
段

規
制
（
工

事
計

画
認

可
）
に
お

い
て
は

、
浸

水
想

定
範

囲
、
浸

水
経

路
・
浸

水
口
・
浸

水
量

及
び

浸
水

防
止

設
備

の
仕

様
を
確

認
す

る
。
 

               

置
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
浸

水
の

可
能
性

が
あ

る
経

路
と

は
な

ら
な
い

。
 

 

4
.
3
.
2
 安

全
機

能
へ

の
影

響
確

認
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

浸
水

想
定

範
囲

の
周

辺
に

重
要

な
安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

等
が
あ

る
場

合
は

、
防

水
区

画
化

す
る

。
 

必
要

に
応

じ
て

防
水

区
画

内
へ

の
浸
水

量
評

価
を

実
施

し
、

安
全
機

能
へ

の
影

響
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

浸
水

想
定

範
囲

で
あ

る
循

環
水

ポ
ン
プ

室
の

周
辺

に
は

、
重

要
な
安

全
機

能
を

有
す

る

屋
外

設
備

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

が
設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

海
水
ポ

ン
プ

室
を

防
水

区
画

化
す

る
。
 

海
水

ポ
ン

プ
の

安
全

機
能

に
対

し
て
は

、
モ

ー
タ

本
体

、
電

源
ケ
ー

ブ
ル

、
現

場
操

作

箱
及

び
電

源
か

ら
の

影
響

が
考

え
ら
れ

る
。
 

電
源

ケ
ー

ブ
ル

は
端

子
台

高
さ

が
モ
ー

タ
下

端
よ

り
約

0
.2
4
m
高

く
、

ま
た

現
 

場
操

作
箱

下
端

高
さ

は
、

１
号

機
が

T
.
P
.
+5
.
3
2m
、

２
号

機
が

T
.
P
.
+
5.
1
8
m
で

あ
る
た

め
、

機
能

を
維

持
で

き
る

水
位

と
し

て
は
、
モ

ー
タ

下
端

高
さ

T.
P
.
+
4
.6
7
m
と

な
る
。
さ
ら

に
、

電
源

に
つ

い
て

は
常

用
電

源
回

路
と
分

離
し

て
お

り
、

地
絡

影
響
は

回
避

で
き

る
系

統
と

な
っ

て
い

る
（

図
-
2
-
3-
9
,
 表

-
2
-
3-
2
）。

 

な
お

、
海

水
ポ

ン
プ

モ
ー

タ
に

つ
い
て

は
、

予
備

品
（

1
,2

号
機

で
2
台
）

を
確

保
し

て
お

り
、

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

T
.
P.
+
1
0.
0
m
に

保
管
し

て
い
る

。
 

2
.
3
(
1
)で

述
べ

た
よ

う
に

海
水

ポ
ン
プ

エ
リ

ア
及

び
循

環
水

ポ
ン
プ

室
に

は
、

浸
水

防
止

設
備

と
し

て
海

水
ポ

ン
プ

室
浸
水

防
止

蓋
及

び
循

環
水

ポ
ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

を

設
置

す
る

た
め

、
床

面
か

ら
の

浸
水
は

な
い

設
計

と
し

て
い

る
。
こ

れ
ら

の
浸

水
防

止

蓋
は

、
ス

テ
ン

レ
ス

製
の

蓋
で

あ
り
、

蓋
と

床
面

の
間

に
ゴ

ム
板
を

挿
入

、
蓋

と
床

面

は
ボ

ル
ト

に
て

締
め

付
け

固
定

す
る
こ

と
で

漏
水

を
防

止
す

る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

4
.
3
.
3
 排

水
設

備
設

置
の

検
討

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

浸
水

想
定

範
囲

に
お

け
る

長
期

間
の
冠

水
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は
、
排
水

設
備

を
設
置

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な
お

、
後
段

規
制
（
工
事

計
画

認
可

）
に
お

い
て

は
、
浸

水
想
定

範
囲

に
お

け
る

排
水

設
備
の

必
要

性
、
設
置
す

る
場

合
の

設
備

仕
様

に
つ

い
て

確
認
す

る
。
 

 

4
.
4
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施
設

の
隔

離
（

内
郭

防
護

）
 

4
.
4
.
1
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
設
定
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画
に

つ
い

て
は

、
浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て

明
確

化
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設
備

等
（
耐

震
S
 
ク
ラ
ス

の
機
器
・
配
管

系
）
の

う
ち
、

基
本

設
計

段
階

に
お

い
て

位
置

が
明
示

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い
て

は
、
そ
れ

ら
の
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
、
区
画

が
津
波

防
護

重
点

範
囲

と
し

て
設
定

さ
れ

て
い

る
こ
と

を
確

認
す

る
。
 

  (
2
)
 
基

本
設

計
段

階
に

お
い

て
全

て
の

設
備

等
の

位
置

が
明

示
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

た
め

、
工

事
計

画
認

可
の

段
階
に

お
い

て
津

波
防

護
重

点
化
範

囲
を

再
確

認
す
る

必
要

が
あ

る
。
し

た
が

っ
て
、
基
本

設
計

段
階

に
お

い
て
位

置
が
確

定
し

て
い

な
い

設

備
等

に
対

し
て

は
、
内
包

す
る

建
屋
及

び
区

画
単

位
で

津
波

防
護
重

点
化

範
囲

を
工
認

 

4
.
3
.
3
 排

水
設

備
設

置
の

検
討

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

浸
水

想
定

範
囲

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ
エ

リ
ア

に
お

い
て

浸
水

を
検
討

し
、

長
期

間
の

冠

水
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は

、
排

水
設
備

を
設

置
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設
備

等
内

包
す

る
建

屋
及

び
区
画

の
う

ち
、

最
も

津
波

が
接

近
す

る
と

考
え

ら
れ

る
１

号
及
び

２
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ
ア

に
お

い
て

も
、

浸

水
す

る
可

能
性

は
な

い
こ

と
か

ら
、
排

水
設

備
は

不
要

で
あ

る
。
 

 

4
.
4
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施
設

の
隔

離
（

内
郭

防
護

）
 

4
.
4
.
1
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
設
定
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護
対

象
設

備
を

内
包

す
る

建
屋
及

び
区

画
に

つ
い

て

は
、

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て
明

確
化

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設
備

を
除

く
。）

を
内

包
す

る
建
屋

及
び

区
画

は
、
原

子
炉

格
納

施
設

、
原

子
炉

補
助

建
屋
（

補
助

建
屋

、
燃

料
取

扱
建
屋

、
制

御
建

屋
、

中

間
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル

建
屋

）、
海
水

ポ
ン

プ
室
、
復
水
タ

ン
ク
並

び
に

燃
料

油
貯

油

そ
う

で
あ

り
、

津
波

に
対

す
る

浸
水
防

護
重

点
化

範
囲

と
し

て
設
定

し
、

機
器

配
置

図

等
で

示
し

て
い

る
。
 

(
2
)
 
現
段

階
に

お
い

て
、
設
計

基
準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象
設

備
（
津

波
防

護
施
設

、

浸
水

防
止

設
備
、
津
波

監
視
設

備
及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く
。）

を
内

包
す

る
建

屋

お
よ

び
区

画
に

つ
い

て
は

、
浸

水
防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て

設
定
し

、
機

器
配

置
図

等
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

段
階

で
設

定
す

る
こ

と
が

方
針

と
し
て

明
記

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

 

4
.
4
.
2
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境
界

に
お

け
る

浸
水

対
策

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水
範

囲
、
浸

水
量

を
安
全

側
に
想

定
す

る
こ

と
。
浸

水
範

囲
、
浸

水
量

の
安

全
側
の

想
定
に

基
づ

き
、
浸

水
防
護

重
点
化

範
囲

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、
浸
水

口
（

扉
、
開

口
部
、
貫
通

口
等
）
を

特
定

し
、
そ

れ
ら

に
対
し

て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

。
 

  

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な
お

、
後
段

規
制
（
工
事

計
画

認
可
）
に
お

い
て

は
、
浸

水
範
囲
、
浸
水

量
の

想
定
、
浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
へ

の
浸

水
経

路
・

浸
水

口
及

び
浸

水
防
止

設
備

の
仕

様
に

つ
い

て
、
確

認
す

る
。
 

        

(
2
)
 
津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た
浸

水
範

囲
、
浸

水
量
に

つ
い
て

は
、
地

震
に

よ
る
溢

水
の

影
響

も
含

め
て

、
以

下
の

例
の
よ

う
に

安
全

側
の

想
定

を
実
施

す
る

方
針

で
あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
建

屋
内

の
循

環
水

系
等

の
機

器
・

配
管

の
損

傷
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
設

備
保

有
水
の

溢
水

、
下

位
ク

ラ
ス

建
屋
に

お
け

る
地

震
時

で
明

確
化

し
て

い
る

。
位

置
が

確
定
し

て
い

な
い

設
備

等
に

対
し
て

は
、

工
認

段
階

で

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て

再
設
定

す
る

方
針

と
し

て
い

る
。
 

 

4
.
4
.
2
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境
界

に
お

け
る

浸
水

対
策

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水
範

囲
、

浸
水

量
を

安
全

側
に
想

定
す

る
。
 

浸
水

範
囲

、
浸

水
量

の
安

全
側

の
想
定

に
基

づ
き

、
浸

水
防

護
重
点

化
範

囲
へ

の
浸

水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、

浸
水

口
（
貫

通
口

等
）

は
な

い
こ

と
を
確

認
し

て
い

る
。
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
の

境
界

に
あ
る

扉
、
貫

通
部

等
に
対

し
て

、
T
.
P
.+
1
0
.1
m
ま

で

の
浸

水
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
地
震

後
の

津
波

に
よ

る
溢

水
の
影

響
と

し
て

は
、

以
下

の
a
及

び
b
の

事
象

が
考
え

ら
れ

、
各

事
象

に
関

し
て

浸
水

防
護
重

点
化

範
囲

へ
の

影
響

を
評
価

し
て

い
る

。
 

a
.
 
地
震

に
起

因
す

る
タ

ー
ビ
ン

建
屋
内

の
循

環
水

管
伸

縮
継

手
の
破

損
に

よ
り

、
津

波

が
循

環
水

管
に

流
れ

込
み

、
循

環
水
管

の
損

傷
箇

所
を

介
し

て
、
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

に
流

入
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。
こ

の
た

め
、

タ
ー

ビ
ン

建
屋
内

に
流

入
し

た
津

波
に

よ
り

、
タ

ー
ビ

ン
建

屋
に

隣
接
す

る
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲
（

中
間

建
屋

、
制

御
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル

建
屋

）
へ
の

影
響

を
評

価
し

た
。

 

b
.
 
地
下

水
に

つ
い

て
は

、
地
震

時
の
地

下
水

の
流

入
が

浸
水

防
護
重

点
化

範
囲

へ
与

え

る
影

響
に

つ
い

て
評

価
す

る
。

 

な
お

、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境

界
に

あ
る

扉
、

貫
通

部
に

対
し

て
、

T
.
P
.
+
10
.
1m

ま
で

の
浸

水
対
策

を
実
施

し
て

い
る

。
 

(
2
)
 
津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た
浸

水
範

囲
、

浸
水

量
に

つ
い
て

は
、

地
震

に
よ

る
溢

水
の

影
響

も
含

め
て

、
以

下
の

例
の
よ

う
に

安
全

側
の

想
定

を
実
施

す
る

方
針

で
あ

る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
の

溢
水
に

つ
い
て

は
、
循
環

水
管

の
伸
縮

継
手
の

全
円

周
状

の
破
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

の
ド

レ
ン

系
ポ

ン
プ

の
停

止
に

よ
る

地
下

水
の

流
入

等
の

事
象

が
想

定
さ

れ
て

い

る
こ

と
。
 

②
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
屋

外
循

環
水

系
配

管
や

敷
地

内
の

タ
ン

ク
等

の
損

傷
に

よ
る

敷
地

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
設

備
保

有
水

の
溢

水
等

の
事

象
が

想
定

さ
れ

て
い

る

こ
と

。
 

③
 
循

環
水

系
機

器
・

配
管

損
傷

に
よ

る
津

波
浸

水
量

に
つ

い
て

は
、

入
力

津
波

の
時

刻
歴

波
形

に
基

づ
き

、
津

波
の

繰
り
返

し
の

来
襲

が
考

慮
さ

れ
て
い

る
こ

と
。
 

   ④
 
機

器
・

配
管

等
の

損
傷

に
よ

る
溢

水
量

に
つ

い
て

は
、

内
部

溢
水

に
お

け
る

溢
水

事
象

想
定

を
考

慮
し

て
算

定
し

て
い
る

こ
と

。
 

⑤
 
地

下
水

の
流

入
量

に
つ

い
て

は
、

例
え

ば
、

ド
レ

ン
系

が
停

止
し

た
状

態
で

の
地

下
水

位
を

安
全

側
（
高

め
）
に

設
定
し

た
上

で
、
当

該
地
下

水
位
ま

で
地

下
水

の
流

入
を

考
慮

す
る

か
、

又
は

対
象

建
屋

周
辺

の
ド

レ
ン

系
に

よ
る

１
 
日

当
た

り
の

排

水
量

の
実

績
値

に
対

し
て

、
外

部
の

支
援

を
期

待
し

な
い

約
７

 
日

間
の

積
算

値
を

採
用

す
る

等
、

安
全

側
の

仮
定

条
件
で

算
定

し
て

い
る

こ
と

。
 

⑥
 
施

設
・

設
備

施
工

上
生

じ
う

る
隙

間
部

等
に

つ
い

て
も

留
意

し
、

必
要

に
応

じ
て

考
慮

す
る

こ
と

。
 

 

   4
.
5
 
水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

4
.
5
.
1
 非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水
性
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
取

水
性

に
つ
い

て
は

、
次

に
示

す
方

針
を
満

足
す

る
こ

と
。
 

損
を

想
定

し
、

循
環

水
管

の
損

傷
箇
所

か
ら

の
津

波
の

流
入

量
が
タ

ー
ビ

ン
建

屋
空

間
部

に
滞

留
す

る
も

の
と

し
て

溢
水
水

位
を

算
出

し
た

。
 

 ②
 
地
震
・
津

波
に

よ
る

屋
外
循

環
水
系

配
管

や
敷

地
内

の
タ

ン
ク
等

の
損

傷
に

よ
る

敷

地
内

へ
の

津
波

及
び

系
統

設
備

保
有
水

の
溢

水
等

の
事

象
に

つ
い
て

は
内

部
溢

水
に

て
評

価
し

て
い

る
。
 

③
 
循
環

水
系

機
器
・
配
管

損
傷

に
よ
る

津
波

浸
水

量
に

つ
い

て
は
、
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

き
、

津
波

の
繰

り
返
し

の
襲

来
を

考
慮

し
、

タ
ー
ビ

ン
建

屋
の

溢
水

水
位

は
津

波
等

の
流

入
の

都
度

上
昇
す

る
も

の
と

し
て

計
算

し
た
。

ま
た

、
ピ

ッ
ト

水
位

が
低

い
場

合
、

流
入

経
路

を
逆
流

し
て

タ
ー

ビ
ン

建
屋

外
へ
流

出
す

る
可

能
性

が
あ

る
が

、
保

守
的

に
一

度
流

入
し
た

も
の

は
流

出
し

な
い

も
の
と

考
え

る
。
 

④
 
機
器
・
配
管

等
の

損
傷

に
よ

る
溢
水

量
に

つ
い

て
は
、
内

部
溢
水

の
評

価
に

て
考

慮

し
て

算
定

し
て

い
る

。
 

⑤
 
地
震

に
よ

る
タ

ー
ビ

ン
建
屋

の
地
下

部
外

壁
か

ら
の

流
入

に
つ
い

て
は

、
タ

ー
ビ

ン

建
屋

付
近

の
地

下
水

位
を

考
慮

し
、
別

途
実

施
す

る
内

部
溢

水
の
影

響
評

価
で

の
タ

ー
ビ

ン
建

屋
の

想
定

浸
水

水
位

と
の
比

較
評

価
を

行
う

。
 

  ⑥
 
津
波

及
び

溢
水

に
よ

り
浸
水

を
想
定

す
る

タ
ー

ビ
ン

建
屋

に
お
い

て
、
施
工

上
生

じ

う
る

建
屋

間
の

隙
間

部
に

は
、

止
水
処

置
を

行
い

、
浸

水
防

護
重
点

化
範

囲
へ

の
浸

水
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

な
お
、

１
号

及
び

２
号

炉
の

タ
ー
ビ

ン
建

屋
に

つ
い

て
は

、
建

屋
内

で
繋

が
っ

て
い

る
こ
と

か
ら

、
あ

わ
せ

て
溢

水
量
評

価
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 

4
.
5
 
水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

4
.
5
.
1
 非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水
性
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能
保

持
で

き
る

設
計
で

あ
る

こ
と

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に
対

し
て

冷
却

に
必

要
な

海
水
が

確
保

で
き

る
設
計

で
あ

る
こ

と
。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
取

水
路

の
特

性
を

考
慮

し
た

海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位

が
適

切
に

算
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
確

認
の
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り
。
 

①
 
取
水

路
の

特
性

に
応

じ
た
手

法
が
用

い
ら

れ
て

い
る

こ
と

。（
開
水

路
、
閉
管

路
の

方
程

式
）
 

        ②
 
取
水

路
の

管
路

の
形

状
や
材

質
、
表

面
の

状
況

に
応

じ
た

摩
擦
損

失
が

設
定

さ
 

 
れ

て
い

る
こ

と
。
 

 

(
2
)
 
前
述
（

3
.4
(
4
)
）
の

と
お

り
地
殻

変
動

量
を

安
全

側
に

考
慮
し

て
、
水

位
低
下
に
対

す
る

耐
性
（

海
水

ポ
ン

プ
の
仕

様
、
取

水
口
の

資
料

、
取
水

路
又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の
仕

様
等

）
に

つ
い

て
、

以
下

を
確

認
す
る

。
 

①
 
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
用

の
取

水
可

能
水

位
が

下
降

側
評

価
水

位
を

下
回

る
等

、
水

位
低

下
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機
能

保
持

で
き

る
設

計
方

針
で
あ

る
こ

と
。
 

 

・
非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水

性
に
つ

い
て

は
、

次
に

示
す

と
お
り

で
あ

る
。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能
保

持
で

き
る

設
計

と

す
る

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に
対

し
て

冷
却

に
必

要
な

海
水
が

確
保

で
き

る
設

計

と
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
取
水

路
の

特
性

を
考

慮
し

た
海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位
を

適
切

に
算

定
し

て
い

る
。

ポ
イ

ン
ト

は
以

下
の

と
お

り
。
 

①
 
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

伴
う

取
水

路
等

の
特

性
を

考
慮

し
た

海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位

を
適

切
に

算
出
す

る
た

め
、

津
波

シ
ミ

ュ
レ
ー

シ
ョ

ン
に

お
い

て
管

路
部

分
に

仮
想

ス
ロ

ッ
ト

モ
デ
ル

に
よ

る
一

次
元

不
定

流
の
連

続
式

及
び

運
動

方
程

式
を

組
み

込
ん

だ
詳

細
数

値
計
算

モ
デ

ル
に

よ
り

管
路

解
析
を

併
せ

て
実

施
す

る
。

ま
た

、
そ

の
際

、
取

水
口

か
ら
海

水
ポ

ン
プ

室
に

至
る

系
統
を

モ
デ

ル
化

し
、

管
路

の
形

状
、
材
質

及
び

表
面
の

状
況
に

応
じ

た
摩

擦
損

失
を

考
慮
す

る
と

と
も

に
、

貝
付

着
及

び
ス

ク
リ

ー
ン

の
有

無
並
び

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の
開

口
幅

、
取

水
口

ケ
ー

ソ
ン

重
量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
有
無

を
考

慮
し

、
計

算
結

果
に
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

の
加

算
や

安
全

側
に

評
価

し
た

値
を
用

い
る

な
ど

、
計

算
結

果
の
不

確
実

性
を

考
慮

し
た

評
価

を
実

施
す

る
。
 

②
 
取
水

路
の

形
状

や
材

質
を
考

慮
し
、
摩
擦

損
失

の
計

算
に
お

け
る
マ

ニ
ン

グ
粗

度
係

数
と

し
て

は
、
開
水

路
に

お
い

て
0.
0
1
5、

閉
管

路
（
海

水
路

ト
ン
ネ

ル
、
1
,2

号
炉

非
常

用
海

水
路

及
び

海
水

路
）

に
お
い
て

0
.
02
0
を
用

い
て

計
算
し

て
い

る
。
 

(
2
)
 
前
述

（
3
.
4
(4
)
）
の

と
お

り
地
殻

変
動

量
を

安
全

側
に

考
慮
し

て
、

水
位

低
下

に
対

す
る

耐
性

（
海

水
ポ

ン
プ

の
仕

様
、
取

水
口

の
資

料
、

取
水

路
又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の

仕

様
等

）
に

つ
い

て
、

以
下

を
確

認
し
て

い
る

。
 

①
 
１
号

及
び

２
号

炉
海

水
ポ
ン

プ
室
前

の
入

力
津

波
高

さ
は

、
T
.P
.
-
2.
3
m
で

あ
り

、

１
号

及
び

２
号

機
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
T
.P
.
-3
.
2
1
m
、

地
盤

変
動

量
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 ②
 
引

き
波

時
の

水
位

が
実

際
の

取
水

可
能

水
位

を
下

回
る

場
合

に
は

、
下

回
っ

て
い

る
時

間
に

お
い

て
、
海
水

ポ
ン

プ
の
継

続
運

転
が

可
能

な
貯

水
量
を

十
分

確
保

で
き

る
取

水
路

又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の

構
造
仕

様
、
設

計
方

針
で
あ

る
こ
と

。
な
お

、
取
水

路
又

は
取

水
ピ

ッ
ト

が
循

環
水

系
と
非

常
系

で
併

用
さ

れ
る

場
合
に

お
い

て
は

、
循

環
水

系
運

転
継

続
等

に
よ

る
取

水
量

の
喪

失
を

防
止

で
き

る
措

置
が

施
さ

れ
る

方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

   

4
.
5
.
2
 津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ
る

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
機
能

保
持

確
認
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近

の
砂

の
移

動
・

堆
積

が
適

切
に

評
価

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
基

準
津

波
に

伴
う

取
水
口

付
近
の

漂
流

物
が

適
切

に
評

価
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
非
常

用
海

水
冷

却
系

に
つ

い
て

は
、

次
に
示

す
方

針
を

満
足

す
る

こ
と
。
 

・
基

準
津

波
に
よ

る
水

位
変
動

に
伴
う

海
底

の
砂

移
動
・
堆

積
、
陸

上
斜
面

崩
壊

に
よ

る
土

砂
移

動
・
堆
積

及
び

漂
流

物
に
対

し
て

取
水

口
及

び
取

水
路
の

通
水

性
が

確
保

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴
う

浮
遊

砂
等

の
混

入
に

対
し
て

海
水

ポ
ン

プ
が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近
の

砂
の

移
動
・
堆
積
に

つ
い
て

は
、（

3
.
2.
1
）
の
遡

上
解

析
結

果
に

お
け

る
取

水
口

付
近
の

砂
の

堆
積

状
況

に
基

づ
き
、
砂
の

堆
積

高
さ
が

取
水

口
下

端
に

到
達

し
な

い
こ

と
を
確

認
す

る
。

取
水

口
下

端
に
到

達
す

る
場

合
は
、

取
水

口
及

び
取

水
路

が
閉

塞
す

る
可
能

性
を

安
全

側
に

検
討

し
、
閉

塞
し

な
い

こ
と
を

確
認

す
る
。
｢
安
全

側
｣
な
検
討

と
は
、
浮

遊
砂

濃
度

を
合
理

的
な
範

囲
で

高
め

て
パ

ラ

0
.
3
0
m
隆

起
を

考
慮

し
T
.
P
.-
2
.
9
1
m
を

上
回

る
こ

と
か

ら
、
水

位
低
下

に
よ

っ
て

も

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
。
 

②
 
引
き

波
時

の
水

位
低

下
に
対

し
て
、
海
水

ポ
ン

プ
の

取
水
可

能
水
位

を
下

回
ら

な
い

よ
う

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及

び
潮
位

計
を

設
置

す
る

。
ま

た
、
循

環
水

ポ
ン

プ
室

及
び

海
水

ポ
ン

プ
室

は
隣

接
し

て
い
る

た
め

、
発

電
所

を
含

む
地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

又
は

通
常

の
潮
汐

と
は

異
な

る
潮

位
変

動
を
把

握
し

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉
止

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。
 

  

4
.
5
.
2
 津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ
る

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
機
能

保
持

確
認
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
砂

の
移

動
・

堆
積

を
適

切
に
評

価
す

る
。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
漂

流
物

を
適

切
に

評
価

す
る
。
 

・
非

常
用

海
水

冷
却

系
に

つ
い

て
は
、

次
に

示
す

方
針

を
満

足
す
る

こ
と

。
 

・
基

準
津
波

に
よ

る
水

位
変
動

に
伴
う

海
底

の
砂

移
動
・
堆

積
、
陸
上

斜
面

崩
壊

に
よ
る

土
砂

移
動
・
堆
積

及
び

漂
流
物

に
対
し

て
取

水
口

及
び

取
水

路
の
通

水
性

は
確

保
で

き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

・
基

準
津
波

に
よ

る
水

位
変
動

に
伴
う

浮
遊

砂
等

の
混

入
に

対
し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
基
準

津
波

に
よ

る
砂

移
動

に
対
す

る
取

水
性

確
保
 

取
水

口
は

、
非

常
用

海
水

路
呑

み
口

底
面

が
T
.P
.
-
5.
0
m

で
あ

り
、

取
水

口
底

版

T
.
P
.
-
6.
2
m
よ

り
約

1.
2
m
高

い
位
置

に
あ

る
、

ま
た

、
非

常
用
海

水
路

の
高

さ
は

約

2
.
0
m
、
幅

は
約

2.
0
m、

海
水
ポ

ン
プ
室

は
、
海
水

ポ
ン

プ
下

端
か
ら

床
面

ま
で
約

1
号
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
す

る
こ

と
に

よ
っ
て
、
取
水

口
付

近
の
堆

積
高
さ

を
高

め
に
、
ま
た

、

取
水

路
に

お
け

る
堆

積
砂

混
入

量
、
堆

積
量

を
大

き
め

に
算

定
す
る

こ
と

等
が

考
え
ら

れ
る

。
 

 

 
(
2
)
 
混

入
し

た
浮

遊
砂

は
、

取
水

ス
ク

リ
ー

ン
等

で
除

去
す

る
こ

と
が

困
難

な
た

め
、

海
水

ポ
ン

プ
そ

の
も

の
が

運
転

時
の

砂
の

混
入

に
対

し
て

軸
固

着
し

に
く

い
仕

様
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

      (
3
)
基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口
付

近
の
漂

流
物

に
つ

い
て

は
、
(
3
.
2
.1
)
の
遡

上
解

析
結

果

に
お

け
る

取
水

口
付

近
を

含
む

敷
地

前
面

及
び

遡
上

域
の

寄
せ

波
及

び
引

き
波

の
方

向
、
速
度

の
変
化

を
分

析
し
た

上
で
、
漂

流
物

の
可

能
性
を

検
討
し

、
漂
流

物
に

よ
り

取
水

口
が

閉
塞

し
な

い
仕

様
の

方
針
で

あ
る

こ
と

、
又

は
閉

塞
防
止

措
置

を
施

す
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な

お
、
取

水
ス
ク

リ
ー

ン
に
つ

い
て
は

、
異
物

の
混

入
を

防
止

す
る

効
果

が
期

待
で

き
る

が
、
津

波
時

に
は

破
損

し
て

混
入
防

止
が

機
能

し
な
い

だ
け

で
な

く
、
そ
れ

自
体

が
漂

流
物
と

な
る

可
能

性
が

有
る

こ
と
に

留
意

す
る

必
要
が

あ
る

。
 

      

炉
は
約

5
.
95
m
、
2
号
炉

は
約

6
.
05
m
と
な

っ
て

い
る

。
 

砂
移

動
に

関
す

る
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

た
結

果
、
基

準
津

波
に

よ
る

砂
移

動
に

伴
う

砂
堆

積
量

は
、

海
水
取

水
ト

ン
ネ

ル
呑

み
口

に
お
い

て
約

0.
0
2
m、

海

水
ポ

ン
プ

室
に

お
い

て
約

0
.2
4
m
で

あ
り

、
砂

の
堆

積
に
伴

っ
て
、

非
常

用
海

水
路

呑

み
口

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
下

端
ま

で
の
海

水
取

水
経

路
が

閉
塞

す
る
こ

と
は

な
い

。
 

(
2
)
 
混
入

し
た

浮
遊

砂
に

対
す

る
取
水

性
確

保
 

海
水

ポ
ン

プ
取

水
時

に
浮

遊
砂

の
一
部

が
軸

受
潤

滑
水

と
し

て
ポ
ン

プ
軸

受
に

混
入

し
た

と
し

て
も

、
海

水
ポ

ン
プ

の
軸
受

に
設

け
ら

れ
た

異
物

逃
が
し

溝
か

ら
排

出
さ

れ

る
構

造
と

す
る

。
ま

た
、

仮
に

砂
が
混

入
し

た
場

合
に

お
い

て
も
、

海
水

ポ
ン

プ
の

軸

受
に

設
け

ら
れ

た
約

3.
7
m
m
の

異
物
逃

が
し

溝
か

ら
排

出
さ

れ
る
構

造
と

す
る

。
 

こ
れ

に
対

し
て

、
発

電
所

周
辺

の
砂
の

平
均

粒
径

は
約

0
.2
m
m
で

、
数

ミ
リ

以
上

の

砂
は

ご
く

わ
ず

か
で

あ
る

こ
と

に
加
え

て
、

粒
径

数
ミ

リ
の

砂
は
浮

遊
し

難
い

も
の

で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
大

き
な
粒

径
の

砂
は

殆
ど

混
入

し
な
い

と
考

え
ら

れ
、

砂

混
入

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水
機

能
は

維
持

で
き

る
。

 

(
3
)
 
基
準

津
波

に
伴

っ
て

漂
流

物
に
な

り
得

る
船

舶
等

が
取

水
性
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
漂

流
物

評
価

フ
ロ

ー
に

基
づ
き

確
認

し
た

。
な

お
、

漂
流
物

と
な

る
可

能
性

の

あ
る

施
設

・
設

備
と

し
て

発
電

所
周
辺

約
5k
m
の
範

囲
を
網

羅
的
に

調
査

し
た

結
果

、

漁
船

・
輸

送
船

等
の

船
舶

、
浮

き
筏
、

ク
ラ

ゲ
防

止
網

等
を

選
定
し

た
。

定
期

船
に

関

し
て

は
、
発

電
所

沖
合
約

1
4
km

に
定
期

航
路

が
あ

る
が
、
半
径

5
k
m
以

内
の

敷
地

前
面

海
域

に
な

い
こ

と
か

ら
発

電
所

に
対
す

る
漂

流
物

と
な

ら
な

い
。
 

設
置

物
に

つ
い

て
は

、
地

震
で
倒

壊
す
る

可
能

性
の

あ
る

も
の

は
倒
壊

さ
せ

た
上

で
、

浮
力

計
算

に
よ

り
漂

流
す

る
か

否
か
の

検
討

を
行

う
。

こ
の

内
、
船

舶
に

つ
い

て
は

、

漁
船

及
び

燃
料

等
輸

送
船

が
挙

げ
ら
れ

る
。

停
泊

中
の

漁
船

に
つ
い

て
は

、
津

波
の

流

向
に

対
し

、
停

泊
地

の
位

置
・

地
形
を

考
慮

す
る

と
発

電
所

に
対
す

る
漂

流
物

と
は

な

ら
な

い
。
 

基
準

津
波

の
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ
ン

結
果

に
よ

る
と

、
取

水
口
付

近
に

つ
い

て
は

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

ま
で

、
物

揚
岸
壁

付
近

に
つ

い
て

は
放

水
口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

        
 

                   

扉
ま

で
津

波
が

遡
上

す
る

。
基

準
地
震

動
に

よ
る

液
状

化
等

に
伴
う

敷
地

の
変

状
を

考

慮
し

た
場

合
、

３
号

及
び

４
号

炉
放
水

ピ
ッ

ト
付

近
も

津
波

が
遡
上

す
る

。
こ

れ
ら

を

踏
ま

え
、

基
準

津
波

に
よ

り
漂

流
物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設
・

設
備

が
海

水
ポ

ン

プ
の

取
水

確
保

へ
影

響
を

及
ぼ

さ
な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

こ
の

結
果

、
発

電
所

構
内

で
漂

流
す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

と
し
て

、
放

水
口

側
の

協
力

会
社

事
務

所
等

が
あ

る
が

、
放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防
潮

扉
で
防

護
さ

れ
る

た
め

、

取
水

性
へ

の
影

響
は

な
い

。
ま

た
、
こ

れ
ら

の
設

置
位

置
及

び
津
波

の
流

向
を

考
慮

す

る
と

漂
流

物
は

取
水

口
へ

は
向

か
わ
な

い
。
 

な
お

、
発

電
所

構
内

の
物

揚
岸

壁
に
停

泊
す

る
燃

料
等

輸
送

船
は
、

津
波

警
報

等
発

表
時

及
び

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

を
観
測

し
た

場
合

に
は

緊

急
退

避
す

る
た

め
、
漂

流
物
と

は
な
ら

な
い
。
た
だ

し
、
津
波

警
報
等

が
発

表
さ

れ
ず

、

か
つ

、
荷

役
中

に
津

波
が

襲
来

し
た
場

合
は

緊
急

退
避

で
き

な
い
可

能
性

が
あ

る
こ

と

か
ら

、
荷

役
中

に
発

電
所

構
外

に
て
、

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位
を

観
測

し
た

場
合

は

緊
急

退
避

し
な

い
。

な
お

、
こ

の
場
合

に
お

い
て

も
燃

料
等

輸
送
船

は
航

行
不

能
と

は

な
ら

ず
、

漂
流

物
と

は
な

ら
な

い
。
 

ま
た

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防
潮

堤
の

外
側

に
存

在
す

る
車
両

は
、

津
波

の
流

況
及

び
地

形
並

び
に

車
両

位
置

と
津
波

防
護

施
設

と
の

位
置

関
係
を

踏
ま

え
、

津
波

防

護
施

設
へ

の
影

響
を

確
認

し
、

必
要
に

応
じ

、
敷

地
内

の
津

波
が
到

達
し

な
い

場
所

へ

退
避

す
る

運
用

を
定

め
る

こ
と

に
よ
り

、
津

波
防

護
施

設
に

影
響
を

及
ぼ

さ
な

い
方

針

と
す

る
。
 

発
電

所
構

外
で

漂
流

す
る

可
能

性
が
あ

る
も

の
と

し
て

、
発

電
所
近

傍
で

航
行

不
能

に
な

っ
た

漁
船

が
挙

げ
ら

れ
る

が
、
取

水
口

側
は

取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
、

放
水

口
側

は

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

に
よ
り

防
護

さ
れ

る
た

め
、
取

水
性
へ

の
影

響
は

な
い

。

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

放
水

口
側
防

潮
堤

の
設

計
に

お
い

て
は
、

漂
流

物
と

し
て

衝

突
す

る
可

能
性

が
あ

る
小

型
漁

船
を
衝

突
荷

重
と

し
て

評
価

す
る
。
 

一
部

、
取

水
口

に
向

か
う

漁
船

に
つ
い

て
は

、
取

水
路

に
沿

っ
て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

向
か

う
が

、
万

一
、

取
水

路
内
を

漂
流

す
る

場
合

に
お

い
て
も

、
非

常
用

海
水

路
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

          

4
.
6
 
津
波

監
視
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

り
返

し
の

襲
来
を

察
知

し
、
津

波
防
護

施
設
、
浸

水
防

止
設

備
の

機
能

を
確

実
に

確
保

す
る

た
め

に
、
津

波
監

視
設

備
を

設
置

す
る
こ

と
。
 

  

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、
設

置
の

概
要
と
し

て
、

お
お

よ
そ

の
位

置
と

監
視

設
備
の

方
式

等
に

つ
い

て
把

握
す
る

。
 

   

    

呑
み

口
前

に
と

ど
ま

る
こ

と
は

な
く
、

ま
た

非
常

用
海

水
路

呑
み
口

前
面

に
閉

塞
防

止

措
置

を
設

置
す

る
こ

と
か

ら
、

漂
流
物

に
よ

り
非

常
用

海
水

路
呑
み

口
が

閉
塞

す
る

こ

と
は

な
い

。
な

お
、

閉
塞

防
止

措
置
に

つ
い

て
は

、
非

常
用

海
水
路

の
通

水
機

能
に

影

響
の

な
い

設
計

と
す

る
。
 

発
電

所
近

傍
を

通
過

す
る

定
期

船
に
関

し
て

は
、
発
電

所
沖
合

約
14
k
m
に

定
期

航
路

が
あ

る
が

、
半

径
5k
m
以
内
の

敷
地
前

面
海

域
に

な
い

こ
と

か
ら
発

電
所

に
対

す
る

漂

流
物

と
な

ら
な

い
。
 

除
塵

装
置

で
あ

る
ロ

ー
タ

リ
ー

ス
ク
リ

ー
ン

に
つ

い
て

は
、

基
準
津

波
の

流
速

に
対

し
、

十
分

な
強

度
を

有
し

て
い

る
こ
と

か
ら

、
漂

流
物

と
は

な
ら
ず

、
取

水
性

に
影

響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
こ

と
を

確
認
し

て
い

る
。
 

 

4
.
6
 
津
波

監
視
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

り
返

し
の

襲
来
を

察
知

し
、

津
波

防
護

施
設
、

浸
水

防
止

設
備

の

機
能

を
確

実
に

確
保

す
る

た
め

に
、
津

波
監

視
設

備
を

設
置

す
る
。
 

・
津

波
監

視
カ

メ
ラ
 

・
潮

位
計
 

 

【
確

認
状

況
】
 

津
波

監
視

設
備

は
、

津
波

襲
来

を
監
視

で
き

、
か

つ
基

準
津

波
の
影

響
を

受
け

な
い

位

置
に

設
置

す
る

。
 

設
置

位
置

は
、
津
波

監
視

カ
メ

ラ
（
３

号
炉

原
子

炉
格

納
施

設
壁
面

T.
P
.
+4
6
.
8m
、
４

号
炉

原
子

炉
補

助
建

屋
壁

面
T
.
P.
+
3
6.
2
m
）
、

潮
位

計
（

１
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室

T
.
P
.
+
7.
1m

、
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T.
P
.
+7
.
1m

、
３

，
４

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
+
4.
6
m）

で
あ
る
。
１
号
炉

海
水
ポ

ン
プ

室
前

面
及

び
２

号
炉
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面
の

入
力

津
波

高
さ

T
.
P.
+
2
.6
m

又
は

３
，

４
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面
の

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.
+
2.
9
m
に

対
し

、
十

分
高

い
位
置

に
設

置
し

て
い

る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

         

5
.
 
施
設

・
設

備
の

設
計

・
評
価

の
方
針

及
び

条
件
 

5
.
1
 
津
波

防
護

施
設

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設

に
つ

い
て

は
、
そ
の

構
造

に
応

じ
、
波

力
に

よ
る
侵

食
及

び
洗

掘
に
対

す
る

抵
抗

性
並

び
に

す
べ

り
及

び
転
倒

に
対

す
る

安
定

性
を

評
価
し

、
越

流
時

の
耐
性
に

も
配

慮
し

た
上

で
、
入
力

津
波

に
対
す

る
津

波
防

護
機

能
が

十
分
に

保
持

で
き

る
よ
う
設

計
す

る
こ

と
。
 

     

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
設

計
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
な
お

、
後
段

規
制
（
工

事
計

画
認

可
）
に
お

い
て

は
、
施

設
の

寸
法

、
構

造
、
強
度

及
び
支

持
性

能
（

地
盤
強

度
、

地
盤

安
定

性
）

が
要

求
事

項
に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

  

津
波

監
視

カ
メ

ラ
は

光
学

及
び

赤
外
線

撮
象

機
能

を
有

し
、

昼
夜
問

わ
ず

監
視

可
能

で

あ
る

。
 

津
波

監
視

カ
メ

ラ
は

、
取

水
口

・
放
水

口
側

を
監

視
で

き
る

も
の
を

各
1
台

設
置

し
、

光
学

及
び

赤
外

線
撮

象
機

能
を

有
し
、

昼
夜

問
わ

ず
監

視
可

能
で
あ

る
。
 

潮
位

計
は

、
上

昇
側

及
び

下
降

側
の
津

波
高

さ
を

計
測

で
き

る
よ
う

、
１

号
炉

海
水

ポ

ン
プ

室
及

び
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

に
設

置
の

潮
位

計
に

つ
い

て
は

、
T
.
P
.
約

-
9
.9
m
～

T
.
P
.
約
+
6
.
6m

を
測

定
範

囲
と

し
、
３

，
４

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室
に

設
置

の
潮

位
計

に
つ

い
て

は
、

T
.P
.
約
-
4
.
0m
～

T.
P
.
約

+
4.
0
m
を

測
定

範
囲

と
し

た
設
計

と
し

て
い

る
。
 

  

5
.
 
施
設

・
設

備
の

設
計

・
評
価

の
方
針

及
び

条
件
 

5
.
1
 
津
波

防
護

施
設

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設

（
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

、
放

水
口

側
防

潮
堤

、
防
潮

扉
、

屋
外

排
水

路

逆
流

防
止

設
備

並
び

に
１

号
及

び
２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
）
に

つ
い

て
は

、
そ

の
構

造
に

応
じ

、
波

力
に

よ
る

侵
食

及
び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

並
び
に

す
べ

り
及

び
転

倒
に

対
す

る
安

定
性

を
評

価
し

、
越

流
時
の

耐
性

に
も

配
慮

し
た

上
で
、

入
力

津
波

に
対

す
る

津
波

防
護

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き
る

よ
う

設
計

す
る

。
な

お
、
津

波
監

視
設

備
と

兼
用

の
潮

位
計

に
つ

い
て

は
、

津
波

の
影
響

（
波

力
、

漂
流

物
の

衝
突
等

）
に

対
し

て
、

影
響

を
受

け
な

い
位

置
へ

設
置

す
る

こ
と
か

ら
、

方
針

に
つ

い
て

は
「
5
.
3
 津

波
監

視
設

備
の

設
計

」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

防
護

施
設

で
あ

る
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口

側
防
潮

堤
、

防
潮

扉
及

び
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

の
設

計
に
お

い
て

は
、

そ
の

構
造

に
応
じ

、
波

力
に

よ
る

侵

食
及

び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

を
確
保

し
、

ま
た

す
べ

り
及

び
転
倒

に
対

す
る

安
定

性

を
評

価
し

、
越

流
時

の
耐

性
に

も
配
慮

し
た

上
で

、
入

力
津

波
に
対

す
る

津
波

防
護

機
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

(
2
)
 
設
計

方
針

の
確

認
に

加
え

、
入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

防
護
機

能
が

十
分

保
持
で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る

こ
と

の
見

通
し
を

得
る

た
め
、
以
下
の

項
目
に

つ
い

て
、
設

定
の

考
え

方
を

確
認

す
る

。
確

認
内

容
を
以

下
に

例
示

す
る

。
 

①
 
荷
重

組
合

せ
 

a
)
 
余
震

が
考

慮
さ

れ
て

い
る
こ

と
。
耐
津

波
設

計
に

お
け
る

荷
重
組

合
せ
：
 
常
時

＋
津

波
、

常
時

＋
津

波
＋

地
震

（
余
震

）
 

              

 

 

②
 
荷
重

の
設

定
 

a
)
 
津
波

に
よ

る
荷

重
（

波
圧
、

衝
撃
力

）
の

設
定

に
関

し
て

、
考
慮

す
る

知
見
 

（
例

え
ば

、
国

交
省

の
暫

定
指

針
等
）

 及
び
そ

れ
ら

の
適
用

性
。
 

b
)
 
余

震
に

よ
る

荷
重

と
し

て
、

サ
イ

ト
特

性
（

余
震

の
震

源
、

ハ
ザ

ー
ド

）
が

考

慮
さ

れ
、

合
理

的
な

頻
度

、
荷

重
レ
ベ

ル
が

設
定

さ
れ

る
。

 

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計
す

る
。
 

(
2
)
 
以
下

の
項

目
に

つ
い

て
、

設
定
の

考
え

方
を

示
す

。
 

  

①
 
荷
重

の
組

合
せ
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

 
 

 
 

 
 
 

：
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

放
水

口
側

防
潮

堤
 

 
 

 
 

 
 
 

：
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

防
潮

扉
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

：
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
 

 
 
 

：
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水
板

：
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

②
 
荷
重

の
設

定
方

法
 

a
)
 
常
時

荷
重

 
：

自
重

を
考
慮

す
る
。
 

b
)
 
地
震

荷
重

 
：

基
準

地
震
動

を
考
慮

す
る

。
 

c
)
 
津
波

荷
重

 
：「

港
湾

の
施

設
の
技

術
上

の
基

準
・
同
解

説
（
平

成
１

９
年

）
」
及
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

c
)
 
地

震
に

よ
り

周
辺

地
盤

に
液

状
化

が
発

生
す

る
場

合
、

防
潮

堤
基

礎
杭

に
作

用

す
る

側
方

流
動

力
等

の
可

能
性

を
考
慮

す
る

こ
と

。
 

    

 

  

③
 
許
容

限
界
 

a
)
 
津

波
防

護
機

能
に

対
す

る
機

能
保

持
限

界
と

し
て

、
当

該
構

造
物

全
体

の
変

形

能
力
（
終

局
耐
力

時
の

変
形
）
に

対
し

て
十
分

な
余

裕
を
有

し
、
津

波
防
護

機
能

を
保

持
す

る
こ

と
。
（

な
お

、
機

能
損

傷
に

至
っ

た
場

合
、

補
修

に
、

あ
る

程
度

の
期

間
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、
地
震
、
津
波

後
の

再
使

用
性
に

着
目

し
た
許

容
限

界
に

も
留

意
す

る
必

要
が

あ
る
。
）
 

 

5
.
2
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

浸
水

防
止

設
備

に
つ

い
て

は
、
浸

水
想

定
範

囲
に

お
け

る
浸

水
時
及

び
冠

水
後

の
波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評

価
し

、
越

流
時

の
耐

性
に

も
配
慮

し
た
上

で
、
入

力
津

波
に
対

し
て

浸
水

防
止

機
能

が
十

分
に

保
持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

こ
と
。
 

  

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
設

計
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
な
お

、
後
段

規
制
（
工

事
計

画
認

可
）
に

お
い

て
は
、
設
備

の
寸

法
、
構
造

、
強
度

等
が
要

求
事

項
に

適
合

す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

び
津

波
避

難
ビ

ル
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

d
)
 
余
震

荷
重

 
：
水
平

方
向
に

弾
性
設

計
用

地
震
動

S
d
-5

H
(
N
S
)
を
考

慮
し
、
鉛
直

方
向

に
弾

性
設

計
用

地
震
動

S
d
-
5
V
を

考
慮

す
る

。
 

e
)
 
漂
流

物
荷

重
：
漂
流

物
と
し

て
総
ト

ン
数

10
t
級
（

排
水

ト
ン
数

30
t
）
の

小
型

漁
船

を
考

慮
し

、
「
道

路
橋

示
方

書
（
Ⅰ

共
通

編
・

Ⅳ
下

部
構

造

編
）
・
同

解
説

」
に

基
づ

き
設
定

す
る
。
 

f
)
 
放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防
潮

扉
に
つ

い
て

は
、
堆
積

層
及
び

盛
土
の

上
に

設
置

さ

れ
て

お
り

、
基

準
地

震
動

が
作

用
し
た

場
合

、
設

置
位

置
周

辺
の
地

盤
が

液
状

化

す
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
基
礎

杭
に

作
用

す
る

側
方

流
動
力

の
影

響
を

考

慮
し

、
津

波
防

護
機

能
が

十
分

保
持
で

き
る

よ
う

に
設

計
す

る
。
 

③
 
許
容

限
界
 

a
)
 
津
波

防
護

機
能

に
対

す
る
機

能
保
持

限
界

と
し

て
、
当
該
構

造
物
全

体
の

変
形

能

力
（

終
局

耐
力

時
の

変
形

）
に

対
し
て

十
分

な
余

裕
を

有
し

、
止
水

性
の

面
も

踏

ま
え

る
こ

と
に

よ
り

津
波

防
護

機
能
を

保
持

す
る

こ
と

を
確

認
す
る

。
 

   

5
.
2
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

浸
水

防
止

設
備

（
海

水
ポ

ン
プ

室
浸
水

防
止

蓋
、

循
環

水
ポ

ン
プ
室

浸
水

防
止

蓋
、

水

密
扉

、
貫

通
部

止
水

処
置

）
に

つ
い
て

は
、

浸
水

想
定

範
囲

に
お
け

る
浸

水
時

及
び

冠
水

後
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評
価

し
、

越
流

時
の

耐
性

に
も
配

慮
し

た
上

で
、

入
力

津
波

に
対

し
て

浸
水

防
止

機
能

が
十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計
す

る
。
 

 【
確

認
状

況
】
 

(
1
) ・

浸
水
防

止
設

備
（

海
水

ポ
ン

プ
室
浸

水
防

止
蓋

、
循

環
水

ポ
ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

、
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

          

(
2
)
 
浸
水

防
止

設
備

の
う

ち
水

密
扉
等

、
後

段
規

制
に

お
い

て
強
度

の
確

認
を

要
す
る
設

備
に

つ
い

て
は
、
設
計

方
針
の

確
認
に

加
え
、
入
力

津
波
に

対
し
て

浸
水

防
止

機
能

が

十
分

保
持

で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る
こ

と
の

見
通

し
を

得
る

た
め
、
津
波

防
護

施
設
と

同
様

に
、
荷

重
組

合
せ

、
荷
重

の
設
定

及
び

許
容

限
界
（
当

該
構
造

物
全

体
の

変
形
能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、
か
つ

浸
水

防
止

機
能
を

保
持
す

る
こ

と
）
の

項
目

に
つ

い
て

の
考

え
方

を
確

認
す

る
。
 

(
3
)
 
浸
水

防
止

設
備

の
う

ち
床
・
壁

貫
通

部
の

止
水

対
策
等

、
後

段
規

制
に

お
い

て
仕
様

（
施

工
方

法
を

含
む
）
の
確
認

を
要
す

る
設

備
に

つ
い

て
は

、
荷

重
の

設
定

と
荷

重
に

対
す

る
性

能
確

保
に

つ
い

て
の

方
針
を

確
認

す
る

。
 

        

水
密

扉
、

貫
通

部
止

水
処

置
）

に
つ
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ
る

地
震

力
に

対
し

て
浸

水
防

止
機

能
が

十
分

に
保

持
で
き

る
よ

う
設

計
す

る
。

ま
た
、

浸
水

時
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評

価
し

、
越
流

時
の

耐
性

に
も

配
慮

し
た
上

で
、

入
力

津
波

に
対

し
て

浸
水

防
止

機
能

が
十

分
に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る
。
 

・
こ

れ
ら

の
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い
て

は
、

浸
水

時
の

波
圧

等
に
対

す
る

耐
性

等
を

評

価
し

、
入

力
津

波
に

対
し

て
浸
水

防
止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る
よ

う
設

計
す

る
。 

・
以

下
に

浸
水

防
止

設
備

に
つ

い
て
の

設
計

方
針

を
示

す
。

 

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
及

び
循
環

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
は

、
津

波
荷

重

や
地

震
荷

重
に

対
し

て
浸

水
防

止
機
能

が
十

分
保

持
で

き
る

設
計
と

す
る

。
 

な
お

、
水

密
扉

及
び

貫
通

部
止

水
処
置

に
つ

い
て

は
、

別
途

実
施
す

る
溢

水
に

よ

る
損

傷
等

の
防

止
に

お
い

て
示

す
。
 

(
2
)
、

(3
) 

以
下

に
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
荷
重

組
合

せ
、

荷
重

の
設

定
及
び

許
容

限
界

に
つ

い
て

考
え

方
を

示
す

。
 

な
お

、
水

密
扉

及
び

貫
通

部
止

水
処
置

に
つ

い
て

は
、

別
途

実
施
す

る
溢

水
に

よ
る

損
傷

等
の

防
止

に
お

い
て

示
す

。
 

・
荷

重
の

組
合

せ
 

常
時

荷
重

、
津

波
荷

重
及

び
地

震
荷
重

を
適

切
に

組
合

わ
せ

る
。
 

①
 
常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

②
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

③
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋
余

震
荷
重
 

・
荷

重
の

設
定
 

①
 
常
時

荷
重

：
自

重
を

考
慮
す

る
。
 

②
 
地
震

荷
重

：
基

準
地

震
動
を

考
慮
す

る
。
 

③
 
津
波

荷
重

：
入

力
津

波
＋
高

潮
の
影

響
を

考
慮

す
る

。
 

④
 
余
震

荷
重

：
余

震
と

し
て
、

弾
性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

d
-1

を
考
慮

す
る

。
 

・
許

容
限

界
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

     

5
.
3
 
津
波

監
視

設
備

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
、
津
波

の
影

響
（

波
力

、
漂

流
物

の
衝
突

等
）
に

対
し

て
、

影
響

を
受

け
に

く
い

位
置

へ
の

設
置
、
影

響
の

防
止

策
・
緩

和
策
等

を
検

討
し

、
入
力
津

波
に

対
し

て
津

波
監

視
機

能
が

十
分
に

保
持

で
き

る
よ

う
設

計
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
(
3
.2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

に
基

づ
き

、
津

波
影

響
を

受
け

に
く

い
位

置
、

及
び

津

波
影

響
を

受
け

に
く

い
建

屋
・
区
画
・
囲
い

等
の

内
部

に
設

置
さ
れ

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

   

(
2
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
設

計
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
な
お

、
後
段

規
制
（
工

事
計

画
認

可
）
 
に
お

い
て

は
、
設
備

の
位

置
、
構

造
（

耐
水
性

を
含
む

）、
地

震
荷

重
・

風
荷

重
と

の
組

合
せ

を
考

慮
し

た
強

度
等

が
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

    

5
.
4
 
施
設

・
設

備
等

の
設

計
・

評
価
に

係
る

検
討

事
項
 

浸
水

防
止

機
能

に
対

す
る

機
能

保
持
限

界
と

し
て

、
地

震
後

、
津
波

後
の

再
使

用
性

や
、

津
波

の
繰

り
返

し
作

用
を
想

定
し

、
止

水
性

の
面

も
踏
ま

え
る

こ
と

に

よ
り

当
該

構
造

物
全

体
の

変
形

能
力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有
し

、
浸

水
防

止

機
能

を
保

持
し

て
い

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

  

5
.
3
 
津
波

監
視

設
備

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
、
津

波
の

影
響
（

波
力

、
漂

流
物

の
衝
突

等
）
に
対

し
て

、

影
響

を
受

け
に

く
い

位
置

へ
設

置
し
、

入
力

津
波

に
対

し
て

津
波
監

視
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
設
置

位
置

は
、
津

波
監
視

カ
メ
ラ
（

3
号

炉
原

子
炉

格
納

施
設
壁
面

T
.
P.
約

+4
6
.
8m
、

4
号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

壁
面

T
.
P
.+
3
6
.2
m
）
、

潮
位

計
（

1
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室

T
.
P
.
+
7.
1
m
、

2
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
T
.
P
.+
7
.
1
m
、

3,
4

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
+
4.
6
m）

で
あ
る
。
１
号
炉

海
水
ポ

ン
プ

室
前

面
及
び

2
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面

の
入

力
津

波
高

さ
T
.
P
.+
2
.
6m

又
は

3,
4
号
炉

海
水

ポ
ン
プ

室
前
面

の
入

力
津

波
高

さ

T
.
P
.
+
2.
9
m
に

対
し

、
十

分
高

い
位
置

に
設

置
し

て
い

る
。
 

(
2
)
 
津
波

監
視

設
備

は
以

下
の

２
つ
の

条
件

で
評

価
を

行
い

、
入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
よ
う

設
計

す
る

こ
と

と
し

て
い
る

。
 

①
 
常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

②
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

③
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋
余

震
荷
重
 

余
震

荷
重

と
し

て
、

弾
性

設
計

用
地
震
動

S
d
-1

を
考

慮
す
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

5
.
4
.
1
 津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止
設

備
等

の
設

計
に

お
け

る
検
討

事
項
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る
措
置

に
当

た
っ

て
は
、

次
に

示
す

方
針
（

津
波

荷
重
の

設
定
、
余

震
荷

重
の

考
慮
、
津

波
の

繰
り
返

し
作

用
の
考

慮
）

を
満

足
す

る
こ

と
。
 

・
各

施
設
・
設
備

等
の

機
能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重
（

浸
水

高
、
波

力
・
波

圧
、

洗
掘

力
、
浮

力
等

）
に
つ

い
て

、
入
力

津
波
か

ら
十

分
な
余

裕
を
考

慮
し

て
設

定
す

る
こ

と
。
 

・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え
、

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を
検

討
す

る
こ

と
。
 

・
余

震
発

生
の

可
能

性
に

応
じ

て
余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波
に

よ
る

荷
重

と
の
組

合
せ

を
考

慮
す

る
こ

と
。
 

・
入
力

津
波

の
時

刻
歴

波
形
に

基
づ
き
、
津
波

の
繰

り
返
し

の
襲
来

に
よ

る
作

用
が

津

波
防

護
機

能
、

浸
水

防
止

機
能

へ
及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
津
波

荷
重

の
設

定
、
余
震

荷
重
の

考
慮
、
津
波

の
繰
り

返
し
作

用
の

考
慮

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、
要

求
事

項
に
適

合
す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
以

下
に

具
体

的
な

方
針

を
例

示
す

る
。
 

①
 
津

波
荷

重
の

設
定

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
不

確
か

さ
を

考
慮

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。
 

a
)
 
入
力

津
波

が
有

す
る

数
値
計

算
上
の

不
確

か
さ
 

b
)
 
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重
の

算
定

過
程

に
介

在

す
る

不
確

か
さ
 

上
記

b
) 
の
不

確
か

さ
の

考
慮

に
当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
抽

出
し
た

不
確

か
さ
の

要
因

に
よ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ
等

に
よ

り
、
荷
重

設
置

に
考
慮

す
る

余
裕

の
程

度
を

検
討

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。
 

②
 
余

震
荷

重
の

考
慮

に
つ

い
て

は
、

基
準

津
波

の
波

源
の

活
動

に
伴

い
発

生
す

る
可

5
.
4
 
施
設

・
設

備
等

の
設

計
・

評
価
に

係
る

検
討

事
項
 

5
.
4
.
1
 津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止
設

備
等

の
設

計
に

お
け

る
検
討

事
項
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る
措
置

に
当

た
っ

て
は

、

次
に

示
す

方
針

（
津

波
荷

重
の

設
定
、

余
震

荷
重

の
考

慮
、

津
波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考

慮
）

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

・
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重

（
浸
水

高
、

波
力

・
波

圧

等
）

に
つ

い
て

、
入

力
津

波
か

ら
十
分

な
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定
す

る
。
 

 ・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え
、

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を
検

討
す

る
。
 

・
余

震
発

生
の

可
能

性
に

応
じ

て
余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波
に

よ
る

荷
重

と
の

組

合
せ

を
考

慮
す

る
。
 

・
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ
き

、
津

波
の

繰
り

返
し

の
襲
来

に
よ

る
作

用
が

津

波
防

護
機

能
、

浸
水

防
止

機
能

へ
及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す
る

。
 

 【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

荷
重

の
設

定
、

余
震

荷
重
の

考
慮

、
津

波
の

繰
り

返
し
作

用
の

考
慮

の
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、

要
求

事
項

に
適

合
す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
の

概
要
を

以
下

に
示

す
。
 

 ①
 
津
波

荷
重

に
つ

い
て

は
、
以

下
の
不

確
か

さ
を

考
慮

し
て

い
る
。
 

 a
)
 
入
力

津
波

が
有

す
る

数
値
計

算
上
の

不
確

か
さ

 
 

b
)
 
各
施

設
・
設
備

等
の

機
能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重

の
算
定

過
程

に
介

在
す

る
不

確
か

さ
 

上
記

の
不

確
か

さ
の

考
慮

に
当

た
っ
て

は
、
入

射
津

波
高
さ

a
Ⅰ
ま
た

は
最

大
遡

上

水
深

η
m
ax
を

1
.
5
倍

す
る

こ
と

で
考
慮

し
て

い
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

能
性

が
あ

る
余

震
（

地
震

）
に

つ
い
て

、
そ

の
ハ

ザ
ー

ド
を

評
価
す

る
と

と
も

に
、

基
準

津
波

の
継

続
時

間
の

う
ち

最
大

水
位

変
化

を
生

起
す

る
時

間
帯

に
お

い
て

発

生
す

る
余

震
レ

ベ
ル

を
検

討
す

る
方
針

で
あ

る
こ

と
。
ま
た

、
当

該
余

震
レ

ベ
ル

に

よ
る

地
震

荷
重

と
基

準
津

波
に

よ
る
荷

重
は

、
こ

れ
ら

の
発

生
確
率

の
推

定
に

幅
が

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

て
安

全
側

に
組
み

合
わ

せ
る

方
針

で
あ

る
こ
と

。
 

   

③
 
津

波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考

慮
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

・
設

備
の

入
力

津
波

に
対

す
る

許
容

限
界

が
当

該
構

造
物

全
体
の

変
形

能
力
（

終
局
耐

力
時
の

変
形
）
に
対

し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、
か
つ

津
波
防

護
機

能
・
浸

水
防
止

機
能
を

保
持

す
る

と
し

て
設

定
さ

れ
て

い
れ

ば
、
津
波

の
繰
り

返
し

作
用

に
よ

る
直

接
的
な

影
響

は
無

い
も

の
と

み
な

せ
る

が
、
漏
水

、
二

次
的
影

響
（

砂
移

動
、
漂
流

物
等
）
に
よ

る
累

積
的

な
作

用
又

は
経

時
的

な
変

化
が

考
え
ら

れ
る

場
合

は
、

時
刻

歴
波
形

に
基

づ
い

た
、

安
全

性
を

有
す

る
検

討
方

針
で

あ
る
こ

と
。
 

       

5
.
4
.
2
 漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響
の

検
討
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設

の
外

側
の

発
電

所
敷
地

内
及

び
近

傍
に

お
い

て
建
物
・
構
築

物
、
設
置

物
等

が
破

損
、
倒

壊
、
漂

流
す

る
可
能

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ
と

。
上
記

の
検
討
の
結

果
、
漂
流

物
の
可

能
性

が
あ
る

場
合
に

は
、
防

潮
堤

等
の
津

波
防
護

施
設

、
浸
水

防
止
設

②
 
基

準
津

波
の

波
源

で
あ

る
若

狭
海

丘
列

付
近

断
層

お
よ

び
Ｆ

Ｏ
－

Ａ
～

Ｆ
Ｏ

－
Ｂ

～
熊

川
断

層
に

つ
い

て
、

そ
の

活
動
に

伴
い

発
生

す
る

余
震

に
よ
る

荷
重

を
設

定
す

る
。

入
力

津
波

が
若

狭
海

丘
列

付
近
断

層
に

よ
る

津
波

で
決

ま
る
場

合
は

、
弾

性
設

計
用

地
震
動

S
d
-5

H
(
N
S
)、

S
d-
5
V
を
余

震
荷

重
と

し
て

津
波
荷

重
と
組

合
せ

る
。
入

力
津

波
が

Ｆ
Ｏ

－
Ａ

～
Ｆ

Ｏ
－

Ｂ
～
熊

川
断

層
で

決
ま

る
場

合
は
、

弾
性

設
計

用
地

震
動

Sd
-
1
を

余
震

荷
重

と
し
て

津
波
荷

重
と

組
合

せ
る

。
 

上
記

の
と

お
り

、
津

波
の

波
源
と

な
る
断

層
と

余
震

の
組

合
せ

が
２
ケ

ー
ス

あ
り

、

入
力

津
波

の
波

源
と

な
る

断
層

に
つ
い

て
の

組
合

せ
を

考
慮

し
て
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

他
方

の
組

合
せ

も
必
要

に
応

じ
て

検
討

を
行

う
。
 

③
 
津
波

の
繰

返
し

作
用

の
考
慮

に
つ
い

て
は

、
漏

水
、
二
次

的
影
響
（
砂

移
動

等
）
に

よ
る

累
積

的
な

作
用

又
は

経
時

的
な
変

化
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は
、

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

い
た

、
安

全
性

を
有

す
る

検
討
を

し
て

い
る

。
具

体
的

に
は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

・
循

環
水

機
器

・
配

管
損

傷
に

よ
る
津

波
浸

水
量

に
つ

い
て

、
入
力

津
波

の
時

刻

歴
波

形
に

基
づ

き
、

津
波

の
繰

り
返
し

の
襲

来
を

考
慮

し
て

い
る
。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
砂

の
移

動
・

堆
積

に
つ

い
て
は

、
基

準
津

波

に
伴

う
砂

移
動

の
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

、
津

波
の
繰

り
返

し
の

襲
来

を
考

慮
し

て
い

る
。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
漂

流
物

に
つ

い
て

は
、

非
常
用

海
水

路
付

近

の
寄

せ
波

お
よ

び
引

き
波

の
方

向
を
分

析
し

た
上

で
、

漂
流

物
の
可

能
性

を
検

討
し

、
非

常
用

海
水

路
呑

み
口

が
閉
塞

す
る

こ
と

は
な

い
こ

と
を
確

認
し

て
い

る
。
 

 

5
.
4
.
2
 漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響
の

検
討
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る
措
置

に
当

た
っ

て
は

、

次
に

示
す

方
針

（
津

波
荷

重
の

設
定
、

余
震

荷
重

の
考

慮
、

津
波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

備
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ
う
、
漂
流

防
止

装
置
ま

た
は
津

波
防

護
施

設
・
設
備

へ
の

影
響

防
止

措
置

を
施

す
こ

と
。
 

      

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
漂
流

物
に

よ
る

波
及

的
影

響
の
検

討
方

針
が

、
要

求
事

項
に
適

合
す

る
方

針
で
あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

(
2
)
 
設
計

方
針

の
確

認
に

加
え

、
入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

防
護
機

能
が

十
分

保
持
で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る

こ
と

の
見

通
し
を

得
る

た
め

、
以

下
の

例
の
よ

う
な

具
体

的
な
方

針
を

確
認

す
る

。
 

①
 
敷

地
周

辺
の

遡
上

解
析

結
果

等
を

踏
ま

え
て

、
敷

地
周

辺
の

陸
域

の
建

物
・

構
築

物
及

び
海

域
の

設
置

物
等

を
網

羅
的
に

調
査

し
た

上
で

、
敷

地
へ
の

津
波

の
襲

来
経

路
及

び
遡

上
経

路
並

び
に

津
波

防
護

施
設

の
外

側
の

発
電

所
敷

地
内

及
び

近
傍

に

お
い

て
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
漂
流

物
を

特
定

す
る

方
針

で
あ
る

こ
と

。
な

お
、

漂
流

物
の

特
定

に
当

た
っ

て
は

、
地
震

に
よ

る
損

傷
が

漂
流

物
の
発

生
可

能
性

を
高

め
る

こ
と

を
考

慮
す

る
方

針
で

あ
る
こ

と
。
 

②
 
漂

流
防

止
装

置
、

影
響

防
止

装
置

は
、

津
波

に
よ

る
波

力
、

漂
流

物
の

衝
突

に
よ

る
荷

重
と

の
組

合
せ

を
適

切
に

考
慮
し

て
設

計
す

る
方

針
で

あ
る
こ

と
。
 

 

5
.
4
.
3
 津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備
の

扱
い
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設
・
設
備

の
設
計

に
お
い

て
津

波
影

響
軽

減
施

設
・
設
備

の
効

果
を

期
待

す
る

場
合

、
津
波

影
響

軽
減
施

設
・
設

備
は
、
基

準
津

波
に

対
し
て

津
波

に
よ

る
影
響
の

慮
）

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

・
各
施

設
・
設
備

等
の

機
能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重
（
浸

水
高

、
波

力
・
波

圧

等
）

に
つ

い
て

、
入

力
津

波
か

ら
十
分

な
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定
す

る
。
 

・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え
、

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を
検

討
す

る
。
 

・
余

震
発
生

の
可

能
性

に
応
じ

て
余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波
に

よ
る

荷
重

と
の

組

合
せ

を
考

慮
す

る
。
 

・
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ
き

、
津

波
の

繰
り

返
し

の
襲
来

に
よ

る
作

用
が

津

波
防

護
機

能
、

浸
水

防
止

機
能

へ
及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す
る
 

 

【
確

認
状

況
】
 

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設
・

設
備

を
抽

出
す

る
た

め
、
発

電
所

周
辺

約
5
k
m

の
範

囲
を

、
発

電
所

構
内

に
つ

い
て
は

遡
上

域
を

網
羅

的
に

調
査
す

る
。

設
置

物
に

つ
い

て
は

、
地

震
で

倒
壊

す
る

可
能

性
の
あ

る
も

の
は

倒
壊

さ
せ

た
上
で

、
浮

力
計

算
に

よ
り

漂
流

す
る

か
否

か
の

検
討

を
行

っ
た
。
 

こ
の

結
果

、
発

電
所

構
内

で
漂

流
す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

と
し
て

、
放

水
口

側
の

協

力
会

社
事

務
所

等
が

あ
る

が
、

放
水
口

側
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
で
防

護
さ

れ
る

た
め

、
取

水
性

へ
の

影
響

は
な

い
。

ま
た

、
こ
れ

ら
の

設
置

位
置

及
び

津
波
の

流
向

を
考

慮
す

る
と

漂
流

物
は

取
水

口
へ

は
向

か
わ

な
い
。
 

発
電

所
構

外
で

漂
流

す
る

可
能

性
が
あ

る
も

の
と

し
て

、
発

電
所
近

傍
で

航
行

不
能

に

な
っ

た
漁

船
が

挙
げ

ら
れ

る
が

、
取
水

口
側

は
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

、
放

水
口

側
は

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

に
よ

り
防
護

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

放
水

口
側
防

潮
堤

の
設

計
に

お
い

て
は
、

漂
流

物
と

し
て

衝

突
す

る
可

能
性

が
あ

る
小

型
漁

船
を
衝

突
荷

重
と

し
て

評
価

す
る
。
 

 

5
.
4
.
3
 津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備
の

扱
い
 

【
要

求
事

項
等

に
お

け
る

要
求

事
項
等

】
 

・
津

波
影

響
軽

減
施

設
と

し
て

は
、
取

水
口

の
カ

ー
テ

ン
ウ

ォ
ー
ル

が
あ

り
、

基
準

津
波
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

軽
減

機
能

が
保

持
さ

れ
る

よ
う

設
計
す

る
こ

と
。
津

波
影
響

軽
減
施

設
・
設

備
は

、
次
に

示
す

事
項

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

・
地

震
が

津
波

影
響

軽
減

機
能

に
及
ぼ

す
影

響
 

・
漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響

 

・
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷
重

に
つ

い
て

十
分

な
余

裕
を
考

慮
し

た
設

定
 

・
余

震
に

よ
る

荷
重

と
地

震
に

よ
る
荷

重
の

荷
重

組
合

せ
 

・
津

波
の

繰
り

返
し

襲
来

に
よ

る
作
用

が
津

波
影

響
軽

減
機

能
に
及

ぼ
す

影
響
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
津
波

影
響

軽
減

施
設
・
設

備
の
効

果
に

期
待

す
る

場
合

に
お
け

る
当

該
施

設
・
設
備

の
検

討
方

針
が

、
要

求
事

項
に

適
合
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

                

に
対

し
て

津
波

に
よ

る
影

響
の

軽
減
機

能
が

保
持

さ
れ

る
よ

う
設
計

す
る

。
津

波
影

響

軽
減

施
設

は
次

に
示

す
事

項
を

考
慮
す

る
。
 

①
 
基
準

地
震

動
S
s
が
津

波
影

響
軽
減

機
能

に
及

ぼ
す

影
響

 

②
 
漂
流

物
の

衝
突

力
 

③
 
機
能

損
傷

モ
ー

ド
に

対
応
し

た
荷
重

に
つ

い
て

十
分

な
余

裕
 

④
 
余
震

に
よ

る
荷

重
と

地
震
に

よ
る
荷

重
の

荷
重

組
合

せ
 

⑤
 
津
波

の
繰

り
返

し
襲

来
に
よ

る
作
用

が
津

波
影

響
軽

減
機

能
に
及

ぼ
す

影
響
 

  

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

影
響

軽
減

施
設

の
設

計
に
お

い
て

は
、
以

下
の
通

り
、
常
時

荷
重
、
津
波

荷
重
、

地
震

荷
重

、
余

震
荷

重
、

漂
流

物
荷
重

を
適

切
に

組
合

せ
て

設
計
を

行
う

。
 

ま
た

、
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

漂
流
物

に
よ

る
荷

重
及

び
自

然
現
象

と
の

組
合

せ
を

適
切

に
考

慮
す

る
。
 

①
 
荷
重

の
組

合
せ
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

②
 
荷
重

の
設

定
 

津
波

影
響

軽
減

施
設

の
設

計
に

お
い
て

考
慮

す
る

荷
重

は
以

下
の
よ

う
に

設
定

す

る
。
 

a
)
 
常
時

荷
重

 
：

自
重

を
考
慮

す
る
。
 

b
)
 
地
震

荷
重

 
：

基
準

地
震
動

S
s
を

考
慮

す
る

。
 

c
)
 
津
波

荷
重

 
：
取
水

口
カ
ー

テ
ン
ウ

ォ
ー

ル
に

つ
い

て
は
「
取

水
口

前
面
」
で
の

入
力

津
波

を
も

と
に

考
慮

す
る

。
津
波

波
力

は
、「

港
湾

の
施

設

の
技

術
上

の
基

準
・
同
解

説
」（

以
下

、「
港
湾

基
準

」
と
い
う

。
）
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

1
号
炉
及
び

2
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

             Ⅲ
 
.
 附

則
 

こ
の

規
定

は
、

平
２

５
年

７
月

８
日
よ

り
施

行
す

る
。
 

本
ガ

イ
ド

に
記

載
さ

れ
て

い
る

手
法
等

以
外

の
手

法
等

で
あ

っ
て
も

、
そ

の
妥

当
性
が

適
切

に
示

さ
れ

た
場

合
に

は
、
そ

の
手

法
等
を

用
い

る
こ
と

は
妨
げ

な
い

。
ま
た

、
本
ガ
イ

ド
は
、
今
後

の
新

た
な

知
見
と

経
験
の

蓄
積

に
応

じ
て
、
そ

れ
ら
を

適
切

に
反

映
す

る
よ

う

見
直

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

 

に
よ

り
設

定
す

る
。
 

d
)
 
余
震

荷
重

 
：
水
平

方
向
に

弾
性
設

計
用

地
震
動

S
d
-5

H
(
N
S
)
を
考

慮
し
、
鉛
直

方
向

に
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

d
-
5 V
を
考

慮
す

る
。
 

e
)
 
漂
流

物
荷

重
：
漂
流

物
と
し

て
総
ト

ン
数

10
t
級
（

排
水

ト
ン
数

30
t
）
の

小
型

漁
船

を
考

慮
し

、
「
道

路
橋

示
方

書
（
Ⅰ

共
通

編
・

Ⅳ
下

部
構

造

編
）
・
同

解
説

」
に

基
づ

き
設
定

す
る
。
 

③
 
許
容

限
界
 

津
波

影
響

軽
減

施
設

に
対

す
る

機
能
保

持
限

界
と

し
て

、
地

震
後
、

津
波

後
の

再

使
用

性
や

、
津

波
の

繰
り

返
し

作
用
を

想
定

し
、

当
該

構
造

物
全
体

の
変

形
能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

す
る

よ
う
、

構
成

す
る

部
材

が
弾

性
域
内

に
収

ま
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

、
津

波
影

響
軽

減
機
能

を
維

持
し

て
い

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
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 ２
．
３
号
炉
及
び
４
号
炉
 

基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

Ⅱ
 
．

 耐
津
波

設
計

方
針
 

1
.
 
総
則
 

1
.
1
 
目
的
 

本
ガ

イ
ド

は
、
発

電
用

軽
水
型

原
子
炉

施
設

の
設

置
許

可
段

階
の
耐

津
波

設
計

方
針

に
関

わ
る

審
査

に
お

い
て

、
審

査
官

等
が
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ
の

附
属

施
設

の
位

置
、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則
（
平

成
２
５

年
原

子
力

規
制
委

員
会

規
則
第

5
号
）
並

び
に

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の
附

属
施

設
の

位
置
、
構

造
及
び

設
備

の
基

準
に

関
す

る

規
則

の
解

釈
（

原
規

技
発
第

1
3
0
6
1
93

号
（

平
成

25
年

6
月

1
9
日

原
子

力
規

制
委

員
会
決

定
）
）
（

以
下

「
設

置
許

可
基

準
規

則
及

び
同

規
則

の
解

釈
」

と
い

う
。
）

の
趣

旨
を

十
分

踏

ま
え
、
耐
津

波
設

計
方

針
の
妥

当
性
を

厳
格

に
確

認
す

る
た

め
に
活

用
す

る
こ

と
を

目
的

と

す
る

。
 

 

1
.
2
 
適
用

範
囲
 

本
ガ

イ
ド

は
、
発
電

用
軽

水
型

原
子
炉

施
設

に
適

用
さ

れ
る

。
な
お

、
本
ガ

イ
ド

の
基
本

的
な

考
え

方
は
、
原
子

力
関
係

施
設
及

び
そ

の
他

の
原

子
炉

施
設
に

も
参

考
と

な
る

も
の

で

あ
る

。
 

  2
.
 
基
本

方
針
 

2
.
1
 
基
本

方
針

の
概

要
 

原
子

炉
施

設
の

耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針

に
つ

い
て

は
、
『

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る

施
設

は
、
施

設
の
供

用
期

間
中

に
極
め

て
ま

れ
で

は
あ

る
が

発
生
す

る
可

能
性

が
あ

り
、
施

設
に

大
き

な
影

響
を

与
え

る
お

そ
れ
が

あ
る

津
波
（
基

準
津

波
）
に

対
し

て
、
そ

の
安
全

機

能
を

損
な

わ
な

い
設

計
で

あ
る

こ
と
』
で
あ

る
。
こ

の
基
本

方
針
に

関
し

て
、
設
置

許
可

に

係
る

安
全

審
査

に
お

い
て
、
以

下
の
要

求
事

項
を

満
た

し
た

設
計
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認

Ⅱ
 
．

 耐
津
波

設
計

方
針
 

1
.
 
総
則
 

－
 

               2
.
基

本
方

針
 

2
.
1
 
基
本

方
針

の
概

要
 

高
浜

原
子

力
発

電
所

３
，
４
号

炉
の

耐
津

波
設

計
の

基
本
方

針
に

つ
い

て
は
、
『

重
要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、
施

設
の
供

用
期

間
中

に
極

め
て

ま
れ
で

は
あ

る
が

発
生
す
る

可
能

性
が

あ
り

、
施

設
に

大
き

な
影
響

を
与

え
る

お
そ

れ
が

あ
る
津

波
（

基
準

津
波

）
に

対

し
て

、
そ

の
安

全
機

能
を

損
な

わ
な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
』
と

し
て

い
る

。
こ
の

基
本
方

針

に
関

し
て

、
以

下
の

要
求

事
項

に
対
応

し
た

設
計

と
し

て
い

る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

す
る

。
 

(
1
)
 
津
波

の
敷

地
へ

の
流

入
防

止
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て
、
基

準
津

波
に

よ

る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

、
流

入
さ

せ
な

い
。
ま

た
、
取

水
路
、
放

水
路

等
の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
。
 

  

(
2
)
 
漏
水

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影
響

防
止
 

取
水
・

放
水

施
設

、
地
下

部
に

お
い
て

、
漏
水

可
能

性
を
考

慮
の
上

、
漏
水

に
よ

る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、

重
要

な
安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
す
る

。
 

 (
3
)
 
津
波

防
護

の
多

重
化
 

上
記

２
方

針
の

ほ
か

、
重

要
な

安
全
機

能
を

有
す

る
施

設
に

つ
い
て

は
、
浸
水

防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影
響

等
か

ら
隔

離
す

る
こ

と
。
 

 

(
4
)
 
水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
す
る
。
 

こ
れ

ら
の

要
求

事
項

の
う

ち
(1
)
及

び
(
2
)に

つ
い

て
は

、
津
波

の
敷
地

へ
の

浸
水

を

基
本

的
に

防
止

す
る

も
の

で
あ

る
。

(
3
)
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

対
す

る
防

護
を

多
重

化
す

る
も

の
で

あ
り

、
ま

た
、
地

震
・
津

波
の

相
乗

的
な
影

響
や
津

波
以

外
の

溢
水

要

因
も

考
慮

し
た

上
で

安
全

機
能

へ
の
影

響
を

防
止

す
る

も
の

で
あ
る
。
な

お
、
(3
)
は
、

設
計

を
超

え
る

事
象
（
津

波
が

防
潮
堤

を
超

え
敷

地
に

流
入

す
る
事

象
等

）
に

対
し
て

一
定

の
耐

性
を

付
与

す
る

も
の

で
も

あ
る

。
こ

こ
で

、
(
1
)
に

お
い

て
は

、
敷

地
へ

の

浸
水

を
防

止
す

る
た

め
の

対
策

を
施

す
こ

と
も

求
め

て
お

り
、

(
2
)
に

お
い

て
は

、
敷

地
へ

の
浸

水
対

策
を

施
し

た
上

で
も
な

お
漏

れ
る

水
、
及
び

設
備
の

構
造

上
、
津
波
に

よ
る

圧
力

上
昇

で
漏

れ
る

水
を

合
わ
せ

て
「

漏
水

」
と
位
置

付
け
、
漏
水

に
よ

る
浸

水

範
囲

を
限

定
し

、
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
す

る
こ

と
を

求
め
て

い
る

。
 

 (
1
)
 
津
波

の
敷

地
へ

の
流

入
防

止
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る
建

屋
及

び
区

画
の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津
波

に
よ

る
遡

上
波

を
地

上
部
か

ら
到

達
又

は
流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
ま
た

、
取
水

路
及

び
放

水
路

等
の

経
路
か

ら
流

入
さ

せ
な
い

設
計

と
す

る
。
 

(
2
)
 
漏
水

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影
響

防
止
 

取
水
・
放

水
施

設
及

び
地
下
部

等
に
お

い
て

、
漏

水
す
る
可

能
性
を

考
慮

の
上

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響
を

防
止

で
き

る
設
計

と
す

る
。
 

(
3
)
 
津
波

防
護

の
多

重
化
 

上
記

2
方

針
の

ほ
か

、
設

計
基

準
対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て
は

、
浸

水
防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津
波

に
よ

る
影

響
等
か

ら
隔

離
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

(
4
)
 
水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
で

き

る
設

計
と

す
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 本
ガ

イ
ド

の
項

目
と

設
置

許
可

基
準

規
則

及
び

同
規

則
の

解
釈

の
関

係
を

以
下

に

示
す

。
 

基
準

津
波

及
び

耐
津

波
設

計
方

針
に
係

る
審

査
ガ

イ
ド

 Ⅱ
 
．
耐

津
波

設
計

方
針

 

設
置

許
可

基
準
 

規
則
 

解
釈
（

別
記

３
） 

1
.
 
総
則
 

－
 

－
 

 
1
.
1 

目
的
 

－
 

－
 

 
1
.
2 

適
用

範
囲
 

－
 

－
 

2
.
基

本
方

針
 

－
 

－
 

 
2
.
1 

概
要
 

－
 

－
 

 
2
.
2 

安
全

審
査

範
囲

及
び
事

項
 

－
 

－
 

3
.
基

本
事

項
 

－
 

－
 

3
.
1
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

お
け

る
地

形
及

び

施
設

の
配

置
等
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
一

①
 

3
.
2
 
基

準
津

波
に

よ
る

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の

遡
上

・
浸

水
域
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
一

②
 

 
3
.
3
 入

力
津

波
の

設
定
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ②
 

 
3
.
4 

津
波

防
護

方
針

の
審

査
に

あ
た

っ
て

の
考

慮
事

項
（

水
位

変
動

・
地

殻
変

動
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
七
 

4
.
 
津
波

防
護

方
針
 

－
 

－
 

 
4
.
1
 敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

基
本
方

針
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
一
～

三
 

 
4
.
2
 敷

地
へ

の
浸

水
防

止
（

外
郭
防

護
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
一

 ①
,③

 

 
4
.
3 

漏
水

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

（
外

郭
防

護
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
二

 ①
～
③
 

 
4
.
4 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
の

隔
離

（
内

郭
防

護
）
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
三
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 
4
.
5 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
四
、

六
 

 
4
.
6
 津

波
監

視
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五
 

5
.
 
施
設

・
設

備
の

設
計

の
方
針

及
び
条

件
 

－
 

－
 

 
5
.
1
 津

波
防

護
施

設
の

設
計

 
第

二
章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ③
、
六
 

 
5
.
2
 浸

水
防

止
設

備
の

設
計

 
第

二
章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ④
、
六
 

 
5
.
3
 津

波
監

視
設

備
の

設
計

 
第

二
章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ⑤
,⑥

,

⑧
 

 
5
.
4 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
等

の
設

計
に

お
け

る
検

討
事

項
 

第
二

章
 
第
五

条
 

３
 
五

 ⑦
 

 

2
.
2
 
安
全

審
査

範
囲

及
び

事
項

 

設
置

許
可

に
係

る
安

全
審

査
に

お
い
て

は
、
基
本

設
計

段
階

に
お
け

る
審

査
と

し
て
、
主

に
、
基

本
事

項
、
津

波
防

護
方

針
の
妥

当
性

に
つ

い
て

確
認

す
る

。
施

設
・
設

備
の

設
計
に

つ
い

て
は
、

方
針
、

考
え

方
を

確
認
し
、

そ
の

詳
細

を
後
段

規
制
（
工

事
計

画
認

可
）
に

お

い
て

確
認

す
る

こ
と

と
す

る
。

津
波

に
対

す
る

設
計

方
針

に
係

る
安

全
審

査
の

範
囲

を
表

-

１
 
に
示

す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
審
査

事
項
ご

と
の

審
査

内
容

は
以

下
の
と

お
り

で
あ

る
。
 

(
1
)
 
基
本

事
項
 

略
 

(
2
)
 
津
波

防
護

方
針
 

略
 

(
3
)
 
施
設

・
設

備
の

設
計

方
針

 

略
 

    

           

2
.
2
 
安
全

審
査

範
囲

及
び

事
項

 

 
 

－
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 

表
－

１
 

津
波

に
対

す
る

設
計

方
針
に

係
る

安
全

審
査

の
範

囲
 

大
項

目
 

中
項

目
 

審
査

事
項
 

審
査

の

範
囲

※
1  

確
認

内
容
 

基
本
 

事
項
 

①
敷

地
の

地
形

・
施

設
の

配
置

等
 

②
敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域
 

③
入

力
津

波
 

④
水

位
変

動
、

地
殻

変
動
 

―
 

◎
 

 

―
 

◎
 

評
価

の
妥

当
性
 

―
 

◎
 

 

―
 

◎
 

考
慮

の
妥

当
性
 

津
波

防

護
設

計
 

①
基

本
方

針
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

考
え

方
 

◎
 

妥
当

性
 

②
外

郭
防
護

1 

地
上

か
ら

の
 

浸
水

経
路

・
対

策
 

◎
 

経
路
・
対

策

の
妥

当
性
 

流
入

経
路

・
対

策
 

◎
 

津
波

防
護

施
設
 

◎
 

位
置
・
仕

様
 

※
4 

浸
水

防
止

設
備

 
※

2 
○

 
設

置
の

方

針
 

③
外

郭
防
護

2 

漏
水

経
路
・
浸

水
想

定

範
囲

・
対

策
※

 
2 

○
 

経
路

・
範

囲
・
対
策

の

方
針
 

浸
水

防
止

設
備

※
 
2 

○
 

設
置

の
方

針
 

④
内

郭
防

護
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

○
 

基
本

設
計
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

囲
 

※
 
2 

に
よ

る
 

範
囲

設
定

及
び

方
針
 

浸
水

防
止

設
備

※
 
2 

○
 

仕
様

の
方

針
 

⑤
海

水
ポ

ン
プ

取
水

性
 

安
全

機
能

保
持

の
評

価
 

◎
 

評
価

の
妥

当
性

 
※

4 

⑥
津

波
監

視
 

津
波

監
視

設
備

※
 
2 

○
 

設
置

の
方

針
 

設
計

に
 

お
け

る
 

検
討
 

事
項
 

①
津

波
防

護
施

設
 
※

3 

荷
重

設
定
 

荷
重

組
合

せ
 

許
容

限
界
 

○
 

○
 

○
 

そ
れ

ぞ
れ

の
方

針
 

②
浸

水
防

止
設

備
 
※

3 
同

上
 

○
 

同
上
 

③
津

波
監

視
設

備
 
※

3 
同

上
 

○
 

同
上
 

④
漂

流
物

対
策

 ※
3 

―
 

○
 

対
策

の
方

針
 

③
津

波
影

響
軽

減
施

設
・
 

設
備

 ※
3 

―
 

○
 

設
置

時
の

方
針
 

※
1
 
◎
安

全
審

査
で

妥
当

性
を

確
認
 

○
安

全
審

査
で

方
針

等
を

確
認

（
設
計

の
詳

細
は

工
事

計
画

認
可
で

確
認

）
 

※
2
 
仕
様

、
配

置
等

の
詳

細
に

つ
い
て

は
、
基
本

設
計

段
階

で
は
確

定
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら
、

詳
細

設
計

段
階

で
確

認
 

※
3
 
施
設
・

設
備

毎
の

具
体
的

な
設
計

方
針
、

検
討

方
針
・

構
造
・

強
度

に
つ

い
て

は
、

工
事

計
画

認
可

に
お

い
て

確
認
 

※
4
 
施
設

・
設

備
の

構
造

・
強

度
に
つ

い
て

は
、

工
事

計
画

認
可
に

お
い

て
確

認
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 3
.
 
基
本

事
項
 

3
.
1
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る
地

形
及

び
施

設
の

配
置

等
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
図

面
等

に
基
づ

き
、

以
下

を
把

握
す

る
。
 

(
1
)
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地
形

、
標
高

、
河

川
の

存
在
 

       (
2
)
 
敷
地

に
お

け
る

施
設

（
以

下
、
例

示
）

の
位

置
、

形
状

等
 

①
 
耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

の
設

備
を
内

包
す
る

建
屋
 

  ②
 
耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

の
屋

外
設
備

 

  ③
 
津
波

防
護

施
設

（
防

潮
堤
、

防
潮
壁

等
）
 

    ④
 
浸
水

防
止

設
備

（
水

密
扉
等

）
 ※

 

 ⑤
 
津
波

監
視

設
備

（
潮

位
計
、

取
水
ピ

ッ
ト

水
位

計
等

）
 ※

 

 3
.
基

本
事

項
 

3
.
1
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る
地

形
及

び
施

設
の

配
置

等
 

敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
図

面
等

に
基
づ

き
、

以
下

を
示

し
て

い
る
。
 

(
1
)
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

の
地

形
、
標

高
、

河
川

の
存

在
 

高
浜

発
電

所
の

敷
地

は
音

海
半

島
の
根

元
部

に
位

置
す

る
。

敷
地
の

地
形

は
、

北
・

西
・

南
側

を
標

高
1
0
0～

2
0
0m

程
度
の

山
で

囲
ま

れ
て

お
り

、
中
央

部
の

平
地

は
南
西

－
北

東
方

向
に

延
び

若
狭

湾
に

臨
ん
で

い
る

。
 

敷
地

周
辺

の
地

形
は

、
標

高
1
5
0
～

20
0
m
程

度
の

山
な

み
が

敷
地
の

南
側

、
北

側
を

走
り

、
東

側
は

直
接

高
浜

湾
に

、
西
側

は
内

浦
湾

に
臨

ん
で

い
る
。
 

ま
た

、
発

電
所

付
近

の
河

川
と

し
て
は

敷
地

の
南

方
約

5k
m
の

と
こ

ろ
に

二
級

河
川

の
関

屋
川

が
あ

り
、

ま
た

敷
地

西
側
境

界
に

接
し

て
渓

流
（

才
谷
川

）
が

あ
る

。
 

(
2
)
敷
地

に
お

け
る

施
設

の
位
置

、
形
状

等
 

①
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
と

し

て
、

T
.P
.
+
3.
5
m
の

敷
地

に
原

子
炉
格

納
施

設
、

原
子

炉
補

助
建
屋

、
制

御
建

屋
、

中
間

建
屋

が
あ

る
。
 

②
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

を
有

す
る

屋
外

設
備

と
し

て
は

、

T
.
P
.
+
3.
5
m
の

敷
地

に
海

水
ポ

ン
プ
室

、
燃

料
油

貯
油

そ
う

、
T
.P
.
+
15
.
0
m
の

高
さ

に
復

水
タ

ン
ク

が
あ

る
。
 

③
 
津
波

防
護

施
設

と
し

て
、
取

水
路
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
T
.
P.
+
3
.5
m
の

敷
地
に

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

、
放
水

路
に

屋
外

排
水

路
逆

流
防
止

設
備

、
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
に

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
1

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
+
7.
1
m、

2
号

炉
海

水
ポ
ン

プ
室

T
.
P.
+
7
.1
m
及
び

3，
4
号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
+
4.
6
m
に

潮
位

計
を

設
置

す
る
。
 

④
 
浸
水

防
止

設
備

と
し

て
、
海

水
ポ
ン

プ
室

床
面

T.
P
.
+1
.
5
5
m
に

海
水

ポ
ン

プ
室

浸

水
防

止
蓋

を
設

置
し

て
い

る
。

 

⑤
 
津
波

監
視

設
備

と
し

て
、
3
号

炉
原

子
炉

格
納

施
設

壁
面

T
.
P.
+
4
6.
8
m
及

び
4
号
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

※
 
基
本

設
計

段
階

で
位

置
が
特

定
さ
れ

て
い

る
も

の
 

⑥
 
敷
地

内
（
防

潮
堤

の
外

側
）

の
遡

上
域

の
建

物
・
構

築
物

等
（

一
般

建
物
、

鉄
塔

、

タ
ン

ク
等

）
 

(
3
)
 
敷
地

周
辺

の
人

口
構

造
物

（
 以

下
は

例
示

で
あ

る
。）

 
の
位

置
、

形
状

等
 

①
 
港
湾

施
設

（
サ

イ
ト

内
及
び

サ
イ
ト

外
）
 

   ②
 
河
川

堤
防

、
海

岸
線

の
防
波

堤
、
防

潮
堤

等
 

③
 
海
上

設
置

物
（

係
留

さ
れ
た

船
舶
等

）
 

 ④
 
遡
上

域
の

建
物

・
構

築
物
等

（
一
般

建
物

、
鉄

塔
、

タ
ン

ク
等
）
 

⑤
 
敷
地

前
面

海
域

に
お

け
る
通

過
船
舶
 

  

3
.
2
 
基
準

津
波

に
よ

る
敷

地
周

辺
の
遡

上
・

浸
水

域
 

3
.
2
.
1
 敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域
の

評
価
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

遡
上
・
浸
水

域
の
評

価
に

当
た

っ
て
は
、
次

に
示

す
事

項
を

考
慮
し

た
遡

上
解

析
を
実

施
し

て
、

遡
上

波
の

回
り

込
み

を
含
め

敷
地

へ
の

遡
上

の
可

能
性
を

検
討

す
る

こ
と

。
 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ
の

標
高
 

・
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
 

・
津

波
の

敷
地

へ
の

侵
入

角
度

 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

河
川

、
水
路

の
存

在
 

・
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

 

・
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

 

 

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

壁
面

T.
P
.
+
3
6
.2
m
に

津
波

監
視

カ
メ
ラ

を
設
置

し
て

い
る

。
 

⑥
 
敷
地

内
の

遡
上

域
の

建
物
・
構

築
物

等
と

し
て

は
、
T
.
P.
+
3
.
5m

の
敷

地
に

協
力

会

社
事

務
所

等
が

あ
る

。
 

(
3
)
敷
地

周
辺

の
人

工
構

造
物
の

位
置
、

形
状

等
 

①
 
港

湾
施

設
と

し
て

、
発

電
所

構
内

に
物

揚
岸

壁
が

あ
り

、
燃

料
等

輸
送

船
が

不
定

期
に

停
泊

す
る

。
発

電
所
構
外

に
は
、
内
浦

湾
内

に
内
浦
港

が
あ
り

、
輸

送
船

が
不

定
期

に
停

泊
す

る
。
ま

た
、
漁

港
と
し

て
音

海
、
上

瀬
、
高

浜
湾
内

に
小

黒
飯

が
あ

る
。
 

②
 
各
々

の
漁

港
に

は
防

波
堤
が

設
置
さ

れ
て

い
る

。
 

③
 
海
上

設
置

物
と

し
て

は
、
周

辺
の
漁

港
に

船
舶

・
漁

船
が

約
14
0
隻
、

浮
き

筏
が

約
1
7
0
床

、
発

電
所

取
水

口
に

ク
ラ
ゲ

防
止

網
が

設
置

さ
れ

て
い
る

。
 

④
 
敷
地

周
辺

に
民

家
、

倉
庫
等

が
あ
る

。
 

⑤
 
敷
地

前
海

域
に

お
け

る
海
上

交
通
と

し
て

は
、
発
電

所
沖

合
約

1
4
km

に
舞

鶴
か

ら

小
樽

（
北

海
道

）
へ

の
フ

ェ
リ

ー
航
路

が
あ

る
。
 

 

3
.
2
 
敷
地

及
び

敷
地

周
辺

に
お

け
る
地

形
及

び
施

設
の

配
置

等
 

3
.
2
.
1
 敷

地
周

辺
の

遡
上

・
浸

水
域
の

評
価
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

遡
上
・
浸

水
域

の
評

価
に

当
た

っ
て
は

、
次

に
示

す
事

項
を

考
慮
し

た
津

波
シ

ミ
ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

て
、
遡
上

波
の
回

り
込

み
を

含
め

敷
地

へ
の
遡

上
の

可
能

性
を
検
討

す
る

。
 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ
の

標
高
 

・
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
 

・
津

波
の

敷
地

へ
の

侵
入

角
度

 

・
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

河
川

、
水
路

の
存

在
 

・
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

・
伝
播

経
路

上
の

人
工

構
造

物
 

・
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
上
記

の
考

慮
事

項
に

関
し

て
、
遡
上

解
析
（

砂
移

動
の

評
価
を

含
む

）
の
手

法
、
デ

ー
タ

及
び

条
件

を
確

認
す

る
。

確
認
の

ポ
イ

ン
ト

は
以

下
の

と
お
り

。
 

①
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

と
そ

の
標

高
に

つ
い

て
、

遡
上

解
析

上
、

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

が
考

慮
さ

れ
て

い
る

か
。
遡
上

域
の

メ
ッ

シ
ュ
サ

イ
ズ
を

踏
ま

え
適

切
な

形
状

に
モ

デ
ル

化
さ

れ
て

い
る

か
。
 

②
 
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
の

根
拠

が
明

示
さ

れ
、

そ
の

根
拠

が
信

頼
性

を
有

す
る

も
の

か
。
 

  ③
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

河
川

、
水

路
が

存
在

す
る

場
合

に
は

、
当

該
河

川
、

水
路

に
よ

る
遡

上
を

考
慮

す
る

上
で

、
遡
上

域
の

メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
が
十

分
か

、
ま

た
、

適
切

な
形

状
に

モ
デ

ル
化

さ
れ

て
い
る

か
。
 

 ④
 
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
の

効
果

に
つ

い
て

、
遡

上
、

伝
播

経
路

の
状

態
に

応
じ

た
解

析
モ

デ
ル

、
解

析
条

件
が

適
切

に
設
定

さ
れ

て
い

る
か

。
 

⑤
 
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

に
つ

い
て

、
遡

上
解

析
上

、
影

響
を

及
ぼ

す
も

の
が

考
慮

さ
れ

て
い

る
か
。
遡
上
域

の
メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
を

踏
ま

え
適
切

な
形

状
に

モ
デ

ル
化

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 

(
2
)
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
・
浸
水

域
の
把

握
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事
項

に
対

す
る

確
認

の
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り

。
 

①
 
敷

地
前

面
・

側
面

及
び

敷
地

周
辺

の
津

波
の

侵
入

角
度

及
び

速
度

、
並

び
に

そ
れ

ら
の

経
時

変
化

が
把

握
さ

れ
て

い
る
か

。
ま

た
、

敷
地

周
辺

の
浸
水

域
の

寄
せ

波
・

引
き

波
の

津
波

の
遡

上
・
流
下

方
向
及

び
そ

れ
ら

の
速

度
に

つ
い
て

留
意

さ
れ

て
い

る
か

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
上
記

の
考

慮
事

項
に

関
し

て
、
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
の
手

法
、
デ
ー

タ
及
び
条

件
を

以
下

の
と

お
り

確
認

し
て

い
る
。
 

①
 
敷

地
に

つ
い

て
は

、
敷

地
形

状
を

適
切

に
モ

デ
ル

化
し

て
お

り
、

メ
ッ

シ
ュ

サ
イ

ズ
は

最
小

3.
1
2
5m

と
し

て
い

る
。
ま

た
、

敷
地

周
辺

に
つ

い
て
は

、
安

全
側

評
価

の
た

め
、

遡
上

を
考

慮
し

て
お

ら
ず
、

完
全

反
射

条
件

と
し

て
い
る

。
 

②
 
敷

地
沿

岸
域

及
び

海
底

地
形

は
、

海
上

保
安

庁
等

に
よ

る
海

底
地

形
図

、
海

上
音

波
探

査
結

果
及

び
取

水
口

付
近

の
深
浅

測
量

結
果

を
使

用
す

る
。
ま

た
、
取
・

放
水

路
（
取

水
路

及
び

海
水

取
水
ト

ン
ネ
ル

等
）
の

緒
元
、

敷
地

標
高
に

つ
い

て
は
、

発

電
所

の
竣

工
図

を
使

用
す

る
。

 

③
 
敷

地
に

影
響

を
及

ぼ
す

箇
所

に
は

河
川

は
存

在
し

て
い

な
い

。
ま

た
、

敷
地

内
に

存
在

す
る

取
・

放
水

路
お

よ
び

遡
上
域

の
メ

ッ
シ

ュ
サ

イ
ズ

を
最
小

3.
1
2
5m

と
し

て
適

切
に

モ
デ

ル
化

し
て

い
る

。
敷
地

周
辺

は
安

全
側

評
価

の
た
め

、
遡

上
を

考
慮

し
て

お
ら

ず
、

完
全

反
射

条
件

と
し
て

い
る

。
 

④
 
陸

上
の

遡
上

・
伝

播
効

果
に

つ
い

て
、

遡
上

・
伝

播
経

路
の

状
態

に
応

じ
た

解
析

モ
デ

ル
・

解
析

条
件

が
適

切
に

設
定
さ

れ
た

遡
上

域
の

モ
デ

ル
を
作

成
す

る
。
 

⑤
 
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

に
つ

い
て

は
、

図
面

を
基

に
遡

上
影

響
を

及
ぼ

す
構

造
物

、
津

波
防

護
施

設
を
考
慮

す
る
。
津
波

の
浸

入
に
対
し

て
、
津

波
防

護
施

設
で

防
護

す
る

方
針

で
あ

る
た

め
、
津

波
防

護
施

設
よ

り
内

側
の

建
屋
等

の
モ

デ
ル

化
を

行
っ

て
い

な
い

。
 

(
2
)
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
・

浸
水

域
の
把

握
に

当
た

っ
て

以
下

の
と
お

り
確

認
す

る
。
 

 ①
 
敷

地
の

複
数

の
評

価
地

点
の

時
刻

歴
波

形
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
、

津
波

水
位

や
流

速
の

経
時

変
化

を
確

認
し

て
い
る
。
ま
た

、
敷

地
周
辺

に
お
け

る
時

々
刻

々
の

水
位

分
布

図
や

流
速

分
布

図
に

よ
り

、
津

波
の

侵
入

角
度
に

つ
い
て

も
確

認
し

て
い

る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

②
 
敷

地
前

面
又

は
津

波
浸

入
方

向
に

正
対

し
た

面
に

お
け

る
敷

地
及

び
津

波
防

護
施

設
に

つ
い

て
、
そ

の
標

高
の
分

布
と
施

設
前

面
の

津
波

の
遡

上
高
さ

の
分

布
を

比
較

し
、

遡
上

波
が

敷
地

に
地

上
部

か
ら
到

達
・

流
入

す
る

可
能

性
が
考

え
ら

れ
る
か
。
 

③
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

、
標

高
の

局
所

的
な

変
化

、
並

び
に

河
川

、
水

路
等

が
津

波
の

遡
上
・
流

下
方

向
に

影
響
を

与
え

、
遡

上
波

の
敷

地
へ
の

回
り

込
み

の
可

能
性

が
考

え
ら

れ
る

か
。
 

 

3
.
2
.
2
 地

震
・

津
波

に
よ

る
地

形
等
の

変
化

に
係

る
評

価
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

次
に

示
す

可
能

性
が

考
え

ら
れ

る
場
合

は
、
敷

地
へ

の
遡
上

経
路
に

及
ぼ

す
影

響
を

検

討
す

る
こ

と
。
 

・
地

震
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地
形

、
河

川
流

路
の

変
化

 

・
繰

り
返

し
襲

来
す

る
津

波
に

よ
る
洗

掘
・

堆
積

に
よ

り
地

形
、
河

川
流

路
の

変
化
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
(
3
.2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

を
踏

ま
え

、
遡

上
及

び
流

下
経

路
上

の
地

盤
並

び
に

そ

の
周

辺
の

地
盤

に
つ

い
て

、
地

震
に
よ

る
液

状
化

、
流

動
化

又
は
す

べ
り

、
も

し
く

は

津
波

に
よ

る
地

形
変

化
、
標
高

変
化
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
遡

上
波

の
敷
地

へ
の
到

達
（

回
り
込

み
に

よ
る

も
の
を

含
む

）
の

可
能

性
に

つ
い
て

確
認
す

る
。
な

お
、
敷

地

の
周

辺
斜

面
が

、
遡

上
波

の
敷

地
へ
の

到
達

に
対

し
て

障
壁

と
な
っ

て
い

る
場

合
は
、

当
該

斜
面

の
地

震
時

及
び

津
波

時
の
健

全
性

に
つ

い
て
、
重

要
施
設

の
周

辺
斜

面
と

同

等
の

信
頼

性
を

有
す

る
評

価
を

実
施
す

る
等

、
特

段
の

留
意

が
必
要

で
あ

る
。
 

(
2
)
 
敷
地

周
辺

の
遡

上
経

路
上

に
河
川

、
水

路
が

存
在

し
、
地

震
に

よ
る

河
川

、
水
路
の

堤
防

等
の

崩
壊

、
周

辺
斜

面
の

崩
落

に
起

因
し

て
流

路
の

変
化

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

遡
上

波
の

敷
地

へ
の

到
達

の
可
能

性
に

つ
い

て
確

認
す

る
。
 

 (
3
)
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
の

可
能

性
に

係
る

検
討

に
当

た
っ

て
は

、
地

形
変

化
、

標

②
 
敷

地
の

形
状

及
び

津
波

防
護

施
設

を
モ

デ
ル

化
し

て
計

算
を

実
施

し
て

お
り

、
津

波
防

護
施

設
を

越
流

し
な

い
こ

と
を
確

認
し

て
い

る
。
 

 ③
 
敷

地
に

影
響

を
与

え
る

よ
う

な
、

標
高

の
局

所
的

な
変

化
、

河
川

及
び

水
路

等
は

な
い

た
め

、
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
回
り

込
み

の
可

能
性

は
考

え
ら
れ

な
い

。
 

  

3
.
2
.
2
 地

震
・

津
波

に
よ

る
地

形
等
の

変
化

に
係

る
評

価
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

次
に

示
す

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
し
、
可
能

性
が

あ
る

場
合

は
、
敷

地
へ

の
遡

上
経
路

に
及

ぼ
す

影
響

を
検

討
す

る
。

 

・
地

震
に

起
因

す
る

変
状

に
よ

る
地
形

、
河

川
流

路
の

変
化

 

・
繰

り
返

し
襲

来
す

る
津

波
に

よ
る
洗

掘
・

堆
積

に
よ

り
地

形
、
河

川
流

路
の

変
化
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

結
果
を

踏
ま

え
、
遡
上

及
び

流
下
経

路
上

の
地

盤
並
び
に

そ
の

周
辺

の
地

盤
に

つ
い

て
、
地

震
に

よ
る

液
状

化
、
流
動

化
又
は

す
べ

り
、
も

し
く

は
津

波
に

よ
る

地
形

変
化

、
標

高
変
化

に
つ

い
て

検
討

し
、
遡

上
波

が
津

波
防

護
施
設

を
越

流
し

て
敷

地
に

到
達

す
る

可
能
性

が
無

い
こ

と
を

確
認

し
た
。
 

   (
2
)
 
敷
地

西
側

に
才

谷
川

が
存

在
す
る

が
、

発
電

所
と

才
谷

川
は
標

高
約

10
0
m
の
山
を

隔
て

て
お

り
、
敷
地

へ
の

遡
上

波
に
影

響
す

る
こ

と
は

な
い

。
取
水

路
及

び
放

水
路
が

存
在

す
る

が
、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
及

び
放

水
口

側
防

潮
堤

等
を
設

置
し

て
お

り
、
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
の

可
能

性
が
無

い
こ

と
を

確
認

し
た

。
 

(
3
)
 
高
浜

発
電

所
へ

の
津

波
の

浸
入
経

路
は

、
敷

地
及

び
プ

ラ
ン
ト

の
配

置
よ

り
、
取
水
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

高
変

化
、

河
川

流
路

の
変

化
に

つ
い
て

、
基

準
地

震
動

S
s 
に

よ
る

被
害

想
定

を
基

に
遡

上
解

析
の

初
期

条
件

と
し

て
設

定
し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

                 (
4
)
 
地
震

に
よ

る
地

盤
変

状
、
斜

面
崩

落
等

の
評

価
に

つ
い

て
は
、
適
用

す
る

手
法

、
デ

ー
タ

及
び

条
件

並
び

に
評

価
結

果
を
確

認
す

る
。
 

 

3
.
3
 
入
力

津
波

の
設

定
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

基
準

津
波

は
、
波
源

域
か

ら
沿

岸
域
ま

で
の

海
底

地
形

等
を

考
慮
し

た
、
津
波

伝
播
及

び
遡

上
解

析
に

よ
り

時
刻

歴
波

形
と
し

て
設

定
し

て
い

る
こ

と
。
入
力

津
波
は
、
基
準
津

波
の

波
源

か
ら

各
施

設
・
設
備

等
の
設

置
位

置
に

お
い

て
算

定
さ
れ

る
時

刻
歴

波
形

と
し

口
側

と
放

水
口

付
近
の

2
箇
所

で
あ
る

。
こ

の
う

ち
、
放
水

口
付
近

は
、
埋
立

層
お
よ

び
沖

積
層

が
分

布
し

基
準

地
震

動
Ss

が
作

用
し

た
場

合
地

盤
が
液

状
化

に
よ

り
沈
下

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
有
効

応
力

解
析

に
よ

り
沈

下
量
を

算
出

し
、
津
波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

反
映

し
て

い
る
。

初
期

潮
位

は
朔

望
平

均
満
潮

位
T
.
P
.＋

0
.4
9m

と
し

、
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0
.1
5
m
に
つ

い
て

は
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

よ
り

求
め
た

津
波

水
位

に
加

え
る

こ
と

で
考

慮
す
る

。
 

液
状

化
に

よ
り

地
盤

が
沈

下
し

、
津
波

が
放

水
口

側
防

潮
堤

の
下
か

ら
回

り
込

む
懸

念
に

対
し

て
は

、
地

中
部

に
鋼

矢
板
及

び
コ

ン
ク

リ
ー

ト
基

礎
を
設

置
す

る
こ

と
に
よ

り
防

護
す

る
。
 

取
水

口
側

の
流

入
経

路
の

大
半

は
岩

盤
で

あ
り

取
水

口
に

つ
い

て
も

地
盤

改
良

を

行
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

基
準

地
震
動

Ss
が
作

用
し

た
場

合
に
お

い
て

も
沈

下
は
殆

ど
生

じ
な

い
。
ま
た

、
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

お
よ

び
取

水
口

ケ
ー
ソ

ン
周

辺
斜

面
に
つ

い
て

も
、

基
準

地
震
動

S
s
に

対
す
る

安
定

性
を

評
価

し
た

結
果
い

ず
れ

に
つ

い
て
も

す
べ

り
安

全
率

は
評

価
基

準
値

を
満
足

し
て

お
り

、
斜
面
の

変
状
（

崩
壊

）
が
津

波
の

遡
上

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
こ

と
を
確

認
し

て
い

る
。
ま
た

、
取
水

路
上

に
内

浦
大
橋

（
県

道
）
が
架

橋
し

て
い
る
が

、
落
橋

防
止

対
策

が
さ
れ
て

お
り
、
万
一

落
橋

し
た
と

し
て

も
、
落
橋

位
置

で
津

波
が

一
時
的

に
競

り
上

が
る

可
能

性
は
あ

る
も

の
の

取
水
路

を
完

全
閉

塞
す

る
形

状
と

な
る

こ
と
は

考
え

に
く

く
、
敷
地

奥
へ
の

津
波

の
遡

上
高
さ

に
影

響
す

る
こ

と
は

な
い

。
 

(
4
)
 
地
震

に
よ

る
地

盤
変

状
、
斜

面
崩

落
等

の
評

価
に

つ
い

て
、
地

質
調

査
等

に
基
づ
き

条
件

を
設

定
し

確
認

し
て

い
る

。
 

 

3
.
3
 
入
力

津
波

の
設

定
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
基

準
津

波
に

つ
い

て
は

、「
高

浜
発
電

所
3
号
炉

及
び

4
号

炉
 
基

準
津

波
の

評
価

」

に
て

説
明

す
る

。
 

・
入

力
津

波
は

、
基
準

津
波
の

波
源
か

ら
各

施
設
・

設
備
等

の
設
置

位
置

に
お

い
て

算
定
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

て
設

定
し

て
い

る
こ

と
。
基
準

津
波
及

び
入

力
津

波
の

設
定

に
当
た

っ
て

は
、
津
波
に
よ

る
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有
振

動
の

励
起

を
適

切
に

評
価
し

考
慮

す
る

こ
と

。
 

   

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
入

力
津

波
は

、
海

水
面

の
基

準
レ

ベ
ル

か
ら

の
水

位
変

動
量

を
表

示
し

て
い

る
こ

と
。
な
お

、
潮
位

変
動

等
に
つ

い
て
は

、
入

力
津

波
を

設
計

又
は
評

価
に

用
い

る
場

合

に
考

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(
2
)
 
入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て
は
、
入

力
津

波
が

各
施

設
・
設
備

の
設
計

に
用
い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

念
頭

に
、
津

波
の
高

さ
、
津

波
の

速
度

、
衝

撃
力

等
、
着

目
す
る

荷
重

因
子

を
選

定
し

た
上

で
、
各

施
設
・

設
備

の
構

造
・
機

能
損
傷

モ
ー

ド
に

対
応

す

る
効

果
（
浸

水
高
、

波
力

・
波

圧
、

洗
掘

力
、
浮

力
等

）
が

安
全
側

に
評

価
さ

れ
る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

   (
3
)
 
施
設

が
海

岸
線

の
方

向
に

お
い
て

広
が

り
を

有
し

て
い

る
場
合
（

例
え

ば
敷

地
前
面

の
防

潮
堤

、
防

潮
壁

）
は
、
複

数
の
位

置
に

お
い

て
荷

重
因

子
の
値

の
大

小
関

係
を

比

較
し
、
当
該

施
設

に
最

も
大
き

な
影
響

を
与

え
る

波
形

を
入

力
津
波

と
し

て
設

定
し

て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

      

さ
れ

る
時

刻
歴

波
形

と
し

て
設

定
し
て

い
る

。
 

・
基

準
津
波

の
設

定
に

当
た
っ

て
は
、
敷

地
及

び
敷

地
周
辺

を
モ
デ

ル
化

し
、
津

波
に
よ

る
局

所
的

な
海

面
の

励
起

を
評

価
で

き
る

モ
デ

ル
を

用
い

て
い

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
入
力

津
波

は
、
海
水

面
の

基
準
レ

ベ
ル

か
ら

算
定

し
た

水
位
変

動
量

を
表

示
し
て
い

る
。
潮
位

変
動

等
に

つ
い
て
は

、
入
力

津
波

を
設

計
、
評
価

に
用
い

る
場

合
に

考
慮

し

て
い

る
。
 

(
2
)
 
入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て
は

、
津

波
の

高
さ

、
速

度
、
津

波
波

力
に

着
目
し
、

各
施

設
・
設
備

に
お

い
て

算
定

さ
れ
た

数
値

を
安

全
側

に
評

価
し
た

値
を

入
力

津
波
高

さ
や

速
度

と
し

て
設

定
す

る
こ

と
で
、
各
施

設
・
設

備
の
構

造
・
機

能
の

損
傷

に
影
響

す
る

浸
水

高
、
波

力
・
波

圧
に

つ
い
て

安
全

側
に

評
価

し
て

い
る
。
ま

た
、
津

波
防
護

施
設

等
の

新
規

の
施

設
・
設
備

の
設
計

に
お

い
て

は
、
入
力

津
波
高

さ
以

上
の

高
さ
の

津
波

を
設

計
荷

重
と

し
、
よ
り

安
全
側

の
評

価
を

行
っ

て
い

る
。
な

お
、
津

波
防

護
施

設
等

の
構

造
に

影
響

す
る

洗
掘

力
、

浮
力

が
生

じ
る

可
能

性
が

あ
る

場
所

に
お

い
て

は
、

地
表

面
舗

装
を

実
施

す
る

な
ど
の

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。
 

(
3
)
 
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口
側

防
潮

堤
、
防

潮
扉
、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止
設
備

並
び

に
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
ピ

ッ
ト

止
水

板
に

対
し

最
も

大
き

な
影

響
を

与
え

る
波

形
を

入
力

津
波

と
し

て
設

定
し
て

い
る

。
 

敷
地

へ
の

津
波

の
流

入
及

び
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ

へ
の

影
響

を
防

ぐ
た

め
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
設

置
し

、
発

電
所
を

含
む

地
域

に
大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
停
止

後
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

を
閉

止
す

る
手

順
を

定
め

る
こ

と
か
ら

、
大

津
波

警
報

が
発

表
さ
れ

た
場

合
で

、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

後
に

敷
地

に
到
達

す
る

津
波

に
つ

い
て

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

閉
止

を
前

提
と

し
て

評
価

す
る

。
ま
た

、
潮

位
計

の
う

ち
、
2
台
の

観
測

潮
位

が
1
0
分

以
内
に

0
.
5m

以
上

下
降

し
、
そ

の
後
、

最
低

潮
位

か
ら

10
分

以
内
に

0.
5
m
以

上
上
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

                           

昇
す

る
こ

と
、
又
は

10
分
以
内

に
0.
5
m
以

上
上

昇
し

、
そ
の

後
、
最

高
潮

位
か

ら
1
0

分
以

内
に

0.
5
m
以

上
下

降
す
る

こ
と
（

以
下
「
通

常
の

潮
汐

と
は
異

な
る

潮
位

変
動

」

と
い

う
。
）

を
把

握
し

た
場

合
、

原
則

、
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
定

め
る

こ
と
か

ら
、
通
常

の
潮

汐
と

は
異
な

る
潮

位
変

動
を
把

握
し

て
か

ら
、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
閉

止
に

必
要

な
時

間
が

経
過
し

た
後

に
、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

条
件

で
評
価

す
る

。
な

お
、
通
常

の
潮
汐

と
は

異
な

る
潮
位

変
動

に
よ

る
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の
閉

止
判

断
基

準
の

設
定

に
当
た

っ
て

は
、
基
準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
の

波
源

で
あ

る
隠

岐
ト

ラ
フ

海
底

地
す

べ
り

の
波

源
特

性
及

び
若

狭
湾

の
伝

播
特

性
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
の

結
果

を
踏

ま
え

、
「

パ
ラ

メ
ー

タ

ス
タ

デ
ィ

波
高

の
観

点
」
、
「
非

線
形
性

の
観

点
」

及
び

「
増

幅
比
率

の
観

点
」

か
ら
、

閉
止

判
断

基
準

の
仮

設
定

値
を

設
定

す
る

。
「

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
波

高
の

観
点

」

で
の

仮
設

定
値

は
、
隠
岐

ト
ラ

フ
海
底

地
す

べ
り

の
崩

壊
規

模
又
は

破
壊

伝
播

速
度
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
を

実
施

し
、
施

設
に

影
響

を
与

え
る

津
波
を

見
逃

さ
な

い
条
件

を
確

認
し

た
上

で
、

施
設

影
響

が
生
じ

な
い

ケ
ー

ス
も

含
め

、
T
.P
.
+
3.
5
m
の

敷
地
に

最
近

接
す

る
ケ

ー
ス

に
お

け
る

、
第

1
波
の

水
位

変
動

量
と

す
る
。
「
非

線
形

性
の
観

点
」
で
の

仮
設

定
値

は
、
隠
岐

ト
ラ
フ

海
底

地
す

べ
り

の
破

壊
伝
播

速
度

と
第

1
波
の

水
位

変
動

量
の

関
係

が
線

形
で

は
な
い

場
合

が
あ

る
こ

と
を

考
慮
し

、
全

体
的

な
傾
向

を
踏

ま
え

、
保

守
的

な
破

壊
伝

播
速
度

の
ケ

ー
ス

に
お

け
る

第
1
波

の
水

位
変

動
量
と

す
る

。
「

増
幅

比
率

の
観

点
」

で
の

仮
設

定
値

は
、

隠
岐

ト
ラ

フ
海

底
地

す
べ

り
の

崩

壊
規

模
若

し
く

は
破

壊
伝

播
速

度
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
又

は
振

幅
若

し
く

は
周

期
を

変
え

た
正

弦
波

に
よ

る
パ

ラ
メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
か

ら
得

ら
れ
た

第
1
波
と

第
2
波

以
降

の
水

位
増

幅
比

率
の

最
大

値
を
用

い
て

、
施

設
影

響
が

生
じ
る

T.
P
.
+3
.
5
m
を
第

2
波

以
降

の
水

位
変

動
量

と
仮

定
し
、
逆
算

し
た

第
1
波
の

水
位
変

動
量

と
す

る
。「

パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

波
高

の
観

点
」
、「

非
線
形

性
の

観
点

」
及

び
「

増
幅

比
率

の
観

点
」

で
設

定
し

た
仮

設
定

値
に

対
し

て
、
不

確
か

さ
と

し
て

潮
位

の
ゆ
ら

ぎ
を

考
慮

の
上
、

工
学

的
余

裕
を

考
慮

し
、

閉
止

判
断
基

準
を

設
定

す
る

。
閉

止
判
断

基
準

の
妥

当
性
、

網
羅

性
に

つ
い

て
は

詳
細

設
計

段
階
で

確
認

す
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 (
4
)
 
基
準

津
波

及
び

入
力

津
波

の
設
定

に
当

た
っ

て
は
、
津

波
に
よ

る
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

の
励

起
に

つ
い
て
、
以
下

の
例

の
よ
う

に
評
価

し
考

慮
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
港

湾
内

の
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

に
関

し
て

は
、

港
湾

周
辺

及
び

港
湾

内
の

水
位

分
布
、
速

度
ベ

ク
ト

ル
分

布
の
経

時
的

変
化

を
分

析
す

る
こ
と

に
よ

り
、
港
湾

内
の

局
所

的
な

現
象

と
し

て
生

じ
て
い

る
か

、
生

じ
て

い
る

場
合
、
そ

の
固
有

振
動

に
よ

る
影

響
が

顕
著

な
範

囲
及

び
固
有

振
動

の
周

期
を

把
握

す
る
。
 

②
 
局

所
的

な
海

面
の

固
有

振
動

に
よ

り
水

位
変

動
が

大
き

く
な

っ
て

い
る

箇
所

が
あ

る
場

合
、
取

水
ピ

ッ
ト

、
津
波

監
視
設

備
（
敷

地
の

潮
位
計

等
）
と
の

位
置

関
係

を

把
握

す
る

。
（

設
計

上
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
と

な
る

程
度

に
応

じ
て

緩
和

策
、

設
備

設
置

位
置

の
移

動
等

の
対

応
を

検
討

）
 

        

3
.
4
 
津
波

防
護

方
針

の
審

査
に

あ
た
っ

て
の

考
慮

事
項

（
水

位
変
動

、
地

殻
変

動
）
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

入
力

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

対
し
て

朔
望

平
均

潮
位
（
注

）
を

考
慮

し
て
安

全
側
の

評
価

を
実

施
す

る
こ

と
。
 

注
）
：
朔

（
新

月
）

お
よ

び
望
（

満
月
）

の
日

か
ら

5
 
日
以
内

に
観
測

さ
れ

た
、

各
月

の
最

高
満

潮
面

お
よ

び
最

低
干

潮
面
を

1
 
年
以

上
に

わ
た
っ

て
平
均

し
た

高
さ

の
水

位
を

そ
れ

ぞ
れ

、
朔

望
平

均
満
潮

位
お

よ
び

朔
望

平
均

干
潮
位

と
い

う
。
 

 

(
4
)
 
取
水

口
及

び
放

水
口

内
外

で
最
高

水
位

や
傾

向
に

大
き

な
差
異

は
な

く
、
取
水
口
及

び
放

水
口

近
傍

で
局

所
的

な
海

面
の
励

起
は

生
じ

て
い

な
い

こ
と
を

確
認

し
て
い
る
。
 

          

(
5
)
 
基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４
の

波
源

に
関

す
る
「
崩

壊
規
模

」
又

は
「
破

壊
伝
播

速
度

」
の

パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
か
ら

確
認

し
た
「
隠

岐
ト

ラ
フ
海

底
地

す
べ

り
の
波

源
特

性
」
及

び
「
若

狭
湾

の
伝

播
特
性
」

を
踏

ま
え
、

3
.
3(
3
)
に
示

す
「
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ

波
高

の
観

点
」
、「

非
線

形
性

の
観

点
」
及

び
「
増

幅
比
率

の
観

点
」
で

設
定

し
た

仮
設

定
値

の
う

ち
、

隠
岐

ト
ラ

フ
海

底
地

す
べ

り
を

波
源

と
す

る
ケ

ー
ス

を
基

に
、

閉
止

判
断

基
準

を
設

定
す

る
た
め

の
入

力
津

波
を

詳
細

設
計
段

階
で

作
成
す
る
。
 

 

3
.
4
 
津
波

防
護

方
針

の
審

査
に

あ
た
っ

て
の

考
慮

事
項

（
水

位
変
動

、
地

殻
変

動
）
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
入

力
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
対
し

て
朔

望
平

均
潮

位
お

よ
び
、
朔
望

平
均

潮
位
の
ば

ら
つ

き
も

考
慮

し
て

安
全

側
の

評
価
を

実
施

す
る

。
 

・
潮

汐
以

外
の

要
因

に
よ

る
潮

位
変
動

と
し

て
、
高
潮

に
つ

い
て
適

切
に

評
価

し
考
慮
す

る
。
 

・
地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起
ま

た
は
沈

降
が

想
定

さ
れ

る
場

合
、
地

殻
変

動
に

よ
る
敷
地
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動

に
つ

い
て

も
適

切
に

評
価

し
考

慮
す

る
こ

と
。

地
震

に
よ

り
陸

域
の

隆
起

ま
た

は
沈

降
が

想
定

さ
れ

る
場

合
、

地
殻

変
動

に
よ

る
敷

地
の

隆
起

ま
た

は
沈

降
及

び
、

強
震

動
に

伴
う

敷
地

地
盤

の
沈

下
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評
価

を
実

施
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

周
辺

の
港

又
は

敷
地

に
お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ
き
、
観

測
期

間
、
観
測

設
備

の
仕

様
に

留
意

の
上

、
朔

望
平
均

潮
位

を
評

価
し

て
い

る
こ
と

を
確

認
す

る
。
 

(
2
)
 
上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て
朔

望
平

均
満

潮
位

を
考

慮
し
、
上

昇
側

評
価

水
位
を

設
定

し
て

い
る

こ
と

、
ま

た
、
下
降

側
の

水
位
変

動
に

対
し

て
朔
望

平
均

干
潮

位
を
考

慮
し

、
下

降
側

評
価

水
位

を
設

定
し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

 (
3
)
 
潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位
変

動
に

つ
い

て
、
以
下

の
例
の

よ
う

に
評

価
し

考
慮

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

①
 
敷

地
周

辺
の

港
又

は
敷

地
に

お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ

き
、

観
測

期
間

等
に

留
意

の
上
、
高
潮

発
生

状
況
（

程
度
、
台
風

等
の

高
潮

要
因

）
に

つ
い

て
把

握
す

る
。 

 ②
 
高

潮
要

因
の

発
生

履
歴

及
び

そ
の

状
況

、
並

び
に

敷
地

に
お

け
る

汀
線

の
方

向
等

の
影

響
因

子
を

考
慮

し
て

、
高

潮
の
発

生
可

能
性

と
そ

の
程

度
（
ハ

ザ
ー

ド
）
に

つ

い
て

検
討

す
る

。
 

③
 
津

波
ハ

ザ
ー

ド
評

価
結

果
を

踏
ま

え
た

上
で

、
独

立
事

象
と

し
て

の
津

波
と

高
潮

に
よ

る
重

畳
頻

度
を

検
討

し
た

上
で
、
考

慮
の
可

否
、
津
波

と
高
潮

の
重

畳
を

考
慮

す
る

場
合

の
高

潮
の

再
現

期
間

を
設
定

す
る

。
 

    

の
隆

起
ま

た
は

沈
降

及
び

、
強

震
動
に

伴
う

敷
地

地
盤

の
沈

下
を
考

慮
し

て
安

全
側
の

評
価

を
実

施
す

る
。
 

   【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

計
算

で
考

慮
す

る
朔

望
平
均

潮
位

は
、

高
浜

発
電

所
の
南

西
約

20
k
m
の
観
測

地
点

舞
鶴

検
潮

所
（

気
象

庁
所

管
）
に

お
け

る
観

測
記

録
に

基
づ
き

設
定

し
て
い
る
。
 

(
2
)
 
上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て
朔

望
平

均
満

潮
位

T.
P
.
+
0
.
49
m
及

び
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0.
1
5
m
を

考
慮

し
、
上
昇

側
評
価

水
位

を
設

定
し

て
い

る
。
ま

た
、
下

降
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
朔

望
平

均
干

潮
位

T.
P
.
-0
.
0
1
m
及

び
潮

位
の
バ

ラ
ツ

キ
0.
1
7
m
を

考
慮

し
、

下
降

側
評

価
水

位
を

設
定
し

て
い

る
。
 

(
3
)
 
潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位
変

動
に

つ
い

て
は

、
以

下
の
通

り
評

価
し

考
慮
し
て

い
る

。
 

①
 
観
測

地
点

舞
鶴

検
潮

所
（
気

象
庁
所

管
）

に
お

け
る

至
近

約
40

年
(1
9
6
9～

2
01
1

年
)
の

潮
位

観
測

記
録

に
基

づ
き

、
高

潮
発

生
状

況
（

発
生

確
率

、
台

風
等

の
高

潮

要
因

）
に

つ
い

て
示

し
て

い
る

。
 

②
 
高

潮
要

因
の

発
生

履
歴

及
び

そ
の

状
況

を
考

慮
し

て
、

高
潮

発
生

可
能

性
と

そ
の

程
度

（
ハ

ザ
ー

ド
）

に
つ

い
て

検
討
し

て
い

る
。
 

 ③
 
高

潮
発

生
可

能
性

と
そ

の
程

度
（

ハ
ザ

ー
ド

）
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

基
準

津
波

に
対

す
る

そ
の

他
の

評
価

地
点

に
お
け

る
水

位
の

年
超

過
確

率
は

1
0
-
4
～
1
0
-
5
程
度

で
あ

り
、
独
立

事
象

と
し

て
の

津
波
と

高
潮

が
重

畳
す

る
可

能
性
は

極
め

て
低

い
と

考
え

ら
れ

る
も

の
の

、
高

潮
ハ

ザ
ー
ド

に
つ

い
て

は
、
プ
ラ

ン
ト
運

転
期

間
を

超
え

る
再

現
期

間
10
0
年

に
対

す
る

期
待
値

T
.
P.
+
1
.1
3
m
と
し

、
入
力

津
波

で
考

慮
し

た
朔

望
平

均
満

潮
位

T
.
P.
+
0.
4
9
m
及
び

潮
位

の
バ

ラ
ツ
キ

0
.
1
5
m
と
の

差
で

あ
る

0
.
4
9
m
を

外
郭

防
護

の
裕

度
評

価
に
お

い
て

参
照

し
て

い
る

。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

(
4
)
 
地
震

に
よ

り
陸

域
の

隆
起

ま
た
は

沈
降

が
想

定
さ

れ
る

場
合
、
以

下
の

例
の

よ
う
に

地
殻

変
動

量
を

考
慮

し
て

安
全

側
の
評

価
を

実
施

し
て

い
る

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

①
 
広

域
的

な
地

殻
変

動
を

評
価

す
べ

き
波

源
は

、
地

震
の

震
源

と
解

釈
し

、
津

波
波

源
と

な
る

地
震

の
震

源
（

波
源

）
モ

デ
ル

か
ら
算

定
さ

れ
る

広
域
的

な
地

殻
変

動
を

考
慮

す
る

こ
と

と
す

る
。
 

②
 
プ

レ
ー

ト
間

地
震

の
活

動
に

関
連

し
て

局
所

的
な

地
殻

変
動

が
あ

っ
た

可
能

性
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
場

合
（
南
海

ト
ラ
フ

沿
岸

部
に

見
ら

れ
る

完
新
世

段
丘

の
地

殻
変

動
等

）
は

、
局

所
的

な
地

殻
変

動
量
に

よ
る

影
響

を
検

討
す

る
。
 

③
 
地
殻

変
動

量
は

、
入

力
津
波

の
波
源

モ
デ

ル
か

ら
適

切
に

算
定
し

設
定

す
る

こ
と
。 

   ④
 
地

殻
変

動
が

隆
起

又
は

沈
降

に
よ

っ
て

、
以

下
の

例
の

よ
う

に
考

慮
の

考
え

方
が

異
な

る
こ

と
に

留
意

が
必

要
で

あ
る
。
 

a
)
 
地

殻
変

動
が

隆
起

の
場

合
、

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

安
全

機
能

へ
の

影

響
を

評
価

（
以

下
｢
安

全
評

価
｣
と

い
う

。
）

す
る

際
に

は
、

対
象

物
の

高
さ

に
隆

起
量

を
加

算
し

た
後

で
、
下
降

側
評
価

水
位

と
比

較
す

る
。
ま

た
、
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
安

全
評

価
す

る
際
に

は
、
隆
起

し
な

い
も

の
と
仮

定
し

て
、
対

象
物

の
高

さ
と

上
昇

側
評

価
水

位
を
直

接
比

較
す

る
。
 

b
)
 
地

殻
変

動
が

沈
降

の
場

合
、

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

安
全

評
価

す
る

際

に
は
、
対
象

物
の
高

さ
か

ら
沈

降
量
を

引
算

し
た

後
で

、
上

昇
側
評

価
水

と
比
較

す
る

。
ま

た
、
下

降
側

の
水
位

変
動
に

対
し

て
安

全
評

価
す

る
際
に

は
、
沈
降

し

な
い

も
の

と
仮

定
し

て
、

対
象

物
の

高
さ

と
下

降
側

評
価

水
位

を
直

接
比

較
す

る
。
 

⑤
 
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

モ
デ

ル
か

ら
算

定
さ

れ
る

広
域

的
な

地
殻

変
動

に
つ

い
て

も
、

津
波

に
対

す
る

安
全
性

評
価

へ
の

影
響

を
検

討
す
る

。
 

⑥
 
広

域
的

な
余

効
変

動
が

継
続

中
で

あ
る

場
合

は
、

そ
の

傾
向

を
把

握
し

、
津

波
に

(
4
)
 
地

震
に

よ
る

陸
域

の
隆

起
ま

た
は

沈
降

に
つ

い
て

、
地

殻
変

動
量

を
適

切
に

考
慮

し
、

安
全

側
の

評
価

を
実

施
し

て
い
る

。
 

①
 
広
域

的
な

地
殻

変
動

を
評
価

す
べ
き

波
源

は
、

基
準

津
波

1
の
若

狭
海

丘
列

付
近

断
層

と
基

準
津
波

2
の

F
O
-A
～

F
O
-
B～

熊
川

断
層

で
あ

る
。
基

準
津

波
3
及

び
基

準

津
波

4
の

隠
岐

ト
ラ

フ
海

底
地

す
べ
り

に
つ

い
て

は
考

慮
対

象
外
で

あ
る

。
 

②
 
高

浜
発

電
所

は
若

狭
湾

（
日

本
海

側
）

に
位

置
し

て
お

り
、

プ
レ

ー
ト

間
地

震
は

考
慮

対
象

外
で

あ
る

。
 

 ③
 
入

力
津

波
に

つ
い

て
は

、
「

日
本

海
に

お
け

る
大

規
模

地
震

に
関

す
る

調
査

検
討

会
」

の
波

源
モ

デ
ル

を
踏

ま
え

て
、

M
a
n
si
n
h
a 

a
n
d 

S
m
yl
i
e
(
1
9
71
)
の

方
法

に
よ

り
算

定
し

た
敷

地
地

盤
の

地
殻

変
動
量

は
、
基
準

津
波

1
の

若
狭
海

丘
列

付
近

断
層

で
±

0
m、

基
準

津
波

2
の

FO
-
A
～

F
O-
B
～
熊

川
断

層
で

0.
3
0
m
の
隆

起
で

あ
る

。
 

④
 
基
準

津
波

2
に

よ
る

地
殻

変
動
が

隆
起

で
あ

る
の

で
、

下
降
側

の
水

位
変

動
に
対

す
る

安
全

評
価

と
し

て
は

、
対

象
物
の

高
さ

に
隆

起
量

を
加

算
し
た

後
で

、
下

降
側

評
価

水
位

と
比

較
す

る
。
ま
た

、
上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て
安

全
評

価
す

る
際

に
は

、
隆

起
し

な
い

も
の

と
仮

定
し
て

、
対

象
物

の
高

さ
と

上
昇
側

評
価

水
位

を
直

接
比

較
す

る
。
 

     

 

 ⑤
 
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

モ
デ

ル
か

ら
算

定
さ

れ
る

広
域

的
な

地
殻

変
動

量
は

0.
3
0
m
の

隆
起

が
起

こ
る

と
評
価

し
て

い
る

。
 

⑥
 
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

に
お

い
て

広
域

的
な

余
効

変
動

は
確

認
さ

れ
て
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

対
す

る
安

全
性

評
価

へ
の

影
響

を
検
討

す
る

。
 

  4
.
 
津
波

防
護

方
針
 

4
.
1
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
基

本
方

針
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の
基

本
方

針
が

敷
地

及
び

敷
地
周

辺
全

体
図
、
施
設

配
置

図
等

に
よ

り
明

示
さ

れ
て

い
る
こ

と
。
津
波

防
護

施
設

、
浸
水

防
止

設
備

、
津
波
監

視
設

備
等

と
し

て
設

置
さ

れ
る

も
の
の

概
要

が
網

羅
か

つ
明

示
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
 

   【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

の
特

性
（
敷

地
の
地

形
、
敷
地

周
辺

の
津

波
の
遡

上
、
浸
水

状
況

等
）
に

応
じ

た
基

本
方

針
（

前
述

２
の

と
お

り
）
を

確
認

す
る

。
 

            

い
な

い
。
 

  4
.
 
津
波

防
護

方
針
 

4
.
1
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
基

本
方

針
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
方
針

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る
。
 

・
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護
の

基
本

方
針

を
敷

地
及

び
敷
地

周
辺

全
体

図
、
施

設
配

置
図

等
に

よ
り

明
示

す
る

。
 

・
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防
止

施
設
、
津
波

監
視

設
備
等
と

し
て
設

置
す

る
も

の
の

概

要
を

網
羅

か
つ

明
示

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
敷
地

の
特

性
（
敷

地
の
地

形
、

敷
地

周
辺

の
津

波
の
遡

上
、

浸
水

状
況

等
）
に

応
じ

た
基

本
方

針
は

以
下

の
と

お
り

で
あ
る

。
 

・
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い
て

、
基

準
津

波
に
よ

る
遡

上
波

（
地

震
に

よ
る

広
域

的
な
隆

起
・

沈
降

、
地

震
に

よ
る
変

状
等

を
考

慮
）

を
地

上
部

か
ら

到
達

又
は

流
入

さ
せ
な

い
設

計
と

す
る

た
め

、
外
郭

防
護

と
し

て
取

水
路

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

１
号
及

び
２

号
炉

放
水

路
側

に
放
水

口
側

防
潮

堤
、

防
潮

扉
、
海
水

ポ
ン

プ
室

に
潮

位
計
を

設
置

す
る

。
重

要
な

安
全
機

能
を

内
包

す
る

建
屋

に
つ

い
て

は
、
遡
上

波
が

到
達
し

な
い

十
分

に
高

い
位

置
に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
ま
た

、
取

水
路
及

び
排

水
路

等
の

経
路

か
ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
に
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

並
び

に
放

水
ピ

ッ
ト

に
１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト
止

水
板

、
海

水
ポ

ン
プ

室
に

浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る
。
重
要

な
安

全
機

能
を

内
包
す

る
建

屋
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ら

が
設

置
さ

れ
て

い
る
周

辺
敷

地
に

対
し

て
、
取

水
路

及
び

排
水

路
等

の
経

路
か

ら
の

津
波

が
達

し
な

い
こ
と

を
確

認
す

る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

          

(
2
)
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
概

要
（
外

殻
防
護

の
位
置

及
び

浸
水

想
定

範
囲

の
設

定
、
並

び
に
内

郭
防

護
の

位
置
及

び
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲
の

設
定

等
）
を
確
認

す
る

。
 

              

・
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
な
ど

に
お

い
て

、
漏

水
す

る
可
能

性
を

考
慮

の
上
、

漏
水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定

し
て
、
重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
 

・
上

記
２

方
針

の
ほ

か
、
設
計

基
準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象
設

備
を

内
包

す
る
建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て
は

、
浸

水
防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波
に

よ
る

影
響

か
ら

隔
離

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

・
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

へ
の
影

響
を

防
止

す
る
設

計
と

す
る

。
 

・
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

、
入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視
機

能
が

保
持

で
き
る

設
計

と
す

る
。
 

(
2
)
 
敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防
護

の
概

要
（

外
殻

防
護

の
位
置

及
び

浸
水

想
定
範
囲

の
設

定
、
並
び

に
内

郭
防

護
の

位
置
及

び
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲
の

設
定

等
）
を
示
し

て
い

る
。
設
計

基
準

対
象
施
設

の
津
波

防
護

対
象

設
備
（
津

波
防
護

施
設

、
浸

水
防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
と

し
て
、

原
子

炉
格

納
施
設

、
原

子
炉

補
助

建
屋
、

制
御

建
屋
、
中

間
建

屋
、
海

水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

、
燃

料
油

貯
油

そ
う
、

復
水

タ
ン

ク
を

設
定

す
る
。
 

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
又

は
流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て

取
水

路
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
、
１
号

及
び

２
号

炉
放

水
口
側

に
放

水
口

側
防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

、
1
号

炉
海
水

ポ
ン
プ

室
、
2
号
炉

海
水
ポ

ン
プ
室

及
び

3
，
4
号
炉

海

水
ポ

ン
プ

室
に

潮
位

計
を

設
置

す
る
。
 

ま
た

、
取

水
路

及
び

排
水

路
等

の
経
路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計
と

す
る

た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て

１
号

及
び

２
号

炉
放
水

路
に

屋
外

排
水

路
逆

流
防
止

設
備

、
放

水
ピ
ッ

ト
に

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト
止

水
板

、
海

水
ポ

ン
プ

室
に
浸

水
防

止
蓋

を
設
置

す
る

。
 

引
き

波
時

の
水

位
低

下
に

対
し

て
、
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可
能

水
位

を
下

回
ら

な
い

よ
う

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及
び

潮
位

計
を

設
置

す
る

。
 

津
波

が
発

生
し

た
場

合
に

、
そ

の
影
響

を
俯

瞰
的

に
把

握
す

る
た
め

、
津

波
監

視
設
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

         

4
.
2
 
敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
 外

郭
防
護

１
）
 

4
.
2
.
1
 遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到
達

、
流

入
の

防
止
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

屋
外

設
備

等
は
、
基
準
津

波
に
よ

る
遡

上
波

が
到

達
し

な
い
十

分
高

い
場

所
に

設
置

す
る

こ
と
。
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上
波

が
到

達
す

る
高

さ
に

あ
る
場

合
に

は
、
防
潮
堤
等

の
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備
を

設
置

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ
る

経
路

（
遡

上
経

路
）

の
特
定
 

(
3
.
2
.
1
)
に

お
け

る
敷

地
周

辺
の

遡
上

の
状

況
、

浸
水

域
の

分
布

等
を

踏
ま

え
、

以

下
を

確
認

す
る

。
 

①
 
重

要
な

安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

又
は

そ
れ

を
内

包
す

る
建

屋
の

設
置

位
置

・
高

さ
に

、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が
到

達
し

な
い

こ
と

、
ま

た
は
、
到
達

し
な

い
よ

う
津

波
防

護
施

設
を

設
置

し
て

い
る
こ

と
。
 

   

備
と

し
て

、
３

号
炉

原
子

炉
格

納
施
設

壁
面

及
び

４
号

炉
原

子
炉
補

助
建

屋
壁

面
に
津

波
監

視
カ

メ
ラ

、
1
号

炉
海
水

ポ
ン
プ

室
、
2
号
炉

海
水
ポ

ン
プ
室

及
び

3
，
4
号
炉

海

水
ポ

ン
プ

室
に

潮
位

計
を

設
置

す
る
。
 

さ
ら

に
、
津
波

影
響

軽
減

施
設

と
し
て

、
発

電
所

周
辺

を
波

源
と
し

た
津

波
の

波
力

を
軽

減
す

る
た

め
に

取
水

口
カ

ー
テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

を
設

置
す

る
。
 

基
準

津
波

3
及

び
基

準
津

波
4
は

津
波
警

報
等

が
発

表
さ
れ

な
い
可

能
性

が
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
て

、
発

電
所

構
外

の
観
測

潮
位

を
活

用
し

、
可

能
な
限

り
早

期
に

対
応
す

る
た

め
の

運
用

を
定

め
る

。
 

 4
.
2
 
敷
地

へ
の

浸
水

防
止

（
 外

郭
防
護

１
）
 

4
.
2
.
1
 遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到
達

、
流

入
の

防
止
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及
び

区
画

は
、
基
準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

し
な

い
十
分

高
い

場
所

に
設

置
し

て
い
る

こ
と

を
確

認
し
、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

す
る
高

さ
に

あ
る

場
合

に
は

、
津
波

防
護

施
設

、
浸
水
防

止
設

備
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
遡
上

波
が

到
達

し
な

い
よ

う
に
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
敷

地
へ

の
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

（
遡

上
経

路
）

の
特

定
(
3
.
2
.1
)
に

お
け

る

敷
地

周
辺

の
遡

上
の

状
況

、
浸

水
域
の

分
布

等
を

踏
ま

え
、

以
下
を

確
認

し
て
い
る
。
 

 ①
 
遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の
到

達
、
流

入
の

防
止
 

・
設

計
基
準

対
象

施
設

の
津
波

防
護
対

象
設

備
（
津

波
防
護

施
設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
及

び
燃

料
油

貯
油

そ
う

が
設

置
さ

れ
て

い
る

周
辺

敷
地

高
さ
は

T
.
P.
+
3
.5
m
で
あ

り
、
取

水
路

、
放

水
路

か
ら

津
波

に
よ
る

遡
上

波
が
地

上
部

か
ら

到
達
・
流

入
す

る
可

能
性
が

あ
る

た
め

、
津

波
防

護
施
設

と
し

て
取
水
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

   ②
 
津

波
防

護
施

設
を

設
置

す
る

以
外

に
既

存
の

地
山

斜
面

、
盛

土
斜

面
等

の
活

用
の

有
無

。
ま

た
、

活
用

に
際

し
て

補
強
等

の
実

施
の

有
無

。
 

(
2
)
 
津
波

防
護

施
設

の
位

置
・

仕
様
を

確
認

す
る

。
 

①
 
津
波

防
護

施
設

の
種

類
（
防

潮
堤
、

防
潮

壁
等

）
及

び
箇

所
 

②
 
施
設

ご
と

の
構

造
形

式
、
形

状
 

                   

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口
側
防

潮
堤
、
防
潮

扉
、
１

号
及
び

２
号
機

放
水

ピ
ッ

ト

止
水

板
を

設
置

す
る

。
な

お
、

復
水
タ

ン
ク

に
つ

い
て

は
、

T
.
P
.＋

1
5.
0
m
に
設

置
さ

れ
て

お
り

、
津

波
に

よ
る

遡
上
波

は
地

上
部

か
ら

到
達

、
流
入

し
な

い
。
 

②
 
既
存

の
地

山
斜

面
、

盛
土
斜

面
等
の

活
用
 

地
山

斜
面

、
盛

土
斜

面
等

の
活

用
は
し

て
い

な
い

。
 

(
2
)
 
津
波

防
護

施
設

の
位

置
・

仕
様
 

［
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
］
 

・
取

水
路

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
取

水
路
を

横
断

す
る

よ
う
に

設
置

す
る

も
の

で
、
鋼

製
の
ゲ

ー
ト
扉

体
、
ゲ
ー

ト
落
下
機

構
、
防

潮
壁

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

躯
体

等
か

ら
な
る

構
造

物
で

あ
る

。
 

［
放

水
口

側
防

潮
堤

］
 

・
放

水
口

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
放

水
口
側

護
岸

沿
い

及
び
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
沿

い
に

設
置
す

る
も

の
で

、
杭

基
礎

に
鋼
製

の
上

部
工

を
設

置
す

る
杭

基
礎

形
式

部
と

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

に
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト

製
の

防
潮

壁
を

設
置

す
る

鉄
筋

コ
ン
ク

リ
ー

ト
壁

部
と

、
セ

メ
ン
ト

改
良

土
に

よ
る

防
潮

堤
を

構
築

す
る

地
盤

改
良

部
の
３

種
類

か
ら

な
る

。
 

［
防

潮
扉

］
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
脇

の
西
側

の
敷

地
か

ら
の

津
波

の
流
入

防
止

を
目

的
と
し

て
、
放
水

口
側

防
潮

堤
と

連
結

す
る
よ

う
、
鋼
管

杭
に

支
持

さ
れ
た

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

基
礎

の
上

に
、

ア
ル

ミ
ニ
ウ

ム
合

金
製

の
防

潮
扉

を
設
置

す
る

。
 

［
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

］
 

・
放

水
口

側
護

岸
及

び
放

水
路

に
連
接

す
る

屋
外

排
水

路
か

ら
の
津

波
の

流
入

防
止
を

目
的

と
し

て
設

置
す

る
も

の
で

、
ス
テ

ン
レ

ス
製

の
ゲ

ー
ト

構
造
物

で
あ

る
。
 

［
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止
水

板
］
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

を
目
的

と
し

て
、
設
置
す

る
も

の
で

、
鋼

製
の

止
水

板
か

ら
な
る

構
造

物
で

あ
る

。
 

［
潮

位
計

］
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

    

(
3
)
 
津
波

防
護

施
設

に
お

け
る

浸
水
防

止
設

備
の

設
置

の
方

針
に
関

し
て
、
以
下

を
確
認

す
る

。
 

①
 
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う

、
特

定
し

た
遡

上
経

路
に

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

   ②
 
止
水

対
策

を
実

施
す

る
予
定

の
部
位

が
列

記
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

以
下

、
例

示
。
 

a
)
 
電
路
及
び
電
線
管
貫
通
部
、
並
び
に
電
気
ボ
ッ
ク
ス
等
に
お
け
る
電
線
管
内
処
理
 

b
)
 
躯
体

開
口

部
（

扉
、

排
水
口

等
）
 

 

4
.
2
.
2
 取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

取
水

路
、
放

水
路
等

の
経

路
か

ら
、
津
波

が
流
入

す
る

可
能

性
に
つ

い
て

検
討

し
た
上

で
、
流

入
の

可
能

性
の

あ
る
経

路
（

扉
、
開

口
部

、
貫

通
部

等
）

を
特

定
す

る
こ

と
。
特

定
し

た
経

路
に

対
し

て
浸

水
対

策
を
施

す
こ

と
に

よ
り

津
波

の
流
入

を
防

止
す

る
こ
と
。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
敷
地

へ
の

海
水

流
入

の
可

能
性
の

あ
る

経
路
（
流

入
経

路
）
の
特

定
以
下

の
よ
う

な
経

路
（

例
示

）
か
ら

の
津
波

の
流
入

の
可

能
性

を
検

討
し

、
流
入

経
路

を
特

定
し

て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
海

域
に

連
接

す
る

水
路

か
ら

建
屋

、
土

木
構

造
物

地
下

部
へ

の
バ

イ
パ

ス
経

路

（
水

路
周

辺
の

ト
レ

ン
チ

開
口

部
等
）
 

・
通

常
の

潮
汐

と
は

異
な

る
潮

位
変
動

を
把

握
し

た
場

合
に

取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
る

取
水

路
側

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

を
目

的
と

し
て

設
置

す

る
。
 

・
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

の
基

礎
の
上

に
、

潮
位

計
及

び
架

台
を
設

置
す

る
。
 

(
3
)
 
浸
水

防
止

設
備

の
位

置
・

仕
様
 

 ①
 
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
が

到
達

す
る

高
さ

に
あ

る
場

合
は

、
浸

水
防

止
設

備
を

設
置

し
て

い
る

。
 

具
体

的
に

は
、
重
要

な
安

全
機

能
を
有

す
る

屋
外

設
備

で
あ

る
海
水

ポ
ン

プ
室
に

対
し

て
、
基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波
が

地
上

部
か

ら
到

達
、
流

入
し

な
い

こ
と

を
防

止
す

る
た

め
、

浸
水

防
止

設
備

と
し
て

浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る
。
 

②
 
止
水

対
策

を
実

施
し

た
部
位

は
以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

ａ
)
 
海
水

ポ
ン

プ
室

床
面

に
お

け
る
浸

水
防

止
蓋
 

  

4
.
2
.
2
 取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

取
水

路
、
放
水

路
等

の
経

路
か

ら
、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
の
あ

る
経

路
を

検
討
す

る
。

特
定

し
た

経
路

に
対

し
て

浸
水

対
策

を
施

す
こ

と
に

よ
り

津
波

の
流

入
を

防
止

す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
敷
地

へ
の

海
水

流
入

の
可
能

性
の
あ

る
経

路
（

流
入

経
路

）
の
特

定
 

以
下

の
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を
検

討
し

、
流

入
の

可
能

性
の
あ

る
経

路
を
下
表
の
 

と
お

り
特

定
し

た
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

②
 
津
波

防
護

施
設
（

防
潮

堤
、
防

潮
壁
）
及

び
敷

地
の

外
側

か
ら
内

側
（
地

上
部

、

建
屋
、

土
木

構
造

物
地

下
部
）

へ
の

バ
イ

パ
ス

経
路
（

排
水

管
、

道
路
、

ア
ク

セ
ス

通
路

等
）
 

③
 
敷

地
前

面
の

沖
合

か
ら

埋
設

管
路

に
よ

り
取

水
す

る
場

合
の

敷
地

内
の

取
水

路
、

点
検

口
及

び
外

部
に

露
出

し
た
取

水
ピ

ッ
ト

等
（

沈
砂

池
を
含

む
）
 

④
 
海
域

へ
の

排
水

管
等
 

                    

(
2
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
津

波
防

護
施

設
の

配
置

・
仕
様

を
確

認
す

る
。
 

                          

(
2
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
津

波
防

護
施

設
の

配
置
・
仕
様

に
つ

い
て

は
以
下
の

流
入

経
路

取
水

路
3
,
4
号
機

海
水

系
海

水
取

水
ト

ン
ネ

ル
、
点

検
用
ト

ン
ネ
ル

、
海

水
ポ

ン
プ

室
、

海
水
管

、
海
水

管
ト
レ

ン
チ
、

連
絡
水

路

3
,
4
号
機

循
環

水
系

取
水
路

、
循

環
水

ポ
ン
プ

室
、
循

環
水
管

1
,
2
号
機

海
水

系
海

水
取

水
ト

ン
ネ

ル
、
循

環
水
ポ

ン
プ
室

、
海

水
管

、
海

水
管

ト
レ
ン

チ

1
,
2
号
機

循
環

水
系

取
水
路

、
循

環
水

ポ
ン
プ

室
、
循

環
水
管

3
,
4
号
機

そ
の

他
配

管
タ

ー
ビ

ン
ブ

ロ
ー

ダ
ウ

ン
排

水
管

、
ク

リ
ー

ン
ア

ッ
プ

排
水

管
、

タ
ー

ビ
ン

サ
ン

プ
排

水
管

放
水

路
3
,
4
号
機

海
水

系
海

水
管

3
,
4
号
機

循
環

水
系

循
環
水

管
、

放
水

ピ
ッ
ト

、
放
水

管

1
,
2
号
機

海
水

系
海

水
管

1
,
2
号
機

循
環

水
系

循
環
水

管
、

放
水

ピ
ッ
ト

、
放
水

路

屋
外

排
水

路
集

水
枡

、
屋

外
排

水
管
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

①
 
津
波

防
護

施
設

の
種

類
（
防

潮
壁
等

）
及

び
箇

所
 

②
 
施
設

ご
と

の
構

造
形

式
、
形

状
 

                        

(
3
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
浸

水
防

止
設

備
の

設
置

の
方
針

に
関

し
て
、
以
下
を

と
お

り
で

あ
る

。
 

［
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
］
 

・
取

水
路

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
取

水
路
を

横
断

す
る

よ
う
に

設
置

す
る

も
の

で
、
鋼

製
の
ゲ

ー
ト
扉

体
、
ゲ
ー

ト
落
下
機

構
、
防

潮
壁

及
び

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

躯
体

等
か

ら
な
る

構
造

物
で

あ
る

。
 

［
放

水
口

側
防

潮
堤

］
 

・
放

水
口

側
か

ら
の

津
波

の
流

入
防
止

を
目

的
と

し
て

、
放

水
口
側

護
岸

沿
い

及
び
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
沿

い
に

設
置
す

る
も

の
で

、
杭

基
礎

に
鋼
製

の
上

部
工

を
設

置
す

る
杭

基
礎

形
式

部
と

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

に
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト

製
の

防
潮

壁
を

設
置

す
る

鉄
筋

コ
ン
ク

リ
ー

ト
壁

部
と

、
セ

メ
ン
ト

改
良

土
に

よ
る

防
潮

堤
を

構
築

す
る

地
盤

改
良

部
の
３

種
類

か
ら

な
る

。
 

［
防

潮
扉

］
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

路
脇

の
西
側

の
敷

地
か

ら
の

津
波

の
流
入

防
止

を
目

的
と
し

て
、
放
水

口
側

防
潮

堤
と

連
結

す
る
よ

う
、
鋼
管

杭
に

支
持

さ
れ
た

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

製
の

基
礎

の
上

に
、

ア
ル

ミ
ニ
ウ

ム
合

金
製

の
防

潮
扉

を
設
置

す
る

。
 

［
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

］
 

・
放

水
口

側
護

岸
及

び
放

水
路

に
連
接

す
る

屋
外

排
水

路
か

ら
の
津

波
の

流
入

防
止
を

目
的

と
し

て
設

置
す

る
も

の
で

、
ス
テ

ン
レ

ス
製

の
ゲ

ー
ト

構
造
物

で
あ

る
。
 

［
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止
水

板
］
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

を
目
的

と
し

て
、
設
置
す

る
も

の
で

、
鋼

製
の

止
水

板
か

ら
な
る

構
造

物
で

あ
る

。
 

［
潮

位
計

］
 

・
通

常
の

潮
汐

と
は

異
な

る
潮

位
変
動

を
把

握
し

た
場

合
に

取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉

止
す

る
こ

と
に

よ
る

取
水

路
側

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

を
目

的
と

し
て

設
置

す

る
。
 

・
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

の
基

礎
の
上

に
、

潮
位

計
及

び
架

台
を
設

置
す

る
。
 

(
3
)
 
特
定

し
た

流
入

経
路

に
お

け
る
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
は
、
以
下

の
と

お
り
で
あ
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

確
認

す
る

。
 

①
 
要

求
事

項
に

適
合

す
る

よ
う

、
特

定
し

た
流

入
経

路
に

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

②
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

置
予
定

の
部
位

が
列

記
さ

れ
て

い
る

こ
と
。

以
下

、
例

示
。
 

a
)
 
配
管

貫
通

部
 

b
)
 
電

路
及

び
電

線
管

貫
通

部
、

並
び

に
電

気
ボ

ッ
ク

ス
等

に
お

け
る

電
線

管
内

処

理
 

c
)
 
空
調

ダ
ク

ト
貫

通
部
 

d
)
 
躯
体

開
口

部
（

扉
、

排
水
口

等
）
 

 

4
.
3
 
漏
水

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能
へ

の
影

響
防

止
（

外
郭

防
護
２

）
 

4
.
3
.
1
 漏

水
対

策
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

取
水
・
放

水
設

備
の

構
造

上
の

特
徴
等

を
考

慮
し

て
、
取
水
・

放
水

施
設

や
地

下
部

等

に
お

け
る

漏
水

の
可

能
性

を
検

討
す
る

こ
と

。
 

漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水

の
範

囲
を

想
定

（
以

下
｢
浸

水
想

定
範

囲
｣
と

い

う
。
）
す

る
こ

と
。
 

浸
水

想
定

範
囲

の
境

界
に

お
い

て
浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、
浸

水
口
（

扉
、
開
口

部
、

貫
通

口
等

）
 
を
特

定
す
る

こ
と
。
 

特
定

し
た

経
路
、
浸
水

口
に
対

し
て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ
り

浸
水

範
囲

を
限

定

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な
お

、
後
段

規
制
（
工
事

計
画

認
可
）

に
お

い
て

は
、
浸

水
想
定

範
囲
、

浸
水

経
路
・

浸
水

口
・
浸

水
量

及
び

浸

水
防

止
設

備
の

仕
様

に
つ

い
て

、
確
認

す
る

。
 

 

る
。
 

①
浸

水
防

止
設

備
と

し
て

、
海

水
ポ
ン

プ
室

床
面

に
浸

水
防

止
蓋
を

設
置

す
る

。
 

 

②
設

置
位

置
 

・
海

水
ポ

ン
プ

室
床

面
：

浸
水

防
止
蓋
 

［
浸

水
防

止
蓋

］
 

・
浸

水
防

止
設

備
は

、
海

水
ポ

ン
プ
室

床
面

に
海

水
ポ

ン
プ

室
浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る

こ
と

に
よ

り
浸

水
範

囲
を

限
定
す

る
設

計
と

す
る

。
 

  

4
.
3
 
漏
水

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能
へ

の
影

響
防

止
（

外
郭

防
護
２

）
 

4
.
3
.
1
 漏

水
対

策
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

取
水
・
放

水
設

備
の

構
造
上
の

特
徴
等

を
考

慮
し

て
、
取
水
・

放
水

施
設

や
地

下
部
等

に
お

け
る

漏
水

の
可

能
性

を
検

討
し
て

い
る

。
 

漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水
の

範
囲

を
想

定
（
以
下
「

浸
水

想
定

範
囲

」
と
い

う
）

す
る

。
 

浸
水

想
定

範
囲

の
境

界
に

お
い

て
浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、
浸

水
口
（

扉
、
開
口

部
、

貫
通

口
等

）
を

特
定

す
る

。
 

特
定

し
た

経
路

、
浸

水
口

に
対

し
て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ
り

浸
水

範
囲

を
限
定

す
る

。
 

 【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
漏
水

の
可

能
性

の
検

討
と

し
て
、
海
水

取
水

設
備

に
つ
い

て
は
海

水
ポ

ン
プ

周
辺

地

盤
及

び
前

面
壁

の
高

さ
が

T
.P
.
+
3
.
5
mで

あ
り

、
津

波
は

地
上

部
か
ら

到
達

、
流

入
し

な
い

が
、

海
水

ポ
ン

プ
の

据
付

エ
リ
ア

の
床

面
高

さ
は

、
T.
P
.
+
1
.5
5
mで

あ
り

、
3,
4

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

の
入

力
津

波
高
さ

T
.P
.
+
2.
9
mで

あ
る
。

海
水
ポ

ン
プ

室
に

つ
い
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

            

4
.
3
.
2
 安

全
機

能
へ

の
影

響
確

認
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

浸
水

想
定

範
囲

の
周

辺
に

重
要

な
安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

等
が
あ

る
場

合
は
、
防
水

区
画

化
す

る
こ

と
。
 

必
要

に
応

じ
て

防
水

区
画

内
へ

の
浸
水

量
評

価
を

実
施

し
、
安
全

機
能

へ
の

影
響

が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
影

響
確
認

の
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る

。
な

お
、
後
段

規
制
（

工
事

計
画

認
可
）

に
お

い
て
は
、

浸
水

想
定

範
囲
、

浸
水

経
路
・

浸
水

口
・

浸

水
量

及
び

浸
水

防
止

設
備

の
仕

様
を
確

認
す

る
。
 

    

て
は

、
基

準
津

波
が

取
水

路
か

ら
流
入

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め
、
漏
水

が
継

続
す
る

こ
と

に
よ

る
浸

水
の

範
囲

（
以

下
「
浸

水
想

定
範

囲
」
）
と
し

て
想
定

す
る

。
 

浸
水

想
定

範
囲

へ
の

浸
水

の
可

能
性
の

あ
る

経
路

と
し

て
、海

水
ポ
ン

プ
室

の
床

面

に
貫

通
部

が
存

在
す

る
た

め
、浸

水
防
止

設
備

と
し

て
海

水
ポ

ン
プ
室

床
面

に
浸

水
防

止
蓋

を
設

置
す

る
。
 

(
2
)
 
浸
水

想
定

範
囲

で
あ

る
海

水
ポ
ン

プ
室

は
、
以
下

の
①

～
②
の

理
由

に
よ

り
、
浸
水

の
可

能
性

は
な

い
。
 

①
 
海

水
ピ

ッ
ト

床
面

貫
通

箇
所

に
つ

い
て

は
、

浸
水

対
策

を
実

施
し

て
お

り
、

津
波

時
に

お
い

て
も

浸
水

防
止

機
能

が
充
分

に
保

持
で

き
る

設
計

と
し
て

い
る

。
 

②
 
海

水
ポ

ン
プ

の
グ

ラ
ン

ド
ド

レ
ン

は
逆

止
弁

を
設

置
す

る
浸

水
防

止
蓋

を
通

じ
て

排
水

さ
れ

る
た

め
、

浸
水

の
可

能
性
が

あ
る

経
路

と
は

な
ら

な
い
。
 

 

4
.
3
.
2
 安

全
機

能
へ

の
影

響
確

認
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

浸
水

想
定

範
囲

の
周

辺
に

重
要

な
安
全

機
能

を
有

す
る

設
備

等
が
あ

る
場

合
は

、
防
水

区
画

化
す

る
。
 

必
要

に
応

じ
て

防
水

区
画

内
へ

の
浸
水

量
評

価
を

実
施

し
、
安

全
機

能
へ

の
影

響
が
な

い
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 【
確

認
状

況
】
 

浸
水

想
定

範
囲

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ
室

に
は

、
重

要
な

安
全

機
能
を

有
す

る
屋

外
設
備

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

が
設

置
さ

れ
て
い

る
た

め
、

当
該

エ
リ

ア
を
防

水
区

画
化

す
る

。
 

海
水

ポ
ン

プ
の

安
全

機
能

に
対

し
て
は

、
モ

ー
タ

本
体
、
電

源
ケ
ー

ブ
ル

、
現

場
操
作

箱
及

び
電

源
か

ら
の

影
響

が
考

え
ら
れ

る
。
 

電
源

ケ
ー

ブ
ル

は
端

子
台

高
さ

が
モ
ー

タ
下

端
よ

り
約

1m
高

く
、

ま
た

現
場

操
作
箱

は
、
下
端

高
さ

が
3
号
機

及
び

4
号
機

T.
P
.
+4
.
7
m
で

あ
る

た
め
、
機
能

を
維

持
で
き
る

水
位

と
し

て
は

、
モ

ー
タ

下
端

高
さ

T
.
P.
+
3
.8
5
m
と

な
る

。
さ
ら

に
、

電
源

に
つ
い
て
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

            

4
.
3
.
3
 排

水
設

備
設

置
の

検
討

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

浸
水

想
定

範
囲

に
お

け
る

長
期

間
の
冠

水
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は
、
排

水
設

備
を

設
置

す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な
お

、
後
段

規
制
（
工
事

計
画

認
可

）
に

お
い

て
は

、
浸

水
想
定

範
囲

に
お

け
る

排
水

設
備
の

必
要

性
、
設
置

す

る
場

合
の

設
備

仕
様

に
つ

い
て

確
認
す

る
。
 

  

4
.
4
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施
設

の
隔

離
（

内
郭

防
護

）
 

4
.
4
.
1
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
設
定
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設

備
等
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画
に

つ
い

て
は
、
浸
水

は
常

用
電

源
回

路
と

分
離

し
て

お
り
、

地
絡

影
響

は
回

避
で

き
る
系

統
と

な
っ

て
い
る
。
 

な
お

、
海

水
ポ

ン
プ

モ
ー

タ
に

つ
い
て

は
、

予
備

品
（

3
,4

号
機

で
2
台

）
を

確
保
し

て
お

り
、

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い
高
台

T
.
P.
+
1
0.
0
m
に
保

管
し
て

い
る

。
 

2
.
3
(
1
)で

述
べ

た
よ

う
に

海
水

ポ
ン
プ

室
床

面
に

は
、

浸
水

防
止
設

備
と

し
て

浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る

た
め

、
床

面
か
ら

の
浸

水
は

な
い

設
計

と
し
て

お
り

、
ド

レ
ン

ラ

イ
ン

に
設

置
し

て
い

る
逆

止
弁

に
つ
い

て
も

試
験

で
漏

洩
の

無
い
こ

と
を

確
認

し
て

い

る
が

、
こ

こ
で

は
保

守
的

に
逆

止
弁
の

許
容

漏
洩

量
3
2
m
L/
h
の

漏
洩

が
あ

っ
た

場
合

の

浸
水

量
を

評
価

す
る

。
逆

止
弁

の
設
置

位
置

を
超

え
る

時
間

に
お
い

て
、

許
容

漏
洩

量

が
漏

れ
た

と
し

て
も

漏
洩

量
は

約
0
.5
L
程
度

と
僅

か
で

あ
り

、
漏
水

の
影

響
は

な
い

。
  

万
一

、
こ

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合
を

仮
定

し
て

も
、

浸
水

高
さ
が

海
水

ポ
ン

プ
の

機
能

喪
失

高
さ

を
下

回
る

た
め

、
海
水

ポ
ン

プ
の

機
能

に
影

響
は
無

い
。
 

 

4
.
3
.
3
 排

水
設

備
設

置
の

検
討

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

浸
水

想
定

範
囲

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ
エ

リ
ア

に
お

い
て

浸
水

を
検
討

し
、
長
期

間
の
冠

水
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は

、
排

水
設
備

を
設

置
す

る
。
 

 【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設
備

等
内

包
す

る
建

屋
及

び
区
画

の
う

ち
、
も
っ
と
も

津
波

が
接

近
す

る
と

考
え

ら
れ

る
海
水

ポ
ン

プ
室

に
お

い
て

も
、
浸

水
量

評
価

で
示
す

と
お

り
、
浸
水

は
ご

く
僅

か
で

あ
り
、
長
期

間
の

冠
水

が
想

定
さ
れ

る
箇

所
は

な
い
た

め
、

排
水

設
備

は
不

要
で

あ
る

。
 

 

4
.
4
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
施
設

の
隔

離
（

内
郭

防
護

）
 

4
.
4
.
1
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
設
定
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護
対

象
設

備
を

内
包

す
る

建
屋
及

び
区

画
に

つ
い
て
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て

明
確

化
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
重
要

な
安

全
機

能
を

有
す

る
設
備

等
（

耐
震

S
 ク

ラ
ス

の
機
器
・
配

管
系

）
の
う

ち
、

基
本

設
計

段
階

に
お

い
て

位
置

が
明
示

さ
れ

て
い

る
も

の
に

つ
い
て

は
、
そ

れ
ら

の
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
、
区
画

が
津
波

防
護

重
点

範
囲

と
し

て
設
定

さ
れ

て
い

る
こ

と

を
確

認
す

る
。
 

 (
2
)
 
基

本
設

計
段

階
に

お
い

て
全

て
の

設
備

等
の

位
置

が
明

示
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

た
め
、
工
事

計
画

認
可
の

段
階
に

お
い

て
津

波
防

護
重

点
化
範

囲
を

再
確

認
す

る

必
要

が
あ

る
。
し
た

が
っ

て
、
基
本

設
計

段
階
に

お
い

て
位

置
が
確

定
し

て
い

な
い
設

備
等

に
対

し
て

は
、
内

包
す
る

建
屋
及

び
区

画
単

位
で

津
波

防
護
重

点
化

範
囲

を
工

認

段
階

で
設

定
す

る
こ

と
が

方
針

と
し
て

明
記

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

 

4
.
4
.
2
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境
界

に
お

け
る

浸
水

対
策

 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水
範

囲
、
浸
水

量
を

安
全

側
に
想

定
す

る
こ

と
。
浸

水
範

囲
、
浸

水
量
の

安
全

側
の

想
定
に

基
づ

き
、
浸
水

防
護

重
点
化

範
囲

へ
の

浸
水
の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、
浸

水
口
（

扉
、
開

口
部

、
貫

通
口

等
）

を
特

定
し
、

そ
れ

ら
に

対
し

て
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

。
 

  

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
な
お

、
後
段

規
制
（
工
事

計
画

認
可

）
に
お

い
て

は
、
浸

水
範
囲

、
浸
水

量
の

想
定
、
浸

水
防
護

重
点

化
範

囲
へ

の
浸

水
経

路
・

浸
水

口
及

び
浸

水
防
止

設
備

の
仕

様
に

つ
い

て
、
確

認
す

る
。
 

 

は
、

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
と

し
て
明

確
化

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施
設

、
浸

水
防

止
設
備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
を

除
く

。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
は

、

原
子

炉
格

納
施

設
、
原

子
炉
補

助
建
屋

、
制

御
建

屋
、
中
間

建
屋
及

び
海

水
ポ

ン
プ

エ

リ
ア

、
燃

料
油

貯
油

そ
う

並
び

に
復
水

タ
ン

ク
で

あ
り

、
津

波
に
対

す
る

浸
水

防
護
重

点
化

範
囲

と
し

て
設

定
し

、
機

器
配
置

図
等

で
示

し
て

い
る

。
 

(
2
)
 
現
段

階
に

お
い

て
、
設
計

基
準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）

を
内

包
す

る
建

屋
お

よ
び

区
画

に
つ

い
て

は
、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

と
し

て
設
定

し
、
機
器

配
置
図

等
で

明
確

化
し

て
い

る
。
位
置

が
確
定

し
て

い
な

い
設

備
等

に
対
し

て
は

、
工

認
段
階

で
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

と
し

て
再
設

定
す

る
方

針
と

し
て

い
る
。
 

 

4
.
4
.
2
 浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境
界

に
お

け
る

浸
水

対
策

 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水
範

囲
、

浸
水

量
を

安
全

側
に
想

定
す

る
。
 

浸
水

範
囲

、
浸

水
量

の
安

全
側

の
想
定

に
基

づ
き

、
浸

水
防

護
重
点

化
範

囲
へ

の
浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
、

浸
水

口
（
貫

通
口

等
）

は
な

い
こ

と
を
確

認
し

て
い

る
。
 

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
の

境
界

に
あ
る

扉
、
貫
通

部
等

に
対

し
て
、
T
.
P.
+
1
0.
8
m
ま
で

の
浸

水
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
地
震

後
の

津
波

に
よ

る
溢

水
の
影

響
と

し
て

は
、
以
下

の
a
及
び

b
の
事

象
が
考
え

ら
れ

、
各

事
象

に
関

し
て

浸
水

防
護
重

点
化

範
囲

へ
の

影
響

を
評
価

し
て

い
る

。
 

a
.
 
地

震
に

起
因

す
る

タ
ー

ビ
ン

建
屋

内
の

循
環

水
管

伸
縮

継
手

の
破

損
に

よ
り

、
津

波
が

循
環

水
管

に
流

れ
込

み
、
循

環
水

管
の

損
傷

箇
所

を
介

し
て
、
タ
ー

ビ
ン

建
屋
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

       

(
2
)
 
津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た
浸

水
範

囲
、
浸
水

量
に

つ
い
て

は
、
地
震

に
よ
る
溢

水
の

影
響

も
含

め
て
、
以
下
の

例
の
よ

う
に

安
全

側
の

想
定

を
実
施

す
る

方
針

で
あ

る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
建

屋
内

の
循

環
水

系
等

の
機

器
・

配
管

の
損

傷
に

よ
る

建
屋

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
設

備
保

有
水
の

溢
水
、
下
位

ク
ラ
ス

建
屋
に

お
け

る
地

震
時

の
ド

レ
ン

系
ポ

ン
プ

の
停

止
に

よ
る

地
下

水
の

流
入

等
の

事
象

が
想

定
さ

れ
て

い

る
こ

と
。
 

②
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
屋

外
循

環
水

系
配

管
や

敷
地

内
の

タ
ン

ク
等

の
損

傷
に

よ
る

敷
地

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
設

備
保

有
水

の
溢

水
等

の
事

象
が

想
定

さ
れ

て
い

る

こ
と

。
 

③
 
循

環
水

系
機

器
・

配
管

損
傷

に
よ

る
津

波
浸

水
量

に
つ

い
て

は
、

入
力

津
波

の
時

刻
歴

波
形

に
基

づ
き

、
津

波
の

繰
り
返

し
の

来
襲

が
考

慮
さ

れ
て
い

る
こ

と
。
 

   ④
 
機

器
・

配
管

等
の

損
傷

に
よ

る
溢

水
量

に
つ

い
て

は
、

内
部

溢
水

に
お

け
る

溢
水

事
象

想
定

を
考

慮
し

て
算

定
し

て
い
る

こ
と

。
 

⑤
 
地

下
水

の
流

入
量

に
つ

い
て

は
、

例
え

ば
、

ド
レ

ン
系

が
停

止
し

た
状

態
で

の
地

下
水

位
を

安
全

側
（

高
め

）
に

設
定
し

た
上

で
、
当
該

地
下

水
位
ま

で
地

下
水

の
流

入
を

考
慮

す
る

か
、

又
は

対
象

建
屋

周
辺

の
ド

レ
ン

系
に

よ
る

１
 
日

当
た

り
の

排

内
に

流
入

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る
。
こ
の

た
め

、
タ

ー
ビ

ン
建
屋

内
に

流
入

し
た

津
波

に
よ

り
、
タ
ー

ビ
ン

建
屋

に
隣
接

す
る

浸
水

防
護

重
点

化
範
囲
（
制

御
建

屋
及

び
中

間
建

屋
）

へ
の

影
響

を
評

価
し
た

。
 

b
.
 
地

下
水

は
、

湧
水

サ
ン

プ
へ

流
入

す
る

。
こ

の
た

め
、

地
震

後
の

地
下

水
の

流
入

が
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

へ
与

え
る
影

響
に

つ
い

て
評

価
し

た
。
 

な
お

、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
境

界
に

あ
る

扉
、

貫
通

部
に

対
し

て
、

T
.
P
.
+
10
.
8m

ま
で

の
浸

水
対
策

を
実
施

し
て

い
る

。
 

(
2
)
 
津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た
浸

水
範

囲
、
浸
水

量
に

つ
い
て

は
、
地
震

に
よ
る
溢

水
の

影
響

も
含

め
て

、
以

下
の

例
の
よ

う
に

安
全

側
の

想
定

を
実
施

す
る

方
針

で
あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

①
 
タ

ー
ビ

ン
建

屋
内

の
溢

水
に

つ
い

て
は

、
循

環
水

管
の

伸
縮

継
手

の
全

円
周

状
の

破
損

を
想

定
し

、
循

環
水

管
の

損
傷
箇

所
か

ら
の

津
波

の
流

入
量
が

タ
ー

ビ
ン

建
屋

空
間

部
に

滞
留

す
る

も
の

と
し

て
溢
水

水
位

を
算

出
し

た
。
な

お
、
地
下

水
に

つ
い

て
は

、
タ

ー
ビ

ン
建

屋
へ

の
溢

水
経
路

が
な

い
こ

と
か

ら
考

慮
し
な

い
。
 

②
 
地

震
・

津
波

に
よ

る
屋

外
循

環
水

系
配

管
や

敷
地

内
の

タ
ン

ク
等

の
損

傷
に

よ
る

敷
地

内
へ

の
津

波
及

び
系

統
設

備
保

有
水

の
溢

水
等

の
事

象
に

つ
い

て
は

内
部

溢

水
に

て
評

価
し

て
い

る
。
 

③
 
循

環
水

系
機

器
・

配
管

損
傷

に
よ

る
津

波
浸

水
量

に
つ

い
て

は
、

入
力

津
波

の
時

刻
歴

波
形

に
基

づ
き

、
津

波
の

繰
り
返

し
の

襲
来

を
考

慮
し

、
タ
ー

ビ
ン

建
屋

の
溢

水
水

位
は

津
波

等
の

流
入

の
都

度
上
昇

す
る

も
の

と
し

て
計

算
し
た

。
ま

た
、
ピ
ッ

ト
水

位
が

低
い

場
合

、
流

入
経

路
を
逆

流
し

て
タ

ー
ビ

ン
建

屋
外
へ

流
出

す
る

可
能

性
が

あ
る

が
、

保
守

的
に

一
度

流
入
し

た
も

の
は

流
出

し
な

い
も
の

と
考

え
る

。
 

④
 
機

器
・

配
管

等
の

損
傷

に
よ

る
溢

水
量

に
つ

い
て

は
、

内
部

溢
水

の
評

価
に

て
考

慮
し

て
算

定
し

て
い

る
。
 

⑤
 
地

下
水

の
流

入
に

つ
い

て
は

、
１

日
当

た
り

の
湧

水
（

地
下

水
）

の
排

水
量

の
実

績
値

に
対

し
て

、
湧

水
サ

ン
プ

ポ
ン
プ

の
排

出
量

は
大

き
く

上
回
る

こ
と

、
ま

た
、

湧
水

サ
ン

プ
ポ

ン
プ

は
耐

震
性

を
有
す

る
こ

と
か

ら
、
外
部

の
支
援

を
期

待
す

る
こ
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

水
量

の
実

績
値

に
対

し
て

、
外

部
の

支
援

を
期

待
し

な
い

約
７

 
日

間
の

積
算

値
を

採
用

す
る

等
、

安
全

側
の

仮
定

条
件
で

算
定

し
て

い
る

こ
と

。
 

   ⑥
 
施

設
・

設
備

施
工

上
生

じ
う

る
隙

間
部

等
に

つ
い

て
も

留
意

し
、

必
要

に
応

じ
て

考
慮

す
る

こ
と

。
 

 

   4
.
5
 
水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

4
.
5
.
1
 非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水
性
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
取

水
性

に
つ
い

て
は

、
次

に
示

す
方

針
を
満

足
す

る
こ

と
。
 

・
基
準

津
波

に
よ

る
水

位
の
低

下
に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能
保

持
で

き
る

設
計

で

あ
る

こ
と

。
 

・
基
準

津
波

に
よ

る
水

位
の
低

下
に
対

し
て

冷
却

に
必

要
な

海
水
が

確
保

で
き

る
設

計

で
あ

る
こ

と
。
 

 【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
取

水
路

の
特

性
を

考
慮

し
た

海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位

が
適

切
に

算
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
確

認
の
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り
。
 

①
 
取
水

路
の

特
性

に
応

じ
た
手

法
が
用

い
ら

れ
て

い
る

こ
と

。（
開

水
路

、
閉

管
路

の

方
程

式
）
 

  

と
な

く
排

水
可

能
で

あ
る

。
 

地
震

に
よ

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
の

地
下
部

外
壁

か
ら

の
流

入
に

つ
い
て

は
、
タ
ー
ビ

ン
建

屋
近

傍
の

地
下

水
位

を
安

全
側
（

敷
地

高
さ

T
.P
.
+
3.
5
m
）
に

想
定

し
、

タ
ー

ビ
ン

建
屋

の
想

定
浸

水
水

位
と

安
全

側
に

設
定

し
た

地
下

水
位

を
比

較
し

て
流

入

量
を

算
定

す
る

。
 

⑥
 
津

波
及

び
溢

水
に

よ
り

浸
水

を
想

定
す

る
タ

ー
ビ

ン
建

屋
に

お
い

て
、

施
工

上
生

じ
う

る
建

屋
間

の
隙

間
部

に
は

、
止
水

処
理

を
行

い
、
浸
水

防
護
重

点
化

範
囲

へ
の

浸
水

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
な
お

、
３

、
４

号
炉

の
タ

ー
ビ
ン

建
屋

に
つ

い
て

は
、
建
屋

内
で

繋
が

っ
て

い
る

こ
と
か

ら
、
合
わ

せ
て

溢
水

量
評
価

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

4
.
5
 
水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ
の

影
響

防
止
 

4
.
5
.
1
 非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水
性
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
非

常
用

海
水

冷
却

系
の

取
水

性
に
つ

い
て

は
、

次
に

示
す

と
お
り

で
あ

る
。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能
保

持
で

き
る

設
計
と

す
る

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に
対

し
て

冷
却

に
必

要
な

海
水
が

確
保

で
き

る
設
計

と
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
取

水
路

の
特

性
を

考
慮

し
た

海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位

を
適

切
に

算
定

し
て

い
る

。
ポ

イ
ン

ト
は

以
下

の
と

お
り
。
 

①
 
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

伴
う

取
水

路
等

の
特

性
を

考
慮

し
た

海
水

ポ
ン

プ
位

置
の

評
価

水
位

を
適

切
に

算
出
す

る
た

め
、
津
波

シ
ミ

ュ
レ
ー

シ
ョ

ン
に

お
い

て
管

路
部

分
に

仮
想

ス
ロ

ッ
ト

モ
デ

ル
に

よ
る

一
次

元
不

定
流

の
連

続
式

及
び

運

動
方

程
式

を
組

み
込

ん
だ

詳
細

数
値

計
算

モ
デ

ル
に

よ
り

管
路

解
析

を
併

せ
て

実
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

      ②
 
取
水

路
の

管
路

の
形

状
や
材

質
、
表

面
の

状
況

に
応

じ
た

摩
擦
損

失
が

設
定

さ
 

 
れ

て
い

る
こ

と
。
 

 

(
2
)
 
前
述
（

3.
4
(
4)
）
の
と
お

り
地
殻

変
動

量
を

安
全

側
に

考
慮
し

て
、
水
位

低
下

に
対

す
る

耐
性
（
海

水
ポ

ン
プ

の
仕

様
、
取

水
口

の
資

料
、
取
水

路
又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の

仕

様
等

）
に

つ
い

て
、

以
下

を
確

認
す
る

。
 

①
 
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
用

の
取

水
可

能
水

位
が

下
降

側
評

価
水

位
を

下
回

る
等

、
水

位
低

下
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機
能

保
持

で
き

る
設

計
方

針
で
あ

る
こ

と
。
 

 ②
 
引

き
波

時
の

水
位

が
実

際
の

取
水

可
能

水
位

を
下

回
る

場
合

に
は

、
下

回
っ

て
い

る
時

間
に

お
い

て
、
海

水
ポ
ン

プ
の
継

続
運

転
が

可
能

な
貯

水
量
を

十
分

確
保

で
き

る
取

水
路

又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の

構
造
仕

様
、
設
計

方
針

で
あ

る
こ
と

。
な

お
、
取

水

路
又

は
取

水
ピ

ッ
ト

が
循

環
水

系
と
非

常
系

で
併

用
さ

れ
る

場
合
に

お
い

て
は
、
循

環
水

系
運

転
継

続
等

に
よ

る
取

水
量

の
喪

失
を

防
止

で
き

る
措

置
が

施
さ

れ
る

方

針
で

あ
る

こ
と

。
 

 

4
.
5
.
2
 津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ
る

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
機
能

保
持

確
認
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近

の
砂

の
移

動
・

堆
積

が
適

切
に

評
価

さ
れ

て
い

る
こ

と
。
基

準
津

波
に
伴

う
取

水
口

付
近
の

漂
流

物
が

適
切

に
評

価
さ
れ

て
い

る
こ

と
。
非
常

用
海

水
冷

却
系

に
つ

い
て

は
、

次
に
示

す
方

針
を

満
足

す
る

こ
と
。
 

施
す

る
。
ま
た

、
そ
の

際
、
取

水
口
か

ら
海

水
ポ

ン
プ

室
に

至
る
系

統
を

モ
デ

ル
化

し
、
管
路

の
形

状
、
材
質

及
び

表
面
の

状
況

に
応

じ
た

摩
擦

損
失
を

考
慮

す
る

と
と

も
に

、
貝

付
着

及
び

ス
ク

リ
ー

ン
の
有

無
並

び
に

取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
の

開
口

幅
、

取
水

口
ケ

ー
ソ

ン
重

量
コ

ン
ク

リ
ー
ト

の
有

無
を

考
慮

し
、
計

算
結

果
に

潮
位

の
バ

ラ
ツ

キ
の

加
算

や
安

全
側

に
評

価
し
た

値
を

用
い

る
な

ど
、
計

算
結

果
の

不
確

実
性

を
考

慮
し

た
評

価
を

実
施

す
る

。
 

②
 
取

水
路

の
形

状
や

材
質

を
考

慮
し

、
摩

擦
損

失
の

計
算

に
お

け
る

マ
ニ

ン
グ

粗
度

係
数

と
し

て
は

、
開

水
路

に
お

い
て

0.
0
15

、
閉

管
路

（
海

水
路

ト
ン

ネ
ル

、
1
,2

号
機

非
常

用
海

水
路

及
び

海
水

路
）
に

お
い
て

0
.
02
0
を
用

い
て
計

算
し

て
い
る
。
 

(
2
)
 
前
述
（

3.
4
(
4)
）
の
と
お

り
地
殻

変
動

量
を

安
全

側
に

考
慮
し

て
、
水
位

低
下
に
対

す
る

耐
性
（
海

水
ポ

ン
プ
の
仕

様
、
取

水
口

の
資

料
、
取
水

路
又
は

取
水

ピ
ッ

ト
の

仕

様
等

）
に

つ
い

て
、

以
下

を
確

認
し
て

い
る

。
 

①
 
3
,4

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室
前

の
入
力

津
波

高
さ

は
、

T
.P
.
-
3
.
3m

で
あ

り
、

3
,4

号

機
海

水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可

能
水
位

T.
P
.
-3
.
5
2m

を
上

回
る
こ

と
か

ら
、

水
位

低
下

に
よ

っ
て

も
海

水
ポ

ン
プ

は
機
能

保
持

で
き

る
。
 

②
 
引

き
波

時
の

水
位

低
下

に
対

し
て

、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を

下
回

ら
な

い
よ

う
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び
潮

位
計

を
設

置
す

る
。
ま

た
、
循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て
い

る
た

め
、
発
電

所
を

含
む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
又

は
通

常
の

潮
汐

と
は

異
な

る
潮

位
変

動
を

把
握

し
た

場

合
、
引
き

波
時

に
お

け
る
海
水

ポ
ン
プ

の
取

水
量

を
確

保
す

る
た
め

、
原

則
、
循

環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止
）
し

、
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。
 

4
.
5
.
2
 津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ
る

非
常

用
海

水
冷

却
系

の
機
能

保
持

確
認
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
砂

の
移

動
・

堆
積

を
適

切
に
評

価
す

る
。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
漂

流
物

を
適

切
に

評
価

す
る
。
 

・
非

常
用

海
水

冷
却

系
に

つ
い

て
は
、

次
に

示
す

方
針

を
満

足
す
る

こ
と

。
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基
準
津
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に
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高
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号
炉
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び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴
う

海
底

の
砂

移
動
・
堆

積
、
陸

上
斜

面
崩

壊
に

よ

る
土

砂
移

動
・
堆

積
及

び
漂
流

物
に
対

し
て

取
水

口
及

び
取

水
路
の

通
水

性
が

確
保

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

。
 

・
基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変
動

に
伴
う

浮
遊

砂
等

の
混

入
に

対
し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機

能
保

持
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
基
準

津
波

に
伴

う
取

水
口

付
近
の

砂
の

移
動
・
堆

積
に

つ
い
て

は
、（

3
.2
.
1
）
の
遡

上
解

析
結

果
に

お
け

る
取

水
口

付
近
の

砂
の

堆
積

状
況

に
基

づ
き
、
砂

の
堆

積
高

さ
が

取
水

口
下

端
に

到
達

し
な

い
こ

と
を
確

認
す

る
。

取
水

口
下

端
に
到

達
す

る
場

合
は
、

取
水

口
及

び
取

水
路

が
閉

塞
す

る
可
能

性
を

安
全

側
に

検
討

し
、
閉
塞

し
な

い
こ

と
を

確
認

す
る
。
｢
安
全

側
｣な

検
討

と
は
、
浮

遊
砂
濃

度
を

合
理

的
な
範

囲
で

高
め

て
パ
ラ

メ
ー

タ
ス

タ
デ

ィ
す

る
こ

と
に

よ
っ
て

、
取

水
口

付
近

の
堆

積
高
さ

を
高

め
に

、
ま

た
、

取
水

路
に

お
け

る
堆

積
砂

混
入

量
、
堆
積

量
を

大
き

め
に
算

定
す
る

こ
と

等
が

考
え

ら

れ
る

。
 

 (
2
)
 
混
入

し
た

浮
遊

砂
は

、
取

水
ス
ク

リ
ー

ン
等

で
除

去
す

る
こ
と

が
困

難
な

た
め
、
海

水
ポ

ン
プ

そ
の

も
の

が
運

転
時

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
軸

固
着

し
に

く
い

仕
様

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

      

(
3
)
 
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の

漂
流

物
に

つ
い

て
は

、
(
3
.
2
.1
)
の

遡
上

解
析

結

果
に

お
け

る
取

水
口

付
近

を
含

む
敷

地
前

面
及

び
遡

上
域

の
寄

せ
波

及
び

引
き

波
の

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴
う

海
底

の
砂

移
動
・
堆

積
、
陸

上
斜

面
崩

壊
に
よ

る
土

砂
移

動
・
堆
積

及
び

漂
流

物
に
対

し
て

取
水

口
及

び
取

水
路
の

通
水

性
は

確
保

で
き

る
設

計
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す
る

。
 

・
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴
う

浮
遊

砂
等

の
混

入
に

対
し
て

海
水

ポ
ン

プ
が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
基
準

津
波

に
よ

る
砂

移
動

に
対
す

る
取

水
性

確
保
 

取
水

口
は

、
海

水
取

水
ト

ン
ネ

ル
呑
み

口
底

面
が

T.
P
.
-5
.
2
m
で
あ

り
、
取
水

口
底

版
T
.
P
.
-6
.
2
m
よ
り

約
1
m
高

い
位
置

に
あ

る
、

ま
た

、
海

水
取
水

ト
ン

ネ
ル

の
内
径

は
2
.
6m
、
海
水

ポ
ン

プ
室

は
、
海

水
ポ

ン
プ

下
端

か
ら

床
面

ま
で
約

1.
2
5
m
と

な
っ
て

い
る

。
 

砂
移

動
に

関
す

る
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

を
実

施
し

た
結

果
、
基

準
津

波
に

よ
る

砂
移

動
に

伴
う

砂
堆

積
量

は
、

海
水
取

水
ト

ン
ネ

ル
呑

み
口

に
お
い

て
約

0
.0
2
m、

海

水
ポ

ン
プ

室
に

お
い

て
約

0.
3
2
m
で
あ

り
、
砂
の

堆
積

に
伴

っ
て
、
海
水

取
水

ト
ン

ネ

ル
呑

み
口

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
下

端
ま
で

の
海

水
取

水
経

路
が

閉
塞
す

る
こ

と
は
な
い
。
 

(
2
)
 
混
入

し
た

浮
遊

砂
に

対
す

る
取
水

性
確

保
 

海
水

ポ
ン

プ
取

水
時

に
浮

遊
砂

の
一

部
が

軸
受

潤
滑

水
と

し
て

ポ
ン

プ
軸

受
に

混

入
し

た
と

し
て

も
、
海
水

ポ
ン

プ
の
軸

受
に

設
け

ら
れ

た
異

物
逃
が

し
溝

か
ら

排
出
さ

れ
る

構
造

と
す

る
。
ま

た
、
仮

に
砂
が

混
入

し
た

場
合

に
お

い
て
も

、
海

水
ポ

ン
プ
の

軸
受

に
設

け
ら

れ
た
約

4
.
2m
m
の

異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出

さ
れ
る

構
造

と
す

る
。
 

こ
れ

に
対

し
て

、
発

電
所

周
辺

の
砂
の

平
均

粒
径

は
約

0.
2
m
m
で
、
数
ミ

リ
以

上
の

砂
は

ご
く

わ
ず

か
で

あ
る

こ
と

に
加
え

て
、
粒
径

数
ミ

リ
の

砂
は
浮

遊
し

難
い

も
の
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

る
と

、
大

き
な
粒

径
の

砂
は

殆
ど

混
入

し
な
い

と
考

え
ら

れ
、
砂

混
入

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水
機

能
は

維
持

で
き

る
。

 

(
3
)
 
基

準
津

波
に

伴
っ

て
漂

流
物

に
な

り
得

る
船

舶
等

が
取

水
性

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
こ

と
を

漂
流

物
評

価
フ

ロ
ー

に
基
づ

き
確

認
し

た
。
な
お

、
漂
流

物
と

な
る

可
能
性
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方
向

、
速

度
の

変
化

を
分

析
し

た
上
で

、
漂

流
物

の
可

能
性

を
検
討

し
、
漂
流

物
に

よ

り
取

水
口

が
閉

塞
し

な
い

仕
様

の
方
針

で
あ

る
こ

と
、
又
は

閉
塞
防

止
措

置
を

施
す

方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
な

お
、
取

水
ス

ク
リ

ー
ン
に

つ
い
て

は
、
異
物

の
混

入

を
防

止
す

る
効

果
が

期
待

で
き

る
が
、
津

波
時

に
は

破
損
し

て
混
入

防
止

が
機

能
し

な

い
だ

け
で

な
く
、
そ
れ

自
体
が

漂
流
物

と
な

る
可

能
性

が
有

る
こ
と

に
留

意
す

る
必

要

が
あ

る
。
 

              
 

       

の
あ

る
施

設
・
設
備

と
し

て
発
電

所
周
辺

約
5
k
m
の

範
囲

を
網

羅
的
に

調
査

し
た

結
果

、

漁
船
・

輸
送

船
等

の
船

舶
、
浮

き
筏
、
ク

ラ
ゲ

防
止

網
等
を

選
定
し

た
。
定

期
船

に
関

し
て

は
、

発
電

所
沖

合
約

1
4k
m
に

定
期

航
路

が
あ

る
が

、
半

径
5
k
m
以
内

の
敷

地
前

面
海

域
に

な
い

こ
と

か
ら

発
電

所
に
対

す
る

漂
流

物
と

な
ら

な
い
。
 

設
置

物
に

つ
い

て
は

、
地

震
で

倒
壊

す
る

可
能

性
の

あ
る

も
の

は
倒

壊
さ

せ
た

上

で
、
浮
力

計
算

に
よ

り
漂
流
す

る
か
否

か
の

検
討

を
行

う
。
こ

の
内

、
船
舶

に
つ

い
て

は
、
漁
船

及
び

燃
料

等
輸
送
船

が
挙
げ

ら
れ

る
。
停

泊
中
の

漁
船
に

つ
い

て
は

、
津
波

の
流

向
に

対
し

、
停

泊
地

の
位

置
・
地

形
を

考
慮

す
る

と
発

電
所
に

対
す

る
漂

流
物
と

は
な

ら
な

い
。
 

基
準

津
波

の
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ
ン

果
に

よ
る

と
、
取
水

口
付
近

に
つ

い
て

は
取

水
口

防
潮

ゲ
ー

ト
ま

で
、
物
揚

岸
壁
付

近
に

つ
い

て
は

放
水

口
側
防

潮
堤

及
び

防
潮
扉

ま
で

津
波

が
遡

上
す

る
、
基
準

地
震
動

に
よ

る
液

状
化

等
に

伴
う
敷

地
の

変
状

を
考
慮

し
た

場
合
、

３
、
４

号
炉

放
水

口
付
近

も
津

波
が

遡
上

す
る

。
こ

れ
ら

を
踏

ま
え
、
基

準
津

波
に

よ
り

漂
流

物
と

な
る

可
能
性

の
あ

る
施

設
・
設
備

が
海
水

ポ
ン

プ
の

取
水
確

保
へ

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

こ
の

結
果

、
発

電
所

構
内

で
漂

流
す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

と
し
て

、
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

口
側

の
協

力
会

社
事

務
所
等

が
あ

る
が

、
放

水
口

側
防
潮

堤
及

び
防

潮
扉
で

防
護

さ
れ

る
た

め
、
取

水
性
へ

の
影
響

は
な

い
。
ま

た
、
こ

れ
ら
の

設
置

位
置

及
び

津

波
の

流
向

を
考

慮
す

る
と

漂
流

物
は
取

水
口

へ
は

向
か

わ
な

い
。
 

な
お

、
発

電
所

構
内

の
物

揚
岸

壁
に
停

泊
す

る
燃

料
等

輸
送

船
は
、
津
波

警
報

等
発

表
時

及
び

発
電

所
構

外
に

お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
を

観
測

し
た

場
合

に
は

緊
急

退
避

す
る

た
め

、
漂
流
物

と
は
な

ら
な

い
。
た

だ
し
、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ
れ

ず
、
か
つ

、
荷

役
中

に
津

波
が

襲
来
し

た
場

合
は

緊
急

退
避

で
き
な

い
可

能
性

が
あ
る

こ
と

か
ら

、
荷

役
中

に
発

電
所

構
外
に

て
、
津
波

と
想

定
さ

れ
る
潮

位
を

観
測

し
た
場

合
は

緊
急

退
避

し
な

い
。
な
お

、
こ
の

場
合

に
お

い
て

も
燃

料
等
輸

送
船

は
航

行
不
能

と
は

な
ら

ず
、

漂
流

物
と

は
な

ら
な
い

。
 

ま
た

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防
潮

堤
の

外
側

に
存

在
す

る
一
般

車
両

は
、
津
波

第二編-別添1-387



基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

                       

4
.
6
 
津
波

監
視
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

り
返

し
の

襲
来
を

察
知

し
、
津
波

防
護

施
設
、
浸

水
防
止

設
備
の

機
能

を
確

実
に

確
保

す
る

た
め

に
、
津

波
監

視
設

備
を

設
置

す
る
こ

と
。
 

の
流

況
及

び
地

形
並

び
に

車
両

位
置
と

津
波

防
護

施
設

と
の

位
置
関

係
を

踏
ま

え
、
津

波
防

護
施

設
へ

の
影

響
を

確
認

し
、
必

要
に

応
じ

、
当

社
敷

地
内
の

津
波

が
到

達
し
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

運
用

を
定

め
る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
防

護
施
設

に
影

響
を

及
ぼ
さ

な
い

方
針

と
す

る
。
 

発
電

所
構

外
で

漂
流

す
る

可
能

性
が
あ

る
も

の
と

し
て

、
発

電
所
近

傍
で

航
行

不
能

に
な

っ
た

漁
船

が
挙

げ
ら

れ
る

が
、
取

水
口

側
は

取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
、
放
水

口
側
は

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
口

、
前

面
護
岸

、
放

水
口

側
防

潮
堤

及
び
防

潮
扉

に
よ

り
防
護

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及

び
放
水

口
側

防
潮

堤
の

設
計

に
お
い

て
は

、
漂

流
物
と

し
て

衝
突

す
る

可
能

性
が

あ
る

小
型
漁

船
を

衝
突

荷
重

と
し

て
評
価

す
る

。
 

一
部

、
取

水
口

に
向

か
う

漁
船

に
つ
い

て
は

、
取

水
路

に
沿

っ
て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

向
か

う
が

、
万

一
、
取
水

路
内
を

漂
流

す
る

場
合

に
お

い
て
も

、
海

水
取

水
ト
ン

ネ
ル

呑
み

口
前

に
と

ど
ま

る
こ

と
は
な

く
、
ま
た

海
水

取
水

ト
ン
ネ

ル
呑

み
口

前
面
に

閉
塞

防
止

措
置

と
し

て
鋼

製
杭

を
設
置

す
る

こ
と

か
ら

、
漂

流
物
に

よ
り

海
水

取
水
ト

ン
ネ

ル
呑

み
口

が
閉

塞
す

る
こ

と
は
な

い
。
な
お

、
鋼
製
杭

に
つ
い

て
は

、
海

水
取
水

ト
ン

ネ
ル

の
通

水
機

能
に

影
響

の
な
い

設
計

と
す

る
。
 

発
電

所
近

傍
を

通
過

す
る

定
期

船
に
関

し
て

は
、

発
電

所
沖

合
約

1
4
km

に
定

期
航

路
が

あ
る

が
、
半
径

5
km

以
内

の
敷
地

前
面

海
域

に
な

い
こ

と
か
ら

発
電

所
に

対
す
る

漂
流

物
と

な
ら

な
い

。
 

除
塵

装
置

で
あ

る
ロ

ー
タ

リ
ー

ス
ク
リ

ー
ン

に
つ

い
て

は
、
基

準
津

波
の

流
速

に
対

し
、
ス
ク

リ
ー

ン
の

水
位
差
が

、
設
計

水
位

差
以

下
で
あ
る

た
め
、
損
傷

す
る

こ
と
は

な
く

漂
流

物
と

な
ら

な
い

こ
と

か
ら
、
取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す
こ

と
は

な
い

こ
と
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 

4
.
6
 
津
波

監
視
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

り
返

し
の

襲
来
を

察
知

し
、
津
波

防
護

施
設
、
浸
水

防
止

設
備
の

機
能

を
確

実
に

確
保

す
る

た
め

に
、
津

波
監

視
設

備
を

設
置

す
る
。
 

第二編-別添1-388



基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

  

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
方

針
で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
ま

た
、
設
置

の
概

要
と
し

て
、

お
お

よ
そ

の
位

置
と

監
視

設
備
の

方
式

等
に

つ
い

て
把

握
す
る

。
 

   

             

5
.
 
施
設

・
設

備
の

設
計

・
評
価

の
方
針

及
び

条
件
 

5
.
1
 
津
波

防
護

施
設

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設

に
つ

い
て

は
、
そ
の

構
造

に
応
じ
、
波
力
に

よ
る
侵

食
及

び
洗

掘
に

対

す
る

抵
抗

性
並

び
に

す
べ

り
及

び
転
倒

に
対

す
る

安
定

性
を

評
価
し
、
越
流

時
の

耐
性
に

・
津

波
監

視
カ

メ
ラ
 

・
潮

位
計
 

 

【
確

認
状

況
】
 

津
波

監
視

設
備

は
、
津
波

襲
来

を
監
視

で
き

、
か

つ
基

準
津

波
の
影

響
を

受
け

な
い
位

置
に

設
置

す
る

。
 

設
置

位
置

は
、
津
波

監
視

カ
メ

ラ
（
３

号
炉

原
子

炉
格

納
施

設
T.
P
.
+4
6
.
8m
、
４
号
炉

原
子

炉
補

助
建

屋
壁
面

T
.
P.
+
3
6
.
2
m）
、
潮

位
計
（

１
号

炉
海

水
ポ
ン

プ
室

T.
P
.
+7
.
1
m、

２
号

炉
海

水
ポ

ン
プ
室

T
.
P.
+
7
.
1
m
、
３

,４
号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P.
+
4
.6
m
）
で

あ
る
。

１
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面
及

び
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

前
面

の
入

力
津

波
高

さ

T
.
P
.
+
2.
6
m

又
は

３
,
４

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

前
に

お
け

る
入

力
津

波
に

よ
る

津
波

高
さ

T
.
P
.
+
2.
9
m
に

対
し

、
十

分
高

い
位
置

に
設

置
し

て
い

る
。

 

津
波

監
視

カ
メ

ラ
は

光
学

及
び

赤
外
線

撮
象

機
能

を
有

し
、
昼

夜
問

わ
ず

監
視

可
能
で

あ
る

。
 

津
波

監
視

カ
メ

ラ
は

、
取

水
口

・
放
水

口
側

を
監

視
で

き
る

も
の
を
各

1
台
設

置
し
、

光
学

及
び

赤
外

線
撮

象
機

能
を

有
し
、

昼
夜

問
わ

ず
監

視
可

能
で
あ

る
。
 

潮
位

計
は

、
上

昇
側

及
び

下
降

側
の
津

波
高

さ
を

計
測

で
き

る
よ
う

、
１

号
炉

海
水
ポ

ン
プ

室
及

び
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

に
設

置
の

潮
位

計
に

つ
い

て
は

、
T
.
P
.
約

-9
.
9
m
～

T
.
P
.
約
+
6
.
6m

を
測

定
範

囲
と

し
、
３

，
４

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室
に

設
置

の
潮

位
計
に
つ

い
て

は
、

T
.P
.
約
-
4
.
Om
～

T.
P
.
約

+
4.
O
m
を

測
定

範
囲

と
し

た
設
計

と
し

て
い

る
。
 

  5
.
 
施
設

・
設

備
の

設
計

・
評
価

の
方
針

及
び

条
件
 

5
.
1
 
津
波

防
護

施
設

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設
（

取
水

路
防
潮

ゲ
ー
ト
、

放
水

口
側

防
潮
堤

、
防

潮
扉
、

屋
外

排
水

路

逆
流

防
止

設
備

並
び

に
１

号
及

び
２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
）
に

つ
い

て
は

、
そ
の
構
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

も
配

慮
し

た
上

で
、
入

力
津
波

に
対
す

る
津

波
防

護
機

能
が

十
分
に

保
持

で
き

る
よ

う
設

計
す

る
こ

と
。
 

     

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
設

計
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
な
お

、
後

段
規

制
（
工

事
計

画
認

可
）
に

お
い

て
は
、

施
設

の
寸

法
、
構

造
、
強
度

及
び
支

持
性

能
（
地

盤
強

度
、

地
盤

安
定

性
）

が
要

求
事

項
に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と
を

確
認

す
る

。
 

  (
2
)
 
設
計

方
針

の
確

認
に

加
え

、
入

力
津

波
に

対
し

て
津
波

防
護
機

能
が

十
分

保
持

で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る

こ
と

の
見

通
し
を

得
る

た
め

、
以

下
の

項
目
に

つ
い

て
、
設
定
の

考
え

方
を

確
認

す
る

。
確

認
内

容
を
以

下
に

例
示

す
る

。
 

①
 
荷
重

組
合

せ
 

a
)
 
余
震

が
考

慮
さ

れ
て

い
る
こ

と
。
耐
津

波
設
計

に
お

け
る

荷
重
組

合
せ
：
 
常
時

＋
津

波
、

常
時

＋
津

波
＋

地
震

（
余
震

）
 

        

造
に

応
じ

、
波

力
に

よ
る

侵
食

及
び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

並
び
に

す
べ

り
及

び
転
倒
に

対
す

る
安

定
性

を
評

価
し

、
越

流
時
の

耐
性

に
も

配
慮

し
た

上
で
、
入
力

津
波

に
対
す
る

津
波

防
護

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き
る

よ
う

設
計

す
る

。
な

お
、
津

波
監

視
設

備
と
兼
用

の
潮

位
計

に
つ

い
て

は
、
津
波

の
影
響
（

波
力
、

漂
流

物
の

衝
突
等
）

に
対

し
て
、

影
響

を
受

け
な

い
位

置
へ

設
置

す
る

こ
と
か

ら
、
方
針

に
つ

い
て

は
「
5
.
3
 津

波
監

視
設
備
の

設
計

」
に

基
づ

く
設

計
と

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

防
護

施
設

で
あ

る
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口

側
防
潮

堤
、
防
潮

扉
及
び
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

の
設

計
に
お

い
て

は
、
そ
の

構
造

に
応
じ

、
波

力
に

よ
る
侵

食
及

び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

を
確
保

し
、
ま
た

す
べ

り
及

び
転
倒

に
対

す
る

安
定
性

を
評

価
し

、
越

流
時

の
耐

性
に

も
配
慮

し
た

上
で

、
入

力
津

波
に
対

す
る

津
波

防
護
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計
す

る
。
 

(
2
)
 
以
下

の
項

目
に

つ
い

て
、

設
定
の

考
え

方
を

示
す

。
 

 

 

①
 
荷
重

の
組

合
せ
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

 
 

 
 

 
 
：

常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

放
水

口
側

防
潮

堤
 

 
 

 
 

 
 
：

常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

防
潮

扉
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
：

常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

        

②
 
荷
重

の
設

定
 

a
)
 
津
波

に
よ

る
荷

重
（

波
圧
、

衝
撃
力

）
の

設
定

に
関

し
て

、
考
慮

す
る

知
見
 

（
例

え
ば

、
国

交
省

の
暫

定
指

針
等
）

 及
び
そ

れ
ら

の
適
用

性
。
 

b
)
 
余

震
に

よ
る

荷
重

と
し

て
、

サ
イ

ト
特

性
（

余
震

の
震

源
、

ハ
ザ

ー
ド

）
が

考

慮
さ

れ
、

合
理

的
な

頻
度

、
荷

重
レ
ベ

ル
が

設
定

さ
れ

る
。

 

c
)
 
地

震
に

よ
り

周
辺

地
盤

に
液

状
化

が
発

生
す

る
場

合
、

防
潮

堤
基

礎
杭

に
作

用

す
る

側
方

流
動

力
等

の
可

能
性

を
考
慮

す
る

こ
と

。
 

 

      

③
 
許
容

限
界
 

a
)
 
津

波
防

護
機

能
に

対
す

る
機

能
保

持
限

界
と

し
て

、
当

該
構

造
物

全
体

の
変

形

能
力
（
終

局
耐

力
時

の
変

形
）
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、
津

波
防

護
機

能

を
保

持
す

る
こ

と
。
（

な
お

、
機

能
損

傷
に

至
っ

た
場

合
、

補
修

に
、

あ
る

程
度

の
期

間
が

必
要

と
な

る
こ

と
か

ら
、
地
震

、
津

波
後

の
再
使

用
性
に

着
目

し
た

許

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
 

 
 
：

常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水
板

：
常

時
荷

重
＋

地
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

②
 
荷
重

の
設

定
方

法
 

a
)
 
常
時

荷
重

 
：

自
重

を
考
慮

す
る
。
 

b
)
 
地
震

荷
重

 
：

基
準

地
震
動

を
考
慮

す
る

。
 

c
)
 
津

波
荷

重
 

：
「

港
湾

の
施

設
の

技
術

上
の

基
準

・
同

解
説

（
平

成
１

９
年

）
」

及

び
津

波
避

難
ビ

ル
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

d
)
 
余
震

荷
重

 
：
水

平
方

向
に

弾
性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

d
-5

H
(
N
S
)
を
考

慮
し
、
鉛
直

方

向
に

弾
性

設
計

用
地

震
動

Ｓ
d-
5
V
を
考

慮
す

る
。
 

e
)
 
漂
流

物
荷

重
：
漂
流

物
と
し

て
総
ト

ン
数

10
t
級
（

排
水

ト
ン
数

30
t
）
の

小
型

漁

船
を

考
慮

し
、「

道
路

橋
示

方
書
（
Ⅰ

共
通

編
・
Ⅳ

下
部

構
造

編
）
・

同
解

説
」

に
基

づ
き

設
定

す
る

。
 

f
)
 
放

水
口

側
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
に

つ
い

て
は

、
堆

積
層

及
び

盛
土

の
上

に
設

置
さ

れ
て

お
り

、
基

準
地

震
動

が
作

用
し
た

場
合

、
設

置
位

置
周

辺
の
地

盤
が

液
状

化
す

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
、

基
礎

杭
に

作
用

す
る

側
方

流
動

力
の

影
響

を
考

慮

し
、

津
波

防
護

機
能

が
十

分
保

持
で
き

る
よ

う
に

設
計

す
る

。
 

③
 
許
容

限
界
 

a
)
 
津

波
防

護
機

能
に

対
す

る
機

能
保

持
限

界
と

し
て

、
当

該
構

造
物

全
体

の
変

形
能

力
（

終
局

耐
力

時
の

変
形
）
に

対
し
て

十
分

な
余

裕
を

有
し

、
止
水

性
の

面
も

踏
ま

え
る

こ
と

に
よ

り
津

波
防

護
機

能
を
保

持
す

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

容
限

界
に

も
留

意
す

る
必

要
が

あ
る
。
）
 

 

5
.
2
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

浸
水

防
止

設
備

に
つ

い
て

は
、
浸
水

想
定

範
囲

に
お

け
る
浸

水
時
及

び
冠

水
後

の
波

圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評

価
し

、
越

流
時

の
耐
性

に
も

配
慮

し
た
上

で
、
入
力

津
波
に
対

し
て

浸
水

防
止

機
能

が
十

分
に

保
持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

こ
と
。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
設

計
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
な
お

、
後

段
規

制
（
工

事
計

画
認

可
）
に

お
い

て
は
、
設

備
の
寸

法
、
構

造
、
強
度

等
が
要

求
事

項
に

適
合

す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

       

(
2
)
 
浸
水

防
止

設
備

の
う

ち
水

密
扉
等
、
後
段

規
制

に
お
い

て
強
度

の
確

認
を

要
す

る
設

備
に

つ
い

て
は

、
設

計
方

針
の

確
認
に

加
え

、
入

力
津

波
に

対
し
て

浸
水

防
止

機
能
が

十
分

保
持

で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る
こ

と
の

見
通

し
を

得
る

た
め
、
津

波
防

護
施

設
と

同
様

に
、
荷
重

組
合

せ
、
荷
重

の
設
定

及
び

許
容

限
界
（
当

該
構
造

物
全

体
の

変
形

能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、
か
つ

浸
水
防

止
機

能
を

保
持
す

る
こ

と
）
の
項
目

に
つ

い
て

の
考

え
方

を
確

認
す

る
。
 

(
3
)
 
浸
水

防
止

設
備

の
う

ち
床
・
壁

貫
通

部
の
止

水
対

策
等

、
後

段
規

制
に
お

い
て
仕
様

（
施

工
方

法
を

含
む

）
の

確
認

を
要
す

る
設

備
に

つ
い

て
は

、
荷

重
の

設
定
と

荷
重
に

  

5
.
2
 
浸
水

防
止

設
備

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

浸
水

防
止

設
備
（
海

水
ポ
ン
プ

室
浸
水

防
止

蓋
）
に

つ
い
て

は
、
浸

水
想

定
範

囲
に
お

け
る

浸
水

時
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐
性

等
を

評
価

し
、
越
流

時
の
耐

性
に

も
配

慮
し
た
上

で
、

入
力

津
波

に
対

し
て

浸
水

防
止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る
よ

う
設

計
す

る
。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
) ・
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
の

開
口

部
に
は

浸
水

防
止

蓋
を

設
置

す
る
こ

と
で

、
浸

水
対
策

を
実

施
し

て
い

る
。
 

・
こ

れ
ら

の
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い
て

は
、
浸
水

時
の

波
圧

等
に
対

す
る

耐
性

等
を
評

価
し

、
入

力
津

波
に

対
し

て
浸

水
防

止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す

る
。
 

・
以

下
に

浸
水

防
止

設
備

に
つ

い
て
の

設
計

方
針

を
示

す
。

 

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
 

浸
水

防
止

蓋
は

、
津

波
荷

重
や

地
震
荷

重
に

対
し

て
浸

水
防

止
機
能

が
十
分

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

(
2
)
、

(3
) 

以
下

に
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
荷
重

組
合

せ
、
荷
重

の
設

定
及
び

許
容

限
界

に
つ

い
て

考
え

方
を

示
す

。
 

・
荷

重
の

組
合

せ
 

常
時

荷
重

、
津

波
荷

重
及

び
地

震
荷
重

を
適

切
に

組
合

わ
せ

る
。
 

①
 
常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

②
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

③
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋
余

震
荷
重
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

対
す

る
性

能
確

保
に

つ
い

て
の

方
針
を

確
認

す
る

。
 

          

5
.
3
 
津
波

監
視

設
備

の
設

計
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
、
津
波

の
影

響
（
波

力
、
漂

流
物

の
衝
突

等
）
に

対
し

て
、

影
響

を
受

け
に

く
い

位
置

へ
の

設
置
、
影
響

の
防

止
策
・
緩

和
策
等

を
検

討
し

、
入

力
津

波
に

対
し

て
津

波
監

視
機

能
が

十
分
に

保
持

で
き

る
よ

う
設

計
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
(
3
.2
.
1
)
の

遡
上

解
析

結
果

に
基

づ
き

、
津

波
影

響
を

受
け

に
く

い
位

置
、

及
び

津

波
影

響
を

受
け

に
く

い
建

屋
・
区

画
・
囲

い
等

の
内

部
に
設

置
さ
れ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

   

(
2
)
 
要
求

事
項

に
適

合
す

る
設

計
方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
な
お

、
後

段
規

制
（
工

事
計

画
認

可
）
 に

お
い

て
は
、
設

備
の

位
置

、
構

造
（

耐
水
性

を
含
む

）
、
地

震
荷

重
・

風
荷

重
と

の
組

合
せ

を
考

慮
し

た
強

度
等

が
要

求
事

項
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

・
荷

重
の

設
定
 

①
 
常
時

荷
重

：
自

重
を

考
慮
す

る
。
 

②
 
地
震

荷
重

：
基

準
地

震
動
を

考
慮
す

る
。
 

③
 
津
波

荷
重

：
入

力
津

波
＋
高

潮
の
影

響
を

考
慮

す
る

。
 

④
 
余
震

荷
重

：
余

震
と

し
て
、

弾
性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

d
-1

を
考
慮

す
る

。
 

・
許

容
限

界
 

浸
水

防
止

機
能

に
対

す
る

機
能

保
持
限

界
と

し
て

、
地

震
後

、
津
波

後
の

再
使

用
性

や
、
津
波

の
繰

り
返

し
作

用
を
想

定
し

、
止

水
性

の
面

も
踏
ま

え
る

こ
と
に

よ
り

当
該

構
造

物
全

体
の

変
形

能
力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有
し

、
浸

水
防
止

機
能

を
保

持
し

て
い

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

 

5
.
3
 
津
波

監
視

設
備

の
設

計
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

監
視

設
備

に
つ

い
て

は
、
津
波

の
影

響
（
波

力
、
漂
流
物

の
衝
突

等
）
に

対
し

て
、

影
響

を
受

け
に

く
い

位
置

へ
設

置
し
、
入
力

津
波

に
対

し
て

津
波
監

視
機

能
が

十
分
に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。
 

 

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
設
置

位
置

は
、
津
波

監
視

カ
メ
ラ
（
3
号
炉

原
子

炉
格
納

施
設
壁
面

T
.
P.
約

+4
6
.
8m
、

4
号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

壁
面

T
.
P.
+
3
6.
2
m
）
、

潮
位

計
（

1
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室

T
.
P
.
+
7.
1
m
、

2
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
T
.P
.
+
7.
1
m
、

3,
4

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
+
4.
6
m）

で
あ

る
。

１
号
炉

海
水
ポ

ン
プ

室
前

面
及
び

2
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面
の

入
力

津
波

高
さ

T
.
P
.+
2.
6
m
又

は
3
,
4
号

炉
海

水
ポ
ン

プ
室
前

面
の

入
力

津
波

高

さ
T
.
P.
+
2
.9
m
に
対

し
、

十
分

高
い
位

置
に

設
置

し
て

い
る

。
 

(
2
)
 
津
波

監
視

設
備

は
以

下
の

２
つ
の

条
件

で
評

価
を

行
い

、
入
力

津
波

に
対

し
て
津
波

監
視

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
よ
う

設
計

す
る

こ
と

と
し

て
い
る

。
 

①
 
常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

と
を

確
認

す
る

。
 

   

5
.
4
 
施
設

・
設

備
等

の
設

計
・

評
価
に

係
る

検
討

事
項
 

5
.
4
.
1
 津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止
設

備
等

の
設

計
に

お
け

る
検
討

事
項
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る
措
置

に
当

た
っ

て
は
、

次
に

示
す

方
針
（
津

波
荷

重
の

設
定
、
余
震

荷
重

の
考

慮
、
津

波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考

慮
）

を
満

足
す

る
こ

と
。
 

・
各

施
設
・
設
備

等
の

機
能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重
（
浸

水
高

、
波

力
・
波
圧

、

洗
掘

力
、
浮
力

等
）
に

つ
い
て

、
入
力

津
波

か
ら

十
分

な
余

裕
を
考

慮
し

て
設

定
す

る
こ

と
。
 

・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え
、

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を
検

討
す

る
こ

と
。
 

・
余
震

発
生

の
可

能
性

に
応
じ

て
余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波
に

よ
る

荷
重

と
の

組

合
せ

を
考

慮
す

る
こ

と
。
 

・
入

力
津
波

の
時
刻

歴
波

形
に

基
づ
き
、
津

波
の

繰
り

返
し

の
襲
来

に
よ

る
作

用
が
津

波
防

護
機

能
、

浸
水

防
止

機
能

へ
及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す
る

こ
と

。
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
津
波

荷
重

の
設

定
、
余
震

荷
重
の

考
慮

、
津

波
の

繰
り

返
し
作

用
の

考
慮

の
そ
れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、
要
求

事
項

に
適

合
す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
以
下

に
具
体

的
な

方
針

を
例

示
す

る
。
 

①
 
津

波
荷

重
の

設
定

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
不

確
か

さ
を

考
慮

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。
 

a
)
 
入
力

津
波

が
有

す
る

数
値
計

算
上
の

不
確

か
さ
 

b
)
 
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重
の

算
定

過
程

に
介

在

②
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

③
 
常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋
余

震
荷
重
 

余
震

荷
重

と
し

て
、

弾
性

設
計

用
地
震
動

S
d
-1

を
考

慮
す
る

。
 

 

5
.
4
 
施
設

・
設

備
等

の
設

計
・

評
価
に

係
る

検
討

事
項
 

5
.
4
.
1
 津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止
設

備
等

の
設

計
に

お
け

る
検
討

事
項
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る
措
置

に
当

た
っ

て
は
、

次
に

示
す

方
針
（
津

波
荷
重
の

設
定
、
余
震

荷
重

の
考
慮
、
津

波
の

繰
り

返
し

作
用
の
考

慮
）

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

・
各
施

設
・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重

（
浸

水
高
、

波
力

・
波
圧

等
）

に
つ

い
て

、
入

力
津

波
か

ら
十
分

な
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定
す

る
。
 

 ・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え
、

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を
検

討
す

る
。
 

・
余

震
発

生
の

可
能

性
に

応
じ

て
余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波
に

よ
る

荷
重

と
の
組

合
せ

を
考

慮
す

る
。
 

・
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ
き

、
津

波
の

繰
り

返
し

の
襲
来

に
よ

る
作

用
が
津

波
防

護
機

能
、

浸
水

防
止

機
能

へ
及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す
る

。
 

 【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

荷
重

の
設

定
、
余
震

荷
重
の

考
慮

、
津

波
の

繰
り

返
し
作

用
の

考
慮

の
そ
れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、

要
求

事
項

に
適

合
す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
の

概
要
を

以
下

に
示

す
。
 

 ①
津

波
荷

重
に

つ
い

て
は

、
以

下
の
不

確
か

さ
を

考
慮

し
て

い
る
。
 

 a
)
 
入
力

津
波

が
有

す
る

数
値
計

算
上
の

不
確

か
さ

 
 

b
)
 
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重
の

算
定

過
程

に
介

在
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

す
る

不
確

か
さ
 

上
記

b
)
 の

不
確

か
さ

の
考
慮

に
当
た

っ
て

は
、

例
え

ば
抽

出
し
た

不
確

か
さ

の

要
因

に
よ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

ス
タ

デ
ィ
等

に
よ

り
、
荷

重
設
置

に
考
慮

す
る

余
裕

の
程

度
を

検
討

す
る

方
針

で
あ

る
こ

と
。
 

②
 
余

震
荷

重
の

考
慮

に
つ

い
て

は
、

基
準

津
波

の
波

源
の

活
動

に
伴

い
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
余

震
（

地
震

）
に

つ
い
て

、
そ

の
ハ

ザ
ー

ド
を

評
価
す

る
と

と
も

に
、

基
準

津
波

の
継

続
時

間
の

う
ち

最
大

水
位

変
化

を
生

起
す

る
時

間
帯

に
お

い
て

発

生
す

る
余

震
レ

ベ
ル

を
検

討
す

る
方
針

で
あ

る
こ

と
。
ま
た

、
当

該
余

震
レ
ベ

ル
に

よ
る

地
震

荷
重

と
基

準
津

波
に

よ
る
荷

重
は
、
こ
れ

ら
の
発

生
確
率

の
推

定
に

幅
が

あ
る

こ
と

を
考

慮
し

て
安

全
側

に
組
み

合
わ

せ
る

方
針

で
あ

る
こ
と

。
 

   ③
 
津

波
の

繰
り

返
し

作
用

の
考

慮
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

・
設

備
の

入
力

津
波

に
対

す
る

許
容

限
界

が
当

該
構

造
物

全
体
の

変
形

能
力
（
終

局
耐

力
時
の

変
形

）
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

し
、
か
つ

津
波
防

護
機

能
・
浸
水

防
止

機
能
を

保
持

す
る

と
し

て
設

定
さ

れ
て

い
れ

ば
、
津
波

の
繰
り

返
し

作
用

に
よ

る
直

接
的
な

影
響

は
無

い
も

の
と

み
な

せ
る

が
、
漏

水
、
二

次
的
影

響
（
砂

移
動
、

漂
流

物
等
）
に

よ
る

累
積

的

な
作

用
又

は
経

時
的

な
変

化
が

考
え
ら

れ
る

場
合

は
、

時
刻

歴
波
形

に
基

づ
い

た
、

安
全

性
を

有
す

る
検

討
方

針
で

あ
る
こ

と
。
 

       

す
る

不
確

か
さ
 

上
記

の
不

確
か

さ
の

考
慮

に
当

た
っ
て

は
、
入
射

津
波

高
さ

a
Ⅰ
ま
た

は
最

大
遡
上

水
深

η
m
ax
を

1
.
5
倍

す
る

こ
と

で
考
慮

し
て

い
る

。
 

 ②
 
基

準
津

波
の

波
源

で
あ

る
若

狭
海

丘
列

付
近

断
層

お
よ

び
Ｆ

Ｏ
－

Ａ
～

Ｆ
Ｏ

－
Ｂ

～
熊

川
断

層
に

つ
い

て
、
そ
の

活
動
に

伴
い

発
生

す
る

余
震

に
よ
る

荷
重

を
設

定
す

る
。
入
力

津
波

が
若

狭
海

丘
列

付
近
断

層
に

よ
る

津
波

で
決

ま
る
場

合
は

、
弾

性
設

計
用

地
震
動

S
d
-5

H
(
N
S
)、

S
d-
5
V
を
余

震
荷

重
と

し
て

津
波
荷

重
と
組

合
せ

る
。
入

力
津

波
が

Ｆ
Ｏ

－
Ａ

～
Ｆ

Ｏ
－

Ｂ
～
熊

川
断

層
で

決
ま

る
場

合
は
、
弾
性

設
計

用
地

震
動

Sd
-
1
を

余
震

荷
重

と
し
て

津
波
荷

重
と

組
合

せ
る

。
 

上
記

の
と

お
り

、
津

波
の

波
源

と
な

る
断

層
と

余
震

の
組

合
せ

が
２

ケ
ー

ス
あ

り
、
入
力

津
波

の
波

源
と

な
る

断
層
に

つ
い

て
の

組
合

せ
を

考
慮
し

て
検

討
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

他
方

の
組

合
せ
も

必
要

に
応

じ
て

検
討

を
行
う

。
 

③
 
津

波
の

繰
返

し
作

用
の

考
慮

に
つ

い
て

は
、

漏
水

、
二

次
的

影
響

（
砂

移
動

等
）

に
よ

る
累

積
的

な
作

用
又

は
経

時
的
な

変
化

が
考

え
ら

れ
る

場
合
は

、
時

刻
歴

波
形

に
基

づ
い

た
、
安
全

性
を

有
す

る
検
討

を
し

て
い

る
。
具
体

的
に
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。
 

・
循

環
水

機
器
・

配
管

損
傷
に

よ
る
津

波
浸

水
量

に
つ

い
て

、
入
力

津
波

の
時

刻

歴
波

形
に

基
づ

き
、

津
波

の
繰

り
返
し

の
襲

来
を

考
慮

し
て

い
る
。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水
口
付

近
の
砂

の
移

動
・
堆

積
に
つ

い
て
は

、
基

準
津

波

に
伴

う
砂

移
動

の
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー
シ

ョ
ン

に
お

い
て

、
津

波
の
繰

り
返

し
の

襲
来

を
考

慮
し

て
い

る
。
 

・
基

準
津

波
に

伴
う

取
水

口
付

近
の
漂

流
物

に
つ

い
て

は
、
海

水
取

水
ト

ン
ネ
ル

付
近

の
寄

せ
波

お
よ

び
引

き
波

の
方
向

を
分

析
し

た
上

で
、
漂

流
物

の
可

能
性

を
検

討
し

、
海

水
取

水
ト

ン
ネ

ル
呑
み

口
が

閉
塞

す
る

こ
と

は
な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

5
.
4
.
2
 漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響
の

検
討
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設

の
外

側
の

発
電

所
敷
地

内
及

び
近

傍
に

お
い

て
建
物
・
構

築
物
、
設
置

物
等

が
破

損
、
倒
壊

、
漂
流
す

る
可
能

性
に

つ
い

て
検

討
す

る
こ
と

。
上

記
の

検
討

の
結

果
、
漂
流

物
の

可
能

性
が

あ
る

場
合
に

は
、
防
潮

堤
等

の
津

波
防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ
う
、
漂

流
防

止
装

置
ま

た
は
津

波
防

護
施

設
・
設
備

へ
の

影
響

防
止

措
置

を
施

す
こ

と
。
 

      【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
漂
流

物
に

よ
る

波
及

的
影

響
の
検

討
方

針
が
、
要
求
事

項
に
適

合
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

(
2
)
 
設
計

方
針

の
確

認
に

加
え

、
入

力
津

波
に

対
し

て
津
波

防
護
機

能
が

十
分

保
持

で
き

る
設

計
が

な
さ

れ
る

こ
と

の
見

通
し
を

得
る

た
め
、
以
下
の

例
の
よ

う
な

具
体

的
な

方

針
を

確
認

す
る

。
 

①
 
敷

地
周

辺
の

遡
上

解
析

結
果

等
を

踏
ま

え
て

、
敷

地
周

辺
の

陸
域

の
建

物
・

構
築

物
及

び
海

域
の

設
置

物
等

を
網

羅
的
に

調
査

し
た

上
で
、
敷

地
へ
の

津
波

の
襲

来
経

路
及

び
遡

上
経

路
並

び
に

津
波

防
護

施
設

の
外

側
の

発
電

所
敷

地
内

及
び

近
傍

に

お
い

て
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
漂
流

物
を

特
定

す
る

方
針

で
あ
る

こ
と

。
な

お
、

漂
流

物
の

特
定

に
当

た
っ

て
は

、
地

震
に

よ
る

損
傷

が
漂
流

物
の
発

生
可

能
性

を
高

め
る

こ
と

を
考

慮
す

る
方

針
で

あ
る
こ

と
。
 

②
 
漂

流
防

止
装

置
、

影
響

防
止

装
置

は
、

津
波

に
よ

る
波

力
、

漂
流

物
の

衝
突

に
よ

る
荷

重
と

の
組

合
せ

を
適

切
に

考
慮
し

て
設

計
す

る
方

針
で

あ
る
こ

と
。
 

5
.
4
.
2
 漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響
の

検
討
 

【
要

求
事

項
等

へ
の

対
応

方
針

】
 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の
設

計
及

び
漂

流
物

に
係

る
措
置

に
当

た
っ

て
は
、

次
に

示
す

方
針
（
津

波
荷
重
の

設
定
、
余
震

荷
重

の
考
慮
、
津

波
の

繰
り

返
し

作
用
の
考

慮
）

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

・
各

施
設
・
設
備

等
の

機
能
損

傷
モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重
（

浸
水

高
、
波

力
・
波
圧

等
）

に
つ

い
て

、
入

力
津

波
か

ら
十
分

な
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定
す

る
。
 

・
サ

イ
ト

の
地

学
的

背
景

を
踏

ま
え
、

余
震

の
発

生
の

可
能

性
を
検

討
す

る
。
 

・
余

震
発

生
の

可
能

性
に

応
じ

て
余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波
に

よ
る

荷
重

と
の
組

合
せ

を
考

慮
す

る
。
 

・
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ
き

、
津

波
の

繰
り

返
し

の
襲
来

に
よ

る
作

用
が
津

波
防

護
機

能
、

浸
水

防
止

機
能

へ
及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す
る
 

 

【
確

認
状

況
】
 

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設
・

設
備

を
抽

出
す

る
た

め
、
発

電
所

周
辺

約
5
km

の
範

囲
を

、
発

電
所

構
内

に
つ

い
て
は

遡
上

域
を

網
羅

的
に

調
査
す

る
。
設
置

物
に
つ
い

て
は

、
地

震
で

倒
壊

す
る

可
能

性
の
あ

る
も

の
は

倒
壊

さ
せ

た
上
で

、
浮

力
計

算
に
よ
り

漂
流

す
る

か
否

か
の

検
討

を
行

っ
た
。
 

こ
の

結
果

、
発

電
所

構
内

で
漂

流
す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

と
し
て

、
１

号
及

び
２
号

炉
放

水
口

側
の

協
力

会
社

事
務

所
等

が
あ

る
が

、
放

水
口

側
防

潮
堤

で
防

護
さ

れ
る

た

め
、
取
水

性
へ

の
影

響
は
な
い

。
ま
た

、
こ
れ

ら
の

設
置
位

置
及
び

津
波

の
流

向
を

考
慮

す
る

と
漂

流
物

は
取

水
口

へ
は

向
か
わ

な
い

。
 

発
電

所
構

外
で

漂
流

す
る

可
能

性
が
あ

る
も

の
と

し
て

、
発

電
所
近

傍
で

航
行

不
能
に

な
っ

た
漁

船
が

挙
げ

ら
れ

る
が

、
取
水

口
側

は
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

、
放

水
口

側
は
放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

に
よ

り
防
護

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

及
び

放
水

口
側
防

潮
堤

の
設

計
に

お
い

て
は
、
漂
流

物
と

し
て
衝

突
す

る
可

能
性

が
あ

る
小

型
漁

船
を
衝

突
荷

重
と

し
て

評
価

す
る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

 

5
.
4
.
3
 津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備
の

扱
い
 

【
規

制
基

準
に

お
け

る
要

求
事

項
等
】
 

津
波

防
護

施
設
・
設

備
の

設
計

に
お
い

て
津

波
影

響
軽

減
施

設
・
設
備

の
効
果

を
期
待

す
る

場
合

、
津

波
影

響
軽

減
施

設
・
設

備
は

、
基
準

津
波
に

対
し
て

津
波

に
よ

る
影

響
の

軽
減

機
能

が
保

持
さ

れ
る

よ
う

設
計
す

る
こ

と
。
津
波

影
響

軽
減
施

設
・
設
備

は
、
次
に

示
す

事
項

を
考

慮
す

る
こ

と
。

 

・
地

震
が

津
波

影
響

軽
減

機
能

に
及
ぼ

す
影

響
 

・
漂

流
物

に
よ

る
波

及
的

影
響

 

・
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷
重

に
つ

い
て

十
分

な
余

裕
を
考

慮
し

た
設

定
 

・
余

震
に

よ
る

荷
重

と
地

震
に

よ
る
荷

重
の

荷
重

組
合

せ
 

・
津

波
の

繰
り

返
し

襲
来

に
よ

る
作
用

が
津

波
影

響
軽

減
機

能
に
及

ぼ
す

影
響
 

 

【
確

認
内

容
】
 

(
1
)
 
津
波

影
響

軽
減

施
設
・
設

備
の
効

果
に

期
待

す
る

場
合

に
お
け

る
当

該
施

設
・
設
備

の
検

討
方

針
が

、
要

求
事

項
に

適
合
す

る
方

針
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る

。
 

           

 

5
.
4
.
3
 津

波
影

響
軽

減
施

設
・

設
備
の

扱
い
 

【
要

求
事

項
等

に
お

け
る

要
求

事
項
等

】
 

・
津

波
影

響
軽

減
施

設
と

し
て

は
、
取

水
口

の
カ

ー
テ

ン
ウ

ォ
ー
ル

が
あ

り
、
基
準
津
波

に
対

し
て

津
波

に
よ

る
影

響
の

軽
減
機

能
が

保
持

さ
れ

る
よ

う
設
計

す
る

。
津

波
影
響

軽
減

施
設

は
次

に
示

す
事

項
を

考
慮
す

る
。
 

①
 
基
準

地
震

動
S
s
が
津

波
影

響
軽
減

機
能

に
及

ぼ
す

影
響

 

②
 
漂
流

物
の

衝
突

力
 

③
 
機
能

損
傷

モ
ー

ド
に

対
応
し

た
荷
重

に
つ

い
て

十
分

な
余

裕
 

④
 
余
震

に
よ

る
荷

重
と

地
震
に

よ
る
荷

重
の

荷
重

組
合

せ
 

⑤
 
津
波

の
繰

り
返

し
襲

来
に
よ

る
作
用

が
津

波
影

響
軽

減
機

能
に
及

ぼ
す

影
響
 

  

【
確

認
状

況
】
 

(
1
)
 
津
波

影
響

軽
減

施
設

の
設

計
に
お

い
て

は
、
以

下
の
通

り
、
常
時

荷
重

、
津

波
荷

重
、

地
震

荷
重

、
余

震
荷

重
、

漂
流

物
荷
重

を
適

切
に

組
合

せ
て

設
計
を

行
う

。
 

ま
た

、
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
漂

流
物

に
よ

る
荷

重
及

び
自

然
現
象

と
の

組
合

せ
を

適
切

に
考

慮
す

る
。
 

①
 
荷
重

の
組

合
せ
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
地

震
荷

重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

余
震

荷
重
 

常
時

荷
重

＋
津

波
荷

重
＋

漂
流

物
荷
重
 

②
 
荷
重

の
設

定
 

津
波

影
響

軽
減

施
設

の
設

計
に

お
い

て
考

慮
す

る
荷

重
は

以
下

の
よ

う
に

設
定

す
 

る
。
 

a
)
 
常
時

荷
重

 
：

自
重

を
考
慮

す
る
。
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基
準
津
波
及
び
耐
津
波
設
計
方
針
に
係
る
審
査
ガ
イ
ド
 

高
浜

3
号
炉
及
び

4
号
炉
 
耐
津
波
設
計
方
針
 

                 Ⅲ
 
.
 附

則
 

こ
の

規
定

は
、

平
２

５
年

７
月

８
日
よ

り
施

行
す

る
。
 

本
ガ

イ
ド

に
記

載
さ

れ
て

い
る

手
法
等

以
外

の
手

法
等

で
あ

っ
て
も
、
そ
の

妥
当

性
が

適
切

に
示

さ
れ

た
場

合
に

は
、
そ

の
手

法
等

を
用

い
る

こ
と

は
妨
げ

な
い

。
ま

た
、
本
ガ

イ

ド
は
、
今
後

の
新
た

な
知

見
と

経
験
の

蓄
積

に
応

じ
て

、
そ

れ
ら
を

適
切

に
反

映
す

る
よ
う

見
直

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

 

b
)
 
地
震

荷
重

 
：

基
準

地
震
動

S
s
を

考
慮

す
る

。
 

c
)
 
津

波
荷

重
 

：
取

水
口

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

に
つ

い
て

は
「

取
水

口
前

面
」

で

の
入

力
津

波
を

も
と

に
考

慮
す

る
。
津

波
波

力
は

、「
港

湾
の

施

設
の

技
術

上
の

基
準

・
同

解
説

」
（

以
下

、
「

港
湾

基
準

」
と

い

う
。
）
に

よ
り

設
定

す
る

。
 

d
)
 
余
震

荷
重

 
：
水

平
方

向
に

弾
性
設

計
用

地
震
動

S
d
-5

H
(
N
S
)
を
考

慮
し
、
鉛
直

方
向

に
弾

性
設

計
用

地
震

動
Ｓ

d
-
5 V
を
考

慮
す

る
。
 

e
)
 
漂
流

物
荷

重
：
漂
流

物
と
し

て
総
ト

ン
数

10
t
級
（

排
水

ト
ン
数

30
t
）
の

小
型

漁
船

を
考

慮
し

、「
道

路
橋

示
方

書
（
Ⅰ

共
通

編
・
Ⅳ

下
部
構

造

編
）
・
同

解
説

」
に

基
づ

き
設
定

す
る
。
 

③
 
許
容

限
界
 

津
波

影
響

軽
減

施
設

に
対

す
る

機
能
保

持
限

界
と

し
て

、
地

震
後
、
津
波

後
の
再

使
用

性
や

、
津

波
の

繰
り

返
し

作
用
を

想
定

し
、
当
該

構
造

物
全
体

の
変

形
能

力
に

対
し

て
十

分
な

余
裕

を
有

す
る

よ
う
、
構
成

す
る

部
材

が
弾

性
域
内

に
収

ま
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

、
津

波
影

響
軽

減
機
能

を
維

持
し

て
い

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

 

  

第二編-別添1-398



 

補足資料 2． 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

津波防護対策の設備の位置づけについて 
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高浜発電所については、津波防護施設、浸水防止設備、津波影響軽減施設と

いった津波防護対策を実施している（図-1,2 参照）。 

ここでは、これらの津波防護対策が、どの分類に位置づけられるかについて、

各分類の定義や目的を踏まえて整理した（表-1,2 参照）。 

高浜発電所は、襲来の虞のある津波に対し、敷地が比較的低い特徴を有する。

よって、取水路からの津波の影響に対する外郭防護については、防潮堤・貯水

堰などのハード対策の場合、安全上重要な施設である海水ポンプの停止を長期

間要するなど、プラントへの影響が大きい。このため、取水路の防潮ゲートを

活用した津波防護を設計方針の基本に据えている。 

具体的には、防潮ゲートの運用を前提に、以下の２とおりの防護設計を検討

する。 

① 外郭防護内に津波を浸入させないことでドライサイトを達成する。 

② 外郭防護内に津波が浸入するが、敷地・取水性への影響を及ぼさないこと

を担保（必要に応じゲート閉止により担保）する。 
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図-1 高浜発電所 1号炉及び２号炉における津波防護対策の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 高浜発電所３号炉及び４号炉における津波防護対策の概要 
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表-1 各津波防護対策の分類整理（高浜発電所１号炉及び２号炉） 

分
類 

定義 施設・設備 目的 
取水路防潮ゲート 

防潮堤 
防潮扉 

屋外排水路 
逆流防止設備 

１号及び 
２号炉 

放水ピット 
止水板 

海水ポンプ室 
浸水防止蓋 

循環水 
ポンプ室 

浸水防止蓋 
水密扉 

貫通部 
止水処置 

取水口 
カーテン 
ウォール  潮位計 

津
波
防
護
施
設 

外郭防護及び
内郭防護を行
う土木、建築構
造物※１ 

・防潮堤（既存地
山による自然堤防
を含む）※１ 
・防潮壁※１ 

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない（外郭防護）
※１ 

○ 
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物 
（外郭防護１） 

○ 
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物
の機能を保持
するための機
器 
（外殻防護１） 

○ 
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物 
（外郭防護１） 

○ 
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物 
（外郭防護１） 

○ 
敷地内に津波
を浸水させな
い土木構造物 
（外郭防護１） 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

・建屋等の内壁や
床（建屋間境界壁
を含む）※１ 

・浸水防護重点化
範囲内に、地下水
や内部溢水を浸水
させない（内郭防
護）※１ 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

浸
水
防
止
設
備 

外郭防護及び
内郭防護を行
う機器・配管等
の設備※１ 

･防潮堤・防潮壁に
取りつけた水密扉
等、止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備
※１ 

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない（外郭防護）
※１ 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

○ 
海水ポンプエ
リア床面に設
置された機器 
（外郭防護） 

 

○ 
循環水ポンプ
室床面に設置
された機器 
（外郭防護） 

 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

・建屋等の壁や床
に取りつけた水密
扉や止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備
※１ 

・浸水防護重点化
範囲内に、津波や
内部溢水及び地下
水を浸水させない
（内郭防護）※１ 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

○ 
循環水管損傷
による津波や
溢水からの浸
水を防護する
ために建屋壁
に設置された
扉 
（内郭防護） 

○ 
循環水管損傷
による津波や
溢水からの浸
水を防護する
ために建屋壁
に設置された
その他浸水防
止に係る設備 
（内郭防護） 

× 
該当しない 

津
波
影
響
軽
減
施
設 

津波防護施設、
浸水防止設備
への波力によ
る影響を軽減
する効果が期
待 さ れ る 施
設・設備※2 

･敷地前面の港湾
内又は港湾外の海
中に設置している
もの（防波堤、離
岸堤、潜堤、人工
リーフ等）※3 

・基準津波に対し
て津波による影響
を軽減する※3 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

○ 
取水路防潮ゲ
ート前面の取
水口に設置さ
れた施設 

・敷地前面の陸上
（津波防護施設、
浸水防止設備の外
側）に設置してい
るもの（消波工、
根固工）※3 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

 
 
 
 
 
 

※１ 耐津波設計に係る工認審査ガイド P26「3.8 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備の分類」より抜粋 

※２ 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド P21「耐津波設計に係る審査において、対象となる施設・設備の意味及び例」より抜粋 

※３ 耐津波設計に係る工認審査ガイド P24「3.7.2 津波影響軽減施設・設備の扱い」より抜粋 

※４ 耐津波設計に係る工認審査ガイド P22「3.7.1 漂流物による波及的影響の検討」を参考 

第二編-別添1-402



 

表-2 各津波防護対策の分類整理（高浜発電所３号炉及び４号炉） 

分
類 定義 施設・設備 目的 

取水路防潮ゲート 

防潮堤、防潮扉 
屋外排水路 
逆流防止設備 

１号及び２号炉放水ピ
ット止水板 

海水ポンプ室 
浸水防止蓋 

取水口 
カーテンウォール 

 潮位計 

津
波
防
護
施
設 

外郭防護及び
内郭防護を行
う土木、建築
構造物※１ 

・防潮堤（既存地
山による自然堤防
を含む）※１ 
・防潮壁※１ 

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない（外郭防護）
※１ 

○ 
敷地内に津波を浸
水させない土木構
造物（外郭防護１） 

○ 
敷地内に津波を浸水
させない土木構造物
の機能を保持するた
めの機器 

（外殻防護１） 

○ 
敷地内に津波を浸水さ
せない土木構造物（外郭

防護１） 

○ 
敷地内に津波を浸水さ
せない土木構造物（外郭

防護１） 

○ 
敷地内に津波を浸水さ
せない土木構造物（外郭

防護１） 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

・建屋等の内壁や
床（建屋間境界壁
を含む）※１ 

・浸水防護重点化
範囲内に、地下水
や内部溢水を浸水
させない（内郭防
護）※１ 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

浸
水
防
止
設
備 

外郭防護及び
内郭防護を行
う機器・配管
等の設備※１ 

･防潮堤・防潮壁に
取りつけた水密扉
等、止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備
※１ 

・敷地内に、津波
を浸水及び漏水さ
せない（外郭防護）
※１ 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

○ 
海水ポンプ床面に設置
された機器（外郭防護

２） 
 

× 
該当しない 

・建屋等の壁や床
に取りつけた水密
扉や止水処理を施
したハッチ等、止
水処理を施した開
口部等、その他浸
水防止に係る設備
※１ 

・浸水防護重点化
範囲内に、津波や
内部溢水及び地下
水を浸水させない
（内郭防護）※１ 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

○ 
海水ポンプ床面に設置
された機器（内郭防護） 

× 
該当しない 

津
波
影
響
軽
減
施
設 

津 波 防 護 施
設、浸水防止
設備への波力
による影響を
軽減する効果
が期待される
施設・設備※2 

･敷地前面の港湾
内又は港湾外の海
中に設置している
もの（防波堤、離
岸堤、潜堤、人工
リーフ等）※3 

・基準津波に対し
て津波による影響
を軽減する※3 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

○ 
取水口防潮ゲート前面
の取水口に設置された

施設 

・敷地前面の陸上
（津波防護施設、
浸水防止設備の外
側）に設置してい
るもの（消波工、
根固工）※3 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

× 
該当しない 

 
 

※１ 耐津波設計に係る工認審査ガイド P26「3.8 津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備の分類」より抜粋 

※２ 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド P21「耐津波設計に係る審査において、対象となる施設・設備の意味及び例」より抜粋 

※３ 耐津波設計に係る工認審査ガイド P24「3.7.2 津波影響軽減施設・設備の扱い」より抜粋 

※４ 耐津波設計に係る工認審査ガイド P22「3.7.1 漂流物による波及的影響の検討」を参考 
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補足資料 3． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 
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1. 海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

海水ポンプからの取水時に、海水中に含まれる浮遊砂が軸受潤滑水とし 

て混入する可能性があるが、図-1 に示すとおり、異物逃がし溝（上部及び中

間、下部軸受：4.0mm、吸込みベル部軸受：約 5.0mm）での連続排出により、

海水ポンプの取水機能は維持できる設計となっている。これまでの運転実績

においても、浮遊砂混入による軸受損傷トラブルは発生していないが、発電

所周辺の細かな砂粒径約0.3mm程度のものが軸受に混入した場合の軸受耐性

について評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異物逃がし溝

ゴム

軸受シェル

主軸

異物逃がし溝隙間

図-1 海水ポンプ軸受構造図 
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 (1) メーカーにおける軸受摩耗試験結果 

実機海水ポンプを模擬し、浮遊砂濃度(4×10-3,2×10-2wt%)連続注入時

における運転試験を実施して、軸受の摩耗量を測定した。表-1 に試験条

件、図-2 に海水ポンプ軸受摩耗試験装置を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海水ポンプ モーター

異物の流れ

海水ポンプ モーター

異物の流れ

装置平面図 

油圧シリンダー 

荷重計 モータ 

供試スリーブ 

供試軸受 

注水 

排水 

回転軸 

供試軸受 

装置断面図 

図-2 海水ポンプ軸受摩耗試験装置 
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この摩耗量の測定結果を用いて比摩耗量Ｋ1を評価し、①の寿命評価式

を用いて評価した結果、浮遊砂濃度 2×10-2wt%の場合のゴム軸受の寿命時

間は約 6200 時間となる。計算条件を表-2 に示す。 

軸受寿命評価式（機械工学便覧参照）

：浮遊砂濃度 2×10-2%時の比摩耗量 [mm2／kgf] 

 ：許容摩耗量 [mm] 

 ：軸受面圧 [kgf／mm2] 

 ：周速 [mm／s] 

：浮遊砂濃度 2×10-2%時の寿命時間 [s] 

表-1 海水ポンプ軸受摩耗試験条件[浮遊砂濃度 4×10-3,2×10-2wt%] 

項目 試験条件 

回転数 [rpm] 716 

面圧  [MPa] 0.05 

砂粒径 [mm] 0.3 

軸受材料 ゴム軸受 

表-2 海水ポンプ軸受寿命評価条件[浮遊砂濃度 2×10-2wt%] 

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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(2) 基準津波時の砂移動評価結果からの寿命評価

基準津波時における砂移動評価結果から海水ポンプ室前の浮遊砂濃度

は、2.5×10-1wt%となる（別紙）。前項のメーカー試験の比摩耗量とこの

結果を用いて津波時の浮遊砂濃度 2.5×10-1wt%における比摩耗量を評価

する。 

比摩耗量の②式は、公開文献「立軸ポンプ用セラミックス軸受に関す

る研究」から引用している。この公開文献では、200～3000ppm のスラリ

ー濃度の軸受摩耗量を測定しており、比摩耗量とスラリー濃度との間に

は相関関係があると結論づけられており、この知見を参考とした。 

ω    Ｃω  
0.9

ω０ Ｃ０ 

ω０ (Ｋ1) ：200ppm における比摩耗量 

ω(Ｋ2)：種々のスラリー濃度における比摩耗量 

Ｃ０、Ｃω：スラリー濃度 

比摩耗量を計算した結果を図-3 に示す｡この結果から寿命評価をした

結果、運転可能時間はゴム軸受:約 580 時間となる。計算条件を表-3 に示

す。 

以上より、海水ポンプ軸受は津波時の浮遊砂に対して十分な耐性があ

る。 

表-3 海水ポンプ軸受寿命計算条件[浮遊砂濃度 2.5×10-1wt%] 

＝ …② 

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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(3) 評価結果

津波襲来時に海水ポンプ軸受部に細かな砂が混入したとしても海水ポ

ンプ軸受耐性は十分にあり、取水性に問題がないと評価する。また、万

一、運転中の海水ポンプ軸受に問題が生じたとしても、待機ポンプを保

有していることから、待機ポンプを起動し、機能を継続することが出来

る。 

図-3 海水ポンプ軸受比摩耗量評価結果  

出典：立軸ポンプ用セラミックス軸受に関する研究、湧川ほか 

（日本機械学会論文集（B編）53 巻 491 号（昭 62-7）、pp.2094-2098 に追記 

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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海水ポンプ室砂濃度について 

 

基準津波の水位波形および津波評価での取水口における津波水位波形並びに

浮遊砂濃度評価での海水ポンプ室における浮遊砂濃度を以下に示す。 

津波水位の変化が現れる時間と、砂移動に伴い海水ポンプ室の浮遊砂濃度に

変化が現れる時間では約 15 分の時間差がある。基準津波および取水口における

津波水位変化は、ほぼ 180 分で津波が収束傾向を示していることから、砂移動

評価においては津波水位評価 180 分にこの時間差約 15 分を加え、更に砂濃度の

減少傾向を加味し、55 分から 260 分までの砂平均濃度を用いることとする。 
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｢基準津波１（若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）） 

高橋ほか（1999）の手法による海水ポンプ室評価結果｣ 
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1. 海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

海水ポンプからの取水時に、海水中に含まれる浮遊砂が軸受潤滑水として

混入する可能性があるが、図-1 に示すとおり、異物逃がし溝（ゴム軸受:約

5.5mm、テフロン軸受:約 4.2mm）での連続排出により、海水ポンプの取水機

能は維持できる設計となっている。これまでの運転実績においても、浮遊砂

混入による軸受損傷トラブルは発生していないが、発電所周辺の細かな砂粒

径約 0.3mm 程度のものが軸受に混入した場合の軸受耐性について評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 海水ポンプ軸受構造図 
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(1) メーカーにおける軸受摩耗試験結果 

実機海水ポンプを模擬し、浮遊砂濃度(4×10-3,2×10-2wt%)連続注入時

における運転試験を実施して、軸受の摩耗量を測定した。表-1 に試験条

件、図-2 に海水ポンプ軸受摩耗試験装置を示す。 

 

 

 

 

海水ポンプ モーター

異物の流れ

海水ポンプ モーター

異物の流れ

装置平面図 

油圧シリンダー 

荷重計 モータ 

供試スリーブ 

供試軸受 

注水 

排水 

回転軸 

供試軸受 

装置断面図 

図-2 海水ポンプ軸受摩耗試験装置 
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この摩耗量の測定結果を用いて比摩耗量Ｋ1を評価し、①の寿命評価式

を用いて評価した結果、浮遊砂濃度 2×10-2wt%の場合のゴム軸受の寿命時

間は約 6200 時間、テフロン軸受の寿命時間は約 3000 時間となる。計算

条件を表-2 に示す。 

軸受寿命評価式（機械工学便覧参照）

：浮遊砂濃度 2×10-2%時の比摩耗量 [mm2／kgf] 

 ：許容摩耗量 [mm] 

 ：軸受面圧 [kgf／mm2] 

 ：周速 [mm／s] 

：浮遊砂濃度 2×10-2%時の寿命時間 [s] 

表-1 海水ポンプ軸受摩耗試験条件[浮遊砂濃度 4×10-3,2×10-2wt%] 

項目 試験条件 

回転数 [rpm] 716 

面圧  [MPa] 0.05 

砂粒径 [mm] 0.3 

軸受材料 
ゴム軸受 

テフロン軸受

表-2 海水ポンプ軸受寿命評価条件[浮遊砂濃度 2×10-2wt%] 

…① 

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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(2) 基準津波時の砂移動評価結果からの寿命評価

基準津波時における砂移動評価結果から海水ポンプ室前の浮遊砂濃度

は、1.3×10-1wt%となる（別紙）。前項のメーカー試験の比摩耗量とこの

結果を用いて津波時の浮遊砂濃度 1.3×10-1wt%における比摩耗量を評価

する。 

比摩耗量の②式は、公開文献「立軸ポンプ用セラミックス軸受に関す

る研究」から引用している。この公開文献では、200～3000ppm のスラリ

ー濃度の軸受摩耗量を測定しており、比摩耗量とスラリー濃度との間に

は相関関係があると結論づけられており、この知見を参考とした。 

ω０ (Ｋ1) ：200ppm における比摩耗量 

ω(Ｋ2)：種々のスラリー濃度における比摩耗量 

Ｃ０、Ｃω：スラリー濃度 

比摩耗量を計算した結果を図-3 に示す｡この結果から寿命評価をした

結果、運転可能時間はゴム軸受:約 1150 時間、テフロン軸受:約 560 時間

となる。計算条件を表-3 に示す。 

以上より、海水ポンプ軸受は津波時の浮遊砂に対して十分な耐性があ

る。 

表-3 海水ポンプ軸受寿命計算条件[浮遊砂濃度 1.3×10-1wt%] 

…② 

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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(3) 評価結果

津波襲来時に海水ポンプ軸受部に細かな砂が混入したとしても海水ポ

ンプ軸受耐性は十分にあり、取水性に問題がないと評価する。また、万

一、運転中の海水ポンプ軸受に問題が生じたとしても、待機 2台(定格流

量 100%×2 台)を保有していることから、待機ポンプを起動し、機能を継

続することが出来る。 

図-3 海水ポンプ軸受比摩耗量評価結果  

出典：立軸ポンプ用セラミックス軸受に関する研究、湧川ほか 

（日本機械学会論文集（B編）53 巻 491 号（昭 62-7）、pp.2094-2098 に追記 

一点鎖線の範囲は機密に係る事項ですので、公開することはできません。 
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海水ポンプ室砂濃度について 

 

基準津波の水位波形および津波評価での取水口における津波水位波形並び

に浮遊砂濃度評価での海水ポンプ室における浮遊砂濃度を以下に示す。 

津波水位の変化が現れる時間と、砂移動に伴い海水ポンプ室の浮遊砂濃度

に変化が現れる時間では約 40 分の時間差がある。基準津波および取水口にお

ける津波水位変化は、ほぼ 180 分で津波が収束傾向を示していることから、

砂移動評価においては津波水位評価 180 分にこの時間差約 40 分を加え、更に

220 分以降の砂濃度の減少傾向を加味し、80 分から 260 分までの砂平均濃度

を用いることとする。 
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｢基準津波１（若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）） 

高橋ほか（1999）の手法による海水ポンプ室評価結果｣ 
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（参考）基準津波３及び基準津波４による浮遊砂濃度について 

 

基準津波３及び基準津波４について津波水位の変化が現れる時間と、砂移動

に伴い海水ポンプ室の浮遊砂濃度に変化が現れる時間を比較したところ、浮遊

砂濃度の変化は取水路防潮ゲートが閉止してから20分以上時間が経過している。

また、浮遊砂の濃度についても基準津波１の半分程度となっていることから、

浮遊砂濃度の評価について基準津波１による値を用いることは妥当であると判

断できる。 

 

 

 

参考図１ 基準津波３（隠岐トラフ海底地すべり（エリアＢ）） 

高橋ほか（1999）の手法による海水ポンプ室評価結果 
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参考図２ 基準津波４（隠岐トラフ海底地すべり（エリアＣ）） 

高橋ほか（1999）の手法による海水ポンプ室評価結果 
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補足資料 4． 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

燃料等輸送船の係留索の耐力について 

（高浜発電所 津波警報が発表されない 

可能性がある津波に対する評価） 
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１．概要 

燃料等輸送船（以下、「輸送船」という。）は、津波警報等発表時、原則、緊急

退避を行うが、輸送船が荷役中の場合は退避準備に 20 分間を要するため、その間

は緊急退避できない可能性がある。このため、この 20 分間に襲来する早期襲来津

波に対して輸送船への影響評価を実施している。また、津波警報等が発表されない

可能性がある津波（海底地すべり津波）が発生した場合は、より安全性を高めるた

め、輸送船は緊急退避する運用としており、発電所構外において津波と想定される

潮位を観測した場合は１号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御

室の当直課長からの周知（ページング）を受け緊急退避を行うが、前述と同様に輸

送船が荷役中の場合は緊急退避できない可能性があることや構外潮位計の欠測時

には退避しない運用としていることから津波連絡後 20 分以降に到達する津波も含

む津波全体を対象として輸送船への影響評価を行い、係留状態が維持できることを

確認する。 

係留索については、船舶の大きさから一定の算式によって計算される数値（艤装

数）に応じた仕様（強度、本数）を有するものを備えることが、日本海事協会（NK）

の鋼船規則において定められている。 

今回、輸送船が備えている係留索の係留力および海底地すべり単独による津波の

流圧力について石油会社国際海事評議会 OCIMF（Oil Companies International 

Maritime Forum）の手法を用いて算出し、係留索の耐力評価を行う。 

 

２．海底地すべり津波の評価 

（１）輸送船、係留索、係船柱 

   輸送船、係留索、係船柱の仕様を表-１に、配置を図-１に示す。 

 

表-１ 輸送船、係留索、係船柱の仕様 

項 目 仕 様 

輸送船 

総トン数 約 5,000[トン] 

載貨重量トン 約 3,000[トン] 

喫水 約 5[m] 

全長 100.0[m]（垂線間長：94.4[m]） 

型幅  16.5[m] 

形状 （図１参照） 

係留索 

直径 60[mm]（ノミナル値） 

素材種別 Polyethylene Rope Grade 1 

破断荷重 279[kN（キロニュートン）]＝28.5[tonf] 

係船機ブレーキ力 28.5[tonf]×0.7≒20.0[tonf] 

係船柱 

形状 （図１参照） 

ビット数、位置 （図１参照） 

係留状態 （図１参照） 

強度 50[t] 
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（２）各波源モデルによる津波流速 

表-２に各波源モデルによる最大流速を示す。この中から、最大流速となる波源

モデルを選定し、その最大流速により評価を実施する。 

 

【選定結果】 

① 最大流速（水位上昇側）：1.1[m/s] 

評価に使用する最大流速（水位上昇側）は表-２のとおり、①エリアＢ Kinematic

モデルの水位上昇側から、流速 1.1[m/s]を選定する。 

なお、1.1[m/s]は、計算値 1.05[m/s]を保守的に切上げた値である。 

 

 （参考） 

エリアＢ Kinematic モデルの水位下降側においても最大流速 1.1[m/s]となって

いるが、詳細は 1.01[m/s]を保守的に切上げた値である。 

 

表-２ 各波源モデルによる最大流速 

 

　　　　表中の水位単位はT.P.(m)、流速単位は(m/s)

最高水位 最大流速 最低水位 最大流速

Watts他の予測式 0.6 0.1 -0.1 0.1

Kinematicモデル

による方法
1.6 0.4 -0.7 0.4

Watts他の予測式 1.9 0.4 -1.6 0.4

Kinematicモデル

による方法
3.7 1.1 -5.4 1.1

Watts他の予測式 1.1 0.4 -0.8 0.4

Kinematicモデル

による方法
3.7 0.7 -4.0 0.7

地
震
以
外
に
起
因
す
る
津
波

海
底
地
す
べ
り

エリアA

エリアB

エリアC

水位上昇 水位下降

放水口
前面

放水口
前面波源モデル

① 
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（３）最大流速の波源モデルによる波形 

図-２に最大流速の波源モデルによる津波の流速を示す。 

また、図-３に津波流向（イメージ）を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-３ 津波流向（イメージ） 

 

 

物揚岸壁

1,2号放水口

：津波伝播経路イメージ：津波伝播経路イメージ

図-２ ①エリアＢ Kinematic モデル上昇側の流速－放水口前面－ 
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（４）係留力 

係留力の計算方法を表-３に、計算結果を表-４、図-４,５に示す。 

 

表-３ 係留力の計算方法 

【各索の係留力計算式】 

 

Ｒ Ｘ ＝ Ｔ ×

  
 

 
  
 

 
 

   
 

 
  
 

  

ＣＣ

Ｃ

θβ

Ｌ

Ｌ

θβ

coscos
coscos 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＲＸ：前後係留力 [tonf]（前方は添字ｆ、後方は添字ａ） 

Ｔ ：係留索１本に掛けることができる最大張力 [tonf] 

β ：係留索水平角（岸壁平行線となす角度）[deg] 

θ ：係留索の仰角 [deg] 

Ｌ ：係留索の長さ（船外＋船内）[m] 

βＣ：各グループ※で最も負荷の大きい係留索の係留索水平角（岸壁平行線となす角度）[deg] 

θＣ：各グループ※で最も負荷の大きい係留索の仰角 [deg] 

ＬＣ：各グループ※で最も負荷の大きい係留索の長さ（船外＋船内）[m] 

   ※係留索の機能別グループ（前方係留力または後方係留力） 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF 刊行） 

仰角θ 

係船索長：Ｌ α 

β 
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図-５ 船首方向への移動に対する船尾方向係留力 
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（５）流圧力 

   流圧力の計算方法を表-５に示す。計算結果について、前項で求めた係留力と

の比較結果を図-６に示す。 

 

表-５ 流圧力の計算方法 

【流圧力計算式】 

ｄＬＶρＣ
２

１
＝Ｆ ＰＰＣＣＸＸ ＣＣ

     2  

 

ＦＸｃ：縦方向流圧力 [kgf] 

ＣＸｃ：縦方向流圧力係数 

ＶＣ ：流速 [m/s] 

ＬＰＰ：垂線間長 [m] 

ｄ  ：喫水 [m] 

ρＣ ：水密度 [kg･sec２/m４] 

    （＝104.5kg･sec２/m４） 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF 刊行） 

 

 

 

（出典：VLCC における風圧及び流圧の予測 OCIMF 刊行） 

 

縦方向流圧力係数[Ｃｘ] 
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船尾方向の流圧力とヘッドラインの 

係留力 

船首方向の流圧力とスタンラインの 

係留力 

  

  

・ 流 速 1.1[m/s] で の 流 圧 力 は 約

2.2[tonf]であり 17.47[tonf]より十

分小さい。なお、船尾方向への流速約

3.1[m/s]までの流圧力であればヘッ

ドラインのみで対抗可能となる。 

・ 流 速 1.1[m/s] で の 流 圧 力 は 約

3.7[tonf]であり 31.13[tonf]より十

分小さい。なお、船首方向への流速約

3.2[m/s]までの流圧力であればスタ

ンラインのみで対抗可能となる。 

図-６ 流圧力と係留力の比較 

 

３．まとめ 

海底地すべり津波の最大流速（流速 1.1[m/s]：図-２参照）による流圧力（約 2.2

～3.7[tonf]：図-６参照）に対し、係留力（約 17～31[tonf]：表-４参照）が上回

ることを確認した。 

したがって、輸送船係留時に海底地すべり津波が襲来した場合でも、係留状態を

維持することは可能である。 

以上 

  

船尾方向係留力の評価

0.0

10.0
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40.0

50.0

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

最大流圧力（船首方向から）

係留力：ヘッドライン

流圧力、係留力 [tonf]

流速 [m/s]

船首方向係留力の評価
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流圧力、係留力 [tonf]
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（参考１） 

 

荷役中に海底地すべり津波が襲来した場合に輸送船が退避できない理由 

 

参考図 1-1 のとおり、海底地すべり津波は退避連絡後 20 分未満で最高水位に

到達することがある。荷役中であった場合、輸送物の干渉回避後に係留索を取り

外す必要があるが、津波水位が岸壁高さを大きく上回っている場合は、岸壁での

係留索取り外しができないため、緊急退避できない可能性がある。 

参考として、表 1-1 に既許可の早期襲来津波と海底地すべり津波との比較を示

す。また、参考図 1-2 に緊急退避準備 20 分の内容と各作業の概要を示す。 

        
  

参考図 1-1 基準津波３の時刻歴波形 
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表 1-1 既許可の早期襲来津波と海底地すべり津波との比較 

 早期襲来津波 海底地すべり津波 

対象津波 ①陸上地すべり（No.1,2,3）津波 
②基準津波２ 
（津波警報発表後、基準津波１より早く到達） 

基準津波３ 
（退避連絡後、基準津波４より早く到達） 

第一波最高水位 ①T.P.+2.20m ②T.P.+2.15m T.P.+3.85m 

岸壁遡上時間 ①約２分後（津波発生後） 
②約１１分後（地震発生後） 

約 1６分後（退避連絡後） 

輸送船対応 （荷役中および荷役中以外） 
・津波高さは物揚岸壁（T.P.+2.0ｍ）を僅かに
超える程度の高さでかつ岸壁を超えるのは
短時間（1 分間未満）であり、水位低下後、
船員が岸壁に降りて係留索取外し作業（最大
約 6分間）を行うことは可能であり、既許可
の早期襲来津波については、荷役中であって
も、輸送船は緊急退避可能 

・なお、津波流速は最大でも 1.0m/s 未満であ
り、輸送船の性能は、津波の最大流速を上回
っているため、適切な操船で退避可能であ
り、退避後に漂流物になることはない 

（荷役中） 
・津波高さは物揚岸壁（T.P.+2.0ｍ）を大き
く上回り、岸壁高さを超える退避連絡後約
16分以降は岸壁で作業ができないため、20
分以内に緊急退避できない 

（荷役中以外） 
・退避連絡後、速やかに係留索を取外して、
第一波到達前に輸送船は緊急退避可能 

・なお、津波流速は最大でも 1.1m/s 未満で
あり、輸送船の性能は、津波の最大流速を
上回っているため、適切な操船で退避可能
であり、退避後に漂流物になることはない 

波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

津波⾼さ︓2.20m
津波流速︓1.0m/s 

津波⾼さ︓2.15m
津波流速︓0.9m/s 

津波⾼さ︓3.85m
津波流速︓1.1m/s 
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参考図 1-2：緊急退避準備 20 分の内容と各作業の概要 
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補足資料 5． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について 

（高浜発電所 津波警報が発表されない 

可能性がある津波に対する評価） 
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１．概要 

燃料等輸送船（以下、「輸送船」という。）は、津波警報等発表時、原則、緊急

退避を行うが、輸送船が荷役中の場合は退避準備に 20 分間を要するため、その間

は緊急退避できない可能性がある。このため、この 20 分間に襲来する早期襲来津

波に対して輸送船への影響評価を実施している。また、津波警報等が発表されない

可能性がある津波（海底地すべり津波）が発生した場合は、より安全性を高めるた

め、輸送船は緊急退避する運用としており、発電所構外において津波と想定される

潮位を観測した場合は、１号及び２号炉中央制御室並びに３号及び４号炉中央制御

室の当直課長からの周知（ページング）を受け緊急退避を行うが、前述と同様に輸

送船が荷役中の場合は緊急退避できない可能性があることや構外潮位計の欠測時

には退避しない運用としていることから津波連絡後 20 分以降に到達する津波も含

む津波全体を対象として輸送船への影響評価を行い、岸壁に乗り上がらないことや

航行不能となり漂流物にならないことを確認する。 

 

２．海底地すべり津波の評価 

（１）各波源モデルによる最高水位および最低水位 

表-１に各波源モデルによる津波の最高水位および最低水位を示す。この中か

ら、最高水位および最低水位となる波源モデルを選定し、その最高水位および最

低水位により評価を実施する。 

 

表-１ 各波源モデルによる最高水位および最低水位 

 

【選定結果】 

①最高水位：T.P.+3.85[m] 

　　　　表中の水位単位はT.P.(m)、流速単位は(m/s)

最高水位 最大流速 最低水位 最大流速

Watts他の予測式 0.6 0.1 -0.1 0.1

Kinematicモデル

による方法
1.6 0.4 -0.7 0.4

Watts他の予測式 1.9 0.4 -1.6 0.4

Kinematicモデル

による方法
3.7 1.1 -5.4 1.1

Watts他の予測式 1.1 0.4 -0.8 0.4

Kinematicモデル

による方法
3.7 0.7 -4.0 0.7

地
震
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に
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① ② 
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最高水位は、表－１①の T.P.+3.7[m]（朔望平均満潮位 T.P.+0.49[m]を考慮）

に+0.15[m]（潮位ばらつき）を加えた T.P.＋3.85[m]とする。 

 

（参考） 

エリアＣ Kinematic モデルの水位上昇側においても最高水位 T.P.+3.7[m]とな

っているが、詳細はエリアＢ Kinematic モデルは T.P.+3.69[m]、エリアＣ 

Kinematic モデルは T.P.+3.65[m] を保守的に切上げた値である。 

 

②最低水位：T.P.-5.57[m]  

評価用の最底水位は、表－１②の T.P.-5.4[m]（朔望平均干潮位 T.P.-0.01[m]

を考慮）に-0.17[m]（潮位ばらつき）を加えた T.P.-5.57[m]とする。 

 

（２）選定した波源モデルの波形 

図-１～３に波源モデルによる最高水位、最低水位および最大流速を示す。 

 

図-１ ①エリアＢ Kinematic モデル上昇側の津波水位－放水口前面－ 

  

図-２ ②エリアＢ Kinematic モデル下降側の津波水位－放水口前面－ 
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図-３ エリアＢ Kinematic モデル上昇側の流速（絶対値）－放水口前面－ 

 

（３）係留時の輸送船評価 

ａ．最高水位における輸送船の評価（係留時） 

最高水位と輸送船の喫水高さの関係を図-４に示す。 

評価は、岸壁係留中に津波が最高水位 T.P.+3.85[m]（図-１参照）となった状

態を前提とする。 

 

・最高水位解析値 ：T.P.+3.70[m]※  ※ 朔望平均満潮位 T.P.+0.49[m]を考慮 

・潮位のバラツキ ：  +0.15[m] 

評価用の最高水位：T.P.+3.85[m] 

 

図-４ 係留時における最高水位と輸送船の喫水高さ 

 

【評価】 

図-１のとおり、最初の引き波で水位は下降するが、その後最高水位

T.P.+3.85[m]まで上昇する。この時の輸送船の船底は、岸壁高さより 2.15[m]～

3.15[m]下側にあるため、輸送船が岸壁に乗り上がり航行不能になることはない

（図-４参照）。 

また、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s]（図-３参照）を上回っている

ため、緊急退避においても適切な操船で退避可能であることから漂流物になるこ

とはない。 
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ｂ．最低水位における輸送船の評価（係留時） 

最低水位と輸送船の喫水高さの関係を図-５に示す。 

評価は、岸壁係留中に津波が最低水位 T.P.-5.57[m]（図-２参照）なった状態

を前提とする。 

 

・最低水位解析値 ：T.P.-5.4 [m]※  ※ 朔望平均干潮位 T.P.-0.01[m]を考慮 

・潮位のバラツキ ：  -0.17[m] 

評価用の最低水位：T.P.-5.57[m] 

 

図-５ 係留時における最低水位と輸送船の喫水高さ 

 

【評価】 

図-２のとおり、最低水位は T.P.-5.57[m]であり、輸送船は海底に着底する可

能性がある（図-５参照）。着底による輸送船への影響としては、岸壁付近の海底

が平坦であること、水位変動が緩やかであること、二重船殻構造で十分な船体強

度を有していることから、輸送船が損傷し航行不能になることはない。また、水

位は数分で上昇するため、水位回復後輸送船は退避可能である。 

なお、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s]（図-３参照）を上回っている

ため、緊急退避する場合においても適切な操船で退避可能であることから、漂流

物になることはない。 

 

（４）係留時以外の輸送船評価 

ａ．最低水位における輸送船の評価（係留時以外） 

最低水位と輸送船の喫水高さの関係を図-６に示す。 

輸送船の評価は、岸壁に係留されていない状態（接岸直前や離岸直後を想定）、

津波水位は最低水位 T.P.-5.57[m]（図-２参照）を前提とする。 

 

・最低水位解析値 ：T.P.-5.4 [m]※  ※ 朔望平均干潮位 T.P.-0.01[m]を考慮 

・潮位のバラツキ ：  -0.17[m] 

評価用の最低水位：T.P.-5.57[m] 
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図-６ 係留時以外における最低水位と輸送船の喫水高さ 

 

【評価】 

  図-６のとおり、岸壁付近の海底は平坦な部分が約 29[m]、その外側に傾斜部分

（1:2 勾配）があり、最低水位において輸送船が海底に接触する範囲は、岸壁か

ら約 40[m]の範囲となる。 

   この範囲を含めた岸壁付近での輸送船の移動速度は、接岸や離岸に伴い、非常

に慎重な速度（数 cm/s～数十 cm/s 程度）で操船される。この時、引き波で最低

水位となった場合、船底が一時的に着底する可能性があるが、船速が非常に遅く、

水位の低下速度もゆっくりであることから、輸送船の船底が損傷し航行不能にな

ることはない。また、水位は数分で上昇するため、水位回復後輸送船は退避可能

である。なお、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s]（図-３参照）を上回

っているため、緊急退避する場合においても適切な操船で退避可能であることか

ら、漂流物になることはない。 

更に、海底の傾斜部分（1:2 勾配で傾斜角度は約 27°）は輸送船の重心位置に

よる横転角度（約 48°）に比べて十分余裕があることから、仮に輸送船が傾斜部

分に着底したとしても、輸送船が横転することはない。 

 

 

３．まとめ 

海底地すべり津波が襲来した場合でも、津波高さと輸送船の喫水高さの関係か

ら、岸壁に乗り上がることはなく、引き波により船底が海底に着底しても十分な船

体強度を有していること等から航行不能となることはない。また、輸送船は水位回

復後退避可能であること、輸送船の性能は、津波の最大流速 1.1[m/s]（図-３参照）

を上回っているため、緊急退避する場合においても適切な操船で退避可能であり、

漂流物となることはない。 

 

以 上
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別 紙 

 

 

燃料等輸送船の着底時の転覆の可能性について 

 

１．概要 

燃料等輸送船（以下「輸送船」という。）の物揚岸壁における停泊中および港湾

内で緊急退避中に引き波により着底することを想定し、その際の転覆の可能性につ

いて評価する。 

 

 

２．評価条件 

（１）輸送船の仕様・形状 

輸送船の仕様を表-１に、外形図を図-１、図-２に示す。 

 

表-１ 輸送船の仕様 

 

項  目 

 

仕  様 

  

 

満載排水量 

 

 

約 7,000[t]（空荷状態：約 4,000[t]） 

 

積貨重量トン 

 

 

約 3,000[t] 

 

喫水 

 

 

約 5[m] 

 

全長 

 

 

100.0[m]（垂線間長：94.4[m]） 

 

型幅 

 

 

16.5[m] 
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図-１ 輸送船外形図（側面・上面）     図-２ 輸送船外形図（正面） 

 

 

（２）転覆モード 

一般の船舶の場合、丸型やＶ型の船底を有しているものがあるが、輸送船は図-２

に示すとおり、断面形状が扁平であり船底が平底型である。このため、引き波によ

り着底した場合にも傾くことなく安定していると考えられるが、ここでは保守的に、

図-３に示すように輸送船が津波を受けた際に船底の端部が海底に引っ掛かり、船

底端部周りに回転する状況を想定し、転覆可能性の評価を行うものとする。 

 

図-３ 想定転覆モード 
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３．転覆評価 

 

図-３の想定転覆モードにおいて輸送船に働く力とモーメントを図-４に示す。 

 

      
 

図-４ 輸送船に働く力とモーメント 

 

 

津波を受けると流圧力ＦＹＣによるモーメントＮが発生し、船底端部を中心に輸送船

を回転させる。また、浮力ＦＢによるモーメントＮＢも流圧力によるモーメントＮと同

じ方向に発生する。一方、重力ＦＧによるモーメントＮＧがこれらのモーメントと逆方

向に発生し輸送船の傾きを戻す。この際、流圧力および浮力によるモーメントにより

傾きが増大し、重心位置が回転中心の鉛直線上を超える場合には転覆する。 

重心位置が回転中心の鉛直線上にあるときの傾きは約 48°であるため、ここでは

傾きを 24°と仮定し、流圧力によるモーメントＮと浮力によるモーメントＮＢの和と

重力によるモーメントＮＧとのモーメントの釣り合いから転覆しないことを確認する。 

 

重力によるモーメントＮＧは次式のとおりとなる。 

ＮＧ＝ＦＧ×Ｘ（ＧＲ） 

＝４，０００×４．５ 

＝１８，０００[tonf･m] 

 

ＮＧ：重力によるモーメント[tonf･m] 

ＦＧ：輸送船（空荷状態）の重量[tonf]（≒４，０００） 

Ｘ（ＧＲ）：重心と回転中心の水平方向距離[m]（≒４．５） 
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次に流圧力によるモーメントＮは次式にて計算できる。 

Ｎ＝ＦＹＣ×Ｗ÷２ 

＝ＦＹＣ×ｄ÷２ 

 

Ｎ：流圧力によるモーメント[tonf･m] 

ＦＹＣ：流圧力[tonf] 

Ｗ：水位[m] 

ｄ：喫水[m]（＝５） 

 

ここで、流圧力は受圧面積が最大のときに最も大きくなり、且つ、流圧力によるモ

ーメントは流圧力の作用点と回転中心との距離が最大のときに最も大きくなるため、

本評価における水位は喫水と同等とした。 

また、横方向の流圧力ＦＹＣを表－２に示す方法で計算する。 

 

表-２ 横方向流圧力の計算方法 

【流圧力計算式】 

 

 

 

ＦYC：横方向流圧力 [kgf] 

ＣYC：横方向流圧力係数 

ＶＣ ：流速 [m/s] 

ＬＰＰ：垂線間長 [m] 

ｄ  ：喫水 [m] 

ρＣ ：水密度 [kg･sec２/m４] 

    （＝104.5kg･sec２/m４） 

（出典：係留設備に関する指針 OCIMF 刊行） 

 

このとき、流速は図-５に示す最低水位となる津波の最大流速 1.1[m/s]を適用し、

横方向流圧力係数を図-６により 10 と仮定する。 

 

図-５ 最大流速 

 

ＦＹＣ＝  ×ＣＹＣ×ρｃ×Ｖ２×Ｌｐｐ×ｄ 
１

２ 
ｃ  
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図-６ 横方向流圧力係数（出典：VLCC における風圧及び流圧の予測 OCIMF 刊行） 

 

表-２によりＦＹＣは以下のとおりとなる。 

ＦＹＣ＝１÷２×１０×１０４．５×１．１２×９４．４×５ 

＝２９８，４１０[kgf] 

≒３００[tonf] 

 

したがって、流圧力によるモーメントＮは以下のとおりとなる。 

Ｎ＝ＹＦＣ×ｄ÷２ 

＝３００×５÷２ 

＝７５０[tonf･m] 

 

最後に浮力によるモーメントＮＢは次式にて評価する。 

ＮＢ＝ＦＢ×Ｘ（ＢＲ） 

＝１，７００×３．０ 

    ＝５，１００[tonf･m] 

 

ＮＢ：浮力によるモーメント[tonf･m] 

ＦＢ：傾いた際の輸送船の浮力[tonf]（≒１，７００） 

Ｘ（ＢＲ）：浮心と回転中心の水平方向距離[m]（≒３．０） 

※ 
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以上の結果をまとめると、以下に示すとおり重力によるモーメントＮＧは流圧力に

よるモーメントと浮力によるモーメントの和より大きくなるため、輸送船は転覆する

ことはない。 

 

Ｎ＋ＮＢ＝７５０＋５，１００ 

      ＝５，８５０[tonf･m]＜ＮＧ（＝１８，０００）[tonf･m] 

 

４．まとめ 

輸送船の着底後に海底地すべり津波による流圧を受けても船底と海底の形状か

ら転覆することはなく、また、保守的に船底の一部が固定されるような状態を想定

した場合であっても転覆しないことを確認した。 

 

以上 
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（参考１） 

 

荷役中に海底地すべり津波が襲来した場合に輸送船が退避できない理由 

 

参考図 1-1 のとおり、海底地すべり津波は退避連絡後 20 分未満で最高水位に

到達することがある。荷役中であった場合、輸送物の干渉回避後に係留索を取り

外す必要があるが、津波水位が岸壁高さを大きく上回っている場合は、岸壁での

係留索取り外しができないため、緊急退避できない可能性がある。 

参考として、表 1-1 に既許可の早期襲来津波と海底地すべり津波との比較を示

す。また、参考図 1-2 に緊急退避準備 20 分の内容と各作業の概要を示す。 

        
  

参考図 1-1 基準津波３の時刻歴波形 

第二編-別添1-447



 

 

表 1-1 既許可の早期襲来津波と海底地すべり津波との比較 

 早期襲来津波 海底地すべり津波 

対象津波 ①陸上地すべり（No.1,2,3）津波 
②基準津波２ 
（津波警報発表後、基準津波１より早く到達） 

基準津波３ 
（退避連絡後、基準津波４より早く到達） 

第一波最高水位 ①T.P.+2.20m ②T.P.+2.15m T.P.+3.85m 

岸壁遡上時間 ①約２分後（津波発生後） 
②約１１分後（地震発生後） 

約 1６分後（退避連絡後） 

輸送船対応 （荷役中および荷役中以外） 
・津波高さは物揚岸壁（T.P.+2.0ｍ）を僅かに
超える程度の高さでかつ岸壁を超えるのは
短時間（1 分間未満）であり、水位低下後、
船員が岸壁に降りて係留索取外し作業（最大
約 6分間）を行うことは可能であり、既許可
の早期襲来津波については、荷役中であって
も、輸送船は緊急退避可能 

・なお、津波流速は最大でも 1.0m/s 未満であ
り、輸送船の性能は、津波の最大流速を上回
っているため、適切な操船で退避可能であ
り、退避後に漂流物になることはない 

（荷役中） 
・津波高さは物揚岸壁（T.P.+2.0ｍ）を大き
く上回り、岸壁高さを超える退避連絡後約
16分以降は岸壁で作業ができないため、20
分以内に緊急退避できない 

（荷役中以外） 
・退避連絡後、速やかに係留索を取外して、
第一波到達前に輸送船は緊急退避可能 

・なお、津波流速は最大でも 1.1m/s 未満で
あり、輸送船の性能は、津波の最大流速を
上回っているため、適切な操船で退避可能
であり、退避後に漂流物になることはない 

波形  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

津波⾼さ︓2.20m
津波流速︓1.0m/s 

津波⾼さ︓2.15m
津波流速︓0.9m/s 

津波⾼さ︓3.85m
津波流速︓1.1m/s 
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参考図 1-2：緊急退避準備 20 分の内容と各作業の概要 
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補足資料 6． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて 
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津波伝播計算手法及び計算条件 

 

基準津波の選定において、津波に伴う水位変動の評価は、非線形長波理論に

基づき、差分スキームとして Staggered Leap-frog 法を採用した平面二次元モ

デルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施した。 

 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、各海水ポンプ室

までの水理特性を考慮した詳細格子分割の数値計算モデル（以下「詳細数値計

算モデル」という。）を基本とし、パラメータスタディや津波ハザード評価の計

算には、取水口及び放水口の前面で完全反射条件とした概略数値計算モデルを

用いた。 

 計算上考慮している水深分布図を図-1に、概略数値計算モデルの計算条件及

び計算モデルを表-1と図-2に、詳細数値計算モデルの計算条件及び計算モデル

を表-2と図-3に示す。また、津波シミュレーションによる津波水位評価点の位

置を図-4に示す。 

また、取水路内に設置した取水路防潮ゲート及び放水路付近の敷地を囲むよ

うに設置した防潮堤を計算モデルに反映したほか、取水口及び放水口付近の陸

側境界条件について陸上遡上を考慮し、取水口及び放水口のカーテンウォール

については、本間公式及び土木研究所（1996）による計算式から、越流量及び

開口部通過流量を計算した（図-5、6）。 

 さらに防潮ゲートについては、遠隔操作によるゲート閉止に必要な時間を考

慮して、閉止時間前に第１波のピークが到達する津波に対しては、１号、２号、

３号及び４号炉共用の取水路防潮ゲートＡ系列及びＢ系列開放（以下、「防潮ゲ

ート「開」」という。）の条件を設定した。また、構内の 2 台の潮位計による観

測潮位が 10 分以内に 0.5m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5m

以上上昇すること、又は 10 分以内に 0.5m 以上上昇し、その後、最高潮位から

10 分以内に 0.5m 以上下降した場合には、防潮ゲート「開→閉」とする条件を設

定した。なお、防潮ゲート「開」時の開口部より上部については、計算上カー

テンウォールとして取り扱った。 

 １号炉及び２号炉海水ポンプ室の取水経路の一部である非常用海水路並びに

３，４号炉海水ポンプ室の取水経路の一部である海水路及び海水取水トンネル

については、平面二次元モデルによる津波シミュレーションに仮想スロットモ

デルによる一次元不定流計算を接続して検討を行った（図-7）。 
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表-1 津波シミュレーションの概略計算手法および計算条件 
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表-2 津波シミュレーションの詳細計算手法および計算条件 
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図-1 水深分布図 
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図-2 概略津波計算モデル（津波伝播計算領域及び空間格子間隔） 
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図-3 詳細津波計算モデル（津波伝播計算領域及び空間格子間隔） 
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